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－１－	

第 ４ 回 定 例 会 会 議 録 目 次  

 

第１号（１１月２７日）（金曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ６ 

 １.開  議 ·······································································································   ６ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ６ 

 １.会期の決定 ····································································································   ６ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ６ 

 １.報告第１４号 上程 ······················································································  １０ 

   報告 

 １.報告第１５号～報告第１７号 一括上程 ·······················································  １０ 

   報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第６０号～議案第６８号 一括上程 ·······················································  １８ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第６９号～議案第７２号 一括上程 ·······················································  ２１ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.議案第７３号～議案第８０号 一括上程 ·······················································  ２４ 

   説明、質疑 

   議案第７３号～議案第７６号・議案第７８号 総務文教委員会付託 

   議案第７７号・議案第７９号・議案第８０号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第８１号 上程 ······················································································  ３０ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.議案第８２号 上程 ······················································································  ３１ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.議案第８３号・議案第８４号 一括上程 ·······················································  ３３ 

   説明、質疑 

   議案第８３号 総務文教委員会付託 

   議案第８４号 産業厚生委員会付託 

 １.請願第３号・請願第４号・陳情第８号・陳情第９号 一括上程 ·····················  ３５ 

   請願第３号・陳情第８号・陳情第９号 総務文教委員会付託 

   請願第４号 産業厚生委員会付託 

 １.意見書案第８号 上程 ··················································································  ３５ 

   説明、質疑、討論、表決 

 １.日程報告 ·······································································································  ３６ 



	
	

－２－	

 １.散  会 ·······································································································  ３６ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第２号（１２月８日）（火曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ３８ 

 １.議案第８５号 上程 ······················································································  ３８ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.一般質問 ·······································································································  ３９ 

   川越 信男 議員 ·························································································  ３９ 

   １ いじめ問題・不登校調査について 

    （１）本市のいじめの認知件数や不登校児童生徒数の現状について 

    （２）いじめ問題への対応について 

    （３）不登校児童・生徒への対応について 

    （４）教育長の考えは 

   ２ 学校給食センターについて 

    （１）学校給食センターの民間委託について 

    （２）現在、働いている職員の処遇と食材の調達について 

    （３）給食費等を含めた保護者への説明について 

   ３ 国体開催について 

    （１）２０２３年開催までの取組について 

    （２）３年後の延期を市長はどのように感じておられるか 

   ４ 市税等の賦課及び徴収について 

    （１）新型コロナウイルス感染症禍における本年度の市税の徴収率等につ 

       いて 

      ア 市税（各税）の徴収猶予の現状について 

      イ 国保税の減免の状況について 

      ウ 現状における徴収率について（前年度比較） 

    （２）家屋全棟調査について 

      ア 現在の調査状況について 

      イ 現地調査により判明した賦課漏れ家屋について 

      ウ 令和３年度の評価替え（当初賦課）に間に合うのか 

   ５ 庁舎建設について 

    （１）耐震診断の県の命令について 

    （２）外部検討委員会の意見書について 

    （３）庁舎の在り方について 



	
	

－３－	

   堀内 貴志 議員 ·························································································  ５０ 

   １ 耐震か？新築か？庁舎の在り方について 

    （１）これまでの検討事項について 

    （２）県の耐震促進計画に基づく命令書を受けて 

    （３）今後の方向性について 

   ２ コロナ禍における観光振興について 

    （１）民泊と３か所の観光拠点の現状について 

    （２）垂水市道の駅交流施設、垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず及び垂水市 

       猿ヶ城活性化施設の指定管理者の指定に至った経緯 

    （３）３施設の連携について 

   ３ 国道２２０号牛根境防災事業について 

    （１）国道２２０号牛根境防災事業の必要性と事業実施に至った経緯につい 

       て 

    （２）１１月２８日に中心杭打ち式（式典）が実施されたが、今後の事業内 

       容と完成までの経緯について 

    （３）磯脇橋付近の歩道整備は 

   森  武一 議員 ·························································································  ６２ 

   １ 国道２２０号牛根境防災について 

    （１）今後のスケジュールについて 

    （２）地域との関わりについて 

   ２ 本市で新型コロナウイルス感染症患者が発生した際の対応について 

    （１）介護事業所職員が感染又は濃厚接触者となった場合の業務継続につ 

       いて 

      ア 市民への影響について 

    （２）死亡者が出た際の対応について 

    （３）対応策の財源について 

   ３ 新たな新庁舎建設計画に向けて 

    （１）６月議会で示された令和５年度までの財政収支見通しを基に試算す 

       ると令和２０年度には１０億円以上の財源不足に陥るが、財政的に 

       問題がないとの認識とはなんだったのか 

    （２）県からの耐震診断に関する命令について 

      ア 耐震診断と耐震補強の関係について 

   梅木  勇 議員 ·························································································  ７１ 

   １ ７月豪雨の災害復旧について 
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    （１）農林業復旧について 

    （２）市単独農地復旧について 

   ２ 錦江町の排水等の対策について 

    （１）実施設計に伴う工事計画の概要は 

    （２）計画の実施は 

   ３ ミカンコミバエの防除について 

    （１）本市の生息調査は 

    （２）確認された場合の対応は 

   ４ 振興会からの要望の実施状況について 

    （１）実施件数と実施率は 

    （２）未実施の要望箇所の対応は 

   池山 節夫 議員 ·························································································  ７７ 

   １ 市政について 

    （１）コロナによる市内経済への影響とＧｏＴｏ施策、プレミアム商品券 

       の効果について 

    （２）介護保険料の差押えについて 

    （３）認知症のあんしんサポート事業について 

    （４）パートナーシップ制度について 

    （５）行政のデジタル化について 

    （６）これからのまちづくりについて 

      ア 耐震診断について 

      イ 新庁舎建設計画について 

   ２ 学校教育について 

    （１）コロナ禍での不登校・授業について 

    （２）教職員と生徒・児童とのＳＮＳについて 

    （３）混合名簿について 

   前田  隆 議員 ·························································································  ８９ 

   １ コロナ禍の地域活性化対策事業の検証 

    （１）誘客促進事業たるみずおもてなしキャンペーンについて 

    （２）垂水市水産物販売促進緊急対策事業について 

      ア 丼フェアについて 

      イ 学校給食への提供について 

    （３）新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業について 

   ２ 垂水市上水道事業について 



	
	

－５－	

    （１）重要拠点施設に繋がる基幹管路更新事業の現状と進捗、見通しにつ 

       いて 

    （２）内之野の第４水源系の配水池への緊急遮断弁を設置する計画につい 

       て 

   ３ 国民健康保険について 

    （１）コロナ禍で国民健康保険税減免申請が増加しているが国保税軽減予 

      想額はいくらか、その補助金について 

    （２）国保健全化対策について 

      ア 赤字解消・削減の具体策について歳入面と歳出面からの取組につ 

        いて 

 １.日程報告 ·······································································································  ９６ 

 １.散  会 ·······································································································  ９６ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（１２月９日）（水曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ９８ 

 １.一般質問 ·······································································································  ９８ 

   新原  勇 議員 ·························································································  ９８ 

   １ 垂水島津家墓所について   

    （１）島津家墓所の現状と今後の復旧について 

    （２）具体的な復旧方法はどのように行うのか 

   ２ 垂水高校について  

    （１）生徒数増についてどのような対策があるか 

    （２）市県外からの下宿サポートについて 

   ３ 成人式参加者のＰＣＲ検査補助について 

    （１）県外の成人式対象者は何人いるか 

    （２）県外の成人式対象者のＰＣＲ検査補助について 

   ４ 限界集落について 

    （１）垂水市の限界集落の基準と１４３振興会の状況は 

    （２）奉仕作業に活動費を支払うルール作りはどうなっているか 

    （３）振興会の統合への支援について 

   ５ 市庁舎建設について 

    （１）住民投票の結果を受けて総括はできているのか 

    （２）市庁舎の建設場所について 

    （３）市長と反対された方との意見交換はなぜいまだにされないのか 
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    （４）これからの進め方・基本計画策定を含めて 

   北方 貞明 議員 ························································································· １０５ 

   １ 未収金について     

    （１）元市長の退職金及び給食費横領金の総額返納に対して、現在までの 

       返納額と直近５年間の返納額は 

   ２ 過疎法について     

    （１）１１／１１の南日本新聞に新過疎法、自民党素案で十数市町村は除 

       外・縮小と報道されたが、本市はどのようになっているか 

   ３ 広報たるみず（市報） 

    （１）広報たるみず読者の思いの掲載記事の取扱いについて 

   ４ 新庁舎について 

    （１）住民投票の結果を受け、反対側の意見を聞くとの事であったが、意 

       見交換はどのようになっているか 

   ５ 乗合タクシーについて 

    （１）乗合タクシーは３社で４コースを運行している。２年で見直す事に 

       なっているが、一度も見直しがないのはなぜか 

   持留 良一 議員 ························································································· １１４ 

   １ 市長の政治姿勢について～分断を乗り越え、より良い垂水市へ全力を尽 

     くすために 

    （１）外部検討委員会の提言を受け、住民へ声明を出す必要性と役割・責 

       任があると考えるが見解を問う 

      ア ノーサイドについての見解とその方向性への考えは 

      イ 「提言」の受け止めは 

      ウ 市民の「これからどうしていくのか」の問いに、どのような責任 

        あるメッセージを出していくのか 

   ２ 誰もが「安心」に介護保険制度を支えられ、そしていつでもどこでも 

    「安心」に活用できる制度へ 

    （１）第８期の介護保険料はどうなるか 

    （２）値上げの場合、高齢者の生活へ与える影響をどのように考えるか、 

       対策は 

    （３）値上げを抑える考え方、取組はあるのか 

      ア 介護給付費準備基金（処分第２項）の活用は 

      イ 負担の公平性（担税能力の公平）の観点から所得段階の見直しは 

        （全国では１６段階もある） 
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      （ア）第９段階の人数は、占める割合は 

      （イ）第９段階の細分化は可能か、その必要性はないか 

    （４）自治体の責務とはなにか、どう果たしてきたのか。また、どう果た 

       すべきか 

   ３ 「気候危機」への政治の責務と取組について 

    （１）「気候危機」への基本的認識は 

    （２）どうすべきか、どうあるべきか 

      ア 二酸化炭素排出「実質ゼロ」への取組 

      （ア）表明している自治体数 

      （イ）表明の意思、考えは 

      イ 「気候非常事態宣言」への認識と今後の取組は 

      （ア）宣言している自治体数 

      （イ）宣言の意思、考えは 

      ウ 「プラスチックごみゼロ」への取組 

      （ア）取り組んでいる自治体数、取組への考えは 

   ４ 学校給食の民間委託への問題について 

    （１）民間委託導入の試算結果と効果 

      ア コスト削減は、どのように検証されたか 

      イ 削減コストとは、教育費予算や市の予算全体のどの程度か 

    （２）民間委託は、教育としての学校給食にとって最善の方法か 

      ア 委託先の調理員と栄養士との関係は 

      イ 「食育」における行政の責任は果たせるのか 

    （３）保護者との関係は 

      ア 保護者と共に考えるべき問題と考えるが、「結果」の報告（決定 

        報告）では教育としてもそぐわない 

    （４）民間委託で、基準財政需要額の算定との関係は 

   ５ 安心して産み育てられる環境の整備・充実を（支援） 

    （１）不育症についての認識は（費用額等も含む） 

    （２）相談窓口の体制は 

    （３）県内の支援自治体数と制度創設の理由は 

    （４）国の支援の動向と本市の見解、支援の必要性について 

   池田みすず 議員 ························································································· １２８ 

   １ 簡易水道事業を上水道事業に統合する計画について 

    （１）移行事務に向けスケジュールは 



	
	

－８－	

    （２）統合による問題点は 

   ２ 職員採用について 

    （１）女性職員採用について 

      ア 女性職員数とその割合は 

      イ 今年度の新規採用者数の女性職員数とその割合 

      ウ 女性管理職の登用について 

    （２）今後の取組について 

   ３ たるたるおでかけチケット交付事業について 

    （１）交付及び利用状況について 

      ア 交付状況 

      イ 各事業所の利用状況 

    （２）利用者からの声は 

    （３）今後の取組について 

   ４ 公共料金のコンビニ等の納付について 

    （１）進捗状況について 

    （２）今後のスケジュールについて 

   ５ かごしま国体について 

    （１）開催競技について 

    （２）炬火リレーについて 

    （３）今後の取組について 

   感王寺耕造 議員 ························································································· １３４ 

   １ 庁舎建設について 

    （１）予定地ありきの計画ではなかったのか。現庁舎・市民館について、 

       隣接地の購入費、地権者の意向調査等行ったのか 

    （２）現庁舎の耐震診断は、耐震化を前提にしたものか 

    （３）計画案否決を受け、今後の建設地から計画予定地は除外するのか 

    （４）新庁舎建設を考える会から市長への公開質問状が出されているが、 

       今回の問題を総括するためにも市長は回答する責任があると考える 

       が、見解は。また、今後の取組は 

   ２ 財政問題について 

    （１）令和元年度末での市債残高、財政調整基金の残高は。また、他市と 

       の比較は（財政調整基金は１９市の中で何番目か） 

    （２）来年度予算の地方交付税・市税収入等は、コロナの影響があり減収 

       が予想されるが、予算編成の見通しは 
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    （３）ふるさと納税を恒常的な財源に位置づけるべきではないと考えるが、 

       市長の見解は 

    （４）令和元年度の一般財政の予算規模は約１４０億円、令和２年度は現 

       時点で約１６０億円。水迫市政時は、約８５億円であった予算規模 

       は約２倍に拡大している。あれもこれもではなく、スクラップ＆ビ 

       ルドを図り予算のスリム化を図るべきと考えるが市長の見解は 

   ３ 牛根中央クリニックについて 

    （１）今後の活用方法は     

    （２）活用方法が正式決定しない土地・建屋等の寄付に応ずべきではない 

       と考えるが見解は。また、どの部署で決定したのか 

    （３）今後の対応についての考え方は 

   ４ 小学校統合について 

    （１）教育長・市長の見解と今後の取組は 

    （２）地域住民の意向と児童・保護者の意向調査は 

   ５ 学校給食センターについて 

    （１）令和３年８月からの民間委託を目指しているが、職労との交渉は。 

       保護者、児童生徒の意向調査はどうなっているのか 

    （２）民間委託で、食の安心安全が担保されるのか。また、地元食材の活 

       用は守られるのか 

    （３）「偽装請負い」法的整理は 

   ６ 日本郵政への証明書交付事務・事務の包括受託について 

    （１）現在までの、折衝内容は 

    （２）新城・牛根地域の住民意向調査の考えは 

    （３）委託後、余剰人員の他部署への異動の考えは 

   川畑 三郎 議員 ························································································· １４７ 

   １ 林道・市道の整備について 

    （１）進捗状況について 

   ２ 農業・水産業について 

    （１）新型コロナウイルスの影響は 

   ３ 垂水高等学校振興対策について 

    （１）支援補助金の内容について 

    （２）生徒確保の活動状況について 

   ４ 庁舎の在り方について 

    （１）今後の進め方について 
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令 和 ２ 年 第 ４ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

１１・２７ 金 本会議  
会期の決定、委員長報告、議案等上程、説明、質疑、 

討論、一部表決、一部委員会付託 

１１・２８ 土 休 会   

１１・２９ 日 〃   

１１・３０ 月 〃   

１２・ １ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

１２・ ２ 水 〃   

１２・ ３ 木 〃   

１２・ ４ 金 〃   

１２・ ５ 土 〃   

１２・ ６ 日 〃   

１２・ ７ 月 〃   

１２・ ８ 火 本会議  一般質問 

１２・ ９ 水 本会議  一般質問 

１２・１０ 木 休 会 委員会 産業厚生委員会  （議案審査） 

１２・１１ 金 〃 委員会 総務文教委員会  （議案審査） 

１２・１２ 土 〃   

１２・１３ 日 〃   

１２・１４ 月 〃   

１２・１５ 火 〃   

１２・１６ 水 〃   

１２・１７ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

１２・１８ 金 本会議 
 

委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

委員会 桜島火山活動対策特別委員会 

 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第１４号 損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

報告第１５号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度垂水市一般会計補正予算（第

９号）） 
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報告第１６号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度垂水市一般会計補正予算（第

１０号）） 

報告第１７号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度垂水市病院事業会計補正予算

（第４号）） 

議案第６０号 令和元年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第６１号 令和元年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６２号 令和元年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６３号 令和元年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６４号 令和元年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６５号 令和元年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６６号 令和元年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６７号 令和元年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６８号 令和元年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６９号 垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

案 

議案第７０号 垂水市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第７１号 垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第７２号 垂水市第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第７３号 垂水市税条例の一部を改正する条例 案 

議案第７４号 災害被害者に対する市税減免条例の一部を改正する条例 案 

議案第７５号 垂水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 案 

議案第７６号 垂水市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第７７号 垂水市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 案 

議案第７８号 垂水市火災予防条例の一部を改正する条例 案 

議案第７９号 垂水市道の駅交流施設の指定管理者の指定について 

議案第８０号 垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず及び垂水市猿ヶ城活性化施設の指定管理者の

指定について 

議案第８１号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規

約の変更について 

議案第８２号 令和２年度垂水市一般会計補正予算（第１１号） 案 

議案第８３号 令和２年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 案 

議案第８４号 令和２年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３号） 案 

議案第８５号 公立学校情報機器（端末）購入契約について 

議案第８６号 令和２年度垂水市一般会計補正予算（第１２号） 案 

意見書案第８号 種苗法「改正案」の廃案を求める意見書 

意見書案第９号 少人数学級の推進を求める意見書 
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意見書案第１０号 核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書 

 

請願・陳情 

請願第 ３号 国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級化についての意見書提出を

求める請願 

請願第 ４号 介護保険料の負担増の中止と意見書の提出を求める請願書 

陳情第 ８号 日本国政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書提出についての陳情 

陳情第 ９号 新庁舎建設の新たな計画づくりの推進を求める陳情 
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令和２年11月27日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら令和２年第４回垂水市議会定例会を開会いた

します。 

   △開  議 

○議長（篠原則）  これより、本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（篠原則）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において前田隆議員、北方貞明議員

を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（篠原則）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る11月20日、議会運営委員会が開催され、

協議がなされた結果、本定例会の会期をお手元

の会期日程表のとおり、本日から12月18日まで

の22日間とすることに意見の一致を見ておりま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から12月18日までの22

日間と決定しました。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から令和２年８月分及び９月分の出

納検査結果報告がありましたので、写しをお手

元に配付しておきましたから御了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。９月議会後の議会に報告すべき主な事項

について報告いたします。 

 初めに、７月初旬の梅雨前線豪雨災害に関す

るその後の対応でございますが、国に対し、土

木課関係が道路７件、河川２件、合計９件、農

林関係が農業用施設14件、林業用施設２件、農

地22件の合計38件を申請したところでございま

す。 

 このうち、土木申請分につきましては、10月

12日から15日にかけ実施されました第11次災害

査定を最後に、本市が受検いたしました災害査

定は終了しており、本日の入札をもって全て発

注したところでございます。農林課申請分につ

きましては、本日が最終の災害査定受検日とな

っておりますが、終了後早期の工事発注を図り、

農業者の皆様の営農活動の再開に努めてまいり

ます。 

 次に、福祉課関係でございますが、７月の豪

雨災害の被災者への支援の状況につきましては、

全壊した水之上地区の２世帯に対して市のお見

舞金10万円や、災害救助法適用による国の被災

者生活再建支援制度による支援金75万円及び県

の住家災害見舞金10万円に加えて、10月に７月

豪雨災害義援金の第１次配分金として、県から

それぞれ60万円が支給されたところでございま

す。 

 続きまして、新型コロナウイルス関連につき

まして９月議会以降の取組状況について御報告

いたします。 

 初めに、感染予防対策につきましては、国か

ら使い捨て手袋が7,000枚の配布があり、今後、

市内の各事業所に配付する予定でございます。

また、全国において第３波の感染拡大傾向が見

られることから、感染リスクが高まる５つの場
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面として具体的な紹介チラシを今月中旬に振興

会経由にて全戸に配布し、改めて市民の皆様に

感染予防の徹底をお願いしたところでございま

す。 

 次に、新型コロナウイルスと季節性インフル

エンザの同時流行に備え、生後６か月以上から

高齢者までの全市民を対象に、インフルエンザ

予防接種費用の助成を10月１日から行っており

ます。大きな反響がございまして、10月31日現

在、昨年の２倍以上の約30％の市民の皆様が接

種されておられます。さらに多くの市民の方々

に接種していただきますよう、今後も周知を図

ってまいります。 

 次に、垂水市内の検査体制の強化を図るため、

10月７日に市内にＰＣＲ検査機器を導入いたし

ました。このことにより、発熱等の方々はもと

より、これまで検査結果判明まで丸１日以上か

かっていたところを、検査開始から約45分と大

幅に短縮できることで、医療従事者の精神的負

担の軽減も図られるものと考えております。 

 また、本市の医療・介護・福祉を支えていた

だいている従事者の皆様においては、新型コロ

ナウイルスの感染リスクと常に隣り合わせで精

神的負担も非常に大きい中、御尽力をいただい

ているところでございます。 

 そのことから、これまでの御対応に感謝する

とともに、これからの応援の意味を込め本市の

独自事業として、本市の特産品でありますカン

パチ、ブリを鹿児島県が実施しております従事

者慰労金交付金事業の対象者、市内51事業所の

872名の施設従事者に対し、11月18日から３週

にかけてお届けいたしております。昨日のＮＨ

Ｋでも放送していただいたところでございます。 

 次に、市内の保育所等におきましては、保育

対策総合支援補助金を活用して必要な備品や機

械等の購入を進めているところでございます。 

 また、児童クラブや子育て支援センターにつ

きましては、市で購入した除菌機能を備えたオ

ゾン脱臭機をはじめ、必要な備品を各施設へ支

給し、子供たちを守るために新型コロナウイル

ス感染対策に努めているところでございます。 

 次に、経済対策につきまして報告いたします。 

 10月１日から12月13日まで、「コロナに打ち

勝とうブリ・カンパチ丼フェア」を道の駅たる

みず・道の駅たるみずはまびら・味処海の桜勘

で開催しております。ブリ・カンパチ丼を求め

連日大盛況であり、減少しておりました来館者

も徐々に増加しつつあり、景気回復の１つにつ

ながっているものと感じているところでござい

ます。 

 また、市内の消費意欲の喚起及び市内の資金

循環によります商工業の景気回復と、販売数が

減少し需要が落ち込んでいるカンパチ・ブリの

消費対策を図ることを目的として、プレミアム

付商品券の発行事業を実施しております。 

 カンパチ・ブリのセットを全ての購入世帯に

プレゼントすることもあり、これまでのプレミ

アム付商品券の申込数を大きく上回る約4,500

世帯の市民の皆様が申し込まれております。市

内商工業者にとりましては、大きな景気回復へ

つながるものだと期待しているところでござい

ます。 

 なお、垂水おもてなしキャンペーンについて

でございますが、10月19日からスタートし１か

月間で約470件の申込みがあり、深刻な影響を

受けております宿泊業者等に対して緊急的な支

援対策を講じたところでございます。 

 さらに、県外からの誘客を推進する関西地区

ビジネス確立事業につきましては、都城市と連

携した魅力的な商品が造成され、12月３日より

１月30日までの間に関西からのツアーが15回計

画されております。 

 この計画では、道の駅たるみずはまびら並び

に道の駅たるみずにおいて食事や買い物ツアー

が組み込まれており、１回の参加者が38名、合

計で約520名の方々が本市を訪れる予定でござ
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います。 

 今後ともこの新型コロナウイルス感染症に関

しましては、引き続きお一人お一人が感染予防

に努めていただくよう情報をしっかりと発信を

し、市民生活の安心安全に努め、市民経済の安

定を図るため、スピード感を持って対応策を講

じてまいりたいと考えております。 

 次に、新庁舎建設関連でございます。 

 10月１日、鹿児島県から建築物の耐震改修の

促進に関する法律に基づき、本庁舎及び別館並

びに消防本部について、除却等の実施時期まで

に除却等を行わない場合は、当該期間までに耐

震診断結果の報告を求める命令が出されました。 

 10月26日、第13回新庁舎建設検討委員会が開

催され、これまでの委員会活動の振り返りや今

後の計画づくりにつきまして協議をいただきま

した。この協議の結果については、鯵坂委員長

が垂水市庁舎整備に対する意見書として取りま

とめられ、11月17日に御提出いただいたところ

でございます。 

 この２点の詳しい内容につきましては、本日

開催される全員協議会で御説明させていただく

予定としております。 

 次に、水産商工観光関係について御報告いた

します。 

 ９月に１か月間、鹿児島市の山形屋におきま

して、カンパチ・ブリをはじめ、本市の特産品

であります豚肉や野菜など、垂水食材のメニ

ューによります垂水の味だよりが開催されまし

た。 

 本年度は、新型コロナウイルスの影響から来

場者の減少が心配されておりましたが、昨年と

変わらず大盛況であり、系列５店舗で4,693食、

前年比102％の売上実績となり、今年で３回目

となりますが毎回好評を得ているとの御報告を

いただいたところでございます。 

 次に、道の駅たるみずはまびらでございます

が、今月22日と23日の２日間、開駅２周年記念

感謝祭が開催され、各種イベントが行われるな

ど大変なにぎわいであり、３連休も重なり来館

者数は３日間合計で約１万5,000人、売上額は

昨年度比150％でございました。引き続き官民

連携し、周辺地域の活性化並びに交流人口増加

に取り組んでまいります。 

 民泊型教育旅行につきましては、11月に国内

２校約350人の中高生をお迎えし、生徒と民泊

家庭において新たな出会いと思い出を育んでい

ただいたところでございます。 

 次に、スポーツ合宿の受入状況でございます

が、10月から11月にかけまして鹿児島情報高校

サッカー部、フェンシング男子エペナショナル

チーム、フェンシング女子フルーレ日本代表ア

ンダー20、アンダー17の合同チームの合計３団

体、滞在延べ人数は約310人となり、本市にと

りまして大きな経済効果の１つとなっておりま

す。 

 11月20日からは、毎年恒例となっております

垂水千本イチョウ祭りを開催し、多くのお客様

が来園され、自然が織りなす金色のじゅうたん

を御堪能いただいております。 

 なお、短期間ではございますが、夜間におい

ても午後６時から９時までライトアップを行い、

県内外から来られた多くのお客様が感動されて

いるところでございます。今後も交流人口増加

につながるよう誘客活動の充実を図るとともに、

観光情報の発信に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、農業委員会関係でございます。 

 10月23日に農業委員会の会長をはじめ17名の

委員に御出席いただいて、市長と農業委員・農

地利用最適化推進委員意見交換会を開催いたし

ました。 

 少子高齢化による農業者の減少に伴う耕作放

棄地の増加や鳥獣害被害など、直面している諸

課題について意見交換を行いました。今後とも、

諸課題を解決していくため情報収集及び迅速か
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つ適確な情報発信を怠らず、農業者の皆様の不

安を払拭するための施策の方向性を見出してま

いりたいと考えております。 

 続きまして、学校教育関係でございます。 

 テレビや新聞でも掲載されておりますが、牛

根地区にある境、牛根、松ヶ崎の３小学校では、

10月からオンライン交流を続けております。Ｉ

ＣＴ機器を活用し、多様な意見に触れる、学ぶ

機会を増やす目的のもと、自分の学校にまつわ

る問題を作って出題するクイズ大会や読書感想

発表会を実施し、３校の交流を深めております。 

 子供たちからは、みんなと一緒に授業ができ

てうれしい、また話をしてみたいなどの感想が

聞かれました。来年度から、高速大容量通信ネ

ットワークと児童生徒１人１台の学習端末を配

備するＧＩＧＡスクール構想が、本市の全ての

小・中学校において実施されます。 

 授業の様々な場面で、効果的な活用をしてい

ただくことで授業をよりよく変化させるととも

に、垂水の児童生徒を誰一人取り残すことなく

力を最大限伸ばしていき、学力を向上させる教

育、垂水らしいＧＩＧＡスクール構想の実現を

目指してほしいと思っております。 

 11月１日から７日まで、地域で育む鹿児島の

教育県民週間として、本市の全ての小・中学校

におきましても保護者や地域の方々が学校を訪

問され、授業や子供たちの活動の様子を参観さ

れました。 

 参観者からは、落ち着いた雰囲気の中で楽し

く授業が行われていた、校舎内がきれいに整備

され、子供たちの作品が廊下等に展示されてお

り、見ていると心が癒やされ元気をいただいた

などの感想が聞かれたとのことでございます。 

 11月５日には、市小学校陸上大会が垂水小学

校で行われました。コロナ禍で様々な市の行事

が中止されている中、例年より参加者や種目を

減らし、時間を短縮しての実施となりましたが、

各小学校の子供たちが交流しながら全力を出し

切って競技に取り組んでくれました。また、15

日には垂水中央中学校の合唱コンクール、文化

祭が文化会館で開催され、ステージ部門、展示

部門、それぞれ日頃の学習の成果を発表してく

れました。 

 新型コロナの影響を受け、本来の学校教育が

なかなかできない現状ではありますが、できな

いのではなく何ができるのかを考え、工夫しな

がら垂水の子供たちの健やかな成長のために教

育を前に進めてほしいと思います。 

 続きまして、社会教育課関係につきまして御

報告いたします。 

 新型コロナウイルス感染の影響により、様々

な行事、イベント等を中止とさせていただいて

いる中、子供たちが絵を描くことを楽しみ、表

彰式で喜びと自信を持つことを目的としてたる

みずジュニア美術展を10月27日から11月１日ま

で文化会館エントランスホールで開催し、11月

１日に文化会館において表彰式を行ったところ

でございます。 

 なお、一生に一度の晴れ舞台であります令和

３年成人式につきましては、新型コロナウイル

ス感染症予防対策を講じながら、年明けの１月

５日に規模を縮小の上、開催する予定でありま

す。 

 次に、国体推進関係について報告いたします。 

 新型コロナウイルスの影響で延期が決定して

おりました燃ゆる感動かごしま国体・かごしま

大会につきましては、７月に鹿児島県知事に就

任された塩田知事が、延期されていた国体・障

がい者スポーツ大会を３年以内に開催したい意

向を示され、その後、後催県であります佐賀県

知事、滋賀県知事と会談を行い、鹿児島県の要

望を伝えられたところでございます。 

 併せて、国体・障がい者スポーツ大会の主催

者であります日本スポーツ協会、日本障がい者

スポーツ協会、スポーツ庁とのトップ会談でも、

鹿児島県での延期開催を要望されたところでご
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ざいます。 

 その結果、後催県の皆様が鹿児島県の要望を

受け入れていただき、10月８日に日本スポーツ

協会臨時理事会におきまして、2023年に特別大

会として開催されることが正式に決定されまし

た。 

 垂水市といたしましても23年の開催に向けて、

これまで準備を進めてきた経験とノウハウをさ

らに向上させ、市民の皆様や本市にお越しにな

る選手や監督、多くの観戦者の皆様に喜んでい

ただける大会になりますよう努めてまいりたい

と考えております。 

 最後に、防災関連でございます。 

 昨日、株式会社南日本放送様と防災パート

ナーシップに関する協定書を締結させていただ

きました。この協定は、垂水市と南日本放送が

連携して、自然災害の被害を軽減するために防

災情報の発信並びに防災活動に取り組むことに

より、市民の安全に寄与することを目的とする

ものでございます。 

 次に、令和２年10月６日、本市本城に第２工

場を建設されたエスオーシー株式会社様より、

避難所備蓄用として２リットル６本入りの温泉

水500箱が寄贈されました。早速、市の防災倉

庫に保管いたしましたので、今後避難所等で有

効に活用させていただきたいと存じます。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第14号上程 

○議長（篠原則）  日程第４、報告第14号損

害賠償の額を定めることについての専決処分の

報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

○財政課長（濵 久志）  おはようございます。

報告第14号損害賠償の額を定めることについて

の専決処分の報告について、地方自治法第180

条第１項の規定及び市長専決処分事項の規定に

よりまして、損害賠償の額を定めることについ

て専決処分いたしましたので、同条第２項の規

定により御報告いたします。 

 専決処分の内容でございますが、令和２年８

月12日午前11時頃、水産商工観光課職員が市役

所駐車場奥公用車駐車場へ駐車しようとした際、

前方に駐車中の車両が後退してきたため急いで

避けようと後退したところ、市役所駐車場に駐

車しようと停車していた相手方車両と接触し、

右前方部分を破損したものでございます。なお、

相手方は車両の損傷だけでけがはありませんで

した。 

 本件は、後方不注視による一方的過失である

ことから、市が責任割合100％を負担し、損害

賠償金として車両修理費７万7,167円、車両代

車賃借料３万800円を支払うことで示談いたし

ました。 

 なお、損害賠償額は全額、市で加入しており

ます全国市有物件災害共済会の保険金で賄われ

ます。所属長には、車の運転に慎重を期すよう

指示したところでございます。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、報告第14号の報

告を終わります。 

   △報告第15号～報告第17号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第５、報告第15号か

ら日程第７、報告第17号までの報告３件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

報告第15号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和２年度垂水市一般会計補正予

算（第９号）） 

報告第16号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和２年度垂水市一般会計補正予

算（第10号）） 

報告第17号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和２年度垂水市病院事業会計補
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正予算（第４号）） 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  報告を求めます。 

○財政課長（濵 久志）  報告第15号専決処分

の承認を求めることについて御説明申し上げま

す。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金関連事業の執行に急施を要するため、令

和２年10月９日に令和２年度垂水市一般会計補

正予算（第９号）を地方自治法第179条第１項

の規定により専決処分し、同条第３項の規定に

より御報告申し上げ、承認を求めようとするも

のでございます。 

 今回、歳入歳出とも6,253万2,000円を増額い

たしましたので、これによります補正後の歳入

歳出予算額は160億5,703万5,000円になります。 

 補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

の第１表、歳入歳出予算補正に掲げてあるとお

りでございます。 

 歳出の事項別明細について御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 ３款民生費１項社会福祉費３目障害者福祉費

は、本市の障害福祉サービスを支える従事者の

方々に対して、明日への活力としてもらうため

に本市の特産品であるブリ・カンパチを贈るこ

とにより、障害福祉施設従事者への激励と新型

コロナウイルスにより消費が落ち込んでいる水

産業の消費対策に要する経費でございます。 

 ９目介護保険事業費の報償費は、障害者福祉

費と同様、介護従事者へブリ・カンパチを贈る

経費、消耗品費は、介護保険事業者等への新型

コロナウイルス感染症対策用物品配布事業の執

行額確定に伴う減額でございます。 

 次に、４款衛生費１項保健衛生費３目予防費

は、障害福祉施設及び介護従事者と同様、医療

従事者へブリ・カンパチを贈る経費と、既存予

算で今回補正対象経費となったことに伴う財源

組替でございます。 

 次に、３項病院費１目病院費は、院内感染防

止対策をさらに強化することを目的として追加

で事業実施するもので、発熱等の症状のある患

者の透析治療を別室で行うための機器購入費や

施設の整備を行うものでございます。 

 また、発熱者の来院をシステム感知するため

に、正面玄関へのサーマルカメラ設置なども併

せて行うための病院事業会計への負担金でござ

います。 

 次に、６款農林水産業費１項農業費９目畜産

業費は、繁殖農家経営支援給付金の執行額確定

に伴う減額補正でございます。３項水産業費２

目水産業振興費は、水産事業者向けの持続化給

付金の執行額確定に伴う減額、新型コロナウイ

ルスの影響により需要が落ち込んでいるカンパ

チ・ブリの消費対策を目的として、次の商工業

振興費で御説明いたしますプレミアム付商品券

を購入した世帯に対し、カンパチ・ブリのセッ

トを進呈するために要する経費でございます。 

 次に、７款商工費１項商工費２目商工業振興

費は、商工業者向けの持続化給付金の執行額確

定に伴う減額、プレミアム付商品券事業補助金

は、地域振興に貢献する商店等において、共通

して使用できるプレミアム付商品券を発行する

ことにより、新型コロナウイルスの影響による

景気の低迷に対する地域経済の活性化、地元消

費の拡大を図ることを目的とし、プレミアム率

100％のプレミアム商品券を発行することに要

する経費で、今回も前回同様、各事業所の消費

落ち込みを考慮し、商工会会員の手数料１％に

ついても市で負担することとしております。 

 次に、９款消防費１項消防費１目常備消防費

は、救急業務従事者の新型コロナウイルス感染

症対策物品購入の執行額確定に伴う減額、５目

災害応急対策費は、新型コロナウイルス流行下

における避難所備品の不足物品追加購入に要す

る経費でございます。 
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 10款教育費２項小学校費及び３項中学校費は、

学校保健特別対策事業費補助金の追加要望に伴

う予算の組替えに加え、小・中学校感染予防対

策事業として小・中学校教室における換気対策

設備の整備等に要する経費に加え、ＧＩＧＡス

クールに係るオンライン学習環境の整備に要す

る経費でございます。 

 ５項社会教育費７目文化会館費は、文化会館、

体育館等の社会教育施設及び体育施設で実施す

る各種イベント等において感染機会の削減を図

るため、サーマルカメラを導入するための経費

でございます。 

 ６項保健体育費３目学校給食費は、既存予算

で今回補助対象経費となったことに伴う財源組

替に加え、コロナ禍の中で消費が落ち込んでい

る牛肉について、地元畜産農家への支援といた

しまして、11月から３月までの５か月間、月１

回地元の牛肉ステーキを学校給食に提供する経

費でございます。 

 これに対する歳入は、戻りまして６ページの

歳入明細にありますとおり普通交付税、国庫補

助金を補正して収支の均衡を図っております。 

 以上で報告を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、報告第16号専決処分の承認を求

めることについて御説明申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金関連事業の執行に急施を要するため、令

和２年11月６日に令和２年度垂水市一般会計補

正予算（第10号）を地方自治法第179条第１項

の規定により専決処分し、同条第３項の規定に

より御報告申し上げ、承認を求めようとするも

のでございます。 

 今回、歳入歳出とも15万8,000円を減額いた

しましたので、これによります補正後の歳入歳

出予算額は160億5,687万7,000円になります。 

 補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

の第１表、歳入歳出予算補正に掲げてあるとお

りでございます。 

 歳出の事項別明細について御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 ６款農林水産業費３項水産業費２目水産業振

興費及び７款商工費１項商工費２目商工業振興

費の負担金、補助及び交付金は、補正予算（第

９号）で予算計上いたしましたプレミアム付商

品券を購入した世帯に対し、カンパチ・ブリの

セットを進呈するために要する経費及びプレミ

アム率100％のプレミアム商品券の発行に要す

る経費でございますが、当初の想定を大幅に上

回る申込みが見込まれるため、不足する分につ

きまして増額を行うものでございます。 

 次に、10款教育費１項教育総務費３目学校教

育事務費の報償費は、たるみず学生生活支援宅

配便事業の執行額確定に伴う減額でございます。

２項小学費及び３項中学校費の委託料、使用料

及び賃借料は、ＧＩＧＡスクールタブレット端

末購入事業で、県の共同調達による追加パッ

ケージでの導入としておりますが、前回の補正

予算編成の段階では追加パッケージの構成がど

のようになるか不明な点が多かったため、ウイ

ルス対策ソフトとフィルタリングソフトの使用

料と設定費用を予算化しておりましたが、導入

事業者決定後、詳細を協議する中で、これらの

ソフトはクラウドサービスを利用する方式とな

るため、個別に設定する必要がないことが判明

したため減額するものでございます。 

 これに対する歳入は、戻りまして６ページの

歳入明細にありますとおり、国庫補助金を補正

して収支の均衡を図っております。 

 以上で報告を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○保健課長（草野浩一）  報告第17号専決処分

の承認を求めることについて御説明申し上げま

す。 

 国から垂水市へ交付されます新型コロナウイ
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ルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とす

る垂水市立医療センター垂水中央病院における

新型コロナウイルス感染症対策事業の執行に急

施を要しましたので、令和２年10月９日に令和

２年度垂水市病院事業会計補正予算（第４号）

を地方自治法第179条第１項の規定により専決

処分し、同条第３項の規定により御報告を申し

上げ、承認を求めようとするものでございます。 

 補正の内容でございますが、全国において新

型コロナウイルス感染症の感染拡大に予断を許

さない状況にある中、これからの季節性インフ

ルエンザ流行期を迎えるに当たり、多くの発熱

等の症状のある方を診察することが予想される

ことから、垂水市市立医療センター垂水中央病

院における感染防止対策をさらに強化するため、

病院内の環境整備費用が主なものでございます。 

 １ページをお開きください。 

 第２条におきまして、収益的収入を470万円

増額し、収益的支出を同額の470万円増額して

おります。 

 ２ページをお開きください。 

 実施計画でございますが、収益的収入におい

て、１款病院事業収益２項医業外収益２目他会

計負担金を470万円増額し、支出において、１

款病院事業費用１項医業費用１目経費を470万

円増額しております。 

 内容につきまして御説明申し上げます。 

 ４ページをお開きください。 

 収益的収入の他会計負担金は一般会計負担金

ですが、国から本市へ交付されます新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源

とするものでございます。 

 次に、収益的支出でございますが、１款病院

事業費用１項医業費用１目経費は、垂水中央病

院のさらなる感染症対策に要する経費として、

指定管理者への政策的医療交付金を交付しよう

とするものでございます。 

 以上で報告を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○池山節夫議員  すいません。この補正予算の

９号と10号で、プレミアム商品券が予算化され

ているのですけど、4,745万と530万、さっき市

長の諸般の報告で申込数が4,000幾らと言われ

た。この予算は5,000名と考えていいのかな。

どちらでもいいです。 

○財政課長（濵 久志）  プレミアム付商品券

事業につきましてですが、９号補正の時点では

世帯数を3,000世帯で想定して予算計上してお

りました。応募して募集をかける段階で、想定

数を上回る申込みが想定されましたので、10号

補正によりまして世帯数を4,700世帯、ですの

で1,700世帯増やした形で予算計上を追加補正

したところでございます。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  さっきね、4,000何も申込み

が既にということだったのですけど、これ抽選

ですよね、一応抽選と言ってきている。これ

4,700て言われたけどこれ超えたらどうされる

か、その辺を聞いていていいかな。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  プレミアム

商品券につきましては、財政課長が申し上げま

したとおり3,000世帯ということで当初考えて

いたのですが、その後の申込状況を見ましたと

ころ4,500超えそうな勢いだったものですから、

4,700としたところでございます。 

 しかしながら、4,700という見込みに対しま

しては、ある程度の想定ができたことから

4,700といたしまして、現状といたしましては

もう最終結果が出ておりますことから4,452世

帯。市長が先ほど諸般報告で申し上げました数

字につきましては、4,516世帯の申込みがござ

いまして、その中にやはり重複世帯、同一世帯、

そういうことで削除いたしましたところ4,452
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世帯になっております。 

 内容といたしましては、4,452世帯全ての方

には１万円の商品券を申込みができるようにな

っております。5,000万としての予算だったも

のですから、差額になります548万円の分につ

きまして抽選いたしまして、最終的には3,901

世帯の方々が１万円、548世帯の方々が２万円

の当選となっているのが現状でございます。 

○池山節夫議員  今の答弁だと、じゃあお一人

の方が２回当たるということだと考えていいの

かな。その548、そこ。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  応募の申込

みの上限が２セットとなっております。応募の

上限の申込みセットが２万円と。いわゆる１セ

ット１万円といたしましたところ、２セットま

では申し込めることになっておりまして、目標

数に達しなかったことから548万円というのが

残ったものですから、それについては２万円申

込みをされている方々を抽選いたしまして548

名の方々は２万円で、そのほかの方々は3,900

名、合計全ての方々には商品券は購入できるよ

うになっております。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○持留良一議員  この専決処分への対応の問題

なのですけど、１点目は緊急性があるというこ

と、一般的に妥当という点はあるというふうに

思います。要は、その妥当性という関係におい

て、これらの各予算の中身についてどのような

形でこれを拾い上げて整理されたのか。いわゆ

る緊急性含めてそういう条件が必要だというこ

とで、この意味でのこれらの各妥当性はどんな

形で、今の市民の実態も含めてその中に関係し

てくると思うのですが、その妥当性ということ

についての判断ができる考え方を示していただ

きたいと思います。 

 もう１つ、財源は地方創生交付金だというふ

うに先ほど説明がありましたけども、私は病院

関係での経営的な側面でいろいろ試案をしてい

こうということで、国が約３兆円出していわゆ

る緊急包括支援交付金なのですけども、この動

きはこの中にはなかったのかというのが２点目

です。 

 ３点目はプレミアム付商品券の問題です。私

たちのところにも、税金を使うそういう中身で

あるのにこれは余りにも不平等ではないかとい

う指摘もありました。いつもこのプレミアム商

品券では主張するのですけども、例えば東串良

は１世帯当たり２万円を、給付金を差し上げる

という、様々な条件であってもそういう平等性

を担保していくという形で支援し、それが経済

効果発揮できるような仕組みにしていくという

のが本来の原則だったと思うのですが、この場

合だともう先ほどあったとおり買える人は買え

るけど買えない人は全く買えないという、これ

は大きな格差もしくは不平等が生じる、そのた

めのいろんな議論を経たと思うのですけども、

行き着いたのがこういう形だったのかどうなの

か、その点での努力、検討はされなかったのか

ということがあります。 

 そしてあと１つは、先ほど慰労金の問題が出

ました。病院関係者、介護施設関係者、保育等

あったと思うのですが、私この前もちょっと課

長にお話したのですが、学童保育の方々への支

援、この方々も５月、６月大変苦労されてこら

れたと、夏休みも含めてですね。こういう方々

への慰労金が対象外になったということはどう

いうことなのかということです。全国でも、各

自治体によってはそういう指導員に補償を、支

援を行っているということがあります。 

 あと持続化給付金、最後の問題ですけども。

持続化給付金が先ほど確定したということでそ

の残を計上したということでしたが、実態とし

てこの活用の、また対象者へ向けての徹底とい

うか、情報等含めて徹底は十分されたその結果

なのかどうなのか、その点について質疑したい
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と思います。 

○副市長（長濱重光）  何点かございましたけ

れども、最初の妥当性について私のほうから答

弁をさせていただきます。 

 今回の新型コロナウイルス感染症に伴います

その地方創生臨時交付金、私どもの本市には約

４億4,000万余りが交付されたところでありま

す。その額を、いかにして本市の実態を踏まえ

てどう対応するかということでこれまで取り組

んでまいりました。 

 その視点の中で、１つはやはり感染予防対策

を重要視する必要性、それから２つ目は市民へ

の生活支援の問題、それから３点目は、水産、

商工業、さらには農家の皆さんが疲弊していら

っしゃる中で経済対策をどう取り組んでいくか

と、大きくはこの３つでこれまで取り組んでき

たところでございます。 

 その中で、今回の９号、10号補正につきまし

ては、それらをもう１回原点に立ち返って、あ

と何をどうすればいいかということを真剣に各

課のほうで取り組んで、いろんな事業を提案し

ていただきました。 

 そのような中で、私どもとしましてはやはり、

新型コロナ感染症が今後第３波並びにインフル

エンザ流行時に恐らく今までどおりではなくて

増えるであろうということを想定した中で、ま

ずは保健課長が答弁いたしましたように、中央

病院においてその予防対策のための、あと足り

ない備品等をどうするかということにまずは主

眼を置いて取り組んだところでございます。 

 それから、あとＧＩＧＡスクールであります

とかそういったものの、これまで予算化してい

ただいた中で不足するものがございましたので、

それらについても追加備品として専決処分で対

応させていただいたところでございます。 

 それから、プレミアム商品券につきましては、

やはり産業厚生委員会でもございました。去年

までは10万円の商品券だったけれども、それか

ら第１回目が５万円上限の商品券をしたけれど

も、やはり市民の中では１万円も買えない人た

ちがいるのだと、もっとやはり下げて販売すべ

きではないかとかそういう御意見もありました。

そういう中で、今回の第２回目のプレミアム商

品券につきましては、１万円と２万円に下げた

形で取組をさせていただきました。 

 その結果、これまでプレミアム商品券販売人

数が約2,000世帯でしたけれども、今回は4,500

世帯余りの方々が申し込んでいただき、70％以

上の世帯の中で申込みをしていただいたという

ことでございます。そういう中で、消費喚起を

促していく、本市の経済をどう立て直していく

かという視点にも重点を置きながら取り組んだ

ところでございます。 

 あとの３、４項目につきましては、関係課長

のほうから答弁をしてほしいと思います。 

 以上でございます。 

○保健課長（草野浩一）  ３点目が、包括支援

交付金はこの中になかったのかという御質問だ

と思いますが、この９月議会が終わった後に各

医療機関、中央病院を含めて備えるべき備品等

につきまして調査をした結果、まずそれぞれの

病院から備品、それぞれ発熱等のテント等の要

望がございました。 

 当初、この専決処分の中に入れ込むという形

で考えておりましたが、この包括支援交付金と

いうのは県の事業に該当するということで、県

のほうからそういった医療機関からのものに対

しては、県の医師会を通じて県のほうに申請を

してくださいというふうに指示がございました

ので、各医療機関についてはこの支援交付金を

対象として県のほうに要望が上がって、実際に

申請しているものと考えているところです。 

 中央病院に関しては、市立の指定管理者にな

りますので、そのままこの専決処分のほうに計

上させていただいたという形になります。 

 以上でございます。 
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○水産商工観光課長（大山 昭）  先ほどのプ

レミアム付商品券につきましてでございますが、

副市長のほうから申し上げましたとおりでござ

います。 

 我々主管課といたしましても、市民の消費意

欲の喚起並びに商工業の景気回復につながるこ

とが目的でありますことから、市民へ商品券を

配付もしくは販売するかについて、県内で実施

されている市の状況を踏まえ、関係機関と協議

を重ねてまいりました。 

 まず市民へ商品券を配付することにつきまし

ては、配付している市へ確認したところ、簡易

書留を利用されており送付料が高額となったこ

とや、留守の場合の再送付や返送されるなどの

トラブルが生じたとのことでございました。ま

た、販売している市へ確認しましたところ、配

付するより販売したほうが消費意欲の喚起につ

ながり、使用率の増加にもつながるとのことで

ございました。 

 このようなことから、本市としましては市民

の消費意欲の喚起と商工業の景気回復につなが

るように販売することといたしまして、金額に

つきましては、幅広く市民の皆様が購入してい

ただけるために、買い求めやすい購入金額１万

円としたところでございます。 

 次に、持続化給付金でございますが、水産業

につきましては、垂水市漁協232業者中40業者、

牛根漁協は88事業者中30事業者、次に商工業で

ございますが、垂水市商工会員は300事業者の

うち119事業者、非商工会員は214事業者のうち

87事業者でございました。周知につきましてで

ございますが、関係機関と連携を取りながら来

られていない方には電話をするなどの対応をい

たしましたところ、申請されなかったというの

が現状でございます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  児童クラブ等の職員

が御苦労されたということで、なぜ対象になら

なかったのかについてお答えいたします。 

 市といたしましては提案、協議をいたしまし

た。しかしながら、今回は県が設定しておりま

す従事者慰労金交付事業の対象者ということで、

その枠を広げるといろんなところが考えられま

す。持留議員が言われました児童クラブとか、

例えばまた民生委員とか振興会の方々とかそう

いうことが考えられましたものですから、今回

に関しては県が指定いたしました従事者慰労金

の対象者ということで交付をさせていただきま

した。 

 その他については、またこれからも考えられ

ますので、検討はしてまいりたいと考えます。 

 以上です。 

○持留良一議員  専決処分ですので、皆さんい

ろいろ様々な角度から議論されてここに到達を

されたということです。今後、当然これが

100％じゃないだろうと誰もが思うことですの

で、そういう意味では事態の進展に応じた緊急

で妥当性はあるというふうに見るのが一般的か

なというふうに思うのですが、先程言ったとお

りその中で重視されているのが生活支援という

観点、視点が幾度となく出てくるわけです。 

 その結果として経済効果、経済振興を図ると

いう形につながっていくというふうに理解する

のですけども、しかしそのプレミアム商品券、

例えば今年の事業の中でお出かけ事業は3,000

円でしたかね、65歳以上の方々への支援という

ことで取り組まれましたよね。それぞれ当局の

皆さんが大変工夫をして窓口で、ほぼ多くの高

齢者の方に行き届く対策は取られたと思うので

す。いろんな教訓がこの間、この新型コロナの

関係でもまた事業の関係でもあったというふう

に思うのですよ。 

 だから、本当に生活支援、経済効果を発揮す

るためには、極端な話ですけども垂水市民全て

の方々がそれを活用して利用していくというこ

とでは、非常に経済効果というのは大きいと思
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うのですよ。 

 逆に、そういう方々のほうが今生活に困窮さ

れている、年金は下げられる、特に高齢者の

方々含めて、特に飲食業もそうですけれども、

今非常に厳しい状況があります。そういうやは

り視点に立って、今後もぜひこれを、視点を持

って取り組んでいただきたい。そういうことで

なければ、私はどうしてもこれには専決処分で

あっても賛成できないというふうに思うんです

けども。今後の方向性、あり方としてこれらを

踏まえてどのように考えられるのか、市長どう

でしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど副市長が３つとい

うことで申し上げました。もっと広い意味では

２つ、予防と経済ということになります。その

中で、先ほど出てきたような項目も入っている

のだと思います。 

 一般質問とか委員会等で詳細はまた聞いてい

ただくとして、大きな考え方の中で予防という

ことに関しては初めての新型コロナウイルスを

どうしていくのかと、出さないということが一

番でしたので、初動としては全市民に対してマ

スクを配付する、その後手指消毒とか、あらゆ

る可能性をシャットダウンするということで、

今、第３波というのがどうなのかという中でイ

ンフルエンザの時期もありますので、しっかり

とそれも補助を出して今のところゼロというこ

とをしっかり継続していかなければいけないと

いうふうに思います。 

 もう一方の経済対策としては、そのことに関

連して落ち込んでいくということが、先ほどあ

りました医療・介護・福祉とかそういったもの

を支えるためにも、しっかりと財源、経済が回

っていかなければいろんな意味でマイナスであ

りますから、そこを支えると。 

 よく３つの挑戦の中で、安心安全、六次産業

化と観光振興、医療・介護・福祉の充実という

こと言っていますけども、置き換えるならば安

心安全ということが予防というふうな視点でも

あるでしょうし、６次産業化と観光振興をもっ

て最終的な住んでよかったと思えるまちづくり、

医療・福祉の対策につながっていくのだろうと

いうふうに思いますので、そういう意味で経済

としては10月の国からの給付金を１つの目標と

して、その時期に合わせて第１弾というものを

発行させていただきました。 

 通常15％のプレミアムですけれども20％、そ

れに加えまして１％の手数料、約250万円を市

が負担する形で11月の末締切りで、２億4,000

万市場に出回ったということであります。 

 また、今回、期間を置かずに第２弾、１万円

が２万円になって、ブリ・カンパチもついてと

いうようなざっくりとした中身です。いろんな

考え方があって、寄附して、例えば１万円配る

全市民にということも１つの考え方だと思いま

すし、それが間違っているというふうには思い

ませんけれども、１万円は１万円なのですね。

ただ、１万円で２万円ということになりますと、

単純に倍の額が流通するという考え方もござい

ますので、先ほどおっしゃっていただいたおで

かけチケットとか、あらゆる政策を総合的に講

じて、今回のこの中ではそういった形でやって

そういう生活弱者の皆さんとか、いろんな方々

にはまた違う形で政策を講じていくと。 

 ですので、結論から言いますと今後どうなの

かというお話に関しては、持留さんのおっしゃ

る気持ちはよく分かりますし、その方向でやっ

ていくということでございますので、基本的に

は同じ方向を向いて、ただ政策はどれか、Ａか

ＢかＣかという形になっていきますので、同じ

ような考え方の基で垂水市民の皆さんが新型コ

ロナに関して悪影響を受けないような形で進め

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。池山議員はもう先ほど３回なされましたの

で。ほかに質疑はありませんか。 
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○堀内貴志議員  それでは、私も１点だけ質問

したいと思います。 

 報告第15号、コロナ禍の中で専決規程がここ

最近かなり多くなってきているということで、

緊急事態ということでありますのでやむを得な

いことだと思います。 

 そして、経済対策として今回、一般会計補正

予算第９号の中で、ブリ・カンパチが各民生費、

衛生費として支出されております。経済対策と

してね、垂水市で消費できるということは一番

いいことだと思いますので、経済対策のために

はいいと思いますが、これのブリ・カンパチの

消費状況ですね、どのように消費されたのか。

要は、市内の全事業所に配付されたのか、それ

とも利用される個人に配付されたのか。 

 併せて、事業所に配付されたのであれば通常

使用される食料費等の補痾として使用されたの

か、その消費状況についてちょっと説明をして

いただきたいと思います。 

○保健課長（草野浩一）  お答えします。今回

申請をいただきました872名のうち、御自宅の

ほうに発送させていただいたのが483名でござ

います。残りがそれぞれの事業所の方に送って

おりますが、もともとの趣旨がそれぞれの従事

者、個人の方に対しての事業でございますので、

状況によっては事業所の、個人情報の部分もあ

って御自宅に送るよりは事業所に送ってくださ

いという方もいらっしゃるという形でこのよう

な形になっているかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。報告第15号から報告第17

号までの報告３件については、会議規則第37条

第３項の規定により、委員会付託を省略いたし

ます。これに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、報告第15号から報告第17号までの報告３

件については、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。まず、報告第15号を承認

することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、報告第15号は承認することに決定いたし

ました。 

 次に、報告第16号を承認することに御異議ご

ざいませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、報告第16号は承認することに決定いたし

ました。 

 次に、報告第17号を承認することに御異議ご

ざいませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、報告第17号は承認することに決定しまし

た。 

   △議案第60号～議案第68号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第８、議案第60号か

ら日程第16、議案第68号までの議案９件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第60号 令和元年度垂水市一般会計歳入歳

出決算認定について 

議案第61号 令和元年度垂水市国民健康保険特
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別会計歳入歳出決算認定について 

議案第62号 令和元年度垂水市交通災害共済特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第63号 令和元年度垂水市地方卸売市場特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第64号 令和元年度垂水市老人保健施設特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第65号 令和元年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

議案第66号 令和元年度垂水市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について 

議案第67号 令和元年度垂水市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第68号 令和元年度垂水市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ここで決算特別委員会委

員長の審査報告を求めます。 

   ［決算特別委員長池山節夫議員登壇］ 

○決算特別委員長（池山節夫）  おはようござ

います。去る９月18日、令和２年第３回定例会

において決算特別委員会付託となり、閉会中の

継続審査となっておりました令和元年度垂水市

一般会計、国民健康保険特別会計、交通災害共

済特別会計、地方卸売市場特別会計、老人保健

施設特別会計、漁業集落排水処理施設特別会計、

介護保険特別会計、簡易水道事業特別会計及び

後期高齢者医療特別会計の各歳入歳出決算認定

について、10月21日及び22日の２日間、決算特

別委員会を開き審査いたしましたので、その結

果を報告いたします。 

 審査に当たっては、決算の性質に鑑み、予算

が議決の趣旨、目的に沿って適正に執行され、

かつ所期の目的が達成されたかどうか等に重点

を置き審査をいたしました。 

 なお、係数については監査委員の審査を十分

に尊重し、決算報告書、監査意見書に基づいて

審査を進め、各関係課長の説明を求めながら、

予算執行の実績・効果等を確認し、その適否に

ついて慎重に審査いたしました。 

 最初に、一般会計の主な質疑について報告い

たします。 

 消防本部では、本部携帯・緊急携帯の電話料

やビジネスイーサワイド回線使用料について、

金額の突出した月があるのはなぜかとの質問が

あり、電話料は救急件数の増加が原因である。

ビジネスイーサワイド回線使用料は、配線工事

等で費用がかさんだが、以降の経費削減につな

がる利用サービスの切替えを行ったものである

との回答がありました。 

 保健課では、若年末期がん患者に対する療養

支援事業や行政事務委託料の不用額についての

質疑のほか、たるみず元気プロジェクトの対象

者数の推移や今後の方針、受診者1,000人を維

持する施策について質疑が交わされ、検体は５

年10年続けてデータが出るため、継続して参加

してもらう必要があることから、普及に努めて

ほしいとの意見が出されました。 

 総務課では、災害応急対策費の消耗品費につ

いて質問があり、防災訓練時の費用だけでなく、

食料品や毛布など災害時の避難所用備蓄品も購

入している。期限が間近となった保存食につい

ても、防災訓練時に使用するなど無駄が発生し

ないよう心がけているとの回答がありました。 

 そのほか、危機管理監の報酬や防災機器の修

繕料について質疑が交わされました。企画政策

課では、道の駅たるみずはまびらに関する公有

財産購入についての質疑のほか、ふるさと納税

制度事業の今後について質問があり、ふるさと

納税は、ポータルサイトの活用と共に重要なの

がいかに商品をよく見せるか、そして新商品の

開発につなげていくかというところである。商

品のラインナップや欠品への注意が今後の伸び

につながっていくため、気をつけて取り組んで

いきたいとの回答がありました。 
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 市民課及び選挙管理委員会事務局においては、

選挙費の常時啓発費について質疑がなされまし

て、本市の地形や１か所しかない現状を考慮し、

投票率向上のため、期日前投票所を増設してほ

しいとの要望が付されました。 

 福祉課では、扶助費の不用額について質問が

あり、義務的な経費であるため不足が生じない

ように、また申請があったときに適正に支出が

できるような体制をとっておくため、過去３年

間の実績を基に予算計上しているとの回答があ

りました。 

 そのほか、生活保護者数や行旅病人及び死亡

人取扱費についての質疑が交わされました。 

 生活環境課では、合併浄化槽への切替えの進

捗状況について質疑がありました。 

 農林課においては、堆肥センターの修繕料に

ついて質疑が交わされ、堆肥センターの整備に

当たっては、車両等も含めると約９億円の事業

費を投じており、令和７年度で全ての減価償却

が終わる。農業者、畜産農家との協議を進め、

堆肥センターの今後の方向性について検討して

いくとの回答がありました。 

 水産商工観光課では、人工種苗、たるみず特

産品販路拡大支援事業、たるみずの夕べ、商工

会運営費補助金、民泊事業貸付金、木質バイオ

マスなどについて活発な質疑が行われました。 

 また、水産多面的機能発揮対策事業の質疑の

中で、浜平は昔、アマモが多く生息していたこ

とからイカも多かった。今後、浜平方面を注視

し、重点的に研究してほしいとの意見が出され

ました。 

 土木課では、中之平住宅の建て替え工事の進

捗状況について質疑がありました。 

 学校教育課では、昨年度の就学援助制度の充

実を図っていただきたいとの要望事項について、

今年度から就学援助費支給認定の際、保護者の

所得額基準を引き上げた。生活保護基準に基づ

き算出される額に、乗じる倍数を1.2倍から1.3

倍に引き上げることで、準要保護児童・生徒に

今までよりも多くの世帯が認定されることにな

るとの回答がありました。 

 社会教育課では、垂水中央運動公園の芝生の

管理についての質疑のほか、垂水島津家墓所の

駐車場についての質疑が交わされ、ぜひ予算化

をして実現してほしいとの意見が出されました。 

 国体推進課では、備品の購入、修繕、管理に

ついて質疑があり、大会延期によりまだこれか

ら育つ選手もいる。地元から入賞者が出るよう

な取組も心がけて頑張っていただきたいとの意

見が出されました。 

 次に、歳入について、税務課及び財政課から

説明を受け、審査を行いました。 

 税務課の所管費目については、特段質疑はあ

りませんでした。 

 財政課では、社会資本整備総合交付金事業の

事業費増に伴う国庫補助金の増や、ふるさと納

税の増等が主な要因となり、歳入合計は前年比

14億8,235万円の増となっているとの説明があ

りました。 

 地方消費税交付金が減少した理由はとの質問

に対し、11月30日までに国に納めた地方消費税

が令和元年度に反映されるが、11月30日が土曜

で納期が12月にずれ込んだため、１か月分が令

和２年度の歳入になるためであるとの回答があ

りました。 

 次に、特別会計について報告いたします。 

 国民健康保険特別会計においては、医療費の

現状、法定外繰入金、人間ドックについてなど、

活発な質疑が交わされました。審査の結果、法

定外繰入金については、なるべく支出を抑える

ように努力してほしいとの要望が付されました。 

 後期高齢者医療特別会計については、年金特

徴や繰入金の推移、被保険者数について質疑が

交わされました。 

 交通災害共済特別会計については、特段質疑

はありませんでした。 
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 地方卸売市場特別会計では、昨年度の市場経

営についてさらなる努力を続けてほしいとの要

望に対し、本年６月に卸売市場法が改正され、

どれだけ取扱金額が回復できるか、今後も大同

青果と協議を進め、経営安定に努めていくとの

回答がありました。 

 市場の屋根修繕の状況や今後の運営をどのよ

うに進めていくのかとの質問に対し、天井の木

毛板を取り付ける部分の補強工事を一部行った。

今後の経営方針は、卸売市場法の改正からまだ

三、四か月のため結果は出ていないが、大同青

果も様々な努力をされている。冷蔵庫等設備の

維持費もかかるので、慎重に対応していかなけ

ればならないと考えているとの回答がありまし

た。 

 介護保険特別会計については、居宅介護の実

績、施設サービスの待機者、多額の不用額、介

護支援専門員等について活発な質疑が行われま

した。 

 老人保健施設特別会計では、公債費はあと何

年で償還するのかとの質問があり、コスモス苑

を建てたときの企業債借入れの償還金で、令和

７年度までであるとの回答がありました。 

 漁業集落排水処理施設特別会計では、公債費

の償還について質疑があり、終末施設が完成し

た平成19年から償還しており、財政融資資金貸

付金は令和19年度まで、地方公共団体金融機構

資金は令和17年度までであるとの回答がありま

した。 

 簡易水道事業特別会計では、工事請負費に不

用額が生じた理由について質疑があり、国道拡

幅工事が実施されなかったためであるとの回答

がありました。 

 以上のような審査を行った結果、本委員会と

しては、一般会計歳入歳出決算及び各特別会計

歳入歳出決算共に適正であると認めることに意

見の一致を見ました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（篠原則）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。各議案に対する委員長の

報告は認定であります。各議案を委員長の報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第60号から議案第68号までの議案９

件は、委員長の報告のとおり決定しました。 

   △議案第69号～議案第72号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第17、議案第69号か

ら日程第20、議案第72号までの議案４件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第69号 垂水市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 案 

議案第70号 垂水市長等の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第71号 垂水市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第72号 垂水市第２号会計年度任用職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例 

案 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○総務課長（和泉洋一）  おはようございます。

議案第69号垂水市議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例案に
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ついて御説明申し上げます。 

 本議案は、国の特別職の給与に関する法律の

一部改正により、期末手当の支給月数が改定さ

れたことに伴い、本市議員の期末手当の支給月

数を3.40月分から3.35月分へ0.05月分引き下げ

ようとするものでございます。 

 また、期末手当の基準日が12月１日となって

いることから、基準日前の改正が必要となるも

のでございます。 

 改正の方法としまして、施行日が異なるもの

がありますので、同じ条例ですが公布の日から

施行するものを第１条として、令和３年４月１

日施行分を第２条として、２段階の改正を行お

うとするものです。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 まず第１条は、12月分の期末手当の支給月数

の改定について定めたものです。改定内容につ

きましては、期末手当の支給月数が引下げとな

り、年間0.05月分の減額分を12月支給分で引き

下げようとするもので、条例第５条第２項中に

おいて、100分の165に改正しようとするもので

ございます。 

 次に、第２条ですが、令和３年度以降の期末

手当の支給月数の改定について定めたものでご

ざいます。 

 第１条において、年間0.05月分の減額分を令

和２年12月分で引き下げたものを、６月分と12

月分で振り分け均等にしようとするもので、条

例第５条第２項中100分の165を100分の167.5に

改正しようとするものでございます。 

 なお、附則としまして、第１条関係はこの条

例は公布の日から施行し、第２条の規定は令和

３年４月１日から施行しようとするものでござ

います。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案第70号垂水市長等の給与に

関する条例の一部を改正する条例案について御

説明申し上げます。 

 本議案は、議案第69号同様、国の特別職の給

与に関する法律の一部改正に伴い、市長、副市

長及び教育長の期末手当の支給月数を、現在の

3.40月から3.35月へ0.05月分引き下げようとす

るものでございます。 

 改正の方法も議案第69号同様、公布の日から

施行するものを第１条として、令和３年４月１

日施行分を第２条として、２段階の改正を行お

うとするものです。改正の内容につきましては、

議案第69号と同様となりますので、説明は省略

させていただきます。御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

 続きまして、議案第71号垂水市職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例案について御

説明申し上げます。 

 令和２年10月７日及び28日に、人事院から国

家公務員の給与に関する勧告がなされ、これに

基づく国家公務員の一般職の職員の給与に関す

る法律が一部改正されることに伴い、職員の賞

与を現在の4.50月から4.45月へ0.05月分引き下

げようとするものでございます。本年の給与勧

告は、民間の賃金状況を反映し賞与のみを引き

下げ、給与については改定の必要なしとなって

おります。 

 なお、改正の方法につきましては、公布日か

ら施行分を第１条として、令和３年４月１日施

行分を第２条として改正を行おうとするもので

す。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 まず第１条は、人事院勧告に基づき期末手当

の支給月数の改定について定めたものです。改

定内容といたしまして、令和２年12月分支給分

を0.05月分引き下げることから、第16条第２項

中において100分の125に改めようとするもので

ございます。 

 また、同条第３項においては、再任用職員に
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対する期末手当の支給について規定しており、

第２項を読み替えていることから、関連して改

めようとするものでございます。 

 次に、第２条は、令和３年度以降の期末手当

の支給月数の改定について定めたものでござい

ます。 

 さきの第１条の改正において、12月支給分の

支給月数を0.05月引き下げた分を、令和３年以

降の６月、12月支給分で平準化するもので、第

16条第２項及び第３項中において100分の127.5

に改正しようとするものでございます。 

 なお、附則としまして、附則第１項はこの条

例は公布の日から施行し、第２条の規定につい

ては令和３年４月１日から施行しようとするも

のでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 引き続き、議案第72号垂水市第２号会計年度

任用職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例案について御説明申し上げます。 

 本議案は、議案第71号同様、人事院勧告に基

づくもので、会計年度任用職員の期末手当につ

いては、職員の給与条例を読み替えていること

から、関連して改正しようとするものでござい

ます。 

 改正の方法、内容につきましては、議案第71

号と同様となりますので、説明は省略させてい

ただきます。御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。11時35分から全員協議会室におきまして全

員協議会を開きますので、ただいまの議案をも

って御参集願います。 

     午前11時24分休憩 

 

     午前11時38分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第69号から議案第72

号まで議案４件については、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略したいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第69号から議案第72号までの議案４

件については、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第69号から議案第72

号までの議案４件について原案のとおり決定す

ることに御異議ございませんか。 

   ［「異議あり」の声あり］ 

○議長（篠原則）  御異議がありますので、

議案第71号、議案第72号を除き各議案を原案の

とおり決することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第71号及び議案第72号を除く各議案

は原案のとおり決定しました。 

 次に、議案第71号は起立により採決いたしま

す。なお、起立されない方は否とみなします。

本議案を原案のとおり決することに賛成の方は

御起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。よって、

議案第71号は可決することに決定しました。 

 次は、議案第72号を起立により採決いたしま
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す。なお、起立されない方は否とみなします。

本議案を原案のとおり決することに賛成の方は

起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。よって、

議案第72号は可決することに決定しました。 

   △議案第73号～議案第80号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第21、議案第73号か

ら日程第28、議案第80号までの議案８件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第73号 垂水市税条例の一部を改正する条

例 案 

議案第74号 災害被害者に対する市税減免条例

の一部を改正する条例 案 

議案第75号 垂水市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例 案 

議案第76号 垂水市後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例 案 

議案第77号 垂水市子ども医療費助成条例の一

部を改正する条例 案 

議案第78号 垂水市火災予防条例の一部を改正

する条例 案 

議案第79号 垂水市道の駅交流施設の指定管理

者の指定について 

議案第80号 垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず

及び垂水市猿ヶ城活性化施設の指定管理

者の指定について 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○税務課長（橘圭一郎）  議案第73号垂水市税

条例の一部を改正する条例案につきまして御説

明申し上げます。 

 令和２年度税制改正の大綱を受け、地方税法

等の一部を改正する法律等が令和２年３月31日

に公布され、同年４月１日から施行されたこと

に伴い、垂水市税条例の一部改正につきまして

さきの第１回臨時議会及び第３回定例会におい

て御承認いただいておりますが、今回、税政に

関する法令等の一部改正に伴い、改めて条文を

整理するものでございます。 

 改正内容につきまして、新旧対照表により御

説明申し上げますが、今回の一部改正の主要な

改正につきまして御説明申し上げます。 

 まず、条例改正案第１条において、新旧対照

表１ページ先頭の第24条、個人の市民税の非課

税の範囲の改正で、寡婦または寡夫を寡婦また

はひとり親に改正するものでございます。 

 中段の第34条の２、所得控除につきましては、

地方税法第314条の２に掲げる者の所得控除に

ついてでございますが、先ほどと同様にひとり

親への文言と適用条項の改正でございます。 

 下段から裏面の２ページにかけての第36条の

２、市民税の申告でございますが、地方税法の

項ずれに対応するものでございます。 

 中段の第94条、たばこ税の課税標準につきま

しては、さきの第３回定例会において御承認い

ただきました葉巻たばこの市税換算方法の改正

で、製品重量が軽いことにより税負担が低く抑

えられておりましたが、課税の公平性の観点か

ら紙巻たばこと同等の負担となるよう改正する

ものでございます。 

 内容につきましては、第３回定例会にて御承

認いただきました紙巻たばこの課税の平準化に

おいては、約0.5グラムから0.7グラムへの改正

で、現状は紙巻たばこ１箱の14本分に相当する

市税換算となっております。今回の改正により、

令和３年10月１日から同等の20本での市税換算

となりますことから、課税の公平性が保てるも

のと考えているところでございます。 

 下段から裏面の３ページ上段の附則、第３条

の２、延滞金の割合等の特例につきましては、

租税特別措置法第93条第２項の規定、利子税の

割合の特例の改正に伴い、市税条例の改正が必

要となったものでございます。 
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 次に、附則第４条、納期限の延長に係る延滞

金の特例につきましては、日本銀行法第15条、

権限の改正に伴い、市税条例を改正するもので

ございます。 

 その他の改正につきましては、法及び条例の

項ずれや改正に伴い不用となった文言を整理す

るものでございます。 

 次に、条例改正案第２条におきましては、新

旧対照表５ページからとなりますが、いずれも

法及び条例の項ずれや改正に伴い不用となった

文言の整理等でございます。 

 なお、第１条中の附則第３条の延滞金特例基

準割合の規定につきましては、令和３年１月１

日から施行し、同条第94条第２項ただし書きの

１グラム１本につきましては、令和３年10月１

日から、第２条及び附則第４条の規定は、令和

４年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくよろしくお願い申し上げます。 

 引き続きまして、議案第74号災害被害者に対

する市税減免条例の一部を改正する条例案につ

きまして御説明申し上げます。 

 今回の改正につきましては、本年７月の豪雨

に伴う災害による国民健康保険税の減免の特例

を設ける附則を改正するものでございます。 

 本条例の本則第６条は、国民健康保険税に係

る減免規定でございますが、その規定に附則に

おいて、７月の豪雨災害における減免に限定し

た規定を設けるものでございます。 

 改正内容につきまして、条例改正案にて御説

明申し上げます。 

 第２条第１項の納税者区分は、第１号におい

て死亡し、または重篤な傷病を負った場合とし、

併せて第２号において生計維持者の行方不明の

場合を規定するものでございます。 

 第３号、アにおいては、生計維持者の事業収

入等が昨年度と比較して10分の３以上減少して

おり、かつイにおいて昨年度の合計所得金額が

1,000万以下であり、ウにつきましては、生計

維持者の主たる所得以外の一時所得等の所得が、

400万以下であることを該当基準とする規定で

ございます。 

 第４号においては、生計維持者が居住する住

宅であること。 

 第５号は、生計維持者以外の被保険者の行方

不明の場合を規定するものでございます。 

 第２項については、第１項各号の減免額に関

する事項で、第１号においては第１項第１号に

掲げる死亡または重篤な傷病と、第２号に掲げ

る行方不明の場合は全部を減免することとし、

第２項第２号においては、第１項第３号に規定

する合計所得金額の減免割合について、昨年度

と比較した減少幅に応じて区分するための規定

でございます。 

 第２項第３号につきましては、世帯の被保険

者全員により算定した国民健康保険税額を、主

たる生計維持者の居住する住宅の損害程度によ

り区分するための規定でございます。 

 第４号につきましては、第１項第５号の規定

による主たる生計維持者以外の被保険者の行方

不明については、その世帯の被保険者全員によ

り算定した国民健康保険税額から差し引くため

の規定となります。 

 第３項につきましては、減免に対する納期限

の範囲について規定しており、第１号が資格取

得に関することで、第２号が行方不明者の行方

が判明した際の規定となっております。 

 なお、この条例は公布の日から施行するもの

でございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどお

願い申し上げます。 

○市民課長（篠原彰治）  議案第75号垂水市国

民健康保険税条例の一部を改正する条例案につ

いて御説明申し上げます。 

 地方税法施行令の一部を改正する政令が、令

和２年９月４日に交付されたことに伴い、垂水
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市国民健康保険税条例の一部を改正するもので

ございます。 

 主な改正内容としましては、国民健康保険税

の減額に係る軽減判定所得基準の見直しと、見

直しに合わせた規定の整備でございます。 

 それでは、改正の内容を新旧対照表で御説明

申し上げます。なお、改正が多岐にわたります

ことから、主なものについて簡単に説明させて

いただきます。 

 第23条第１号においては、７割軽減の軽減判

定所得の基礎控除額を33万円から43万円に改め、

55万円を超える給与所得者が２人以上いる場合

は、１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額に改正するものでございます。 

 次に、同条第２号においては、５割軽減の軽

減判定所得の基礎控除額を、同条第３号におい

ては、２割軽減の軽減判定所得の基礎控除額を

それぞれ33万円から43万円に改め、55万円を超

える給与所得者が２人以上いる場合は、１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金

額に改正するものでございます。 

 なお、附則としまして、この条例は令和３年

１月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第76号垂水市後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例案につい

て御説明申し上げます。 

 地方税法施行令の一部を改正する法律が、令

和２年３月31日に交付されたことに伴い、垂水

市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

るものでございます。 

 それでは、改正の内容を新旧対照表で御説明

申し上げます。 

 附則第３条中、特例基準割合を延滞金特例基

準割合に、の規定により告示された割合を、に

規定する平均貸付割合をいうに改め、以下この

条において特例基準割合適用年というを削り、

当該特例基準割合適用年をその年に、特例基準

割合にを延滞金特例基準割合に、に改めるもの

でございます。 

 なお、附則としまして、この条例は令和３年

１月1日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○福祉課長（髙田 総）  議案第77号垂水市子

ども医療費助成条例の一部を改正する条例案に

ついて御説明申し上げます。 

 鹿児島県においては、平成30年10月１日から

市町村民税非課税世帯の助成対象者の子どもの

うち、乳幼児が受けた保険給付に係る一部負担

金については、医療機関等での窓口負担をなく

す医療給付制度を実施しているところでござい

ます。 

 今回、その対象者の年齢が令和３年４月１日

から18歳まで拡大されることから、条例の一部

を改正しようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について添付しており

ます新旧対照表で御説明いたします。 

 条例第２条は、定義について定めており、そ

の第１項においては、子どもの定義を定め、ま

た第２項においては、当該医療給付制度の対象

となる乳幼児の定義について別途定めていると

ころでございます。 

 しかしながら、今回の改正により当該医療給

付制度の対象者の年齢が18歳まで拡大されたた

め、乳幼児の定義が不要となったことから、第

２項を削除し、第３項から第７項をそれぞれ繰

り上げるものでございます。また加えて、同条

第３項第１号中の乳幼児を子どもに改めようと

するものでございます。 

 次に、条例第４条について、文言の整備を行

うものであり、第１項の病院、診療所、薬局、

その他の療養機関及び第４項の医療機関をそれ
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ぞれ保健医療機関等に改めるものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布

の日から施行し、令和３年４月１日以降の診療

分から適用しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○消防長（後迫浩一郎）  議案第78号垂水市火

災予防条例の一部を改正する条例案につきまし

て御説明申し上げます。 

 今回の改正は、対象火気設備等の位置、構造

及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令の一部

を改正する省令が令和２年８月27日に公布され

たことに伴い、急速充電設備を設置する際の位

置、構造及び管理に関する条例の制定基準につ

いて、所要の規定の整備を行うものでございま

す。 

 改正の詳細につきましては、新旧対照表で御

説明いたします。新旧対照表の２ページから３

ページを御覧ください。 

 急速充電設備、第11条の２第１項の全出力の

上限を50キロワットから200キロワットに改め、

同条同項第１号並びに第13号から３ページ目の

第14号及び第15号につきましては、急速充電設

備を設置する際の位置、構造及び管理に関する

こと、第16号、ウ、エにつきましては、火災予

防上必要な措置を新たに加え、所要の規定の整

備とその他文言整理を行うものでございます。 

 なお、附則としまして、この条例は令和３年

４月１日から施行するものでございます。 

 また、経過措置としまして、この条例の施行

の際、現に設置され、または設置の工事がされ

ているこの条例による改正後、垂水市火災予防

条例第11条の２第１項に規定する急速充電設備

に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用

については、従前の例によるものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  議案第79号

垂水市道の駅交流施設の指定管理者の指定につ

きまして御説明申し上げます。 

 当施設は、平成30年４月１日から令和３年３

月31日までの指定管理期間が終了しますことか

ら、新たな指定管理者の選定につきまして、地

方自治法第244条の２第６項規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

 それでは、これまでの経緯につきまして御説

明させていただきます。 

 ７月１日から、垂水市公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例第２条に基づき、

垂水市ホームページ、広報紙におきまして、垂

水市公の施設の指定管理者制度に関する運用指

針に規定された審査基準に基づく募集要綱を提

示し、公募を開始いたしました。 

 ７月16日に、道の駅たるみずにおきまして現

地説明会及び施設見学会を実施しましたところ、

２社の参加がございました。しかしながら７月

31日の応募期限内に申請書の提出がなかったこ

とから、さらに公募期間を１か月延長しました

が、応募期間内に申請書の提出はなされなかっ

たところでございます。 

 その後、９月に株式会社森建設様より、今回

の指定管理者候補者の公募につきまして詳細を

聞きたいとの連絡があったことから、９月17日

に現地説明会及び施設見学会を実施いたしまし

た。 

 ９月30日に同社より申請書が提出されました

ことから、垂水市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例施行規則第６条に基づ

き選定委員会を設置し、同条第８条により11名

の方々を委員として委嘱いたしました。 

 10月19日に第１回の選定委員会を開催し、審

査基準、合否の基準について御審議いただき、

10月27日に第２回の選定委員会を開催し、応募

事業者によるプレゼンテーションが実施され、

その後、委員による質疑応答がなされ、厳正な
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審査が行われました。 

 審査の結果、株式会社森建設様が令和３年４

月から５年間の新たな指定管理者の候補として

選定され、本議会に上程させていただいている

ところでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第80号垂水市猿ヶ城渓谷森

の駅たるみず及び垂水市猿ヶ城活性化施設の指

定管理者の指定について御説明申し上げます。 

 垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず及び垂水市

猿ヶ城活性化施設の令和３年４月１日から令和

６年３月31日までの指定管理者の指定につきま

して、地方自治法第244条の２第６項の規定に

より議会の議決を求めるものでございます。 

 それでは、これまでの経過につきまして御説

明させていただきます。 

 森の駅たるみずは、平成22年４月に開設され、

平成28年４月から平成31年までの３年間、指定

管理者により運営されておりましたが、平成31

年４月から指定管理者の公募におきまして申請

がなかったことから、現在、市直営で運営して

いるところでございます。 

 現在の運営状況でございますが、周辺施設等

との連携や交流人口拡大に向けた取組により、

施設の利用者も年々増加してきている状況であ

るものの、毎年300万円程度の歳入不足が発生

しており、光熱水費等の維持経費に基金を充当

しているのが実情でございます。 

 今回、指定管理により民間活力を最大限に活

用し、施設の充実や猿ヶ城周辺の観光資源の活

性化と振興を図り運営したいとの相談がありま

したことから、指定管理者につきまして公募を

行うこととなりました。 

 ７月１日から垂水市公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例第２条に基づき、

垂水市ホームページ、広報紙におきまして、垂

水市公の施設の指定管理者制度に関する運用指

針に規定された審査基準に基づく募集要項を掲

示し、公募を開始いたしました。 

 ７月16日に森の駅たるみずにおきまして現地

説明会及び施設見学会を実施しましたところ、

株式会社ディセットボンド様が参加され、同社

より７月31日に申請書が提出されましたことか

ら、垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例施行規則第６条に基づき選定

委員会を設置し、同第８条により11名の方々を

委員として委嘱いたしました。 

 10月19日に第１回の選定委員会を開催し、審

査基準、合否の基準等について御審議いただき、

10月27日に第２回の選定委員会を開催し、応募

事業者によるプレゼンテーションが実施され、

その後、委員による質疑応答がなされ、厳正な

審査が行われました。 

 審査の結果、株式会社ディセットボンド様が

令和３年４月から３年間の新たな指定管理者の

候補として選定され、本議会に上程させていた

だいているところでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○持留良一議員  まず、第77号子ども医療費助

成の現物給付に関わる問題。これは確認ですけ

ども、18歳まで窓口の無料化が実現したという

理解でいいのかということと、そうなってくる

と国保の関係で国庫負担のペナルティが生じる

というふうに思うのですね。 

 今までそこが大きなネックになっていて、国

庫負担の削減があると大変だということでいろ

いろ問題になって、市町村議会もそこをなくし

てほしいという議論もあるのですけども、ここ

のところはどんなふうになっていくのか。その

２点と、あと指定管理者の問題についてお聞き

したいと思います。 
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 もうこの審査会のほうで議論されているので、

そこの分は基本的には尊重をしていかなければ

ならないというふうに１つは思います。そうい

う中で、今までなかなか継続して運営ができな

いという側面もあったというふうに思うのです

ね。そうすると、それは何だったのかというこ

とが１つ、この２つの問題に対して大きな土台

になるというふうに思います。 

 ひとつはやはり、公の施設が本来の目的に沿

って十分な役割機能が発揮されたのかどうなの

か、公というところの施設が本当に十分に理解

し運営されてきたのか。例えば利益に走る関係

が作られてきた分はなかったのか。いわゆる本

来の指定管理者の最大の目的であるそこの部分

がきちっと達成されてきたのか、それとやっぱ

り課題・問題点は何だったのか、そのことが今

回こういう指定管理を、いわゆる議会の議決を

経てやるわけですのでそれだけ重みはあるわけ

ですけども。そこのところは十分きちんと反映

できる中身になるのかということと、それと２

点目の大きな問題は、働く人たちの問題が常に、

３年今回も５年という中にあるのですけど、一

方は３年間ということになっていますけども、

常に不安を抱えながら働く人たちが出てくると。

そのたびに給与等も含めて安定した職業、安定

した職場がつくれないという問題があるのです

けども、その辺りについては単純に次を保障す

るということはないでしょうけども、その辺り

についてどのような議論がなされるか。一応、

皆さんの設問に対する意見が出てきて、これを

見る限りは大変努力をされてるなと思うのです

が、その点についてお願いいたします。 

○福祉課長（髙田 総）  まず対象者でござい

ますが、今回の改正につきましては、県の通知

に基づいて行ったところで、対象者は非課税世

帯で６歳までの子どもを持つ者から、非課税世

帯で18歳までの子どもを持つ者に条例改正をし

たところでございます。 

 あとペナルティにつきましては調査をしたと

ころですが、ほぼ関係はないと、ペナルティに

当たらないという回答を得ております。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  道の駅、森

の駅の指定管理者が継続しない理由といたしま

しては、まず道の駅たるみずでございますが、

本年度の新型コロナウイルスの影響により来館

者並びに売上げが大幅に減少しましたことから、

経営が悪化し赤字運営となっております。 

 現在は、ＧｏＴｏトラベル、市の対策、様々

なイベントの取組などにより、来館者並びに売

上げは徐々に回復状況に向かっておりますが、

次年度以降の新型コロナウイルスの影響がどこ

まで続くのか予測されない中、指定管理料ゼロ

円での運営は経営が厳しいとのことから、継続

はしないことに至ったところでございます。 

 なお、森の駅たるみずにつきましては、収益

確保において懸念されておりました閑散期の宿

泊客の増加に向けて、新たな宿泊プランや食事

提供など様々な取組をされておりましたが、収

益プラスに至らなかったことから継続されてい

ない状況でございます。 

 また、現在雇用されている社員の継続雇用に

つきましては、道の駅たるみずにつきましては

参考資料に記載されておりますとおり、既存の

社員につきましては、継続して雇用したいと考

えられており、現在の給料につきましても保障

し、また評価基準に基づき頑張った社員が適正

に評価される仕組みをつくり、何かしら返して

いきたいと考えられております。 

 また、森の駅たるみずにつきましても、プレ

ゼンテーションの際に、現在雇用されている職

員については継続して雇用する旨の説明がござ

いました。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○持留良一議員  働く人たちの問題もそんな形
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でこっちのほうも書かれているので、きちんと

それは、モニタリングなども含めてきちんと対

応していただきたいというのがひとつあるので

すけども、要はこの公の施設が本来の目的に沿

って役割を果たしているのか。 

 例えば、森の駅だったら自然環境、様々そう

いう状況の中で、いわゆる２つのミッションが

あそこはあったと思うのですけども、それはな

かなか私たちもこれまでもどうなんだろうかと

思ってきたけど。やはり事業の経営のほうに力

が入っていて、その辺りのミッションが十分、

いわゆる公の施設としての目的を達成しきれな

かった側面があったのではないか。 

 だから、その辺りというのはきちんとどうい

うふうな形で受け止めていらっしゃる、なかな

かそれには書いていないものだから、両方とも

ですね。道の駅たるみずについては地域の産業

振興、農産物とか加工物とか含めてそれを発信

しながら農業との連携を図って活性化を図って

いくというそういう大きな目的があったのです

けど、今回、中に行くとそれ以外のほうにもい

っぱい目が向いているのですよね。 

 そうすると、この公の本来の目的に沿った形

で十分役割を発揮するのかどうなのかと、チェ

ックはどうだったのかというのは見えてこなか

ったものですからね、この中で。だから、そこ

のとこは十分理解できないと、我々がここで議

会して指定管理者制度に基づいた、それで委託

できるという議決のそもそもの目的に達しない

のではないかなと、その辺りについてはどう評

価されたのでしょうか。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  道の駅たる

みずにおきまして、森建設様が新たな取組とし

て考えられておりますことが、ホテルさつき苑

におきまして宅配部門を立ち上げ、冠婚葬祭、

地元企業、各施設、一般家庭向けの弁当配達を

行われておられます。それが好評であったこと

から、道の駅でも地域の方々や施設等に向けて

の宅配事業を考えられております。 

 また、温泉売上げ増加に向けての仕組みづく

りとして、食事とのセット販売や温泉利用ポイ

ントによります特典等も検討されておられ、地

域の方々の福祉面での温泉活用に向けての取組

を一番に考えられているところでございます。 

 森の駅たるみずの赤字解消の分でございます

が、森の駅たるみずにつきましては、先ほど申

し上げましたとおり毎年300万程度の歳入不足

が発生しており、宿泊者が落ち込む閑散期の集

客が大きな課題となっております。 

 今回、各種スポーツ団体と精通され、スポー

ツ誘致の際、食事、送迎などのサポートをされ

ておりましたことから、現在春休み、ゴールデ

ンウイーク、夏休みが主となっておりますス

ポーツ団体の大会につきまして可能な限り閑散

期に日程変更し、その期間に一般の客を宿泊で

きるような計画、また様々なスポーツや大会等

の長期的な開催についても、検討されておられ

ます。 

 また、施設内での市主催事業等における協力、

各種イベントの開催、キャニオニング等の体験

等交流人口増加の柱でありますスポーツ合宿並

びに教育旅行などの継続、地元水之上地区との

連携による観光振興など、公共性につきまして

も継続されることで、そのようなことから赤字

解消は十分できるものだというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案８件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託いたします。 

   △議案第81号上程 

○議長（篠原則）  日程第29、議案第81号鹿
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児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び同組合規約の変更について

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○総務課長（和泉洋一）  議案第81号鹿児島県

市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び同組合規約の変更について御説明

申し上げます。 

 この議案は、本市が加入しております鹿児島

県市町村総合事務組合の規約の変更が必要にな

ったことによりまして、同組合からの協議依頼

に基づき上程するものでございます。 

 規約の変更内容につきましては、同組合に加

入している大島農業共済事務組合の解散に伴い

まして、組織構成団体数が減少することから、

同組合規約の変更が必要となるものでございま

す。 

 なお、変更後の規約につきましては、令和３

年４月１日から施行させようとするものでござ

います。鹿児島県市町村総合事務組合規約の改

正には、同組合を組織する全ての自治体と総合

事務組合との協議が必要となることから、議会

での議決を求めるものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、午後１時20分より全員協議会室にお

きまして全員協議会を開きますので、ただいま

の議案をもって御参集願います。 

     午後０時13分休憩 

 

     午後１時22分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第81号については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付

託を省略したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第81号については委員会の付託を省

略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第81号について、原

案のとおり決することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第81号は原案のとおり可決すること

に決定しました。 

   △議案第82号上程 

○議長（篠原則）  日程第30、議案第82号令

和２年度垂水市一般会計補正予算（第11号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（濵 久志）  議案第82号令和２年

度垂水市一般会計補正予算（第11号）案につい

て御説明申し上げます。 

 主な補正の内容を記載いたしました参考資料

をお配りしておりますので、併せて御覧くださ

い。 

 今回、歳入歳出とも13億6,549万5,000円を減

額しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算総額は146億9,138万2,000円になります。 

 補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

の第１表、歳入歳出予算補正に掲げてあるとお

りでございます。 
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 次に、５ページの第２表、継続費の補正を御

覧ください。廃止の内容でございますが、垂水

市新庁舎建設工事の白紙化に伴い、継続費の廃

止を行うものでございます。 

 地方債にも補正がありましたので、６ページ

の第３表、地方債の補正を御覧ください。変更

の内容でございますが、庁舎整備事業は全額を

減額するものでございます。その他の事業につ

きましては、事業実施に併せて借入額を増減さ

せるものでございます。 

 今回の変更に伴う起債額を、右の欄に示して

限度額に変更し、本年度の借入限度額を10億

3,026万2,000円にするものでございます。 

 次に、歳出の事項別明細でございますが、人

件費を除く主な事務事業等の補正について御説

明いたします。 

 13ページをお開きください。１款議会費１項

議会費１目議会費の旅費は、新型コロナウイル

スの感染拡大に伴い、総会、研修会等が中止に

なったことに伴う費用の減額でございます。委

託料は、現在使用している議会中継システムの

老朽化に伴う機器の更新等に要する経費でござ

います。 

 ２款総務費１項総務管理費10目企画費は、特

別定額給付金事業の確定に伴う事務費、給付金

の減額及び新庁舎建設事業の委託料、工事請負

費、公有財産購入費の減額等でございます。 

 同じく、14ページの16目諸費の償還金、利子

及び割引料は、生活保護費や子供のための教

育・保育給付費負担金等の過年度事業における

国県支出金の清算を行い、返還が生じたものに

ついて返還金として国県に支出するものでござ

います。 

 15ページをお開きください。２項徴税費２目

賦課徴収費の委託料は、垂水市家屋全棟調査補

完業務委託及びコンビニ収納に係る電算システ

ム改修費でございます。 

 17ページをお開きください。３款民生費２項

児童福祉費２目児童措置費の扶助費中、18ペー

ジの保育所等副食費給付費につきましては、地

方創生臨時交付金充当事業で事業の確定に伴う

減額でございます。同じく、転園費用助成費は、

西宝寺保育園の閉園に伴い、やむを得ず転園す

る児童について、制服、カバン等の転園に必要

な経費を助成するものでございます。 

 19ページをお開きください。４款衛生費２項

清掃費３目塵芥処理費の委託料及び工事請負費

は、令和２年７月豪雨災害による災害廃棄物処

理委託、全壊家屋解体撤去に要する経費で、７

月豪雨による災害が特定非常災害に指定された

ことから、国の補助対象となっております。 

 20ページをお開きください。６款農林水産業

費１項農業費５目農業振興費の負担金、補助及

び交付金の被災農業者向け経営体育成支援事業

補助金は、７月豪雨の被災者向けに農業用施設

修繕や備品購入に係る経費を補助するもので、

環境と調和した農業推進事業助成金は、対象作

物が原料用サツマイモで、堆肥を用いていない

圃場及び堆肥を用いているが、品質が低下して

いる圃場に助成金を交付するものでございます。 

 ９目畜産業費の地域内肥育用素牛導入緊急支

援補助金は、地方創生臨時交付金充当事業で、

事業の確定に伴う減額でございます。 

 11目農地費の委託料は、是井川排水路改修構

想のための測量設計委託で、川幅や川床の測量

や流水量等を測量し、河川改修の構想を得るた

めのものでございます。 

 22ページをお開きください。７款商工費１項

商工費４目観光施設整備費の委託料は、森の駅

の看板制作に要する経費でございます。 

 ６目道の駅運営事業費の需用費は、道の駅た

るみずの給排気ファン、空調機、エレベーター、

温泉施設ポンプ等の修繕に要する経費でござい

ます。 

 ８款土木費５項都市計画費２目公園費の工事

請負費は、垂水中央運動公園改修事業の確定に
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伴う減額でございます。 

 23ページをお開きください。６項住宅費１目

住宅管理費の需用費の修繕料は、市営住宅及び

定住促進住宅の修繕料でございます。 

 24ページをお開きください。10款教育費２項

小学校費３目小学校施設整備費は、小学校の修

繕料でございます。 

 ５項社会教育費２目文化財保護費の報償費か

ら25ページの工事請負費までは、垂水島津家墓

所災害復旧に要する経費でございます。 

 ５目公民館費の需要費の修繕料は、各地区公

民館の修繕料でございます。 

 ６目図書館費の需用費及び備品購入費は、地

方創生臨時交付金充当事業で、図書館消毒液等

購入、垂水の子どもたち応援ブック事業、図書

消毒機購入事業の確定に伴う減額でございます。 

 ７目文化会館費の工事請負費は、鹿児島県地

域を照らす再生可能エネルギー事業に選定され

たことに伴い、文化会館の街路灯４基をソー

ラー街路灯に更新するために要する経費でござ

います。 

 ６項保健体育費１目保健体育総務費の報償費

から26ページの需用費までは、垂水フェンシン

グカップ開催に要する経費でございます。 

 ３目学校給食費の負担金、補助及び交付金の

新型コロナウイルス感染症対応学校給食費臨時

支援金は、地方創生臨時交付金充当事業で、６

月から８月の給食費を支援したもので、事業確

定に伴う減額でございます。 

 ４目国民体育大会準備費の負担金、補助及び

交付金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響

により、国民体育大会が延期となったことに伴

う減額でございます。 

 11款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費

１目農林水産業施設単独災害復旧費については、

７月豪雨が激甚災害の指定を受けたことにより、

補助災害復旧費の組替えを行うものでございま

す。 

 ２目農業用施設補助災害復旧費については、

さきに申し上げたとおり、単独災害復旧費から

組替えを行うもの及び災害復旧事業費の増額に

よるものでございます。 

 27ページをお開きください。３目林業用施設

補助災害復旧費については、林道白山線が地滑

り災害となったことにより、災害復旧事業費の

増額をするものでございます。 

 ４項その他公共施設災害復旧費２目宅地内降

灰災害復旧費の工事請負菱費は、事業費の不足

が見込まれることから増額を行うものです。 

 12款公債費１項公債費１目元金の償還金、利

子及び割引料は、昨年度新庁舎建設実施設計委

託について市中銀行より借入れを行いました地

方債につきまして、事業の白紙化に伴い適債性

を欠く状態となりましたことから、全額繰上償

還を行うために要する経費でございます。これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして

７ページの事項別明細書の総括表及び９ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う分担金及び負担金、

国庫支出金、県支出金、基金繰入金、諸収入、

市債などを充てて収支の均衡を図るものでござ

います。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、所管の各常任委員会に付託

いたします。 

   △議案第83号・議案第84号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第31、議案第83号及

び日程第32、議案第84号の議案２件を一括議題

といたします。 
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 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第83号 令和２年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第84号 令和２年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第３号） 案 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○市民課長（篠原彰治）  議案第83号令和２年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）案について御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は歳入歳出ともに２億4,249万3,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を23億4,227万9,000

円とするものでございます。 

 主な補正の内容でございますが、新型コロナ

ウイルスの影響により、収入が減少した被保険

者に対する国保税の減免に伴う補正、今後の医

療費の増加見込みによる保険給付費の補正、医

療専門職の会計年度任用職員の新規雇用に係る

費用の補正でございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。なお、金額はお示しして

ありますので省略させていただきます。 

 歳出から御説明いたします。７ページをお開

きください。 

 １款５項１目医療費適正化特別対策事業費１

節報酬及び４節共済費につきましては、診療報

酬明細書の点検を行う会計年度任用職員の報酬

及び社会保険料に不足が見込まれることから増

額するものでございます。 

 11節役務費につきましては、第三者求償事務

に係る国保連合会への手数料について、不足が

見込まれることから増額するものでございます。 

 ２款１項療養諸費及び２項高額療養費は、11

月分までの医療費の実績から今後の所要額を勘

案し、増額するものでございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、歳入の補

正に伴い財源の組替えを行うものでございます。 

 ８ページをお開きください。５款２項１目特

定健康診査事業費につきましては、特定健康診

査受診による保健指導を実施するための医療専

門職の会計年度任用職員を新たに雇用するため、

人件費の増額を行うものでございます。 

 ２目特定健診・特定保健指導未受診者等対策

費については、会計年度任用職員の報酬に不足

が見込まれることから増額するものでございま

す。 

 ８款１項１目一般被保険者保険税還付金につ

きましては、新型コロナウイルスにより収入が

減少した被保険者への減免に伴い、過年度分の

国保税の還付金に不足が見込まれることから増

額するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開きください。１款１項１目一

般被保険者国民健康保険税は、新型コロナウイ

ルスの影響により、収入が減少した被保険者に

対する減免相当分の減収分を減額するものでご

ざいます。なお、この減免相当額については国

から財政支援の対象となっております。 

 ４款１項４目災害等臨時特例補助金は、先ほ

どの新型コロナ減免相当分のうち、国の特例補

助金で補痾される金額を計上するものでござい

ます。 

 ５款１項１目１節保険給付費等交付金の普通

交付金については、保険給付費の増額に対する

交付見込額を補正するものでございます。 

 ５款１項１目２節保険給付費等交付金の特別

交付金については、４款災害等特例補助金と同

じく新型コロナ減免相当分のうち、特別調整交

付金で補痾される金額を計上するものでござい

ます。 

 県繰入金及び特定健診等負担金については、

会計年度任用職員の人件費の増額に伴う歳入見

込額を増額するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ
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ろしくお願い申し上げます。 

○保健課長（草野浩一）  議案第84号令和２年

度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３号）

案につきまして御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。今回の補正は、

歳入歳出それぞれ332万4,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を23億3,468万3,000円とするも

のでございます。 

 今回の主な補正の内容でございますが、令和

２年度介護報酬改定等に伴うシステム改修事業

費と、地域支援事業費の中の高額介護サービス

等で不足が生じたため、それぞれ増額補正し、

併せて介護給付費内のサービス費で不足が生じ

る費目が発生したため、同じ給付費内の費目で

見込みに合わせ増減の調整をするもので、保険

給付費を整理するものでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明い

たします。 

 ８ページをお開きください。１款総務費１項

総務管理費１目一般管理費の委託料は、介護報

酬改定等に伴うシステム改修費でございます。 

 ２款保険給付費１項サービス等諸費から９

ページの６項高額医療合算介護サービス等費ま

では、介護保険サービス及び予防サービスに係

る予算費目でございますが、説明欄に記載して

ございます。サービス費につきまして、それぞ

れの給付費見込額により増減し、併せて財源の

見直しを行うものでございます。 

 ３款地域支援事業費１項介護予防・日常生活

支援事業費は、それぞれ高額介護サービス相当

事業費及び高額医療合算介護サービス相当事業

費の不足により増額するものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げま

す。 

 戻っていただき６ページをお開きください。 

 ３款国庫支出金２項国庫補助金４目事業費補

助金と７ページの７款繰入金１項一般会計繰入

金４目事務費繰入金は、令和２年度介護報酬改

定等に伴うシステム改修事業費の国庫補助分と

本市負担分でございます。 

 そのほかの３款国庫支出金から７款繰入金ま

でについては、本年度介護給付費の見込額のそ

れぞれの負担割合に基づき負担額を増減するも

のでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案第２件については、いずれも

所管の各常任委員会にそれぞれ付託いたします。 

   △請願第３号・請願第４号・陳情第８

号・陳情第９号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第33、請願第３号か

ら日程第36、陳情第９号までの請願２件及び陳

情２件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

請願第３号 国の責任による「20人学級」を展

望した少人数学級化についての意見書提

出を求める請願 

請願第４号 介護保険料の負担増の中止と意見

書の提出を求める請願書 

陳情第８号 日本国政府に核兵器禁止条約への

署名・批准を求める意見書提出について

の陳情 

陳情第９号 新庁舎建設の新たな計画づくりの

推進を求める陳情 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ただいまの請願２件及び

陳情２件については、いずれも所管の各常任委

員会にそれぞれ付託いたします。 

   △意見書案第８号上程 
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○議長（篠原則）  次に、日程第37、意見書

案第８号種苗法「改正案」の廃案を求める意見

書案を議題といたします。 

 案文は配付いたしておりますので、朗読を省

略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

意見書案第８号 種苗法「改正案」の廃案を求

める意見書 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  お諮りいたします。ただ

いまの意見書案については、提出者の説明及び

委員会付託を省略したいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、いずれもそのように決定しました。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。意見書案第８号を原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、意見書案第８号は原案のとおり可決され

ました。 

 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決

されましたが、その提出手続及び字句、数字、

その他の整理を要するものにつきましては、そ

の整理を議長に委任されたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、その提出手続及び字句、数字、その他の

整理は議長に委任することに決定しました。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明28日から12月７日まで

は、議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、12月８日及び９日の午前９時

30分から開き、一般質問を行います。 

 なお、質問者は会議規則第62条第２項の規定

により、本会議終了後の全員協議会終了後から

12月１日の正午までに、質問事項を具体的に記

載の上、文書で議会事務局に提出をお願いいた

します。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後１時48分散会 
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令和２年12月８日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △議案第85号上程 

○議長（篠原則）  日程第１、議案第85号公

立学校情報機器（端末）購入契約についてを議

題といたします。 

 説明を求めます。 

○学校教育課長（今井 誠）  議案第85号公立

学校情報機器（端末）購入契約について御説明

申し上げます。 

 ＧＩＧＡスクール構想におけるタブレット端

末備品購入費の補正予算につきまして、９月議

会で御承認いただきました。その後、鹿児島県

総合教育センターの情報教育担当者からアドバ

イスを受けながら、様々なクラウドサービス提

供会社からの説明や、納入業者との打合せを経

て、９月議会で御承認いただきました予算の範

囲内で導入するタブレット端末と、同時に導入

するクラウドサービス等を決定したところでご

ざいます。 

 具体的には、小学校低学年の利用を考慮し、

軽量モデルとするとともに、メモリは８ギガバ

イトの端末となっております。 

 また、端末の保守につきましては、５年間、

センドバック方式で自然故障が保証される保守

契約といたしました。 

 また、利用するクラウドサービスにつきまし

ては、５年間のライセンスを導入することにい

たしました。 

 さらに、端末持ち帰りのための保護ケース等

も含めて、今回の契約内容とさせていただいた

ところでございます。 

 公立学校情報機器（端末）購入契約につきま

して、去る11月25日に仮契約の締結をさせてい

ただいているところでございます。 

 契約金額が2,000万円以上につきましては、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会

の議決を必要とするため、公立学校情報機器

（端末）購入契約につきまして、議会の議決を

求めるものでございます。 

 契約の目的は、小・中学校の全児童生徒に１

人１台のタブレット端末購入でございます。契

約の方法は、地方自治法施行令第167条の２第

１項第２号による随意契約とするものでござい

ます。 

 随意契約の理由は、鹿児島県教育委員会が実

施した公立学校情報機器（端末）整備に係る企

画提案競技による共同調達に本市が参加したこ

とで、鹿児島県が採用決定した業者と随意契約

するものでございます。 

 契約金額は8,108万2,430円、うち消費税は

737万1,130円でございます。 

 契約の相手方は、鹿児島市金生町４番10号、

富士電機ＩＴソリューション株式会社鹿児島支

店、支店長福永志保様でございます。 

 なお、契約日は、議会の議決日となっており

ます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  委員会の付託になるというふ

うに思いますけど、基本的なことで契約方法が

随意契約ということで提案されて、そういう形

になったということで、経過を含めて、理由を

含めて話されたのですけれども、ある意味我々

市民サイド、議会サイドから言ったら効果、い

わゆる極端には削減的な効果なのですけども、
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そういう効果というのは、このことによって生

み出され得たものなのか。 

 いわゆる物だということでありますので、単

純に一般競争入札にはそぐわない面もあろうか

と思いますけれども、この点についてはどうい

う経過、結果だったのか、そういう効果があっ

たのかどうなのか、まず教えてください。 

○学校教育課長（今井 誠）  今回のＧＩＧＡ

スクール構想の実施は、国が指示して全国一斉

に行ったものでございます。そして、その要は

全ての都道府県が購入という形でやっておりま

すので、一番危惧されたのがやはりコロナ禍で

あり、タブレット自体が調達できるかという問

題がございました。 

 その点で、やっぱり本市としましても、県の

その共同調達に乗ることによって、確実な購入

ができるということを考えまして、こういう形

で取り組んでまいったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、総務文教委員会に付託いた

します。 

   △一般質問 

○議長（篠原則）  日程第２、これより一般

質問を行います。 

 １回目の質問は登壇して行い、再質問は質問

席からお願いいたします。 

 なお、本日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内といたします。 

 また、質問回数については、制限なしといた

します。 

 また、いずれも初回の発言時間を20分以内に

制限しますので、御協力をよろしくお願いいた

します。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。 

 最初に、７番、川越信男議員の質問を許可し

ます。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。令和２

年も12月を迎えて慌ただしくなってまいります

が、今年を振り返りますと自然災害もありまし

たが、新型コロナウイルスとの戦いが一番で、

大変厳しい生活を送ってきたように感じます。 

 国内はもとより、全世界での戦いの中、様々

なイベントが中止、延期になりました。学校現

場では休校措置も取られました。東京オリンピ

ック開催の来年度への延期、鹿児島国体の23年

度開催への先送り、垂水市でもほとんどのイベ

ントや事業が中止になり、これほど我慢する生

活を送ったことがないように感じております。 

 様々な感染防止対策が取られておりますが、

なかなか収束の気配がなく、第３次感染拡大の

気配のようで、感染者は増加傾向にあり、私た

ちの手の届く対策では厳しい状況であるようで

す。 

 地道な個々の対策と併せて、世界規模でのワ

クチンの開発等に期待し、真摯に対策に協力し

て、これからも終わりのない新型コロナと向き

合っていかなければならないと思っております。 

 自粛、自粛で心のケアも大切であるかと思い

ます。ウィズコロナの生活を模索していき、そ

の中で経済対策をどのような形で回していけた

らと思うところであります。 

 垂水市でも、国の事業を導入し、様々な事業

を展開されておりますことに期待していますの

で、今後も事業導入に頑張っていただきたいと

思います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問事項に基づき質

問を行いますので、明快な回答、答弁をお願い

いたします。 
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 まず最初に、いじめ問題・不登校調査につい

て伺います。 

 10月22日、文部科学省の2019年度問題行動・

不登校調査の結果が発表されました。それによ

りますと、全国の国公私立の小・中・高校と特

別支援学校が認識したいじめは、前年度より６

万8,563件増えて、61万2,496件となり、過去最

多を更新。鹿児島県のいじめの認知件数は１万

259件で、前年度と比べ2,643件増え、６年ぶり

に１万件を超えたとのことのようです。 

 また、病気や経済的状況以外の理由で、年30

日以上登校していない全国の小・中・高校生が、

前年度から１万4,121人増えて23万1,372人とな

り、過去最多を更新。 

 鹿児島県の公立学校で、小・中・高校生の不

登校は、過去最多の2,703人に上り、このうち

小・中学生が1,977人を占めたとのことです。 

 そこで質問いたします。本市のいじめの認知

件数や不登校児童生徒数の現状はどのようにな

っているのか。また、その要因は何なのかを学

校教育課長に伺います。 

 ２番目に、学校給食センターについて伺いま

す。 

 本市の学校給食センターは、平成29年度と令

和元年において九州沖縄ブロック代表として、

全国学校給食甲子園決勝大会に出場。令和２年

度は、文部科学省から学校給食表彰を受けるな

ど、安全安心でおいしい給食を提供する全国で

も有数の給食センターです。 

 この給食センターの運営の在り方について、

平成20年度から民間委託の検討が長年にわたり

進められています。議会においても何度か取り

上げられ、民間委託の是非について論じられて

きましたが、現在、完全直営方式で運営されて

います。 

 そこで質問します。今後、学校給食センター

が民間委託される計画があるのか。委託される

とすれば、それはなぜなのか、学校教育課長に

伺います。 

 ３番目に、国民体育大会の開催について伺い

ます。 

 冒頭でも申し上げましたが、今年開催予定で

ありました国民体育大会・全国障害者スポーツ

大会については、新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から中止となり、今後の開催を危惧

しておりましたが、知事をはじめ関係者の皆様

の御努力により、３年後の令和５年９月から10

月にかけて開催されることが正式に決定されま

した。 

 本市においても、国体推進課を中心に今年開

催されることを見込んで、これまでリハーサル

大会をはじめ、全日本選手の合宿などや様々な

イベントに出向かれ、フェンシング競技の情報

発信や大会機運の醸成など、準備を進めてこら

れておりました。 

 ３年後に延期になったことで、本市において

これまで高めてこられた機運をどのように維持

し、改めて高めていくのか、気にかかるところ

であります。 

 まだ先のようですが、現時点で令和５年

（2023年）の国民体育大会・全国障害者スポー

ツ大会開催までの間、本市では今後どのような

取組を行い、また市独自の大会等を計画されて

おられるか、国体推進課長に伺います。 

 ４番目に、市税等の賦課及び徴収について２

点伺います。 

 まずは、現下の新型コロナウイルス禍におい

て、国はもとより地方経済もあえいでいる状況

にあります。そのようなことから、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、著しく収入が減

少したことにより、苦境に立たされている個人

や法人については、地方税の徴収猶予ができる

こととされております。本市の徴収猶予の現状

について、税務課長に伺います。 

 次に、家屋全棟調査についてお聞きいたしま

す。 
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 この事業は、市内に所在する家屋の公正な賦

課のために実施しておられますが、計画の２か

年もあと僅かとなってきました。現在の調査の

進捗状況を税務課長に伺います。 

 最後に、庁舎建設について伺います。 

 議会開会初日の全員協議会で、企画政策課か

ら県耐震促進計画に基づく命令書について説明

を受けました。命令の内容は、本庁舎・別館・

消防庁舎は、令和４年度末までに耐震診断の結

果を報告しなければならないということでした。 

 この命令は、垂水市だけに出されたものなの

か、またこの耐震診断で耐震性がないとなった

場合は、耐震補強工事をしなければなりません

が、考え方としては、庁舎をあと何年使用する

かを決めないといけないのではないかと思いま

すが、県内の自治体の庁舎について、庁舎耐震

性の事例はあるのか、庁舎建設総括監に伺いま

して、１回目の質問を終わります。 

○学校教育課長（今井 誠）  本市のいじめの

認知件数や不登校児童生徒数の現状等につきま

してお答えいたします。 

 初めに申し上げますが、いじめの定義につき

ましては、時代と共に変化してきております。

そこで、現在は平成25年に制定されたいじめ防

止対策推進法に基づき、いじめられた児童生徒

の立場に立って積極的にいじめを認知すること

が求められております。 

 また、平成29年12月に策定した本市のいじめ

防止基本方針におきましても、１件でも多く発

見し、それらを解消するという基本認識を示し

ており、各学校に対しまして積極的にいじめを

認知し、対応することを指導しているところで

ございます。 

 そのような中で、昨年度、本市におきまして

は、いじめを認知した小学校は４校、中学校は

１校で、認知件数は小学校が12件、中学校が11

件でございます。 

 今年度の認知件数は、10月末現在で小学校27

件、中学校19件であり、昨年度より増加してい

るところでございます。 

 その内容につきましては、小・中学校とも冷

やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる

こと、ふざけ合う中で肩をたたかれたり、足を

蹴られたりしたことなど、軽微なものがほとん

どであり、すぐに対応することで早期に解決を

図ることができており、現在まで重大事態等の

発生はございません。 

 次に、昨年度の本市の不登校児童生徒数につ

きましては、小学校が６人、中学校が11人とな

っており、前年と比べ小学校が２人減り、中学

校が２人減っている状況でございます。 

 また、今年度は10月末現在で、小学校では１

人と大幅に減少し、中学校でも９人と若干減少

しているところでございます。 

 なお、不登校の主な理由としましては、小学

校では全国や県と同様に、本人の無気力・不安

や家庭における親子の関わり方等が多く、中学

校では友人関係をめぐる問題や無気力・不安、

生活リズムの乱れ等が上げられております。 

 以上でございます。 

 学校給食センターの民間委託につきましてお

答えいたします。 

 本市の学校給食は、あしたをひらく心豊かで

たくましい人づくりを目指す本市教育委員会の

基本目標に基づいて運営してきておりますこと

は、今後についても変わることはございません。 

 また、その考え方に立ち、子供たちに生きる

力を身につけていくために、知育、徳育、体育

に加えて食育が重要であり、安全安心な給食の

提供と望ましい食習慣を身につけさせる必要が

あることも十分理解しております。 

 これまで学校給食センターは、市の完全直営

方式で業務を行ってまいりました。これまでの

再任用制度に加え、今年度からスタートした会

計年度任用職員制度の雇用体制の変化に伴い、

各種媒体を通して広報・周知し、人員の確保に
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努めてまいりましたが、現状は大変厳しい状況

でございます。 

 これまでの調理業務は、14人体制を基本とし

ながらも、１日約1,000食で献立内容や食数の

変更によって職員を調整し、調理業務だけでな

く配送業務も含めて、昨年度は12人から11人の

体制で行ってまいりました。今年度は雇用体制

が変わり、会計年度任用職員の勤務日数が週５

日から週４日になったことにより、さらに少な

い体制で毎日業務を行っております。 

 このままでは、１人の負担が大きく、これま

での質の良い給食を維持するための高い技能と

同時に、それを担う人材の確保と育成、意欲を

持って仕事に臨める職場環境を整えることが難

しい状況になっております。 

 人員確保が難しくなっている現状は、本市に

限ったことではございません。既に鹿屋市や肝

付町等の学校給食センターにおきましては、人

員を確実に確保するために既に民間委託をし、

人員を確保した上で業務を行っております。 

 そこで、本市の学校給食センターも、毎日12

人の人員を確実に確保するために、調理業務と

配送業務を民間委託し、それ以外の業務や運営

につきましては、これまでと変わらない直営方

式を維持することによって、子供たちの健やか

な成長のために、これまでと同様、安全安心で

おいしい学校給食の提供に努めていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  それでは、2023

年国体開催までの取組につきましてお答えいた

します。 

 初めに、市長の諸般報告でもありましたとお

り、本年開催予定でありました燃ゆる感動かご

しま国体及びかごしま大会は、３年後の2023年

に特別大会として開催されることが決定し、公

表されました。 

 これまで国体推進課では、延期の判断が決定

されるまでの間、各専門部がそれぞれ市民団体

や学校、各競技団体等と情報を共有し、大会成

功に向け準備を進めてまいりました。 

 具体的に申し上げますと、総務企画に関しま

しては、国体に関する情報発信、ボランティア

の募集、市内の小・中学校と連携した学校応援

の計画や花づくりなどでございます。 

 競技式典に関することといたしましては、競

技団体と連携した競技役員や競技補助員、競技

用具の調整、会場設営業務委託や炬火リレーの

準備などでございます。 

 宿泊衛生に関することといたしまして、国体

参加団体等の宿泊申込みの仮予約業務、医療機

関や弁当部会等との調整などでございます。 

 輸送交通に関することといたしまして、警

備・消防防災業務実施計画や災害発生時避難計

画の策定、借上バスあっせん業務委託の準備な

どでございます。 

 国体開催が３年後に延期になり、これらの準

備やノウハウ、各団体等との協議、取組などを

今後も生かして、さらなる大会運営の向上、開

催機運の醸成につながる取組を行うとともに、

新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め、市

民の方々が垂水市を訪れる選手、監督、観戦者

の皆様に安全安心で喜んでいただける大会にな

るよう、準備を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○税務課長（橘圭一郎）  市税の徴収猶予の現

状についての御質問にお答えいたします。 

 昨日、７日現在におきまして、徴収猶予の対

象となる市税で、87件の総額2,258万750円を徴

収猶予いたしております。 

 内訳といたしましては、個人住民税の特別徴

収で２社40件の383万6,300円、法人市民税が３

社３件の24万5,000円、固定資産税が39件1,798

万9,000円、入湯税が５件の51万450円でござい

ます。固定資産税の猶予が顕著な状況でござい
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ます。 

 以上でございます。 

 引き続きまして、家屋全棟調査の現在の調査

状況についての御質問にお答えいたします。 

 家屋全棟調査事業につきましては、昨年、令

和元年度から本年度までの２か年度にわたり実

施しており、前年度は新城、柊原、中央の３地

区の調査を完了し、本年度は水之上、大野を含

む協和地区以北の調査を実施しております。前

年度からの調査で、現在は市内に存在する１万

8,200棟余りの在来家屋に対して、92.6％の１

万6,800棟余りの調査が終了し、残り水之上地

区と牛根境地区の一部の1,400棟ほどを残すの

みとなっております。 

 コロナ禍により、調査が滞る可能性もござい

ましたが、家屋所有者との対面調査でなかった

ことから、順調に推移いたしております。 

 なお、調査自体は本来、今月末に終了する予

定としておりましたが、未評価家屋が想定より

1,000棟ほど多く存在しましたことと、調査業

務の整理のため、来年２月をめどに調査は終了

することで委託業者と協議を図ったところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○庁舎建設総括監（園田昌幸）  耐震診断の県

の命令につきましてお答えいたします。 

 先日の全員協議会で報告いたしましたとおり、

10月１日に県から、建築物の耐震改修の促進に

関する法律第８条第１項の規定によります命令

書が出されたところでございます。 

 この命令は、防災拠点施設となります庁舎、

消防署等の施設、1,000平米以上の避難所等に

対し、令和２年３月31日までに耐震診断を行い、

その結果を県に報告することとなっており、本

市の庁舎につきましては、当時新庁舎の建設計

画があり、令和４年度に供用開始の予定として

おりましたことから、現庁舎等につきましては

令和４年度までに用途廃止を含む除却等を行う

と報告しておりました。 

 それを受けまして、県から令和４年度までに

除却等を行わない場合、耐震診断を行い、結果

を報告するよう命令書が出されたところでござ

います。 

 命令書につきましては、垂水市だけではなく、

現在庁舎の建設等を行っており、同様の報告を

行っていました市町村に対して同じく命令書が

出されているようでございます。 

 今回、新庁舎建設計画の白紙化を受けまして、

令和４年度までの現庁舎の除却等につきまして

は困難となりましたことから、耐震診断を行い、

その結果を県に報告しなければならないものと

考えております。 

 また、現庁舎の耐震化につきましては、耐震

診断の結果次第であると考えております。 

 議員御指摘のとおり、耐震補強が必要となっ

た場合は、今後どの程度現庁舎を使用するのか、

期間を設定する必要があります。そうなります

と、耐震改修に併せ長寿命化を検討しなければ

ならないと考えます。 

 また、県内の庁舎耐震補強の事例につきまし

ては、幾つかございますので、実施内容の調査

を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。た

だいまからは、一問一答でお願いいたします。 

 まず、いじめ問題・不登校調査についてであ

りますが、今年度のいじめの認知件数は昨年度

より増加しているとのことですが、１件でも多

く発見する大切さもよく分かり、その内容はほ

とんどが軽微なものであり、すぐに対応するこ

とで早期に解決が図られております。現在まで

重大事態等の発生はないとのことで、安心しま

した。 

 また、本年度の不登校児童生徒数は、前年度

より小学校では大幅に減少し、中学校でも若干

減少しているとのことで、大変良いことだと思
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います。 

 そこで、まずいじめをどのように発見してい

るか、またいじめを認知した場合の対応はどの

ようにしているのか、学校教育課長に伺います。 

○学校教育課長（今井 誠）  いじめ問題への

対応につきましてお答えいたします。 

 いじめを積極的に発見・認知するために、各

学校には年６回以上のアンケート調査の実施を

お願いしております。その中では、一般的ない

じめアンケートや学校生活アンケートだけでな

く、どのような学級集団であるのかを調査する

県総合教育センター作成の「学校楽しぃーと」

等の活用も推奨しております。 

 また、実施方法も無記名式と記名式を併用し

たり、家庭に持ち帰って家族と一緒に記入させ

たりするなど様々な工夫を行い、積極的ないじ

めの認知につなげるようにしているところでご

ざいます。 

 さらに、いじめの認知がゼロの学校につきま

しては、その事実をＰＴＡや学校だより等で公

表し、情報提供を求めるなど、認知漏れを防ぐ

取組も指導しております。 

 そのほか、児童生徒の日々の表情等の変化か

ら、児童生徒に声をかけるチャンス相談等も積

極的に行い、児童生徒に寄り添った対応から、

いじめの早期発見・早期対応につなげていくよ

うにしているところでございます。 

 なお、いじめを認知し、児童生徒からいじめ

があると訴えがあった場合は、速やかに本人か

ら話を聞き、本人に寄り添いながら対応を進め

ていくことになります。その後、関係の児童生

徒から話を聞き、状況によっては児童生徒への

指導や保護者への連絡・相談等を行い、その後

の経過を継続的に見ていくようにしております。 

 このように、学校内のいじめ対策組織で正し

い情報を共有し、校長のリーダーシップの下、

生徒指導主任を中心に組織的に対応するように

しているところでございます。 

 また、必要に応じて県や市のスクールカウン

セラーや、市のスクールソーシャルワーカー、

関係機関と連携しながら積極的に対応しており

ます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。い

じめを認知するために、児童生徒の日々の表情

等の変化の観察や、定期的なアンケートの実施

等、積極的にいじめの認知につなげるようにし

ていることが分かりました。 

 また、いじめの認知・訴えがあった場合、学

校、保護者、教育委員会、関連機関の連携で早

期に丁寧に対応していることも分かりました。 

 これからも早期発見・早期対応を行い、児童

生徒が安心して学校生活を送れるようにお願い

いたします。 

 次に、児童生徒が不登校にならないための対

応や、不登校となっている児童生徒への対応を

どのようにしているのか、学校教育課長に伺い

ます。 

○学校教育課長（今井 誠）  不登校児童生徒

への対応につきましてお答えいたします。 

 まず、新たな不登校児童生徒を出さないよう

にするため、小・中連携で９年間を見通し、中

学校進学後の大人数での学びを想定した授業づ

くりや、中１ギャップ解消に向けた全ての小学

校による集合学習や、６年生を対象とした中学

校での体験入学などの取組を行っているところ

でございます。 

 また、各学校で、児童生徒の小さなサインを

見逃さないことを第一とした不登校対策を指導

しており、今年度は特に、欠席１日目からの対

応の充実を図っているところです。 

 具体的には、その日のうちに電話連絡、状況

によっては家庭訪問を行うこと。欠席が二、三

日続けば、担任が管理職や関係職員と一緒に家

庭訪問をすることなど、早期に丁寧な対応をす

ることとしております。 



－45－ 

 さらに、不登校児童生徒への対応におきまし

ても、担任任せにせず、不登校対策委員会等を

中心とした組織的対応や、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカーとの連携、

市福祉課や児童相談所等の関係機関と連携した

取組の強化も進めているところでございます。

その結果、今年度本市におきましては、不登校

児童生徒数が大幅に減少しております。 

 また、不登校児童生徒に対する支援につきま

しては、平成28年12月に公布された教育機会確

保法の趣旨を踏まえ、平成29年３月に公示され

た学習指導要領において、初めて不登校児童生

徒への配慮が明記され、学校に登校するという

結果のみを目標とせず、社会で自立できる人材

の育成を目指し、個々の児童生徒の実態に応じ

た支援を行うものとされました。 

 これまでも家庭訪問等による学習支援も行っ

ておりますが、今後さらにＧＩＧＡスクール端

末等を活用し、ＩＣＴを活用した学習支援等の

充実に努めるとともに、ネット環境のない家庭

に対しましては、モバイルＷｉ癩Ｆｉルーター

の貸出し等も視野に検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。全

国や鹿児島県全体では、不登校児童生徒数は増

加傾向にありますが、本市では大幅に減少して

いるようです。各学校、教育委員会、関係機関

等の連携で小さなサインを見逃さず、丁寧な対

応をしている成果だと思います。 

 家庭訪問を通して学習支援をされているとの

こと、今後のＩＣＴを活用した取組に期待した

いと思います。 

 最後に、いじめ問題・不登校について、教育

長はどのように考えておられるか伺います。 

○教育長（坂元裕人）  いじめ問題・不登校に

ついて教育長の考えをという御質問にお答えい

たします。 

 いじめ問題につきましては、まず、いじめを

生まないためのよりよい考え方、行動の仕方に

ついて、日頃の学校生活や授業の中で、児童生

徒に理解させることが大切だと考えます。 

 そのために、各学校では他者の痛みや感情を

共感的に受容できるための想像力、感受性を身

につけ、人権感覚を持ち、差別や偏見のない社

会の実現に努めようとする態度を養う授業や教

育活動を推進しているところでございます。 

 このような学校での取組を、保護者や地域に

も広報・周知することが、いじめ問題への理解

を深め、いじめの未然防止や協力体制づくりに

もつながるものと感じております。 

 一方、不登校につきましては、教師が児童生

徒の小さなサインや変化を見逃すことなく、早

期発見・早期対応に努めることが何より大切だ

と考えます。不登校が長期化しますと、児童生

徒がやがては引きこもりになることさえ危惧さ

れます。 

 具体的な対応策につきましては、学校教育課

長が答弁したとおりでございます。教育委員会

といたしましては、関係機関等と連携を図りな

がら初期対応を適切に行い、早期の解決に向け

て取り組むとともに、長期化している児童生徒

への丁寧な対応を継続しながら、今後とも児童

生徒一人一人や保護者の心情に寄り添い、支援

してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。垂

水市の宝である子供たちを、ぜひ一生懸命守っ

てください。 

 次に、給食センターについて２回目の質問に

入ります。 

 １回目で調理技師の不足により、１人当たり

の負担が増え、大変厳しい環境の中で業務が行

われているとのこと。調理技師不足の解消のた

め、直営方式を維持し、調理業務と配送業務を

民間委託しなければならない厳しい状況である
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ことは分かりました。 

 そこで、調理業務、配送業務を委託した場合、

現在働いている職員の処遇はどうするのか。ま

た、地元食材を多くの割合で活用していると思

うが、調達はどうなるのか。垂水市の給食はお

いしいと評判であるが、民間委託しても安心安

全でおいしい給食は提供できるのか、学校教育

課長に伺います。 

○学校教育課長（今井 誠）  現在働いている

職員の処遇と食材の調達等につきましてお答え

いたします。 

 これまで民間委託を実施してきた自治体の場

合、現在働いている職員の就労希望があれば、

委託後も正社員や臨時職員として採用されてお

りますので、本市の場合も現業職員を除いて現

在の雇用条件、賃金や勤務日数等を担保しなが

ら、これまで同様、委託後も給食センターで雇

用していただくことを条件としたいと考えてお

ります。 

 現在勤務している職員は、給食調理の経験が

豊富で、かつ調理師の免許を有している者も多

くおります。委託業者にとりましても、欠かせ

ない人材になると考えております。 

 次に、食材の調達につきましては、本市の質

の高い学校給食は、県内の給食センターの中で

厳選した地元食材の使用率が最も高く、手作り

調理を基本としていることや、献立メニューの

豊富さによって維持されていると考えます。食

材選びや献立作成については、今までどおり栄

養教諭が行うため、地元生産者や納入業者との

連携を図りながら、地元や県内の食材を積極的

に使用し、地産地消の推進に取り組めると考え

ております。 

 今後、調理業務と配送業務を委託した場合、

実績のある確実な業者を選定することにより、

多様なノウハウを持ち、確実な雇用形態による

雇用の継続、勤務労働条件の確保により、適切

な人員配置を行うことができ、調理技術や衛生

面なども独自の研修、指導の下、より改善され

た調理業務と配送業務を確実に行い、さらなる

学校給食センターの充実につながり得るものと

考えております。 

 また、業務委託後も食材は市が発注し、現在

の調理水準を確保するように献立の作成、食材

の選定、食材や調味料の分量などは、これまで

と同様に栄養教諭が調理指示書によって指示し、

資格を有する調理員等が調理します。 

 出来上がった給食は、これまでどおり栄養教

諭と給食センターの市の職員が検食等を行いま

すので、質の高い安全安心でおいしい学校給食

の提供は、今後も確実に行えると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  現在働いている職員は、現業

職員を除いて全ての職員は、現在と同じ待遇で

引き続き働くことができ、食材の手配について

は、委託業者でなく栄養教諭と市の職員が行い、

これまでどおり地元食材を使用し、献立を立て、

味を確認するのは栄養教諭が行うことで、おい

しい給食で味は変わらないと理解し安心しまし

た。 

 次に、業務の一部を委託することで、給食費

はどうなるのか。上がることはないのか。アレ

ルギー等のある子供たちへの対応はどうなるの

か。食に関する指導や給食指導はどうなるのか。

これらを保護者の皆様にどのように説明されて

いかれるのか、学校教育課長に伺います。 

○学校教育課長（今井 誠）  給食費等を含め

た保護者への説明につきましてお答えいたしま

す。 

 まず、学校給食の一部を民間委託することへ

の不安は、給食費が上がるのではないかという

ことと、これまで同様、安全安心でおいしい給

食が提供されるのかの２点であると考えており

ます。 

 給食費は、パン、御飯、牛乳、おかずなど、
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全て食材費に当てられており、調理や配送に係

る人件費や光熱水費、施設の維持管理に関する

費用、その他学校給食に必要な経費、委託費も

市で負担することになります。消費税増税等に

より変わることは考えられますが、委託するこ

とで変わることはございません。 

 先ほども申し上げましたが、食材選びや献立

作成、最終的な味のチェックは、今までどおり

栄養教諭が行うため、これまで同様、安全安心

でおいしい給食が提供できます。 

 あわせて、現在アレルギーのある子供の給食

につきましては、個別に代替食、除去食を提供

しております。さらに、食物アレルギーの原因

となる食物を表示したアレルゲン情報の献立表

を配布し、家庭、学校、給食センターで情報共

有を図っているところです。業務委託後におき

ましても、栄養教諭の指示の下、同様の対応を

行ってまいります。 

 最後に、食に関する指導や給食指導につきま

しては、主に学級担任や栄養教諭が授業や給食

の時間に行っており、学校教育における重要な

教育内容の一つであります。 

 これは、業務委託によって変わるものではな

く、これまでどおり支障なく行われます。むし

ろ委託することで、栄養教諭の負担が軽減され、

食育や給食に関する指導に携わる時間がこれま

で以上に確保しやすくなり、さらに指導が充実

するものと考えております。 

 これらのことを含めまして、保護者の皆様に

は給食センターの業務を一部委託することで、

何が変わり、何が変わらないのかを丁寧に説明

する必要があります。各小・中学校のＰＴＡ総

会等で、業務委託についてのＱ＆Ａを掲載した

資料を配布し、説明会を開催させていただき、

御理解を賜りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  給食費の値上げなしで、子供

たちにこれまでどおり安心安全でおいしい給食

を提供できるとのこと。また、アレルギーのあ

る子供たちの給食も適切に対応するとのこと。

食に関する指導者がさらに充実することは分か

りました。 

 何か変わるときは、不安がつきものです。何

より現在の給食はおいしいと評価が高く、なぜ

民間に委託するのかとの疑問を、誰もが描きま

す。保護者にも何が変わって、何が変わらない

のかを丁寧に説明し、今まで支えてきた職員の

皆様の理解を得て不安を払拭し、民間委託の理

解をしっかり得てください。 

 次に、国民体育大会につきましては、開催が

延期になり、もう一度大会開催に向けて気持ち

を盛り上げ、体制の整備を行うことは大変な御

苦労があると思います。 

 そうしながら、答弁にもありましたとおり、

今後も市民の皆様のフェンシングに対する関心

を高め、競技のすばらしさや面白さを知ってい

ただくためにも、市が主催する大会を１つでも

多く開催できるよう頑張っていただきたいと思

います。 

 そこで、国民体育大会が３年後に延期になっ

たことについて、市長はどのように感じておら

れるか伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  国体が３年後に延期され

たことについて、市長としてどのように感じて

おられるかという御質問にお答えします。 

 太陽国体以来、48年ぶりに開催される燃ゆる

感動かごしま国体、そして、鹿児島大会の開催

は県民悲願のイベントであり、国体、大会開催

を契機に、鹿児島県にとりましても、本市にと

りましてもスポーツ分野の発展にとどまらず、

観光や経済の面におきましても大きな効果をも

たらすものと期待をしておりました。 

 本市では、本年度の国体開催、そして大会成

功を目標に、ハード面、ソフト面での整備を行

ってまいりました。 

 昨年12月に、第72回全日本フェンシング選手
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権大会をかごしま国体のリハーサル大会に位置

づけ、開催いたしました。主催者でありました

日本フェンシング協会や太田会長、また主管で

ありました鹿児島県フェンシング協会の皆様か

ら、競技の運営等で高い評価をいただき、テレ

ビ、新聞等でも大きく取り上げていただきまし

た。 

 また、参加されました選手、監督、観戦者の

皆様にもおもてなしなど、好評をいただきまし

たことは、皆様も御存じのことかと思います。

担当職員を中心に、これまで積み上げてきたも

のが中止の判断ではなく、３年後でも開催する

ことができることは、素直にうれしく感じてお

ります。３年後の開催へ向けて、先月、男子エ

ペナショナルチームの合宿等も開催されるなど、

新しい企画もスタートしております。 

 国体が３年延びたことをマイナスに捉えるの

ではなく、また３年を積み重ねることで、国体

をより身近なイベントと捉え、多くの市民の皆

さんに喜んでいただける大会になるよう、今後

もフェンシング、綱引き、スポーツチャンバラ

の各種大会を開催しながら、機運の継続に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  国民体育大会が３年延期され

ましたが、市にとりましても、職員にとりまし

ても、大変負担が大きいと思います。 

 市長はよく言われます。ピンチをチャンスに

変えると。ぜひ成功裏に終わることを願ってお

ります。頑張ってください。 

 次に、市税の徴収についてでありますが、先

ほど市税の徴収の現状についてお聞きいたしま

したが、2,000万円を超える税金が徴収猶予の

状況にあると聞き、大変な数字で、それだけ疲

弊されている納税者がおられると改めて感じた

ところです。 

 徴収猶予ですので、最終的に納税につながる

ようであれば幸いですが、納税できない状況に

ある方々もおられるのではないかと思います。 

 そこで、市税は現在徴収猶予の段階ですが、

国民健康保険税額の変動はあるでしょうが、徴

収率については前年度と同様の状況であると理

解しました。今後も納税すべきは納税させて、

市民の皆様には制度の上で徴収猶予や減免の配

慮を講じていただきたいと思います。 

 次に、家屋全棟調査の２回目の質問に入りま

す。 

 現在、調査自体が90％を超え、残り1,400棟

余りということで、今後も委託業者の皆さんに

は事故もなく、確実に調査を実施していただき

たいと思います。 

 先ほど1,000棟ほど多くの未評価家屋がある

との答弁がありましたが、未評価の家屋は今後

評価し、課税していくことになるのですが、実

際に未評価の家屋が市内に何棟あるのか。また、

これらの税金から漏れていた家屋がある一方、

固定資産台帳にあって、既に取り壊されていた

家屋もあろうかと思います。 

 今後評価していく未評価家屋については、課

税についての所有者への配慮が必要だと思いま

すが、この時点で課税し、また取り壊し済みの

家屋については、どの時点で課税の取消し処理

されるつもりなのか、併せて税務課長に伺いま

す。 

○税務課長（橘圭一郎）  未評価の賦課漏れ家

屋についての御質問にお答えいたします。 

 家屋全棟調査における未評価家屋の戸数につ

きましては、3,973棟が判明しており、今後評

価し、課税していくこととなります。これらの

判明した未評価の家屋については、対象家屋の

所有者へ鋭意通知し、詳細を説明した上で遡及

することなく、次年度の令和３年度から課税す

ることとしております。 

 また、調査の結果、台帳にはあって実際には

存在しない滅失家屋が1,152棟に上り、同様に

令和３年度において賦課取消し処理をする予定
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でございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。未評

価の家屋が市内に4,000棟あり、滅失家屋も

1,000棟もあったことは、実際調査をしないと

分からないことで、毎年でないにしろ、何年か

に一回は実施しないといけない調査だと感じま

した。 

 今の答弁で、課税や取消しについては、令和

３年度からの予定のようだが、調査自体は２月

に終了することで、固定資産税の令和３年度の

当初課税に間に合うのか伺います。 

○税務課長（橘圭一郎）  固定資産税の当初賦

課に間に合うかの御質問にお答えいたします。 

 全棟調査を実施し、令和３年度の評価替えに

間に合わせることは、事業実施段階からの目標

であり、進行計画や実際の調査も、綿密な作業

スケジュールの下で管理しながら実施しており

ます。 

 今回、未評価家屋が想定より多く存在しまし

たことから、計画より２か月ほど履行期間が延

びることにはなりましたが、既に調査済みの家

屋のほとんどを整理し終えている状況にあり、

職員も懸命に作業を進めておりますので、５月

の当初賦課には間に合うものと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  固定資産税の賦課は、当初に

間に合うという答弁をいただき、安心しました。

間違いのない確実な課税をお願いいたします。 

 最後に、庁舎建設についての２回目の質問に

移ります。 

 耐震診断と庁舎建設は難しい問題が突きつけ

られました。そこで、外部検討委員会から垂水

市庁舎整備に対する意見書が提出され、全員協

議会で説明がありました。外部検討委員会は、

庁舎建設に関して市民目線で必要な事項を審議

する機関として設置され、これまで十分な活動

を行ってきたと思います。 

 今回の意見書では、市民への情報提供と情報

共有を図り、市民とのコンセンサスを図ること

が不十分だったと指摘しており、今後の庁舎整

備に関しては、まず外部検討委員会が反対、賛

成の意見を聴取する機会を設けるよう要請され

ていますが、どのように考えているか、企画政

策課長に伺います。 

○企画政策課長（二川隆志）  外部検討委員会

である垂水市新庁舎建設検討委員会は、平成29

年６月に設置して以降、これまで13回の委員会

を開催していただき、新庁舎建設に関すること

を市民目線、専門的視点で審議いただきました。 

 今回、この外部検討委員会から意見書が提出

されたところでございますが、御指摘の外部検

討委員会から要請のあった意見聴取の機会につ

いては、早急に実現できるよう取り組みたいと

考えており、現在鯵坂委員長と詳細について協

議を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。こ

の外部委員会の意見聴取の取組は、非常に重要

ではないかと考えておりますので、ぜひ早期に

実現できるようしてほしいと思います。 

 最後の庁舎の在り方について伺います。 

 これまで進めてきた新庁舎建設は白紙となり

ました。白紙とは、何も決まっていない状態で

はないかと思っており、新たな計画づくりは一、

二年でできるものではなく、相当な期間がかか

るのではと思っております。 

 市長がこれまで述べられているように、特に

重要なことは、市民や職員の安心安全を第一に

考えていくべきではないかと思っております。 

 この庁舎建設の問題を、新たに庁舎の在り方

から検討することになると思いますが、現時点

でどのような課題があると考えているのか、企

画政策課長に伺います。 

○企画政策課長（二川隆志）  川越議員御指摘

のとおり、まずは市民の皆様や職員の安心安全
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の確保を第一に対応しなければならないと考え

ており、現在、県より耐震診断の結果を報告す

るよう命令も出されていることから、この対応

と耐震診断実施後、結果を踏まえた対策をどの

ようにしていくかが１番目の課題と考えており

ます。 

 次に、新たな庁舎の在り方でございますが、

耐震診断の結果を踏まえた対応を考え、行いな

がらとなりますので、事業費の設定をどうして

いくかなどにも影響を及ぼすものと考えており

ます。 

 そうなりますと、おのずと庁舎機能をどうし

ていくのか、防災拠点としての耐震性能の設定

をどの程度とするか、庁舎規模設定をどう考え

るか、候補地をどこに設定するかなど議会にお

諮りし、市民の皆様の御意見も確認しながら総

合的な判断が求められるとともに、計画を進め

なければならないと考えております。 

 また、新たに社会情勢の変化への対応として、

新型コロナを含む感染症への対応や行政デジタ

ル化への対応もありますことから、情報収集に

努め、指針等が示された場合は、速やかに対応

していく必要があると考えております。 

 今後判断を下すべき事項や方向性につきまし

て、どこでどのようなプロセスで合意形成して

進めていくのかが重要になってまいりますので、

議員の皆様方をはじめ、外部検討委員会や様々

な方々からの御意見や先進自治体の事例収集な

ど研究してまいりたいと考えるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。こ

れまでの計画は、交付税措置のある地方債を活

用するため、厳しいスケジュールを設定し、進

められた印象があります。 

 今いろいろな課題が示されましたが、いずれ

も難しい問題ではないかと思います。今後の庁

舎計画は、市民の安心安全を第一に厳しいスケ

ジュールを立ててやっていく必要はないと思っ

ておりますので、慎重かつ丁寧に進めてほしい

と思います。 

 以上で、令和２年第４回の私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は10時45分から再開をいたします。 

     午前10時32分休憩 

 

     午前10時45分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、６番、堀内貴志議員の質問を許可しま

す。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  お疲れさまです。垂水の稔り

生む風の堀内貴志でございます。令和２年第４

回定例会が始まり、師走ということでせわしく

なってまいりました。新型コロナウイルスに関

して、秋の到来と共に全国的に感染者が増加し、

医療体制の崩壊につながるのではないかと危惧

されている状況でありますが、一昨日、宇宙の

未来を期待できるうれしい情報も飛び込んでま

いりました。 

 ６年前の12月３日に、種子島宇宙センターか

ら打ち上げられたはやぶさ２が、６年に及ぶ計

画を完璧に遂行し、地球から３億キロ以上離れ

た小惑星リュウグウから貴重な資料をカプセル

の中に閉じ込めて届けてくれました。 

 地球から３億キロ以上も離れてということで

すが、想像すらできない距離であり、しかも６

年間も地球から遠隔操作をして事を成し遂げた

ことに対して感動しています。 

 さらに、はやぶさ２は、今後も残りの燃料を

使ってさらに11年間を費やして100億キロ先の

小惑星へ向かうということですから、とてつも

ない計画であると思いますし、それを成し遂げ

ようとする日本の技術に感銘を受けます。 
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 11年後に、皆さんと一緒に再びこの喜びを味

わえるようにしたいと思いますので、どうぞ健

康には十分注意しながら過ごしていただきたい

と思います。 

 さて、本日の一般質問は、私にとりまして３

期目、39回目の一般質問になります。はやぶさ

２から送られてくるリュウグウの玉手箱が、本

日着地点のオーストラリアから日本に到着する

という記念すべき日の一般質問になりますが、

関係各課の皆様の積極的な御答弁に期待し、質

問に入りたいと思います。 

 まず、大きな項目の１つ目は、庁舎建設の庁

舎の在り方について質問いたします。 

 執行部と議会が約４年間の歳月と、多くの市

民の税金を費やして計画してきた新庁舎建設案

について、８月に住民投票が行われ、市民の判

断は「ノー」とのことでした。このことは、今

でも非常に残念に思っています。 

 私個人として新庁舎を建設することで市民の

意識も変わり、今後の垂水市の発展に大きくつ

ながるものという思いから期待をもって望み、

建設着工を皮切りに新たな垂水市のまちづくり

が始まるものと考えていました。 

 そして、新庁舎の着工が進めば、次に消防本

部の庁舎をどうするのか、中央地区公民館の配

置はどうすべきなのか、商店街活性化のため旧

庁舎をどのようにまちづくりに生かすべきなの

かという課題に対しても、順序立てて一つ一つ

積極的に取り組まなければならないと考えてい

ました。 

 しかしながら、再び新庁舎の在り方から再検

討しなければなりません。垂水市の発展の遅れ

は必至と思いますが、そのことも含めて市民の

選択でありますので、そのことはそのこととし

て、この結果を真摯に受け止め、粉骨砕身前を

向いて努力しなければならないという思いを新

たにしたところであります。 

 さて、住民投票の結果が出てから４か月が過

ぎようとしています。先日の全員協議会の中で、

外部検討委員会の開催状況の報告がありました。

また、庁内においても、今後どのように進めて

いくのか話合いをされていると思います。現在

検討されている内容についてお尋ねいたします。 

 ２つ目は、県の耐震促進計画に基づく命令書

を受けてということで通告をしましたが、この

ことについては、先ほどの川越議員の答弁でお

およそ理解しました。 

 県の命令書において、対象は別館と消防庁舎

も入っております。市民や職員の安全を第一に

考えていくということでしたので、そうすると

市役所庁舎、別館を含みますが、併せて一緒に

消防庁舎も含めて、その在り方について検討を

しなければならないと思います。 

 消防庁舎については、結論づけなければなら

ない課題もありますが、消防庁舎の建設につい

ても、しっかりと検討していただきたいと思い

ます。このことは要望としておきますので、答

弁は要りません。 

 大きな項目の２つ目は、コロナ禍における観

光振興についてお聞きします。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、

旅行のキャンセルや予約控えが生じ、その影響

は旅行業、宿泊業のほか貸切りバス、ハイヤー、

タクシー業、観光施設、飲食業、物販業など、

幅広い産業に影響が及び、観光業界に大きな痛

手を被っている現状が続いています。 

 そんな中で、本市においても観光の目玉と言

える教育旅行、いわゆる民泊においても、大き

な影響が出ていると聞いています。 

 本市においては、幸いにしていまだ新型コロ

ナウイルスの感染者は出していませんが、仮に

受入れをするにしても、感染拡大防止策に万全

の対策が必要であろうと思います。 

 本年度の教育旅行、いわゆる民泊の状況につ

いてお聞きいたします。 

 また、コロナ禍の中で本市の観光振興を図る
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上において重要な３か所の観光拠点についてお

聞きいたします。 

 新型コロナウイルスの影響により、全国各地

の観光地においては来場者が落ち込み、売上げ

が減少している状況であると聞いています。そ

んな中で本市の３つの観光拠点、道の駅たるみ

ず、道の駅たるみずはまびら、森の駅たるみず

については、様々な取組をされており、大分、

回復傾向にあると聞いています。現状について

お聞きいたします。 

 大きな項目の３つ目は、国道220号線牛根境

防災事業についてお尋ねします。 

 牛根境の防災事業といいますと、浮津港から

福山町にかけて連続降雨量200ミリを越すと毎

回通行止めになる区間であり、その都度市民に

も不便をかけてきました。連続降雨量200ミリ

というのは、最近の気象状況からよくあること

で、垂水市民にとりましても、そのことを回避

することは長年の念願でありました。 

 そのことは、市長も市議の時代から今日に至

るまで幾度となく、何回も何回も継続で国に対

して陳情・要望活動をされてきたと思いますの

で、よく御存じのことと思います。 

 このたび、やっと国のほうで回避するための

工事が始まる手はずが整ったということですが、

地元の皆様も、また国道220号線を利用する全

ての方々も喜んでいると思います。 

 そこで、市長に改めてお尋ねしますが、そも

そもこの国道220号線牛根境防災事業の必要性

と、このたびの事業実施に至った経緯について

お尋ねいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（二川隆志）  これまでの検討

事項についてお答えさせていただきます。 

 庁内推進委員会の協議内容につきましては、

先日の全員協議会で御報告したとおり、県の命

令書及び外部検討委員会の意見書の説明、庁内

関係各課との協議状況を報告し、今後の庁舎建

設について意見交換を行ったところでございま

す。 

 庁内関係各課との協議内容でございますが、

耐震診断に関する情報収集に関すること、今後

の庁舎の在り方を検討するための情報整理に関

すること、市民合意を得られる策定体制、策定

プロセスに関すること、庁内業務推進体制に関

することなどをテーマに、総務課、財政課、土

木課、消防本部、企画政策課を関係課とし、ま

ずはこれらの情報共有を行い、協議をスタート

させるということを確認したと報告いたしまし

た。 

 現在検討を行っている内容でございますが、

県の命令書に対応するため、県内の耐震事例の

情報収集や業務スケジュールの検討、耐震診断

に必要な経費の算定について調査検討を行って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  民泊と３か

所の観光拠点の現状につきましてお答えいたし

ます。 

 まず、民泊でございますが、本年度の受入れ

予定数は23校でありましたが、新型コロナウイ

ルスの影響により21校が中止となり、11月10日

に兵庫県より144名のうち97名、11月18日に福

岡県より197名のうち143名が本市を訪れており

ます。 

 本来ならば、全生徒本市で民泊をする予定で

ございましたが、コロナ禍の中で県外の生徒を

受け入れる民泊家庭も限られていることから、

関係者と協議し、今回本市での民泊については

見送ってほしいと学校側に伝えたところでござ

います。 

 しかしながら、学校側から近隣の市町も含め

て構わないので、生徒にぜひ垂水の民泊を体験

させたいと、教育旅行の思い出の一つにしたい

と、前回も本市で民泊体験された学校長からの

強い思い入れがあり、実施することとなりまし
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た。 

 ２校とも本市の59軒の受入れ家庭では不足す

ることから、鹿屋市、志布志市、曽於市、大崎

町の28軒の受入れ家庭に協力をいただき、実施

したところでございます。 

 なお、全ての民泊におきましても、感染予防

対策を徹底しており、大きなトラブルもなく、

生徒の思い出の一つになったのではないかと思

われます。 

 次に、３か所の観光拠点の現状でございます

が、道の駅たるみずにつきましては、４月から

６月の売上げは、対前年比46.9％でしたが、７

月から９月にかけましては、対前年比66.8％ま

で回復しており、10月から11月にかけましては、

経済対策としましてブリ・カンパチ丼の500円

での販売や、秋の収穫祭などのイベントにより、

対前年比84.1％まで回復しているところでござ

います。 

 道の駅たるみずはまびらにつきましても、４

月から６月の売上げは対前年比45％でしたが、

７月から９月にかけましては、マリンスポーツ

体験が増加し、対前年比67.2％まで回復してお

り、10月から11月にかけましては、ブリ・カン

パチ丼の販売や開駅２周年記念感謝祭が実施さ

れるなど、対前年比76％まで回復しているとこ

ろでございます。 

 森の駅たるみずにつきましても、４月から７

月の売上げは、対前年比53.4％でしたが、８月、

９月はキャニオニングやＧｏＴｏトラベルの効

果により、対前年比102.9％と前年を上回って

おり、10月からはおもてなしキャンペーンの効

果により、さらに売上げが増加し、対前年比

127％まで増加している状況でございます。 

 今後も様々な支援策を講じて、３駅の交流人

口の増加並びに地域の活性化に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  国道220号牛根境防災の

必要性と事業実施に至った経緯ということにつ

いてお答えいたします。 

 国道220号は、本市の基幹産業である農林水

産業をはじめ、商工業を支える物流道路である

と共に、通勤・通学などの生活を営むための最

も重要な幹線道路でございます。 

 これまで国土交通省におきましては、拡幅工

事や歩道整備、防災工事など、多くの整備を実

施していただいておりますが、牛根境地区にお

きましては、連続雨量200ミリでの雨量の際、

事前通行止め規制となり、依然として集中豪雨

や土砂災害などで孤立集落となるところでござ

います。 

 そこで、防災工事を実施することで、異常気

象時の通行規制や土砂災害時の通行止めで発生

する境地区の孤立解消や迂回の解消及び物流経

路の確保、さらには災害時の避難や支援物資の

第１次緊急輸送道路としての信頼性の高い道路

ネットワークの形成を目的としているところで

ございます。 

 次に、事業実施に至った経緯でございますが、

これまで一般国道220号道路整備促進について

の要望活動を、国道整備促進特別委員会を中心

といたしました市議会議員の皆様と、歩道整備

の促進や防災工事の事業化に向けた要望を大隅

河川国道事務所、九州地方整備局、国土交通省

本省、森山衆議院議員をはじめ、地元選出の国

会議員並びに財務省にも十数年の長きにわたり

行ってまいりました。改めてこれまでの長年の

行政、議会を中心とした地道な努力に感謝をい

たします。 

 その上で、正式に昨年12月25日に上京し、森

山先生をはじめ国土交通省と財務省に、事業化

に向けた要望を強く行ったところでございます。 

 その結果、本年２月15日に、鹿屋商工会議所

で開催されました森山先生の時局報告会におき

まして、国道220号境防災の事業化決定の報告

がございました。森山先生の御尽力も大きかっ
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たのではと考えているところでございます。 

 そして、今回の杭打ち式の開催となったとこ

ろでございます。国の100％事業、約300億円が

スタートすることは、大変うれしいニュースで

ございます。国道整備促進特別委員会の皆様を

はじめ、これまで御尽力いただいた方々に感謝

を申し上げたいと思います。 

 今後、防災面だけではなく、観光面を生かす

ための意見交換も行ったところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  それでは、大きな１つ目の項

目からね、順次一問一答方式で質問したいと思

います。 

 まず１問目、このタイトルにもありますけど

ね、耐震か新築か、庁舎の在り方について。こ

れ命令書出ています。川越議員のところでも説

明がありましたけれども、この命令書を見ます

と、令和４年度までに除却等を行わない場合は、

耐震診断の結果の報告を行うこととなっていま

す。令和４年度までということですから、令和

５年３月まで、今からして約２年間という日数

があります。 

 新築の新庁舎の建設について、建設に着工し

てからおおむね大体平均で２年ぐらいはかかる

ということを考えると、すぐに新庁舎を造る場

合であれば、着工しなければ当然令和４年度ま

での除却等を行えないということになります。 

 課長答弁では、耐震診断のスケジュール、必

要な経費の算定など、調査研究するということ

で、具体的な耐震診断をするとは言っておりま

せんけれども、この命令書に従うのであれば、

診断をしなければ間に合わないのではないかと

いうふうに思います。 

 世間では、簡単に次の計画ができて、新庁舎

が進むものだという認識があるようですけど、

そう簡単にいくものではないと思います。この

住民投票の結果、計画は白紙に戻ったわけです

から、新たな場所の選定、そして財政的な問題

をクリアしないと、計画も立てられないことに

なります。 

 新たな場所についても、防災拠点として使用

するわけですから、駐車場を考えるとね、かな

り広いスペース、土地を探さなければいけない。 

 また財源、事業費についても有利な地方債が

ないわけですから、全て本市の手出しになりま

す。そうすると、おのずと事業費を抑えないと

いけないということになるのではないかと思い

ます、事業費を抑えるためには、規模を縮小し

たり、あるいは耐震性能や庁舎機能のレベルダ

ウンをしなければならなくなるということが心

配されます。 

 そのことで一般市民、市民のサービス、これ

は十分確保されるのかと。また、安心安全は確

保されるのか、非常に心配になってきます。た

だ安く仕上げればいいというものではないと思

います。 

 話を変えます。このチラシ皆さんのところに

も配られていると思います。これは、先日私の

自宅のポストに入っておりました。新庁舎建設

を考える会が出した最近のチラシであります。 

 これを見ますと、この裏のほう、特にこの裏

のほうですね。市民館跡地利用と現庁舎跡地利

用の２か所の建設案が提案されている。どちら

の案にしても建設費、土地購入費、解体費、仮

庁舎移転費も含んで23億から24億円程度ででき

ると断言しています。これだけの予算でできる

のであれば、こんなありがたいことはない。す

ばらしい提案だと思います。 

 ただね、これ根拠がないのです。根拠もなく

想像で、ただこの値段でできると、この予算で

できるということを言い切ることは、誰にでも

言えることです。ぜひとも根拠を示してほしい

と思います。 

 ２か所の提案のうち、市民館の場合、現在あ

る中央地区の公民館、避難所をどうすべきなの

か。また、何よりも皆さん御存じだと思います
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けれども、もう既に耐震工事が始まっていると。

そのことからして、日々情勢は変化しておりま

す。この工事をすぐにやめろということなので

しょうか。あまりにも無責任過ぎるのではない

かと思います。 

 もう１か所の現庁舎の跡地においても、仮庁

舎をどこに造るのか。消防庁舎をどうするのか、

尋ねたいことは山ほどありますが、いずれにし

ても更地に造るよりも経費がかさむのは明白で

あります。 

 これから庁舎建設を検討するにおいて、執行

部も、そして新たに発足する外部検討委員会も、

ぜひともこの新庁舎を考える会のメンバーを、

その会に招致して、この事業費の計算式の根拠、

あるいは様々な問題点について尋ねてほしいと

いうことで、これは要望としておきます。 

 以前の計画時に比べますと、社会情勢も刻々

と変化しています。そう考えると、新たな庁舎

建設はこれまで検討した候補地も含めて、全て

をリセットしてスタートすべきだと考えますが、

市長の今後の方向性についてお考えをお聞きい

たします。 

○市長（尾脇雅弥）  今後の方向性ということ

でありますが、これまでも申し上げております

とおり、議会や市民の皆様の御意見を確認しな

がら、市民の皆さんや職員の安全の確保を第一

に進めてまいりたいと考えております。 

 新庁舎建設につきましては、新たな課題とし

て現庁舎の耐震診断への対応も行う必要が出て

まいりました。要は、現庁舎の在り方も含めて

検討していかなければいけない状況であると考

えております。 

 また、新型コロナ対策や行政のデジタル化と

いった要素も、今後の庁舎の在り方に大きな影

響があり、考慮していかなければいけないと考

えております。 

 今後、先進自治体における庁舎関係の情報収

集や調査研究を進め、そして最終的にどのよう

な方針のもとで、どのように進めていくか、さ

らに決定したことを確実に実行していけるかが

大事であると思います。 

 そのための組織体制を整えていく必要があり

ますことから、庁内の業務推進体制と新たな外

部検討組織の設置について指示したところでご

ざいます。 

 チラシの件もお尋ねでありましたので、考え

る会から示された２つの建設案については、私

も拝見させていただきました。建設案が実現可

能かどうかは、詳しい内容を確認しなければな

らないため、私自身もお会いして、直接お話を

お伺いしたいと考えております。いまだに実現

はできておりませんけれども、今後機会がある

と思います。外部検討委員会も来年１月中に意

見聴取を行いたいとの意向を持っておられます

ので、そういった活動を通じて建設案の詳しい

内容が確認できればと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  まず、新庁舎建設において考

えなければいけないのは、この命令書をどう回

答するかということであります。先ほども言い

ましたけれども、令和４年度までに除却等を行

わない場合は、耐震診断の結果の報告を行うこ

ととなっていますので、これからの庁舎建設を

進めるとなると、間違いなく期限までには間に

合わない。そうすると、予算は余分にかかりま

すけれども、まずは耐震調査をすべきではない

かと思います。 

 そして、新庁舎の建設の計画は、白紙に戻っ

たわけですから、新しい庁舎を建てるにしても、

やはりそこには市庁舎としての機能、そして市

長もお話しされましたけど、市民の安心安全確

保のためと、そして防災拠点としての機能、市

民の利便性とあと市民が利用、活用できる機能。

そして、何よりも垂水市の発展のためにどのよ

うな庁舎にすべきか、改めて検討しなければな
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らない、このように思っています。 

 ただ、前回の候補地の中から、海沿いがだめ

だったから、別の案を、２つの候補地から選ぶ

ということでは成し遂げられない。ただ予算を

して、ただ予算を削減できれば、削減して造れ

ばいいというものでもないと思います。 

 簡単に次の計画が出来上がり、新庁舎建設が

進むというものでもない。時間をかけて、知恵

を出して計画を進めないと、また着工段階にな

って文句を言う人が出てくる。問題になるので

はないかと思います。 

 この庁舎建設においては、今回の一般質問で

も他の議員も同じように、様々な角度から質問

します。私の質問はこれで終わりにしますけれ

ども、最後に言えることは、これまで以上に慎

重に、かつ綿密に市民の理解を得ながら進めて

ほしいということでありますので、これは要望

としておきます。 

 次のテーマに入ります。 

 コロナ禍における観光振興について。 

 教育旅行について、コロナ禍の中で学校側か

らの強い要請により実施したということであり

ましたが、民泊体験というのは生徒たちの一番

の思い出になったのではないかと思います。 

 この民泊については、兵庫県と福岡県からの

訪問ということで、県外からの受入れというこ

とで、感染拡大を恐れる市民の方もおられます

が、私個人としては、消毒等の感染拡大防止の

方策を、対策を講じていること。そして、本市

での感染者がまだ出ていないという現状。 

 さらに、訪れる生徒においても、学校側でし

っかりと健康状態について確認をしている状況

から、極めて感染リスクは低いものと思ってい

ます。今後も感染予防対策を徹底しながら、可

能な範囲で民泊受入れを実施してもらいたいと

思っております。 

 また、３つの観光拠点について、来場者も回

復傾向になっているようですので、引き続き市

としてできる範囲、支援をしていただきたいと

思います。 

 この３つの観光拠点の中で、道の駅たるみず

と森の駅たるみずの２つの指定管理について、

今回の議会の議案の中に入っております。 

 いずれも指定管理料ゼロ円ということで、候

補者選定ということですが、どのような経緯で

選定されたのかお尋ねしますが、まずは道の駅

たるみず、平成17年４月17日に開設。平成23年

10月１日より指定管理制度を導入。これまで３

年間の指定管理期間ごとに指定管理者が変わっ

てきています。 

 年間最高来館者数が約85万人というときもあ

りましたが、近年の状況を見ますと、特に平成

27年度は台風、併せて熊本地震の影響を受けて

来館者数、そして売上げが減少し、さらに今回

も新型コロナウイルスの影響を受ける中での指

定管理の募集となりました。 

 そして、現在の指定管理者は継続を希望して

いない状況で、たしか９月議会では応募がなか

ったと聞いていましたが、その後に候補者の応

募があり、今回の議案となりました。 

 また、１社のみの選考と聞いていますが、決

定に至った経緯についてお聞きいたします。 

 もう一つは、森の駅たるみずですが、平成22

年４月に開設されて、平成28年４月から平成31

年３月まで３年間は指定管理者により運営。平

成31年３月から指定管理者の応募がなく、現在

市の直営ということで運営している状況だと思

います。 

 そして、この市の直営で運営する中で、毎年

約300万円の収入不足による赤字経営というこ

とでありますけれども、今回はさらにコロナ禍

という厳しい状況での指定管理者の選考という

ことになりました。 

 この森の駅についても、１社のみの選考と聞

いています。決定に至った経緯についてお聞き

いたします。 
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○水産商工観光課長（大山 昭）  垂水市道の

駅交流施設、垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず

及び垂水市猿ヶ城活性化施設の管理者の指定に

至った経緯につきましてお答えいたします。 

 まず、垂水市道の駅交流施設でございますが、

７月１日から垂水市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例第２条に基づき、応

募を開始いたしました。 

 しかしながら、７月31日の応募期限内に申請

者の申請書の提出がなかったことから、さらに

応募期間を１か月延長しましたが、応募期限内

に申請書の提出はなされなかったところでござ

います。 

 その後、９月に株式会社森建設様より、今回

の指定管理者候補者の公募について新聞報道で

指定管理者がいないことを見られたこと、また、

もともと本市の出身であり、鹿屋市のさつき苑、

霧島市の野鶴亭などの経営をされておられるこ

ともあり、垂水市のお役に立てればとの思いか

ら応募されたところでございます。 

 株式会社森建設様におかれましては、森産業

グループとして建設部、畜産部、観光部の様々

な会社を経営されております。観光部門では、

鹿屋市のさつき苑並びに霧島市の野鶴亭を運営

されており、この２か所の観光施設に新たに湯

っ足り館を加えることにより、３つの拠点を中

心とした観光振興に努めたいとの意向があり、

特に温泉部門に興味を持たれ、福祉面と併せて

垂水市と協力し運営していきたいと考えられて

おられます。 

 このような思いのもと応募をされましたこと

から、10月27日に選定委員会を開催し、厳正な

審査が行われ、審査の結果、株式会社森建設様

が令和３年４月から５年間の新たな指定管理者

の候補として選定され、本議会に上程させてい

ただいているところでございます。 

 次に、垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず及び

垂水市猿ヶ城活性化施設でございますが、平成

28年４月から平成31年３月までの３年間、指定

管理者により運営されておりましたが、平成31

年４月からの指定管理者の公募におきまして申

請がなかったことから、現在、市直営で運営し

ているところでございます。 

 今回、指定管理により民間活力を最大限に活

用し、施設の充実や猿ヶ城周辺の観光資源の活

性化と振興を図り、運営していただく企業を求

め７月１日より公募を開始したところで、７月

31日の応募期限内に有限会社光洋が平成30年に

スポーツ振興のために新たに設立された株式会

社ディセットボンド様が、応募されたところで

ございます。 

 ディセットボンド様におかれましては、昨年

度から森の駅たるみずは市直営となりましたこ

とから、スポーツ合宿時に食事の提供などがで

きませんでした。そのような中、昨年の合宿誘

致団体数55団体のうち、45団体の食事、送迎な

ど様々な協力をされております。 

 なお、これらの経験から、業務の改善や経費

削減も可能とのお考えのもと、森の駅の赤字部

分であります約300万円については、十分補塡

できるものと考えておられます。 

 また、各種スポーツ団体とも精通されており、

垂水市の活性化の力になれればと強い思いを持

っておられます。 

 応募がありました後、10月27日に選定委員会

を開催し厳正な審査が行われ、審査の結果、株

式会社ディセットボンド様が令和３年４月から

３年間の新たな指定管理者の候補として選定さ

れ、本議会に上程させていただいたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  指定管理者の選定のいきさつ

について、道の駅たるみず、そして森の駅たる

みず、双方とも心配するところは１社の応募だ

けだったというところでありましたけれども、

厳正な審査基準をクリアして選考されたと思い
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ますので、運営に期待をしています。 

 その中でちょっと気になっている部分につい

て、全て質問いたします。 

 これ垂水市のキャッチフレーズ、公式ではあ

りませんけど、皆さん、ロータリーのところに

ついておりますけれども、「花と温泉と渓谷の

まち」ということが使われています。ヤフーの

検索エンジンで調べてみましたけれども、花と

温泉と渓谷のまちで検索すると、垂水市が１番

に出てくると。 

 私は、これまでの一般質問の中でも、このキ

ャッチフレーズをどのように生かすのか尋ねた

こともありますし、そして、垂水市の観光振興

を考えたときに、特にこの温泉事業は重要だと

考えております。 

 そこでまず、道の駅たるみずですが、現状か

ら言うと温泉事業の赤字部分について、物産事

業で補塡して運営しているという状況があると

聞いています。今回の事業者は、温泉事業に着

目され、新たな取組をされるということですの

で、温泉事業はなくなることはないと安堵して

いますけど、どのような取組をされるのか、具

体的にお聞きしたいと思います。 

 そして、森の駅たるみずですが、市直営で毎

年約300万円の収入不足により赤字経営だった

と。一番の問題点は、宿泊者が落ち込むのが閑

散期、この集客を求めるのが一番の課題になっ

ていると思います。 

 このたびの指定管理料はゼロ円ということで、

市にとってもありがたいことだと思います。こ

の赤字を解消するために、どのような取組をさ

れるのか、そしてその集客を図るのか、これに

ついてお尋ねをしたいと思います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  道の駅たる

みず、森の駅たるみずの新たな取組につきまし

てお答えいたします。 

 まず、垂水市道の駅交流施設指定管理候補者

の株式会社森建設様でございますが、国道の維

持管理のため、現在、本市浜平に営業所を持っ

ておられ、鹿屋市の湯遊ランドの指定管理も運

営されたこともあり、その経験を生かして地域、

生産者、パートナー企業との連携を深めていき

たいとのことでございます。 

 新たな取組といたしましては、ホテルさつき

苑において宅配部門を立ち上げ、冠婚葬祭、地

元企業、各施設、一般家庭向けの弁当配達を行

われており、好評であることから、道の駅でも

地域の方々や施設等に向けての宅配事業を考え

られております。 

 なお、温泉売上げ増加に向けての仕組みづく

りとして、食事とのセット販売や温泉利用ポイ

ントによります特典等も検討され、地域の方々

やデイサービスなど、福祉面での温泉活用に向

けての様々な取組を考えられておられます。 

 主管課といたしましては、垂水市と連携し、

官民一体となり温泉を主として運営していきた

いとのことから、本市の観光振興並びに交流人

口の増加に向けて期待できるものだと考えてお

ります。 

 次に、森の駅たるみずでございますが、指定

管理候補者の株式会社ディセットボンド様でご

ざいますが、周辺施設等との連携や交流人口拡

大に向けた取組により、施設の利用者も年々増

加してきている状況であるものの、毎年300万

ほどの歳入不足が発生しており、宿泊者が落ち

込む閑散期の集客が大きな課題となっておりま

す。 

 今回、各種スポーツ団体と精通され、スポー

ツ誘致の際、食事、送迎などのサポートをされ

ておりましたことから、現在春休み、ゴールデ

ンウイーク、夏休みが主となっておりますス

ポーツ団体の大会につきましては、可能な限り

閑散期に日程変更し、その期間に一般の客が宿

泊できるよう計画、また様々なスポーツや文化

系の長期的な大会の開催についても計画されて

おられます。 



－59－ 

 さらに、昨年度からスポーツ誘致のサポート

に併せまして、各種体験等へも積極的に参加、

協力されるなど、施設内での市主催事業等にお

ける協力、各種イベントの開催、地元水之上地

区などの関係団体との連携を考えておられます。 

 このような計画が安定した宿泊者の確保並び

に交流人口増加につながるものだと考え、主管

課といたしましては、交流人口増加の一つとし

て強化しておりますスポーツ合宿において、本

市と連携し、官民一体となり取り組むことによ

り、さらなる観光振興につながるものだと期待

しております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  道の駅たるみずも、森の駅た

るみずも、それぞれ指定管理者が新たな様々な

取組を提案されているということですので、そ

の取組がうまく機能するように期待したいとこ

ろでございます。 

 温泉事業、森の駅たるみずについて、森の駅

にも温泉がありましたよね。旧餅井荘の冷泉で

すけれども、数年前太陽熱を利用して、各コ

テージに配管をして利用できるようになったと。

森の駅のホームページを見ますと、この温泉は

平安時代の頃からけがやお肌に効果、効能があ

ると言われている単純硫黄鉱泉と記載してあり

ます。それも目立たないようにささやかに書い

てありました。 

 もっと目立つように、この温泉付コテージと

うたっていいのではないかと思いますけれども、

事業者はこの温泉事業についてどのように考え

ているのか、それだけちょっと確認しておきま

す。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  森の駅の温

泉施設につきましては、平成24年度の開設より、

全８棟に温泉設備が備わっておりますことから、

宿泊者には大変好評を得ているところであり、

特に和風の２棟に設置されております五右衛門

風呂につきましても、全８棟の中でも一番の人

気のコテージとなっております。 

 また、コロナ禍の中で家族単位や少人数での

行動が求められておりますことや、スポーツ合

宿等の大人数の団体には、ほかの宿泊者などと

の接触が少なくなり、利用者にとりましては予

防対策につながることから、増加傾向になって

いるところでございます。 

 今後も感染予防を徹底し、温泉の魅力など宿

泊者増加に向けて情報発信に努めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ぜひこの旧餅井荘の温泉源、

皮膚病の方に大変効果が出ているという情報も

ありますよね。しっかり広報して役立ててほし

いと思います。 

 この項目最後の質問にしますけどね、やはり

３つの施設、森の駅、それぞれ連携を図らなけ

ればいけないと。この３つを連携することによ

って、観光振興と交流人口の増加につながると、

滞在時間は長くなるということですからね。そ

うすると本市においてもお金を落とす人も増え

てくるだろうということであります。 

 そうしますと、どうしてもこの連携を図る必

要があると。この連携をどのように取っている

のか、その点をお聞きしたいと思います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  ３施設の連

携につきましてお答えいたします。 

 今年度、道の駅たるみずはまびらの所管が、

水産商工観光課となりましたことから、６月に

道の駅たるみず、道の駅たるみずはまびら、森

の駅たるみずに市を加えまして、道の駅・森の

駅連絡協議会を立ち上げております。 

 本協議会におきましては、各施設のイベント

情報の共有を図るとともに、３駅での来場者の

周遊について、また各施設での問題点等などに

ついて話し合う意見交換会を、各施設持ち回り

で２か月に１回定期的に開催しております。 

 このことにより、お互いの施設の来場者増加
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につながり、さらには売上げ増加に向けての取

組など、活性化が図られるものと期待している

ところでございます。 

 市が主になるのではなく、それぞれの３駅の

施設が主体となり、様々なイベント等の企画や

連携した取組を実施することが重要であり、新

たな観光振興につながるものだと考えておりま

す。 

 今後も、本協議会におきまして３つの拠点の

連携を密にし、互いの相乗効果によるさらなる

交流人口増加に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ３つの拠点による協議会、連

携することは必要だと思います。ただ単に協議

会を立ち上げたということではなくて、それぞ

れの特色を生かした取組が必要ではないかと思

っています。 

 例えば、道の駅たるみず、ロケーションいい

ですよね。桜島の麓のロケーション、温泉と足

湯。森の駅たるみずというと、山と渓谷をテー

マにしたレジャーと癒し、そして宿泊と温泉。

道の駅たるみずはまびら、海と夕日をテーマに

した海のレジャー施設とかね、これをもっとも

っと大きくアピールしてほしいなと思います。 

 今後も、官民一体となって連携を図り、観光

振興を図っていただきたいということを切に要

望して、このテーマを終わります。 

 次で、最後の項目、220号線牛根境防災事業

についてであります。 

 この事業ですけれども、国に対するこれまで

一、二年の要望で成し遂げられるものではなく、

市長の答弁にもありましたように、これまで数

十年にわたって要望、陳情があって、やっと国

のほうで認めていただいた事業だと私は思いま

す。 

 そして、そこには市長自らが議員時代から幾

度となく要望、陳情を続け、そして歴代の各議

員においても、特に国道整備促進特別委員会を

中心に、毎年のごとく要望、陳情活動を実施し、

さらには鹿児島県選出の国会議員の御尽力があ

って成し遂げられたものと理解しています。本

当にその点は、皆さんに感謝するところであり

ます。 

 私個人としても、議員として10年ですけれど

も、その間に国道整備促進特別委員会に所属し

ていたこともありますが、東京陳情のたびに、

この件に関しては要望の中に入っていましたの

で、よく覚えています。 

 まさしく歴代の市長、垂水市会議員、そして

県選出の国会議員総意の力で実現に至ったもの

だと思います。その点は強く訴えておきます。 

 そこで、先月の11月28日に、中心杭打ちの式

典が牛根境で実施されました。私個人も参加し

たかったのですが、コロナ禍の感染拡大防止を

図る観点から、最小限の人数でやるので、式典

の参加を自粛してくれということでしたので、

参加はかないませんでした。 

 垂水市議会からは、議長お一人が参加された

と聞いていますが、御時世ながら当然のことだ

と理解しています。 

 そこで、この事業ですが、今後の事業内容と

完成までの経緯について、土木課長にお尋ねを

いたします。 

○土木課長（東 弘幸）  今後の事業内容と完

成までの経緯につきましてお答えいたします。 

 11月28日に境小学校体育館で、境防災中心杭

打ち式が開催され、森山衆議院議員をはじめ、

鹿児島県知事や鹿児島県県議会議長、霧島市長、

九州地方整備局が出席され、本市からは市長と

議長が出席されましたが、地元の代表といたし

まして牛根境地区振興会会長に御出席いただき

ました。 

 本来ならば、国道整備促進特別委員会の皆様

や、多くの地元の皆様もお招きされ、盛大に行

われるところではございますが、新型コロナウ
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イルス感染拡大防止のため、国土交通省の意向

の上、人数を制限した開催になりましたことは、

何とぞ御理解いただきたいと思います。 

 事業内容でございますが、計画区間は浮津港

を過ぎました辺りから、霧島市福山町集落手前

までの4.5キロが整備区域となっており、現道

内での整備、これにつきましては山腹の全体的

な防災工事または早咲大橋と同様に海側に橋を

架ける案、トンネル案などが考えられますが、

今年度の測量業務を踏まえ、概略設計で整備計

画が示されるものと考えております。 

 今後の事業スケジュールにつきましては、国

土交通省の説明によりますと、現在の予定では

令和３年度で概略設計を行い、令和４年度が詳

細設計、令和５年度が用地を含めた補償等の調

査及び交渉となり、その後工事着手となるよう

でございますが、整備計画がまとまりました段

階で、地元説明会を開き、御理解、御協力をい

ただくことになるものと考えております。 

 冒頭申しましたが、国土交通省の意向もあり、

先日の中心杭打ち式は新型コロナ対策で縮小し

た開催となりましたが、完成時の開通式も開催

されるものと思われますので、この開通式には

市議会の皆様や地元の方々も多数招待され、開

通をお祝いしていただけるものと思うところで

ございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 最後の質問になりますけれども、この国道、

牛根地区の事業に関連しまして、今回の議会の

開会前、堀添前議員からも要望がありました。

今回、またどうしても梅木議員から尋ねてほし

いという要望がありましたので、代わりにお聞

きしますけれども、磯脇橋付近の歩道整備につ

いて。当初の計画に対して、地域の要望として

強く要望した区間ですけれども、その後どのよ

うになったのか。その後の進展状況についてお

尋ねをして終わりたいと思います。 

○土木課長（東 弘幸）  磯脇橋付近の歩道整

備につきましてお答えいたします。 

 この地区は、国道220号牛根麓工区としまし

て、平成19年度より新規事業として着手され、

平成30年度で事業完了となったところでござい

ます。 

 工事着手に当たり、事前に地元説明会が開催

されておりますが、お尋ねの約100メートルの

未整備区間は、当初から整備計画がなかったよ

うでございまして、当時の地元説明会でも特段

異論もなかったようでございましたことから、

国土交通省といたしましても、地元からの御理

解をいただけたものと思われたようでございま

す。 

 その後、平成29年11月30日に、松ヶ崎地区公

民館館長が、未整備区間約100メートルの関係

する地権者の皆様の工事の同意書と共に、歩道

整備延伸の陳情書を土木課に提出されました。 

 これを受け、本市といたしましても整備の必

要性から、意見書をつけ、平成30年１月10日に

国土交通省大隅河川国道事務所へ副市長と前任

者の宮迫課長、３名で伺い、要望書を提出した

ところでございます。 

 今後は、国道整備促進特別委員会にお諮りし、

御賛同いただきましたら、国道220号の道路整

備促進についての要望事項に追加しようと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  前議員からの要望、そして地

域の要望、ぜひ実現に向けて努力してほしいと

いうことを訴えまして、私の本日の質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。休憩時間中、森議員より資料を配付したい

ということですので、資料をお願いいたしまし

て、次は、11時45分から再開いたします。 

     午前11時39分休憩 
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     午前11時45分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、２番、森武一議員の質問を許可します。 

   ［森 武一議員登壇］ 

○森 武一議員  議長の許可をいただき、一般

質問をさせていただく前に、私事ではあります

が、９月末に子供が生まれました。それから２

か月が過ぎましたが、その間、子供の世話に追

われ、子育ての大切さを感じていると共に、子

育てを通してこれまでとは異なる視点を与えて

もらえているのではないかと感じています。 

 特に、子供が生まれてからの２か月間の間で、

家族で町を歩いていると、多くの方に声をかけ

ていただき、また気にかけていただくなど、垂

水市のソーシャルキャピタルの豊かさを改めて

実感しています。 

 そして、育児の大変さを身をもって感じ、男

性も積極的に育児休暇等を取得するなどするこ

とによって、夫婦ともに育児を担うことの大切

さを痛感しております。 

 今後とも子育て世代の視点から、さらに産み

育てやすい垂水市となるよう、様々提言させて

いただければと考えております。 

 そこで、早速ではありますが、市役所内に男

性が赤ちゃんのおしめを替える場所がなく、女

性トイレにしかありません。女性トイレにしか

ないということは、男性は赤ちゃんのおしめを

替えることができないということであり、男性

の育児参加の面からも、改善が必要かと思いま

す。 

 そこで、夫婦と共に安心して赤ちゃんのおし

めを替えることができる環境整備の必要性を提

言させていただき、質問に入らさせていただき

ます。 

 まず、国道220号線牛根境防災についての、

今後のスケジュールについてですが、この質問

はさきの堀内議員の質疑で分かりましたので、

地域との関わりについてお尋ねします。 

 先月、11月28日に境小学校で中心杭打ち式が

行われたとお聞きしています。杭打ち式自体は、

市長をはじめとする多くの関係者の皆様のおか

げで、事業が前に進むことであり、私も境の一

住民として大変喜んでおります。 

 しかし、この杭打ち式が行われたことを境の

住民はほとんど知りません。この杭打ち式が、

かくいう私も、前日に家の前の境小学校に設営

業者が来たことによって知りました。この杭打

ち式が開催されることは、地域に伝えられるこ

ともありませんでした。 

 話をお聞きすると、コロナ禍の中なので参加

者を絞ったということであり、振興会長お一人

に御連絡したのみで、公民館、そのほかの振興

会長へお伝えしなかったとのことです。コロナ

禍なので、参加者を絞ることは理解できますが、

境防災と銘打たれた事業の始まりを、境の住民

が知らないというのは、おかしなことではない

でしょうか。 

 コロナ禍だからこそ、多くの来賓がいらっし

ゃる杭打ち式への理解を地域に求めることが必

要だったのではないでしょうか。ある住民から

は、「コロナ禍で地域の人は参加できなくて、

ほかから多くの方が来るのはおかしいね」とお

っしゃる方もおりました。 

 そこで、境防災と銘打たれたこの事業の地域

との関わり方についてお伺いします。 

 次に、本市で新型コロナウイルス感染症患者

が発生した際の対応について伺います。 

 全国では第３波の中、連日多くの方の感染が

発表され、地域の拠点病院や介護事業所などで

クラスターが発生し、日本医師会からは、医療

提供体制への危機感が伝えられています。 

 幸いにして、垂水市では感染者は発生してお

りませんが、感染が拡大している地域では、外

出自粛などで介護サービス利用者に身体機能や

認知機能、生活満足度の低下、そして精神状態
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の悪化などの影響、また家族の負担増加などが

指摘されています。 

 仮に垂水市で新型コロナ患者が発生し、介護

事業所職員が感染または濃厚接触者となった場

合には、軽度認定者の利用控えや、事業所の休

止により家族への負担増など、様々な面で影響

が考えられます。 

 特に、軽度認定者の利用控えは、身体機能や

認知機能の低下による介護度の重度化につなが

り、コロナ禍が収まった後まで影響が残ります。 

 だからこそ、介護事業所職員が感染または濃

厚接触者となった場合を想定した準備が重要か

と考えます。 

 そこで、介護事業所職員が感染または濃厚接

触者となった場合の業務継続について、どうな

っているのか伺います。 

 最後に、新たな新庁舎建設計画に向けてとい

うことで質問させていただきます。 

 ここにおられる同僚議員並びに執行部の皆様

の共通認識としては、庁舎を新しく建てなけれ

ばならないということは共通しているかと思い

ます。私は、これまでの議会で新庁舎建設につ

いてということで質疑をしておりましたが、住

民投票を通じて私自身、庁舎建設の必要性を訴

え、また多くの方から新しい庁舎建設計画を進

めるよう声をいただきます。 

 だからこそ、今回はあえて新たな新庁舎建設

計画に向けてということで、次の庁舎建設計画

につながる質疑を行いたいと思っています。 

 まず、議長の許可をいただき、皆様のお手元

に資料を配らせていただいています。その資料

を御覧になりながらお聞きください。 

 資料としては、６月議会で白紙となった庁舎

建設の予算を審議する過程で、執行部から示さ

れた財政収支見通しの基礎資料を情報公開請求

し、令和５年度以降から令和20年度までの収支

見通しを私独自で試算したもの、そして情報公

開請求によって出された資料、そして私の試算

を受け、財政課で改めて試算したものになりま

す。 

 私が試算した資料を御覧ください。財政調整

基金から毎年１億3,000万円繰入れ、さらに執

行部試算では、年0.5％ずつ増加していくとし

た人件費を令和６年度以降、横ばいにして試算

した場合の収支が、お手元にある令和20年度約

マイナス７億円の収支予測になります。 

 そこに、毎年１億3,000万円ずつ令和20年度

まで繰入れし続けるのは、現実的ではないため、

繰入れをやめ、人件費を試算どおり毎年0.5％

ずつ増加させた場合には、令和20年度には約10

億1,200万円の財源が不足するとの試算結果と

なりました。 

 私たちは、６月議会において当局より令和５

年度までの財政収支見通しのとおり、一時的に

は財政指数への影響はあるものの、歳入面では

ふるさと応援寄附金等の財源確保を図り、歳出

面では今後実施する事業等の平準化を図り、長

期的な視野に立って計画的に事業を実施するこ

とにより、市民生活への影響を与えない将来に

わたって持続可能な財政運営は可能であると説

明を受けました。 

 しかし、その収支見通しの資料を基に、令和

20年度まで試算をしたら、10億円以上の財源不

足に陥ることが明らかとなりました。これは、

議会での説明と異なる結果です。 

 そこで伺います。令和20年度には、10億円以

上の財源不足に陥るとの試算結果となったが、

財政的に問題がないとの認識とは何だったのか

を説明を求め、１回目の質問とさせていただき

ます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、午後１時10分から再開いたします。 

     午前11時55分休憩 

 

     午後１時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を
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開きます。 

○土木課長（東 弘幸）  地域との関わりにつ

きましてお答えいたします。 

 一部堀内議員御質問の答弁と重複いたします

が、御了承いただきたいと思います。 

 今回の境防災中心杭打ち式では、人が集まる

という特性上、感染リスクが高くなりますこと

から、国土交通省の意向により、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、人数を制限した開

催になりましたことは、先ほど答弁いたしまし

たとおりでございますが、議員御指摘のとおり、

地域の皆様におかれましては、防災工事がス

タートすることを御存じない方や、この式典の

目的を御存じない方、また普段より通行車両が

多いなど、御不安や御不審に思われたことは当

然のことと考えております。 

 私といたしましては、地域の皆様に境防災の

中心杭打ち式が開催されるなどの周知をするべ

きであったと、改めて反省しているところでご

ざいます。 

 今後につきましては、堀内議員の答弁でも申

しましたスケジュールで進んでいくものと思い

ますが、概略設計を行い、整備計画がまとまり

ました時点で、当然地元説明会が開催されます

ので、地域の皆様に御出席いただき、計画への

御理解をいただくとともに、御協力のお願いを

申し上げたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○保健課長（草野浩一）  介護事業所職員の業

務継続につきましてお答えいたします。 

 本市におきましては、現在のところ感染者は

確認されておりませんが、全国において第３波

と見られる感染が急拡大しており、特に介護事

業所においては、全国や県内の事業所でクラス

ターが発生していることから、従事者のみでな

く、その御家族も含めて日常生活の制限を強い

られながらも、感染予防を徹底していただいて

いるところでございます。 

 そのような中、十分に感染予防を行っていて

も、感染が発生しているケースが全国各地で確

認がされるなど、予防だけでなく感染者が発生

した場合の対応についても、事前に検討してお

く必要があることから、令和２年６月15日付で

国から社会福祉施設等における業務継続計画の

策定について、各事業所でサービス提供を維持

するために、業務継続計画を策定しておく必要

について通知がされております。 

 本市におきましても、令和２年10月２日と11

月２日の２回にかけて、業務継続計画の策定に

ついて、市内各介護保険事業所に依頼し、11月

末現在で市内介護保険事業所30事業所のうち、

策定済みが１事業所、12月末策定予定が23事業

所、１月末策定予定が１事業所、３月までに策

定する予定の事業所が５事業所となっており、

各事業所で職員、利用者等の感染が確認された

場合の対応について検討がなされているところ

でございます。 

 また、職員が感染し、人員が不足する場合は、

同一法人内で人員を確保することを優先します

が、人員を確保できない事業所については、鹿

児島県が県内各事業所等に行った派遣可能性調

査の情報を基に、県、市町村を中心として老人

施設協議会・老人保健施設協議会の協力団体も

含めて調整を行い、協力施設から職員を派遣す

る仕組みができているところです。 

 なお、介護事業所で感染者が発生している中、

業務継続をする上で必要となる感染症防護服な

ど、感染症対策用品についても、本来各事業所

で備えるべきものではございますが、全国的に

需要が高まり、対策用品自体が不足しているこ

とや、事業所で発生した場合、大量に使用する

ことから不足することが考えられたため、本市

では７月に専決処分にて予算化し、現在発注中

でございますが、県と連携して大隅地域振興局

など、県に備蓄してあります感染症対策用品と

併せて使用させていただく予定としております。 
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 以上でございます。 

○財政課長（濵 久志）  財政的に問題がない

との認識とは何だったのかについてお答えいた

します。 

 ６月議会にお示ししました令和５年度までの

財政収支見通しにつきましては、あくまでも令

和５年度までの中短期的な見通しでございます。

令和５年度までの財政収支見通しは、平成30年

度決算をベースとし、令和元年度、２年度予算

の状況を踏まえ、収支見通しが甘くならないよ

う、中短期的な財政の変動等をマイナス要因と

して組み込んで推計したものでありますので、

議員が試算されたように、その増減率で長期見

通しを作成すると、収支不足になることになり

ます。 

 中長期的な財政運営を正確に見通すことは困

難ですが、財政課で作成している資料や公債費

等の推計から、第２次財政改革プログラムを踏

襲し、起債発行額を一定額に抑えれば、財政運

営には支障はないと判断したものでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  それでは、まず国道220号線

牛根境防災について、地域との関わりについて

ということで、今後住民説明会等をされるとい

うことでしたので、その際にまたしっかりと境

の地域の方々には、御案内いただければと思い

ます。 

 境の住民として、一住民としても、すごく大

雨のときに遮断をされる、これを解消するとい

うことは、すごく熱望しているところがありま

すので、ぜひよろしくお願いし、この質問を終

わらせていただきます。 

 続いて、介護事業所職員が感染または濃厚接

触者となった場合の業務継続についてというこ

とで、来年３月までに市内の事業者が業務継続

計画をされるということでしたが、実際起こっ

た場合、様々な先ほど１回目の質問でもさせて

いただいたように、家族への負担も出てくるか

と思います。 

 その際のその市民、実際そういう感染が起こ

った場合の市民への影響について、どのように

考えていらっしゃって、またどういうふうに対

応されるのかをお聞きいたします。 

○保健課長（草野浩一）  市民への影響につき

ましてお答えいたします。 

 介護事業所の職員が新型コロナウイルス感染

症に感染した場合でございますが、基本的には

先ほどお話をしましたそれぞれの事業所で作成

する業務継続計画に基づいてサービス提供を継

続することになりますが、特別養護老人ホーム

などの施設については、施設内の出入りも制限

されていることから、施設職員や利用者以外の

市民には、影響はほとんどないものと考えてい

るところです。 

 しかしながら、通所介護、訪問介護・訪問看

護等の訪問系サービスや、通いのあるサービス

事業所についても、職員が感染した場合は、施

設と同様、各事業所で策定した業務継続計画に

基づいてサービス提供を継続することになりま

すが、濃厚接触者の状況次第では、サービス利

用できる回数の減や、しばらくの間施設を休業

することも考えられます。 

 そのため、感染が発生した事業所を利用する

在宅の方については、サービス提供を受けられ

ないことも想定され、それに伴い、議員が御指

摘された介護度の悪化も考えられることや、ま

た本人や御家族などの負担が増えることも考え

られますので、サービス計画を担当する居宅介

護支援事業所や地域包括支援センターの介護支

援専門員等を中心に、代替サービスや地域の見

守りなど、地域資源での対応や、場合によって

はサービス利用ができない間、ショートステイ

などの検討をして、家族に負担がかからないよ

う支援をする予定としております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  実際感染者が出た場合に、市
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民への影響がかからないように準備をされると

いうことで、安心はしているところです。 

 ただ、実際起こった場合というのは、事前の

準備というものがすごく大切になってくるかと

思いますので、そこはしっかりとやっていただ

くというのと、あと業務継続計画、３月までか

かる事業者もある、来年１月、また３月までと

いうところもあるかと思うのですが、一日でも

早く、これはいつ感染が発生するか分からない

ものなので、業務継続計画をつくっていただい

て、発生した場合でもしっかりとサービスが提

供し続けられるように準備をしていただければ

と思います。 

 これはお願いをさせていただいて、次の質問

に移らせていただければと思います。 

 死亡者が出た際の対応についてということで、

お伺いさせていただければと思います。 

 あまり考えたくはないのですが、実際市内で

感染者が発生し、亡くなられる方が出たとなっ

た場合、新型コロナが発生した当初、亡くなら

れた方の死に目にも会えず、また納棺する際、

送り出す際も立ち会えなかったとかというお話

もお聞きしますので、そういうときどのように

対応されるのかについて、お伺いできればと思

います。 

○保健課長（草野浩一）  死亡者が出た際の対

応につきまして、保健課分についてお答えいた

します。 

 まず、医療機関で亡くなられた場合における

対応についてでございますが、新型コロナウイ

ルス感染患者のうち、酸素投与が必要な中等症

や重症患者については、感染症指定医療機関へ

の入院措置となりますことから、本市において

は、感染症指定医療機関は設置されておらず、

市外の感染症指定医療機関に入院措置となりま

す。 

 このことから、市内医療機関での新型コロナ

ウイルスによる死亡事例は、基本的には発生し

ないものと考えております。 

 なお、入院患者が死亡した際の対応について、

県内の感染症指定医療機関へ聴取したところ、

「本年７月に国から発出されたガイドラインに

基づき、適切に対応いたします」との回答をい

ただいております。 

 また、同ガイドラインには、遺族のお気持ち

に配慮した対応を、医療従事者に求める内容も

含まれておりますので、医療機関、対応してい

ただける葬儀社、火葬場とお互いに連携が図ら

れ、最後のお別れに当たって可能な限りの対応

が取られるものと考えております。 

 次に、市内介護事業所で亡くなられた場合に

おける対応についてでございますが、県外では

第１波や第２波のときに、感染症指定医療機関

が満床となり、入院措置ができず利用している

介護施設で亡くなられた事例もあるようでござ

いましたが、介護施設においても、中等症や重

症の利用者については、基本的に市外の感染症

指定医療機関への入院措置となります。 

 しかしながら、特別養護老人ホームなどの要

介護度が高い利用者がいる介護施設やグループ

ホームでは、医療機関での対応が難しい利用者

もいらっしゃるため、施設内で隔離し、職員が

防護服を着用して介護を継続せざるを得ない利

用者もいることから、場合によっては施設内で

亡くなられることも想定されます。 

 そのことから、施設で亡くなられた場合は、

医療機関と同様、ガイドラインを基に対応して

いただける葬儀社と連携することになりますが、

介護施設には御遺体からの感染を防ぐための納

体袋などの備えはないことから、状況に応じて

必要な備品などの整備が今後の課題でございま

す。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（港 耕作）  死亡者が出た際

の対応の生活環境課分につきましてお答えいた

します。 
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 新型コロナウイルス感染症患者が死亡した場

合の火葬場での対応ですが、葬儀社あるいは病

院などからの遺体の搬送は、厚生労働省からの

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた

方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、

火葬等に関するガイドラインに基づき、納体袋

に収容された状態での搬送になると思われるこ

とから、適切に管理されていれば、遺体からの

感染リスクは極めて低いとされております。 

 また、市内の葬儀社には、ガイドラインを確

認しているとの回答を得ております。火葬場で

もガイドラインに沿って、可能であれば遺族に

対し感染予防対策を取りながら、遺体のお顔を

見る場を設け、収骨もできるように配慮し、火

葬作業を行うつもりであります。 

 遺体が新型コロナウイルス感染者もしくは疑

いのある方かどうかなどの関係機関の情報共有

と共に、葬儀社などにもガイドラインによる処

置を行うことの確認など、連携を取り対応して

いきたいと思います。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  今後、先ほどお答えいただい

たところで、納棺袋の準備が課題であるという

お話があったと思います。ここも実際の介護事

業所で感染者が発生した場合の業務継続と同じ

ようなところだと思うのですね。事前の準備を

しておくからこそ、実際に亡くなられたときの

その遺族への、遺族感情を配慮した形で送り出

すということが可能になってくるかと思います。 

 その際は、ぜひここに関してもしっかりと準

備をしていただいて、葬儀業者の方ともそこは

事前の調整を起こらないという前提ではなくて、

起こった場合にしっかり対応できるというふう

な形で準備を進めていただければと思います。

これも要望して質問を終わらせていただきます。 

 対応策の財源についてということで、今回の

この新型コロナウイルス、コロナ禍というもの

は、想定ができないことがすごく起こってきて

いるのが実際かと思います。 

 補正予算10号までの間で、国からのその交付

金についてはほぼ使っている中、また12月の市

報に書いてあったのですが、財政調整基金も令

和30年が14億8,000万で、令和元年が12億円で、

お聞きしたところによると、現状では８億

5,000万ほどしかないと。ここ２年程度で６億

ぐらい減っている中で、実際その想定し得ない

ことが起こった場合、ここら辺の財源措置とい

うのはどうなるかについて、お伺いできればと

思います。 

○財政課長（濵 久志）  対応策の財源につき

ましてお答えいたします。 

 地方創生臨時交付金を活用し、感染症予防対

策として全市民へのマスクの配布、各施設への

消毒液等の購入、経済対策としておもてなしキ

ャンペーン、プレミアム付商品券、生活支援対

策として、市独自の持続化給付金、ひとり親特

別支援金、繁殖・肥育農家への経営支援、本市

で発生した際の対応として、病院事業会計の補

助、介護事業所等への感染症対策用物品の配布

等、これまで41の事業を実施しております。 

 幸いにして、現在のところ市内での感染者は

発生しておりませんが、感染者が発生し、市と

して何らかの対応が必要となった場合には、一

般財源等により対応したいと考えております。 

 今、森議員からありました財政調整基金でご

ざいますが、令和元年度末決算で12億715万

1,000円となっておりましたが、補正予算第11

号まで加味した令和２年度予算で、３億4,869

万5,000円繰り入れることとしておりますこと

から、現時点での残高は８億5,845万6,000円と

なっております。 

 大きな要因といたしましては、災害、あるい

は市有施設整備基金への積立て、それが要因と

なっておりますが、本年度におきましても決算

の状況を見ながら、積立てを行っていきたいと

考えております。 
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 以上でございます。 

○森 武一議員  今回、新たに国のほうでも臨

時交付金が出るというニュースもお伺いはして

いるのですが、財政調整基金のほうも大分減っ

てきている。財政調整基金は、私が議員に当選

させていただいたときに、当初お伺いしたのは、

１回大規模な災害が起こったら５億円、それが

３回起きても大丈夫なように積み立てていくの

だということでお伺いをしていたのですが、そ

れがもう８億5,000万近くまで減ってきている。

コロナ禍でどういうことが起こるか分からない

というところで、国から臨時交付金等もしっか

りとその想定が難しいのは重々分かるのですが、

そこを備えて市民生活に影響がないように財政

運営をしていただければと思います。 

 これも要望にさせていただいて、次のほうに

移らせていただければと思います。 

 新たな庁舎建設計画に向けてということで、

財政的に問題はないとの認識とは何だったのか

ということで、質問させていただく前になので

すが、先ほど私のほうで配らせていただいた資

料で、何も書いていないので分かりづらいとい

う御意見がありまして、ちょっと少し説明をさ

せていただければと思うのですが。Ａ３の１枚

紙のほうが、財政課のほうで作成した資料にな

ります。Ａ３の２枚つづりの物が、私のほうで

独自に試算させていただいた資料になります。

Ａ４で何枚かつづっているものが、情報公開請

求で資料公開請求をしたものになり、試算に当

たって使用した数字になります。 

 そこで、質問に入らせていただければと思う

んですが、中長期的な試算だったということで、

先ほどのお答えがあったかと思います。ただ、

６月議会での御説明というのは、持続可能な財

政運営が可能であるという御説明だったかと思

うのです。持続可能な財政運営というのが、中

長期的な令和５年度までの財政運営が可能であ

ったというふうな御説明だと、少しその６月議

会でおっしゃっていたこととは矛盾するのでは

ないかと思います。 

 今回、財政課のほうで出していただいた試算、

これも拝見させていただいて、すごく不思議に

思うところがありまして、まず人件費自体がそ

の中長期的な令和５年度、６月議会で出された

ものに関しては、毎年0.5％ずつ上昇するとさ

れていたものが、改めて財政課のほうで試算し

た場合には、これが令和６年度以降横ばいにな

る。 

 また、歳入のほうの地方交付税が毎年１％ず

つ減少していくというふうに試算をしていたも

のが、改めて出したものに関しては、0.2％ず

つ減少していくというふうになっている。 

 これは長期的なものだから、数字が令和５年

度を境に変わってくるというのも、少しおかし

な話になってくるのではないかと思います。 

 改めてお伺いさせていただければと思うので

すが、地方税、地方交付税で、あと人件費です

ね、あと扶助費等、数字が異なるところがある

かと思うのですが、この異なる理由、そして何

で６月議会で示されたその推計に、この数値を

用いなかったのかというのを、お伺いできれば

と思います。 

○財政課長（濵 久志）  数値が異なる理由、

またなぜ６月議会で示される際に、長期推計の

数値を用いて推計しなかったのかについてお答

えいたします。 

 長期の財政収支見通しを作成する場合、一般

的には中短期の財政推計とは異なり、中短期的

な財政の変動の影響を除き、大きな傾向が分か

るレベルでの推計を採用しますので、中短期推

計と長期推計では、設定条件が異なります。 

 そのため、財政課試算資料では、中短期的な

財政の変動等をマイナス要因として組み込んで

推計した部分について、設定条件の見直しを行

っているため、数値が異なっているものでござ

います。 
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 また、６月議会で長期推計の数値を用いて推

計しなかった理由についてですが、先ほど申し

ましたとおり、長期推計は大きな傾向が分かる

レベルでの推計方法となりますことから、設定

条件次第で結果が大きく変動しますので、新庁

舎建設に際しての財政出資見通しにおいては、

より実現性の高い中短期推計を示したところで

ございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  私のほうで独自に試算させて

いただいたものを受けて、財政課のほうで試算

をし直していただいた結果、令和11年度で財源

が4,900万ほど足りなくなってくると。 

 この財源が令和11年というのは、６月議会で

実質公債比率がピークアウトするというふうに

説明をされているところかと思います。情報公

開請求でいただいた資料を基にしても、その頃

がちょうど公債費の返還額が一番多くなってく

る頃かと思うのです。 

 それに合わせて、その頃マイナスになるとい

うことで、この財政課でつくられた試算を基に

すると、令和20年度でもマイナス3,000万程度

のマイナスになるという試算になってくるかと

思います。 

 これは、令和11年度まで財政調整基金から毎

年繰入れをしてというところでもあるわけなの

ですね。令和11年度まで、財政調整基金を入れ

なかった場合、これはもう既に令和８年度でマ

イナスになってくるというところもあるわけで

す。 

 先ほども少しお話をさせていただいた財政の

持続可能性がしっかり担保されているというお

話が、説明が６月議会だったと思うのです。そ

の際示されたのも、このグラフを用いて令和20

年度まで財政が問題ないのだということで御説

明を受けた、そういう意味合いで、長期的な意

味合いで説明を受けたと思っております。 

 そうなった場合、この６月議会で示されたこ

の資料というもの、説明というものが何だった

のかというのを、大変疑問に思うところです。

そこについて御説明をお願いできればと思いま

す。 

○財政課長（濵 久志）  長期推計が難しいの

であれば、あの６月議会で示された推計は何だ

ったのかにつきましてお答えいたします。 

 長期の財政収支見通しは、将来予測が難しく、

設定条件次第で結果が大きく変動しますが、公

債費の償還額につきましては、既に借入れを行

っている公債費の償還予定額及び今後借入れを

行う予定の金額が分かれば、ある程度実数に近

い形での推計を行うことは可能ですので、公債

費を用いた実質公債費比率の推計においては、

長期推計の難しい毎年度経常的に収入される財

源及び公債費に準ずるものに係る経費等は、平

成30年度の数値を用いておりますが、公債費の

償還額については、ほぼ実数に近い数値により

試算を行っております。 

 その結果、新庁舎建設に係る償還を含めた償

還額のピーク時においても、実質公債費比率は

13.1％であり、積算に用いた平成30年度の数値

が多少増減したとしても、地方債の発行に際し

許可が必要となる18％を大きく下回っているこ

とから、新庁舎建設後の起債発行額を一定額に

抑えれば、財政的には問題ないと御説明したも

のでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  ここ何回かのやり取りの中で

明らかになっているのは、長期的な推計がすご

く難しいということが１点明らかになっている

かと思います。 

 ただ１点、その６月議会での御説明というの

は、財政の持続可能性は保たれるということだ

ったかと思うのです。財政の持続可能性が保た

れるというものを、一般の方がお聞きして、こ

れが令和５年度までの数年間中期的なものです

よというふうに受け取れることはないかと思う
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のです。 

 そこは、しっかりとその財政の持続可能性が

保たれるとおっしゃっているのであれば、そこ

をしっかりと説明できるようにすることが必要

かと思います。 

 今回、その質問を通して私が当初、その１回

目の質問でさせていただいた次につながる質問

というものを、今その財政課長からのお答えを

お聞きして感じたところは、まずこの数値、こ

の中長期であった６月議会で示されたシミュ

レーションと、改めて財政課のほうでつくられ

たシミュレーションの数値、もともとが異なっ

ている。そこに関して私の目から見させていた

だいた感想とさせていただければ、これはもう

数値をつくっているというふうに見えます。 

 ただ、６月議会で示されたものと、今回財政

課で示されたものがどうなのか、その長期的な

ものに耐えられるのかというのは、まだまだこ

れから検証が必要かと思います。 

 今後のその新庁舎建設に当たっては、次の質

問でさせていただく耐震診断命令が来ていて、

耐震補強をするのか、またどれぐらいの財源の

庁舎を造るのか、その際のその将来の人口予測

であったりとか、垂水市の置かれている状況と

いうのは、変化はしてくるかと思います。 

 ただ、その際、先を見通すということがすご

く必要になってくるかと思うのですね。そこを

つくる、それを見通すための一つの資料という

ものが、６月議会または今回示させていただい

たその資料、長期的な推計だと思うのです。だ

からこそ、その資料があって、その長期的にも

財政は持続可能である、また市民生活には影響

がないということが、説明ができるのだと思い

ます。 

 ただ、今回のそのこの資料を見る限りでは、

そこを担保できる数値ではなく、ただ本当に数

値、この説明に合わせるために数値をつくって

いるというふうにしか見えないので、そこに関

して今後に向けて、しっかりとその裏にある数

値、係数の裏にある考え方であったりとか、根

拠というものをしっかり示していただいて、そ

うするとその社会情勢であったりとか、置かれ

ている環境が少し変わったとしても、その出さ

れたシミュレーションというのには、一定程度

の説明がつく、説得力があるものになってくる

かと思うので、そこをしっかりとやっていただ

ければと思います。今後も含めて、また示して

いただければと思います。 

 次に、県からの耐震診断に関する命令につい

てに移らせていただければと思います。 

 先ほどの川越議員のところで、命令について

というのは説明を受けたと思うのです。川越議

員のその御答弁のところで、１点御説明を受け

たところで、耐震診断をしたら耐震補強につな

がるのだというようなニュアンスで御説明をさ

れていたかと思うのですが、実際その耐震診断

をした場合に、耐震補強に必ずしなければなら

ないのかということについてお伺いできればと

思います。 

○庁舎建設総括監（園田昌幸）  耐震診断と耐

震補強の関係につきましてお答えいたします。 

 耐震診断につきましては、耐震補強を前提に

行うものではなくて、建物の耐震性を確認する

ものと考えております。 

 以上です。 

○森 武一議員  耐震診断をしたら、必ず耐震

補強につながることではないという御説明だっ

たので、それを聞いてまずは耐震診断をして、

今後その庁舎をどうするかという議論を深めて

いくことが必要だというふうに考えます。 

 これが聞けたので、もう十分分かりました。

（発言する者あり） 

○議長（篠原則）  静粛に。 

○森 武一議員  まず、今、耐震診断について

ということなのですが、外部検討委員会のとこ

ろでの議事録を読ませていただいた限りでは、
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数百万でできるというふうに書かれた議事録が

あるわけなのですね。その数百万で43億のもの

を造るのか、変な話をするとそうなってくるわ

けだったので、本来であれば、私の意見として

は、当初最初のところで耐震診断をするべきで

あったというふうに思います。 

 今、話がそれてしまったのですが、先ほどの

御答弁で十分分かりましたので、これで質疑を

終わらせていただきます。ありがとうございま

す。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、１時55分から再開いたします。 

     午後１時46分休憩 

 

     午後１時55分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、５番、梅木勇議員の質問を許可します。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。師走という

暦年最後の月になり、せわしさを感じる頃とな

りました。今年は新型コロナウイルス感染に始

まり、感染予防対策では私たちの日常生活での

３密の回避や新しい生活様式、不要不急の外出

の自粛が求められ、オリンピック・パラリンピ

ックの来年への延期や今年の鹿児島県での国民

体育会の開催断念、各地域の恒例の伝統行事、

様々な各種イベントなどが中止や規模を縮小し

て行われるなど、社会情勢に大きな影響を生じ、

冬場となり、感染者が急激に増え始めており、

新型コロナウイルスに翻弄されながら、今年が

終わる状況となっております。本市においては

新庁舎建設問題で大いに揺れ、計画が白紙とな

りましたが、新たな意見や協議が重ねられ、新

庁舎建設が推進されるよう思うところです。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問に入らせていた

だきますので、御答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、１問目。７月豪雨の災害復旧について

質問いたします。７月豪雨災害については、前

回の９月議会で被害の状況について質問いたし

ましたが、今回は災害復旧について質問いたし

ます。農林業復旧について。今議会初日の11月

27日、市長の諸般報告で農林業に係る災害復旧

事業は国の補助対象となる。災害査定は、農業

施設が14件、林業が２件、本日最後の査定とな

る農地22件の合計38件となっているとの報告が

ありました。 

 私の今年の９月議会での被害状況に関する一

般質問に対して、農林課長は農道の路肩決壊、

用水路の護岸決壊や土砂埋設など、農業用施設

被害が19か所で発生いたしました。また、山腹

が壊れ、水田や畑に多くの流木や土砂が流入、

堆積するなどの農地被害が発生しております。

現在、80件、14ヘクタールの農地復旧の申請が

ございます。 

 林道では、路肩決壊やのり面崩壊など、二川

線等、３路線で被害が発生しております。山腹

の崩壊については、昨年度までに要望した工事

未着手が40か所あまりとなっており、今年度、

新たに30か所の被害が生じております。島津墓

地付近の治山施設も含め、県営治山事業での早

期着工ができるよう、鹿児島県と現地調査や協

議を重ねておりますが、継続した要望を行って

まいりたいと思います、と答弁されていますが、

改めて県営治山事業状況と激甚災害指定を受け

て、国の補助を活用した市が行う復旧事業につ

いて、また復旧の進捗状況をお聞かせください。 

 ２問目に、錦江町の排水等の対策について質

問いたします。錦江町のＡコープから中央病院、

県営住宅沿いの市道垂水９号線付近は、強い雨

が降り、海の満潮と重なれば水はけが悪く、道

路が冠水状態になるため、昨年、令和元年第２

回定例会６月議会で対策について質問いたしま

した。これは令和元年度垂水市施政方針及び補
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正予算案の資料に、市道垂水９号線測量設計業

務委託2,000万円が上程されており、これにつ

いて質問したものであります。 

 そのときの土木課長は、垂水９号線の設計業

務の内容でございますが、ロータリー、バス駐

車場付近を起点に、中央病院から本場川までを

終点としました延長828メートルのその他市道

でございます。このうち、改良計画は起点から

中央病院までを予定しており、両側に幅員1.5

メートルの歩道を備えた２車線道路でございま

す。現況の道路は比較的幅員が狭く、また横断

勾配が急であるため、歩きにくいとの印象をお

持ちの方もいらっしゃるのではと思っています。 

 そこで、これらのことを解消するため、歩道

のフラット化と庁舎建設に伴い、歩行者も増え

る見込みであるため、海側の歩道を１メートル

拡幅し、2.5メートルとする計画でございます。

昨年度、基本計画を実施しておりますが、今議

会に上程しております補正予算を御承認いただ

きましたら、より精度の高い設計を行い、併せ

まして錦江町一体の全体的な排水計画も行うこ

とで、市民の皆様が安心して利用できる道路整

備を心がけるとともに、冠水対策についても取

り組んでいく予定でございます、と答弁されて

います。予算案は議決され、実施設計が行われ、

精度の高い設計となっていると思われますが、

実施設計による工事計画の概要をお聞かせくだ

さい。 

 ３問目に、ミカンコミバエの防除について質

問します。今年になって、ポンカン、タンカン

など、かんきつ類やスモモ、マンゴー、トマト、

ピーマンなど、果実や果菜類の果肉を食害し、

農産物に打撃を与える農業大害虫のミカンコミ

バエが全国７都県で、九州では熊本県や宮崎県、

鹿児島県などにも確認されております。鹿児島

県では、屋久島町をはじめ、鹿児島市、指宿市、

南大隅町や奄美地方など、６月から11月30日ま

でに20市町村で147匹が確認されています。 

 ９月29日の南日本新聞には、南大隅町では７

月20日に雄成虫が誘殺されて以降、今月23日ま

でに計24匹が見つかり、25日には幼虫が県本土

で初めて確認されたとあり、防除は有人ヘリコ

プターを使い、薬剤を染み込ませた誘殺板３万

枚を約１万200ヘクタールに散布するとなって

います。このような新聞の記事やテレビニュー

スを見て、かんきつ生産者等からは垂水はどう

なんだろうかと不安の声も聞かれますが、本市

では生息調査は行われているのか、伺います。 

 ４問目は、振興会からの要望の実施状況につ

いて質問します。今年度に対する振興会からの

要望については今年第１回定例会で質問し、申

請件数を聞き、要望の実施について伺いました

が、要望内容は地域の往来の環境整備、改善、

生活、利便性の向上などについての要望であり、

要件件数は、土木課では重機借上げや環境整備

班で対応する要望が19件、市道・側溝改修など

工事請負費の新たな予算化を伴うものが19件、

農林課では総体で24件中農業用施設等19件であ

りましたが、これまでの実施件数と実施率等を

お聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○農林課長（森 秀和）  農林業復旧について

お答えいたします。まず、治山事業については、

昨年度からの要望を含めますと75件となってお

ります。県営治山事業での早期採択、早期着工

ができるように、鹿児島県に要望しております

が、年間限られた予算での工事となっておりま

すので、工事着手までは応急的な対応をできる

限り行っているところでございます。なお、島

津墓地付近の治山施設の災害復旧については、

来年度から着工するとのことでした。 

 次に、農地・農業用施設の災害復旧事業でご

ざいますが、農業用施設14件、4,719万7,000円。

林業用施設２件、1,314万円。農地22件、7,768

万2,000円。合計38件、１億3,801万9,000円の

申請となっておりましたが、11月27日の最後の
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災害査定を終え、査定率は99.8％となっており

ます。 

 次に、災害復旧の進捗状況でございますが、

農業用施設の工事完了済みが２件、林業用施設

工事発注済みが１件となっております。これか

ら災害復旧事業の補助率を上げる増高申請も並

行して行い、農業者の皆様が営農活動を一日で

も早く再開できるよう、工事発注に努めてまい

ります。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  実施設計に伴う工事

計画の概要につきまして、お答えいたします。

錦江町の冠水につきましては、全体的に勾配が

なく、埋め立て当時の想定している側溝の排水

能力を大きく上回る降水量が近年多く、また満

潮時における排水路への海水遡上と大雨が重な

ることが原因で発生すると考えられますことは、

これまでも御説明申し上げているとおりでござ

います。 

 垂水９号線の道路改良につきましては、鹿児

島交通バス駐車場付近を起点とし、垂水中央病

院前の交差点を終点とする約560メートルを整

備区間としておりますが、両側の歩道は横断勾

配が急であるため、歩行者が歩きにくいとの声

がございました。この問題を解消するため、歩

道のフラット化と全体的な舗装の改良を行い、

併せて冠水対策としまして、側溝の断面拡大を

検討し、排水機能の能力向上を目的としました

計画でございます。 

 今年度も梅雨時期に強い雨が降った際、Ａ

コープ付近の状況を確認いたしましたが、冠水

はなく、本年３月に海岸排水溝に海水の逆流を

防止する防止扉を設置いたしました効果が少な

からずあったのではと考えているところではご

ざいますが、引き続き状況確認を行ってまいり

ます。この計画におきましては、垂水９号線の

改良工事のほか、Ａコープと公設市場の間の市

道など、いわゆる縦線の側溝改修や海岸付近の

公共用地に２か所から３か所大型の集水ますを

設け、緊急時にポンプを設置し、海岸へ強制排

水する計画としておりますが、今後、垂水９号

線の改良工事を計画的に進め、冠水の軽減を図

ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（森 秀和）  本市の生息調査につ

いてお答えいたします。生息調査には、雄成虫

のみを誘引する誘引剤をトラップに設置し、誘

殺を確認するトラップ調査と、採取した果実を

５日間保管後、切開し、幼虫やさなぎの有無を

確認する寄主果実調査が主なものでございます

が、本市での生息調査は実施しておりません。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  振興会からの要望の

実施件数と実施率はにつきましてお答えいたし

ます。本年３月議会におきまして、同様の御質

問をいただきましたが、昨年10月に提出されま

した土木課所管分につきましては、総数で76件

ございましたが、内訳としまして国や県に要望

するものが19件、重機借上げや環境整備班での

実施するものが19件、交通安全対策事業や社会

資本整備総合交付金での要望が９件、市道や公

園の除草要望９件、市道などの舗装改修や側溝

改修など工事請負費として新たに予算化を要す

るものが19件、その他１件となっております。 

 特に工事請負費として新たな予算化が必要で

ありました19件のうち、令和２年度当初予算で

計上したのが５件、残りにつきましても関係課

と協議し、補正予算での要求を考えていると答

弁しております。お尋ねの実施件数と実施率で

ございますが、重機借上げや環境整備班対応と

いたしました19件につきましては、全て実施し

ております。 

 次に、道路維持費で予算計上とした19件のう

ち、当初予算分を含め、本年度９件実施してお

りますが、実施率は47％となっているところで

ございます。 
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 以上でございます。 

○農林課長（森 秀和）  農林課所管分の振興

会要望件数は28件ございまして、治山２件、林

道１件、農道・水路などの農業用施設等19件、

農村公園１件、鳥獣駆除１件がございました。

そのうち、請負工事費や重機借上料で13件の要

望箇所の工事・維持管理作業を完了し、現在、

１件が工事中でございます。24件のうち14件が

対応済みで、未実施が10件と、実施率は58％と

なっております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ２回目でございますけれども、

一問一答式でお願いいたします。 

 ただいまの答弁、ありがとうございました。

まず１問目の７月豪雨の災害復旧についてであ

りますが、ただいまの答弁では、県営治山事業

件数は、昨年からの分を含めると75件で、早期

採択、早期着工ができるよう県に要望しており、

島津墓地付近の治山施設の復旧については来年

度から着工されるとのことでありました。 

 市が国の補助を受けて行う農地・農業用施設

の災害復旧事業は合計38件で、工事額１億

3,800万円ほどということでありましたが、査

定が終わり、工事が発注されていくことになり

ますが、また市単独事業の農地復旧件数と合わ

せるとかなりの工事発注件数となりますが、本

市の業者だけで対応できるのか、伺います。 

○農林課長（森 秀和）  すいません、先ほど

答弁で振興会の要望件数を28件と回答してしま

いました。24件と修正をお願いします。 

 それでは、梅木議員の２回目の工事発注は市

内業者で対応できるのかについてお答えします。

これまで市の農業・林業用施設補助災害復旧事

業の工事は、原則、市の建設業組合を指名し、

金額により四つのランクに分けて入札を行って

おります。仕事が集中したとき、ごくまれに受

注業者が決定しない場合がありますが、再入札

やランクを変更し、受注していただき、工事を

していただいている状況であります。 

 令和２年７月の梅雨前線豪雨で、鹿児島県は

もとより、大隅半島において多くの災害が発生

しております。これから建設業界へ非常に多く

の災害工事の発注が見込まれますが、平成28年

度の台風16号の災害でも地元業者で対応いただ

けたので、大丈夫かと思っております。建設業

組合の方々も多忙なこととは思いますが、農家

の皆様は一日でも早い復旧を望まれております

ので、建設業組合の御理解をいただき、早期復

旧に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。工事

発注については、金額により四つのランクに分

けて入札を行い、再入札やランクを変更したり、

市内の業者が全て受注できるようにしたいとの

ことでありますので、工夫して全てが市内の業

者で受注できるように頑張っていただきたいと

思います。 

 次に、市単独農地復旧について、伺います。

災害復旧工事費が40万円に満たない農地につい

ては、市単独で国と同様の負担率で対応すると

答弁をされているが、申請件数はどれだけある

のか。工事については、受注業者と工事開始を

申請者にどのように周知するのか伺います。 

○農林課長（森 秀和）  市単独農地復旧につ

いてお答えいたします。農地の災害復旧につき

ましては129筆、被害面積で8.67ヘクタールと

なっております。国の農地災害復旧事業により

79筆、3.89ヘクタール実施いたしますが、残り

の50筆、4.78ヘクタールにつきましては、事業

費要件を満たさない40万円未満の災害復旧とな

っておりますので、市の単独災害復旧事業とし

て実施し、農家の負担額についても国と同等の

負担率で対応いたします。 

 また、災害復旧は原形復旧が原則であります

が、できる限り農家の方の意向に沿った早期復

旧に全力で取り組んでまいりたいと考えており
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ます。申請された皆様には、工事の開始時期及

び業者等については何らかの方法で周知してま

いります。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。農地

が被災し、復旧申請された農地には、作物の作

付時期がありますので、申請者の声を聞きなが

ら、適切な工事をお願いいたします。 

 次に、錦江町の排水等の対策について、質問

いたします。先ほどの答弁では、昨年の６月に

答えていただきました内容とほぼ同じ計画で、

精度の高い設計ができたものと思っております。

そして、現在、これまで進められたのは、農協

のルミエールのところに全体の排水門があり、

それの排水口に満潮に従って波の圧力に押され、

自動的に閉まる扉が設置してあるのは、私も何

回か見ております。それらの効果もあったとい

うようなことでございましたけれども。 

 要は、この排水、冠水については、課長が今、

申されました９号線に接続する東西に３本の護

岸方向に道路がありますけれども、これに伴う

側溝の拡大と、今、申された貯水槽ですか、そ

こを設置するのが大事な計画で、そのまま計画

に乗っているようでございますけれども、この

工事をいつから、どんな形で進められていくの

かということをお聞かせください。 

○土木課長（東 弘幸）  計画の実施につきま

してお答えいたします。実施につきましては、

社会資本整備総合交付金の補助事業を活用し、

令和３年度から３か年で整備する計画でござい

ます。計画延長は約560メートルでございます

ので、１年間に200メートルほど整備すること

となりますが、補助金の割当てにより整備期間

が延びることもございます。また、Ａコープと

公設市場の間の市道側溝改修や海岸付近の強制

排水のためのポンプ設置につきましては、垂水

９号線の工事完成後、整備効果を確認し、実施

を検討する計画でございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいま、９号線については、

社会資本整備事業で３年間かけて整備をしてい

きたいと。その３年後、この９号線の整備をし

た状況を見ながら、３年後の状況を見ながら、

縦線の３本の対策を考えていくというか、進め

ていくというようなことだったと思います。で

きるだけ早目に、そういう計画が順調に進んで、

安心な道路だというようなふうにしていただき

たいと思っております。 

 錦江町の道路が冠水することは、以前から付

近の住民や病院などの利用者などから声があり、

早急な対策が求められていることは当局も十分

認識されているところです。新庁舎建設に係る

住民投票には、多くの方々が冠水問題も判断材

料の一つとして考慮されたのではないかと思っ

ております。私が新庁舎建設問題で話をした多

くの方の中のある女性の方は、中央病院を利用

するときに病院前付近で冠水しており、車で進

入したら途中で車が停止し、立ち往生となり、

大変だったことを涙ぐんで話された方がありま

した。 

 私が話をして、冠水問題を話された方々には、

昨年の６月議会での、先ほど申しました土木課

長の答弁でありました、この基本設計の中では

貯水槽と言いますか、受水槽はそこまでは大き

くないのですけれども、それを一応３か所設け

まして、各槽にポンプを置いて、排水するとい

う計画を持っております。この実施設計で精度

の高い、また設計を行いまして、その受水槽の

大きさとかポンプの容量、数をしっかりと把握

してまいりたいと思っております、という内容

を話し、以前からの課題であります冠水・排水

については対策が取られると話してきました。 

 市道垂水９号線の側溝の拡幅、東西に護岸へ

つながる３本の道路側溝の拡幅、護岸沿いの貯

水槽の設置に伴う排水対策を早急に取り組んで

いただきたいと思いますが、この件について、
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市長、一言お願いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  この問題、これまでも説

明してきたとおりなのです。新庁舎のできるエ

リア付近だったので、そのことと関係してどう

なのだという話もありましたけれども、それと

は別に、今おっしゃった防災の拠点の一つであ

る中央病院の辺りが大雨のときに冠水をすると

いうことがありましたので、それを解消すると

いうことで、梅木議員が地域の方に御説明され

たような方向で、今後約３年をかけて解消して

いくということになろうかと思います。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。 

 次に、３問目のミカンコミバエの防除につい

て質問いたします。１回目の答弁では、本市で

は生息調査は行っていないとのことでありまし

たが、どこがどのように行っているのか、お聞

かせください。 

○農林課長（森 秀和）  どこが調査を行って

いるのかについてお答えいたします。毎年、台

風の強風に乗って侵入することが確認されてい

ることから、鹿児島県はミカンコミバエの誘引

物質及び殺虫剤を塗布したトラップを県内400

か所に設置して、侵入の警戒をしております。

本市には、本城地内の１か所に設置されており、

１か月周期で確認作業が実施されております。

本年も奄美大島、南大隅町などに設置したトラ

ップで確認されておりますが、本市での確認は

ございません。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  鹿児島県が県内400か所にお

いてトラップを設置し、本市では本城地内に設

置され、確認はされていないとのことで、何よ

りだと思うところですが、成虫が確認された地

域では多量の誘殺板を設置したり、幼虫が確認

された南大隅町では誘殺始点から半径２キロ以

内で寄主植物の果実300キロを除去、十島村、

中之島でも幼虫が確認され、かんきつ類につい

て島外への移動自粛の協力を要請し、村は収穫

を控えているスイートスプリングの処分を求め

たとの報道がありました。 

 このように、幼虫が確認されたところでは、

果実の移動制限や廃棄処分等の収入に関わる厳

しい処分が求められていますが、本市で確認さ

れた場合の対応について、どのように対処され

ていくのか、マニュアル等は作成されているの

か伺います。 

○農林課長（森 秀和）  確認された場合の対

応につきまして、お答えいたします。今、議員

からありましたとおり、本市に設置してあるト

ラップで確認された場合は、鹿児島県と関係者

が連携して寄主果実の実態把握のための、まず

トラップの増設がされます。その後、有人ヘリ

等による薬剤散布、寄主植物の除去などが強化

され、定着防止対策が実施されます。万が一、

継続的なトラップでの確認がなされた場合は、

植物防疫法により移動制限や廃棄処分など、防

除対策が実施されることになります。本市での

マニュアルは作成しておりませんが、国、鹿児

島県が作成したパンフレットやマニュアルを必

要に応じ周知するなど、情報共有を密にした対

応を行うことにより、果樹農家の不安を払拭し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  成虫や幼虫が確認されないこ

とが何よりでありますけれども、確認されたら

かんきつ類の生産者や関係者には重大なことに

なりますので、調査を継続していただき、答弁

にありましたような適切な対処をお願いして、

この件は終わります。 

 次に、４問目の振興会からの要望の実施状況

について質問いたします。先ほどの答弁では、

土木課では私が言いました重機借上げや環境整

備班で対応する要望が19件、市道・側溝改修な

ど工事請負費の新たな予算化を伴うものが19件

と、このように述べたわけですけども、これの
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二つの19件のうちに、環境整備班が行う19件に

ついてはもう全て実施しているというようなこ

とでございました。それと予算化が伴うもの19

件中につきましては９件を実施しており、この

二つを合わせた実施件数、あるいは実施率が

47％ということでありました。 

 農林課では、総数が24件中で、農業用施設等

が19件ということでございましたけれども、こ

れについても９件実施し、実施率が58％、未実

施が10件ということでありました。要望は言う

までもないことですけれども、地域の環境整備

や改善、生活の利便性、安全安心の維持向上を

望み、また地域担い手の高齢化や減少などによ

り、これまでできていたことが難しくなってい

る状況から出された、切実な要望であります。

未実施の対応についてお聞かせください。 

○土木課長（東 弘幸）  未実施箇所の対応に

つきましてお答えいたします。未実施箇所は、

本年度に実施した箇所と比較し、緊急性が低い

と判断し、後年度へ対応を見送った箇所もござ

いますが、中には来年度に実施を計画している

箇所もございます。今後の対応につきましては、

なるべく実施するよう考えておりますが、未実

施箇所を含め、本年10月に新たに各振興会から

要望書が提出されましたことから、要望内容を

精査の上、必要性や緊急性などから優先順位を

つけ、実施に向けた検討を行いたいと思うとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○農林課長（森 秀和）  未実施の要望箇所の

対応につきまして、お答えいたします。まず、

鹿児島県へ要望している２件の治山事業につき

ましては、現在、鹿児島県への要望件数75件に

含まれますが、１年間の工事予算には限りがあ

ることや、保全対象施設の有無の関係上、優先

順位が低いため、早期の対応は難しいと思われ

ます。引き続き、早期着工のお願いの要望は行

っていきたいと考えております。その他、８件

の要望につきましては、緊急性が低いことなど

から改良方法などの検証を行っております。今

後、振興会と協議しながら課題を解決し、条件

が整い次第、対応してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。この

振興会から出された要望については、要望がい

ろいろ内容等もございますけれども、要望が確

実に実現できるよう、頑張っていただきたいと、

こういうふうに思います。私からも要望してお

きますけれども、以上で私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、午後２時45分から再開いたします。 

     午後２時33分休憩 

 

     午後２時45分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、11番、池山節夫議員の質問を許可しま

す。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  それでは、議長に発言の許可

をいただきましたので、さきに通告しておきま

した順に従って質問をしてまいります。市長並

びに関係課長の御答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

 市政について。新型コロナによる市内経済へ

の影響とＧｏＴｏ施策プレミアム付商品券の効

果についてと、併せて日帰り体験学習について

も伺います。 

 介護保険料を滞納し、市区町村から差押え処

分を受けた65歳以上の高齢者は、2018年度に全

国で１万9,221人に上りました。介護保険制度

が始まった2000年度の65歳以上の保険料は、全

国平均で月2,911円、現在は約２倍の月5,869円
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であります。差押え処分を受けた人は、低年金

の高齢者が多いと聞きますが、市内での現状と

対応策、救済策について伺います。 

 認知症の安心サポート事業について。鹿屋市

では、認知症高齢者を支援する地域包括ケア推

進サポートワーカーによる地域見守り隊が発足

し、活動を始めました。昨年１年間に認知症や

その疑いで警察に届出のあった行方不明者は、

全国で１万7,479人です。群馬県高崎市では、

認知症の疑いのある人に小型のＧＰＳ機器を貸

し出しています。また、千葉県松戸市は、衣服

や持ち物にＱＲコード付の見守りシールを配付

しております。垂水市でもこのようなサポート

事業はあるのか、導入の予定について伺います。 

 パートナーシップ制度について。既に全国で

60以上の自治体がこの制度を導入し、県内では

指宿市が導入に向けて検討に入っているようで

す。さきの鹿児島市長選挙で当選をされた下鶴

新市長も、制度の導入を公約されております。

制度導入に向けての見解を伺います。 

 行政のデジタル化について。県選出の宮路拓

馬衆議院議員が、菅内閣で総務大臣政務官に就

任され、マイナンバーカードの普及と活用対策、

地方自治体の事務手続のデジタル化を重要課題

に挙げられました。市民の利便性の向上からも

取り組むべきと考えますが、見解を伺います。 

 これからのまちづくりについて。住民投票に

よって新庁舎建設計画は白紙となりました。次

の新庁舎建設計画が動き出したとしても、着工

まで５年ぐらい、供用開始まではさらに３年ぐ

らい、合計では８年から10年の歳月が必要と見

るのが妥当であります。県から耐震診断の命令

が来ている現在の庁舎を耐震診断せずに使い続

ける選択はないと考えますが、このような認識

でいいのか。庁舎建設総括監に伺います。 

 学校教育について。９月議会では、新型コロ

ナの影響による自主欠席と登校選択制について

伺いましたが、新型コロナの下で自宅にいる時

間が増えると、外に出るのが億劫になり、ひい

ては学校にも行きたくなくなるという不登校が

増えていると聞きますが、市内小・中学校の現

状を教えてください。また、学校での先生や子

供たちの授業中のマスク着用の状況について伺

います。 

 新型コロナの流行と共に、先生と生徒児童と

の連絡もＳＮＳでのやり取りも増えているので

はと推測しますが、私的なやり取りに対する危

惧もあります。この点について見解を伺います。 

 来年の公立高校の入学願書には、男女の記入

欄がなくなるという報道がありましたが、男女

平等が言われる中、学校での名簿についても混

合名簿が浸透しているようですが、市内小・中

学校の現状について教えてください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  新型コロナ

による市内経済への影響とＧｏＴｏトラベル、

プレミアム商品券の効果と日帰り体験につきま

して、お答えいたします。新型コロナウイルス

感染拡大により、市内事業者のほとんどが売上

の減少など、低迷している状況でありますが、

その中でも特に深刻な影響を受けておりますの

が観光業でございます。このような新型コロナ

の影響下、本市経済にとりまして交流人口の増

加など、プラスの影響を受けております事業を

御報告させていただきます。 

 教育旅行につきまして、堀内議員の答弁で民

泊の現状につきましては御説明いたしましたが、

新型コロナ感染拡大後、民泊ではなく日帰り体

験活動を実施するために、本市を訪れておりま

す学校が増加しているところでございます。こ

の流れはコロナ禍において、教育旅行を中止す

る学校が増加傾向にある中で、訪問先を県外で

はなく県内に変更し、屋外での体験を目的とし

て実施する学校側の意向があるものでございま

す。 

 このようなことから、本市へ森の駅のシャ
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ワークライミング体験、バームクーヘン作り体

験、道の駅たるみずはまびらのマリン体験、垂

水市漁業での餌やり体験など、県外から４校、

221名、県内から19校、990名、合計で23校、

1,211名の小・中学生並びに高校生が訪れてい

るところでございます。 

 次に、ＧｏＴｏトラベルの状況でございます

が、本市におきましては、森の駅たるみず、リ

ブマックスリゾート、薩摩明治村など、７か所

の宿泊施設が登録されております。ＧｏＴｏト

ラベルにつきましては、７か所の宿泊施設に確

認しましたところ、11月末現在、利用された宿

泊者数で把握できているのは、合計で約9,000

名。宿泊料として支払われた総額は約4,000万

円であります。各宿泊施設により配付されてお

ります地域共通クーポンは、合計で総額約630

万円と報告を受けているところでございます。 

 本市でＧｏＴｏトラベル利用の方に配付され

る地域共通クーポン取扱い登録店舗は33店舗で

あり、各店舗の状況は把握できておりませんが、

現在、道の駅たるみずにおきましては約400万、

道の駅たるみずはまびらにおきましては約170

万円利用されているようであり、そのほかはコ

ンビニでの利用が多いと聞いております。また、

スポーツ合宿でＡＺに宿泊された高校は、全員

分をまとめて市内の登録店舗によりスポーツ飲

料水を購入されております。 

 地域共通クーポンにつきましては、鹿児島県、

熊本県、宮崎県、沖縄県の隣接県で利用可能と

なっておりますことから、本市での配付金額と

利用金額が異なっているところではございます

が、確実に地域の活性化にはつながっているも

のだと考えております。 

 次に、６月15日から７月31日に発行いたしま

したプレミアム付商品券でございますが、新型

コロナウイルスの緊急経済対策といたしまして、

低迷する地域経済の活性化並びに地元消費の拡

大を目的としまして、プレミアム率20％の商品

券を販売し、２億4,000万円全て完売しており

ます。11月30日までの期間、市内の対象店舗に

おきまして使用され、11月末現在の換金率は

97.2％、約２億3,400万円が換金されておりま

す。 

 昨年度、購入後使用されなかった未換金分が

374万円、18万7,000円で全体の0.08％であり、

今回も若干は見込まれますが、ほぼ全て換金さ

れると思われますことから、商工業者に取りま

しては大きな景気回復につながっているものと

思われます。 

 以上でございます。 

○保健課長（草野浩一）  介護保険料の差押え

につきましてお答えいたします。議員が述べら

れたとおり、介護保険料の滞納による差押えに

ついては、厚生労働省の調査によりますと、全

国において預貯金や不動産等の資産の差押え処

分を受けた65歳以上の高齢者は、平成30年度に

過去最高の１万9,221人に上っているようでご

ざいますが、増加した主な要因としましては、

年金額の減少により、受け取る年金が少なくな

った世帯が全国的に増加していることや、介護

給付費の増加により、介護保険料が制度開始の

平成12年時と比べ、約２倍程度になってきてい

ることにより、支払いができなくなった世帯が

多くなったことが考えられます。 

 御質問の本市の状況でございますが、差押え

業務は保健課では実施しておらず、税金等の差

押えをする際に介護保険料も含めて執行してい

る税務課の情報でお答えしますと、平成30年度

は34人。令和元年度は40人、令和２年度は10月

末までの数字でございますが、21人となってお

り、本市においても増加傾向にあります。その

中、介護保険料は年金収入額と前年の合計所得

金額の合計に基づき算定することから、65歳以

上の高齢者の多くは年金収入が大部分を占める

ため、生活に影響を及ぼすような収入減となっ

た方々に対しては、状況に応じて令和２年２月
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分から令和３年３月分の介護保険料を全額免除、

もしくは減免をしており、経済的に苦慮するこ

とがないよう対応いたしているところでござい

ます。以上でございます。 

 続きまして、認知症の安心サポート事業のう

ち、保健課では認知症に対する支援につきまし

て答弁いたします。保健課での取組としまして、

令和元年６月に決定いたしました国における認

知症施策大綱による認知症総合支援事業を実施

しております。認知症の方が可能な限り住みな

れた地域で、安心して暮らし続けられるよう、

保険、医療、福祉の様々な分野の専門職が初期

の段階から認知症による症状の悪化防止の支援

や、認知症の方及びその疑いのある方に加え、

その家族に対して傾聴による介護負担の軽減や、

医療機関、介護事業所と連携し、情報を共有す

る仕組みを構築しております。 

 また、現在７名の認知症地域支援推進員がお

り、グループホームなどの介護事業所や介護家

族が抱える課題の解決、傾聴による介護ストレ

スの軽減を図るなど、訪問活動を行っておりま

す。加えて、平成20年度から認知症を正しく理

解し、認知症の人や家族を温かく見守ることを

目的に、認知症サポーター養成講座を実施して

おります。これまで約750名の方が受講され、

少しずつではありますが、地域で実践していた

だいております。しかしながら、本年度はこう

した取組も新型コロナウイルス感染拡大の防止

の観点から、相談支援の機会を増やすための認

知症カフェ、家族の会等が開催できない状況に

あり、主に認知症の方の御自宅を戸別に訪問し、

相談事の傾聴を行っております。今後は、本市

におきましても各地区の高齢者や認知症の方の

ニーズを把握し、支援できる仕組みの構築に向

け、現在、法的整備を進めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  認知症の安心サポー

ト事業の福祉課関係についてお答えいたします。

本市におきましては、認知症等の方を対象とし

た安心サポート事業に類似した事業として、社

会福祉協議会が実施する福祉サービス利用支援

事業がございます。その内容でございますが、

福祉サービスの利用手続のお手伝いや日常生活

のお金の出し入れのほか、印鑑や証書等の預か

りを行うもので、10月末現在で24名が利用され

ているようでございます。 

 また、そのほかには認知症等により徘徊、ま

たは徘徊の恐れのある高齢者等を早期に発見で

きるよう、関係機関と支援体制を構築し、徘徊

高齢者等の安全とその家族への支援を図ること

を目的とした垂水市徘徊高齢者等ＳＯＳネット

ワーク事業を実施しているところであり、現在

30名が登録されております。本市におきまして

は、各関係機関や地域の皆様と連携し、このよ

うな取組を行うことで、認知症等の方やその家

族が安心して暮らせるような体制づくりに努め

ているところでございます。 

 続きまして、具体的な取組といたしまして、

池山議員よりＧＰＳやＱＲコードを利用した先

進地事例についての紹介がありましたが、認知

症の方の徘徊に対する支援につきましては、昨

年の12月議会において所管事項調査の成果とし

て新原議員に提案をいただきましたことから、

他自治体の取組等について調査を行ったところ

でございます。しかしながら、今年度は新型コ

ロナウイルス感染症防止のため、多くの高齢者

等が自主的に外出を控え、自宅で過ごされるこ

とが想定されたこと、また見守りについての問

合せが数件あったことから、見守り活動の充実

に重点を置き、関係機関との連携強化等に取り

組んできたところでございます。 

 今後の取組といたしましては、先ほど紹介い

ただきました２例を参考に、また県内において

は南九州市が実施しておりますＱＲコードが印

刷された見守り安心シールを利用した事業のほ



－81－ 

か、現在、本市において実施している垂水市在

宅高齢者等緊急通報体制整備事業の契約先であ

るアルソックが行うみまもりタグという小型端

末を高齢者等に身につけていただく事業等を参

考にし、また、どの程度のニーズがあるのかを

調査しながら、本市の実情に合った方策につい

て検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○総務課長（和泉洋一）  パートナーシップ制

度につきましてお答えいたします。パートナー

シップ制度とは、法律上は結婚できない同性同

士など、性的マイノリティーのカップルがお互

いを人生のパートナーとして宣言すれば市が証

明書を発行するもので、全国では現在、64の自

治体が制度を導入しているようでございます。

県内の状況につきましては、議員が申されまし

たとおり、指宿市が来年４月からの導入を検討

しているとの報道からの情報がございます。 

 本市の性的マイノリティーの人たちの人権に

関する取組としましては、平成26年３月に策定

した垂水市人権教育・啓発基本計画の中で、性

的マイノリティーの人たちの人権についても記

載しており、当計画に基づいて市や教育委員会

の職員、教職員などを対象にした研修会の開催

などを行っているところでございます。本市に

おいては、これまでのところパートナーシップ

制度の相談等を受けたことがなかったため、制

度の導入について具体的な検討はいたしており

ません。今後、市として性的マイノリティーの

人たちの人権に関してさらに理解を深め、制度

のことをよく勉強させていただいた上で検討を

してまいりたいと考えております。以上でござ

います。 

 続きまして、行政のデジタル化につきまして、

お答えいたします。まず国の動向でございます

が、平成29年５月にＩＴ本部・官民データ活用

推進戦略本部会議にて、デジタルガバメント推

進方針を決定、令和元年12月にデジタルガバメ

ント実行計画を閣議決定されております。デジ

タルガバメント推進方針に基づき、行政手続の

原則オンライン化を内容とする法律の一部を改

正する法律、いわゆるデジタル手続法が平成31

年３月に閣議決定、５月に成立、公布されてお

ります。デジタル手続法の基本原則として、一

つ目に手続は一貫してデジタルで完結、二つ目

にワンストップでサービスが実現、三つ目が一

度提出した書類は提出不要とされていますが、

様々な手続がオンライン化されることにより、

役所に出向くことが困難な方々がスマートフォ

ンやパソコンから行政手続をオンラインで実施

できるようになり、また添付書類の提出も不要

になることなどから、これまでと比較して飛躍

的に便利なものとなります。 

 本市においては、既に住民票の写しの交付請

求や児童手当の請求等、26の手続について鹿児

島県電子申請共同運営システムにて電子申請の

運用を行っているところです。一方、今回のコ

ロナ禍では、マイナンバーカードの普及促進、

給付金等におけるデジタル手続・早期給付の実

現、テレワークや学校教育のオンライン化など、

様々な分野でデジタル化の課題が顕在化しまし

た。 

 こうした中、国においては行政のデジタル化

を一気呵成に進めるため、現在、デジタル庁創

設に向けた準備を始めているとの報道もござい

ます。デジタル庁創設により、地方自治体の業

務がこれからどのように変わっていくかについ

ては、今の時点でははっきりしておりませんが、

現在、我々が業務に使用している基幹システム

の全国統一の標準システムへの変更、ＡＩやＲ

ＰＡといったデジタル技術を活用した業務プロ

セスの見直しがされるなど、今後、大きな変革

があるのではないかと考えているところです。 

 以上でございます。 

○庁舎建設総括監（園田昌幸）  耐震診断につ

きましてお答えいたします。議員御指摘のとお
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り、耐震診断につきましては県から命令が出て

おりますことから、本庁舎、別館、消防庁舎の

耐震診断を行い、令和４年度までにその結果を

報告しなければならないと考えております。先

ほど、森議員の御質問にもお答えしましたが、

耐震診断は耐震補強を前提としたものではあり

ませんが、耐震診断の結果、耐震性が低く、耐

震補強が必要と判断されましたら、何がしかの

対応が必要になりますと。その場合でも、今後、

どの程度庁舎を使用するのかにより、耐震補強

のみを行うのか、耐震補強に併せて長寿命化も

行うのかの検討が必要になると考えております。 

 以上です。 

○学校教育課長（今井 誠）  コロナ禍での不

登校・授業につきましてお答えいたします。児

童生徒にとりましては、新型コロナウイルス感

染症による一斉臨時休業だけでなく、徹底した

感染症対策により、慣れないマスク着用やグ

ループ活動の制限、体育や音楽等の活動内容の

制限など、学校生活で不自由を強いられる場面

も多かったと思います。また、当初は部活動や

金管バンド、スポーツ少年団等の活動も自粛を

余儀なくされ、不要不急の外出も制限されるな

ど、子供たちにとっては不安やストレスでいっ

ぱいの状況であったと考えられます。 

 そこで、報道等でも話題となっているコロナ

禍での不登校につきましては、本市におきまし

ても臨時休業中に生活リズムが乱れ、ゲームや

スマートフォン等に夢中になったことや、さき

に述べたストレスや不安等の影響により学校を

欠席しがちになってしまった事例もわずかでは

ございますが報告されております。市教委とい

たしましては、全ての小・中学校に県のスクー

ルカウンセラーや市のスクールソーシャルワー

カーを派遣したり、関係機関や医療機関につな

いだりするなどの指導を行い、各学校が早期発

見、早期対応に努め、不登校児童生徒数は昨年

度より少ない状況を維持しているところでござ

います。 

 なお、現在のコロナ禍の授業でございますが、

文部科学省の衛生管理マニュアル等により、最

新の知見に基づく感染症対策を講じた上での授

業実施に努めております。具体的には、授業場

面で大きな声を発することが考えられる職員は、

マスク常時着用を徹底しております。児童生徒

につきましては、身体的距離が確保できない場

合にマスクを着用するように変更し、特に体育

等の運動場面でのマスク着用は行わないように

指導しているところです。また、現在の地域の

感染状況等から、毎朝の家庭での検温等による

水際対策と教室の換気や手洗いの徹底等により、

グループ活動や体育、音楽等の活動制限につい

ても制限を緩めているところでございます。 

 本市の小・中学校では、どの学校も感染症対

策の意識が高く、しっかりとした対策を講じた

上で、できる限り学校行事等を行う方向で取り

組んでおり、子供たちの学校生活の充実と感染

症対策の両立を実現できていると考えておりま

す。以上でございます。 

 次に、教職員と生徒児童とのＳＮＳにつきま

してお答えいたします。教職員の不祥事根絶に

向け、本市におきましても各学校で研修方法を

工夫しながら、服務規律の厳正確保等の指導の

徹底を図っているところでございますが、全国

的に見ますと、教職員に関する不祥事等の報道

が後を絶たず、そのたびに機会を捉えて職員指

導等を繰り返し行っているところでございます。

議員御指摘の教職員と児童生徒とのＳＮＳの利

用につきましては、毎年、年度当初に県教育委

員会教育長から出される学校職員の服務規律に

関する通知文におきまして、服務規律の厳正確

保や信頼される学校づくり等の指導の中で触れ

られております。 

 具体的には、今年４月の通知文の中で、近年、

スマートフォンの普及と共に利用が増えている

ＳＮＳについては、信用失墜行為につながらな
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いよう、適切な利用に努めること、と言及され

ており、市教委としましても各学校に服務指導

の徹底を図っているところでございます。本市

の小・中学校におきましては、学校が家庭との

連絡手段の一つとして、保護者のメールアドレ

スを登録していただき、学校から保護者への一

斉連絡メールを活用しているところもございま

す。教職員と児童生徒が直接メールやＳＮＳ等

でつながることは、先ほど申し上げました教職

員の不祥事等につながる恐れもあることから、

これからも繰り返し指導をしてまいります。 

 さらに、ＳＮＳ等での情報発信につきまして

も、個人のＳＮＳ等に児童生徒に関わる内容や

写真の投稿を行うことは、個人情報保護やプラ

イバシー等の観点から問題となる場合も考えら

れることから、より具体的に服務指導を行うよ

う、各学校に指導を徹底し、信頼される学校づ

くりに努めてまいりたいと考えているところで

ございます。以上でございます。 

 最後に、混合名簿につきまして、お答えいた

します。性的マイノリティーに係る人権につき

ましては、近年、様々な場面で取り上げられて

いるところでございます。学校におきましても

平成27年４月に、文部科学省が通知した「性同

一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対

応の実施等について」に基づき、相談体制や支

援体制を整え、具体的な対応の実施を行うこと

が重要とされております。その一つに、性的マ

イノリティーに配慮した男女混合名簿の活用も

上げられているところでございます。 

 本市の各小・中学校では、現在、全て男女混

合名簿を使用している学校が２校、一部使用し

ている学校が２校でございます。また、来年度

からの使用を検討している学校が２校でござい

ます。現状としましては、小規模校を中心に、

男女混合名簿の利用が進んでいるところでござ

います。しかし、児童生徒数が多い学校では、

健康診断のように男女別名簿を使う必要もある

ことから、男女混合名簿との併用まで至ってい

ない現状もございます。現在、本市におきまし

ては、性的マイノリティーに係る配慮を要する

児童生徒の報告は受けておりません。 

 しかし、今年度に入り、県教育庁人権同和教

育課から、性的マイノリティーへ配慮した男女

混合名簿の活用を進めるよう指導されていると

ころでございますので、性的マイノリティーで

悩んでいる児童生徒がいるかもしれないとの認

識の下、相談体制や支援体制を整え、活用でき

るところから男女混合名簿の使用の検討を進め

るよう、指導してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  一問一答でお願いします。１

回目の質問で大体分かりました。水産商工観光

課長に大体聞きましたから、ほとんど分かって、

これは質問にも当たらないかもしれないところ

です。ほんの先日、鹿児島市の友人と会ったの

です。そうしたら、千本イチョウを見に来て、

せっかくだからというので帰りがけに道の駅た

るみずはまびらのレストランで食事をしたと。

そうしたら、池山さん、ＧｏＴｏイートの券が

使えなかったよと、こもんそ商品券のことです

かね、これは使えるけどＧｏＴｏイートは使え

なかったよと言われて、そうなのかなと。これ

はまた後で確認しておくだけでいいですけど。 

 例えば宮田屋さんとか、ああいうところは個

人的に使えないということもあるでしょうから、

できればＧｏＴｏイートの券を使えるようにし

ていていただければと。何食べたのですかと聞

いたら、カンパチの何か定食を食べたのだと。

だけど使えないと言われて、残念だったよと。

池山さんは言っといてくれって言われて。確認

はしていないのですけど。その辺はまたよろし

くお願いします。答弁はいいです。 

 それから、次に行きます。認知症の、福祉課

長のほうだったな、ＱＲコード。テレビだった

か、御夫婦で住んでいて、御主人が認知症だと。
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この人が田舎ではないですから、どこか関西の、

大阪か奈良かどっかだと思うのですけど、お父

さんがすぐ電車に乗ってどこかに行っちゃうの

だと。その日はもうどこかに行っちゃったきり

帰ってこないと。どうにもこうにも探しようが

ないと思っていたら、その自分の家から１時間、

２時間かかるところの電車の駅で降りて、降り

たけど自分がどこにいるか分からない。それで、

ぼーっとして、どこかに座っておられるのを警

察官の方が見て、どこから来たのですかと言っ

ても分からない。それで、ひょっと見たら、こ

の襟の後ろにＱＲコードが縫いつけてあったと。

読み込んで、そうしたらその連絡先が出てきた

と。それで連絡がついて、自宅へ帰れたと。 

 こういうことがあるわけですから、ＱＲコー

ドを、さっき検討するという話でそういう機器

をというのもあったのだけど、どれが一番安く

ついて、どれが一番効果的なのか。垂水はあま

り人口がそういう方も多くないだろうから、ど

れでもいいです。ＱＲコードをするにしても、

バッグから何から衣類全部に縫いつけないとい

けないから、これも結構大変なのだろうなと思

って。だからさっき言われた機器を貸し出すと、

そういうことで対応していただければ、この件

に関しても終わります。 

 それから、パートナーシップ制度。市長、質

問はしませんよ。やっぱり、私はずーっと鹿児

島県内とか見ているわけです。都城の池田市長

って、この方、私個人的にですよ、その前は長

峯さんという若い都城の市長だったですけど、

参議院議員になられましたか。その後、今、池

田市長がなられて、この前、無投票３選されま

した。見ていて、有能なのです。私の感覚です

けど、優秀だなと思っていたら、この方がやっ

ぱりさっきの行政のデジタル化とかパートナー

シップ制度とか、今度の当選された下鶴市長、

この方も言われた。 

 やはり先を行ってほしい。同じように若くて

有能な市長なんだから、この方々にぜひ負けな

いように、パートナーシップ制度の導入にして

も、ここに書いてありますように、これはいつ

の新聞か、南日本新聞さんですけど。要するに、

そういう制度を市町村が導入してくれると、認

定を受けると公営住宅への入居が可能になった

り、生命保険の受取人になることができたり、

携帯電話の家族割引など民間のサービスも受け

られるようになると。やっぱりこういうことを

早く制度化すると、垂水市としてもね。 

 私が何でこのことを質問に入れたかと言いま

すと、今、池田議員が女性議員としてここにい

らっしゃいますから、垂水はもう言われません

けど、さんざん言われたのですから。女性課長

がいないわ、女性議員はいないわ、取材も受け

ましたね。それで、垂水は何かすごい封建的な

町みたいに言われて、本当にもうそんなことは

ないのになと思って、本当にショックというか、

あれだったのです。ですから、私はこういうこ

とを先に、まだ鹿児島県はないから、このパー

トナーシップ制度の導入がないから、県内で一

番最初にやっていただこうかなと思ったのです

けど、もう既に指宿が検討に入っていると。で

きれば、来年４月から導入していただきたい。

そうすると、新聞の方も指宿と垂水がというこ

とで、同時に書いていただけますからね。本当

に垂水は男女平等のいい町なのだとアピールし

ていただきたい。そのために、この制度の導入

についてお願いをしておきます。 

 次の行政のデジタル化、これもさっき言いま

したように、池田市長が無投票３選された。こ

の行政のデジタル化がどんなに行政の運営に役

立つかということを言われていますから。これ

も新庁舎はできると同時に、そういうものを導

入するようにしてということでいけたかもしれ

ないですけど、新庁舎は白紙ですから。この古

い庁舎でそういうことができるかどうか、厳し

いところもあると思いますけれども、総務課長
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にも頑張っていただいて、こういうことをやっ

ていただこうということです。 

 次のこれからのまちづくり。ちょっと２回目

に入りますけど、この新しい、今までの新庁舎

計画は白紙になりましたから、今度の次の新し

い庁舎計画については、やっぱりこのまちづく

りの視点が外せない。市民サービスの向上のた

めに行政機能の集約化や情報インフラの整備、

錦江湾横断道路や大隅横断道路など、やっぱり

こういう交通インフラの整備も一緒になって考

えながら、想定しながら計画の策定も進める必

要があると思うのです。 

 そして今度は、さっきから出ていますように、

新しい課題。今まではもう造るようになってい

た分に関しては、もうそこまで考えなくてもよ

かったのだろうけど、今年は新型コロナが出ま

したから、これから新しい計画を策定していく。

つくっていくには、やっぱりこの新型コロナの

ことを考えたスペースとか、そういうものも考

えないといけない。そして、先ほどから言って

いる、この行政のデジタル化についても考えな

がら計画をつくらないといけない。そして、消

防も広域化もあるかもしれない。そういうこと

を考えながら、考慮しながら計画も練っていか

なければいけないと思うのです。この、これか

らのまちづくりにおける新庁舎計画、この位置

づけについて、市長でもどちらでもいいです。

質問します。 

○市長（尾脇雅弥）  これからのまちづくりと

いうことで、先ほど都城の例が出ました。前長

峯市長もよく青年市長会で交流をいたしました

し、現在の池田市長は私の親戚になるものです

から、この間も都城にお邪魔して、向こうは肉、

こっちは魚ということで、このコロナ禍のピン

チをチャンスにということで、都城に行って、

そして垂水の魚を食べてもらうというようなツ

アーもやっておりますので、今後、先進的に国

の施策に関わって、デジタル庁の中でどうする

かという要役も担われていますから、いろんな

意味で連携をして、先ほどの御意見も含めて、

先駆的に取り組んでいけたらというふうに思い

ます。 

 先ほどの関連で、庁舎のことですね。庁舎と

いうのは、先ほど話がありました庁舎そのもの

だけではなくて、関連する道路やまちづくり全

体のグランドデザインという意味でも非常に重

要だったということがありますし、その考えに

変わりはありません。また、これから庁舎建設

において議員が御指摘をされたとおり、やはり

少子高齢化で、職員の数も限られた中で、この

広い守備範囲をどうコントロールしていくかと

いう意味においては、前もお話しました３人で

やってきたことを２人でやるという意味では、

また同時に地方分権という中でまだ半分以上の

仕事が地方に降りてくるという背景を考えると、

分散ではなくやっぱり集約していかざるを得な

いと。 

 そのときに、先ほど言いましたデジタル化を

どう活用するかとか、また背景にあります新型

コロナという新しい課題も出てきておりますか

ら、その辺のことをしっかりと腰を据えて検討

していかなければいけないと。今回、新庁舎の

検討の一つの理由としては、財政問題があった

と思います。熊本震災が起きて、令和２年度ま

での限定措置で交付税、関連するいろいろな利

子の部分もありまして、表現としては10億円近

い財政的なメリットということでお話をしてお

りましたので、それに間に合わすような計画づ

くりということで、一つはそれだという経緯も

ございます。 

 もちろん60年たっているということで、耐震

診断をせずにそういう形で進めていきましょう

という流れだったというふうに思います。しか

しながら、白紙化となったわけでありますので、

住民投票直後のインタビューでもお話しました

とおり、まずは安全対策、それはまず耐震診断。
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県からの命令も出ていますから、そのことをし

っかりやって、その結果によって耐震診断をし

なければいけないのか、あるいはどの程度のス

パンで利用していくのかということをやってい

く。 

 もちろん、同時進行で次の将来、何十年先に

なるかも分かりませんけれども、将来いずれ建

て替えなければいけないということは事実であ

りますから、そのことを賛成の方、反対の方、

そして提言にもありました若い世代の人たちの

御意見を聞きながら進めていくことが大事だと

いうふうに思いますので、あらゆる声を聞きな

がら、冷静に丁寧に慎重にやっていくと。決し

てやらないということではなくて、いろんな可

能性を考えながら、まちづくりの一つとして考

えていかなければいけないというふうに思って

いるところでございます。 

○池山節夫議員  これはちょっと、このぐらい

なら答えていただけるかなと思うから聞きます

けど、副市長。前回、残念だったと。白紙化に

なった意味が違うと、副市長は。白紙の状態か

ら建設に向けてここまできまして、平成28年当

時の白紙の状態からきたそのときの白紙と、今

回白紙になったのとでは全然違いますと。財源

の見通しが立たないということで言われたので

す。確かにそうです。 

 それでそのときちょっと言われたのが、これ

からのまちづくり、新庁舎建設をして、展開を

いろいろ考えて、私も考えましたから、副市長

は当然なんです。これが白紙になって、これか

らの垂水のまちづくりがどうなっていくのだろ

うと思いますという感想を言われた。その中に

も、堆肥センターも言われたのですよね。漠然

とでもいいのです。これからのまちづくり、新

庁舎が白紙になりまして、新しい庁舎建設と耐

震診断、耐震補強をどうするかを考えていかな

きゃいけないのですけど、副市長のこれからの

まちづくりについてのお考えを、短くでもいい

ですよ、ちょっと聞かせてください。 

○副市長（長濱重光）  ９月議会で池山議員の

ほうから御質問がありまして、今のようなこと

を答弁いたしました。私がいつも思っておりま

すのは、やはり新庁舎というのは本市にとりま

して大きな重要課題で、その庁舎を造るという

ことは、当然、本市にとりましてもシンボル的

なものになりますし、そしてまちづくりの起爆

剤となるということを私は常々思ってやってき

ました。その後は、また仮にＣ案にもし造られ

たときに、やはりここのまちづくりというもの

を、ここの跡地利用をどうするかを含めて、商

店街の方々と意見交換をし、煮詰めていって、

そして併せてこの垂水市の中心部の町の活性化

をどう図っていくかということを考えるには、

やはり早く新庁舎を造りたいなということで、

ずっと取り組んできたつもりであります。 

 まちづくりにとりましては、新しいものを造

る方式と、それとは別に既存の施設を改修した

り、そして建て替えたりすることも必要だと思

います。その建て替えと言いますか、既存のも

のを改修して、まちづくりを進めるというのが

一例で申し上げますと、私自身は陸上競技場の

たるたる公園に携わらせていただきました。あ

の陸上競技場の今までの活用等を考えたときに、

やはり多目的に改修することによって、将来の

垂水の目指す６次産業化と観光振興に寄与する。

実際、数年たって、交流人口も増えてきました。

スポーツ合宿も増えてきました。やはりそうい

った一つ一つを取り組むことは、私は持続可能

な垂水市の姿、そして発展性のある垂水市にな

るための必要なことであろうということを、私

は常々感じているところであります。 

 そういう中で、新庁舎を造ったときに、例え

ば18億円なる財源を新庁舎に充当した暁には、

この前申し上げました、今、清掃センターの煙

突の解体を進めております。今後は、本体の

ヤードをいつどうしていくのかを検討しなけれ



－87－ 

ばなりません。そしてまた、市場のコンパクト

化も考えていかないといけない。それから、堆

肥センターの再生利用化に向けた何か手だても

今後、考えないといけない。それから、牛根に

おける医療・介護、まちづくりも考えていかな

いといけない。それからまた、牛根であります

とか、南の新城といいますか、そういったとこ

ろの公園をどうするかというのも将来的にまた

考えていかないといけない。 

 したがいまして、市有施設整備金を新庁舎に

早く充当した暁には、そういった基金を毎年１

億円は貯められなくても、数千万ずつ貯めてい

って、３年、５年、七、八年後、そういったも

のを改修しながら、市民のためのよりよい生活

を維持するために取り組んでいきたい。そのこ

とが将来のまちづくりになっていくのではない

かなという視点で、この前そういう答弁をさせ

ていただきました。総じていろんな課題もあり

ますけれども、そういうことを、将来的な垂水

市を考えたときに、どうしていくかを考えたと

きに、やっぱり一つ一つグランドデザインを描

きながら取り組んでいって、そして垂水市のあ

るべき姿を描きながら取り組んでいくというこ

とは大切であるというふうに思っております。

そのことがまちづくりにつながっていくという

ふうに考えているところであります。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  本当に残念ですけどね。この

庁舎は、私は家が近いですから、この庁舎が建

つ前は木造だったのです。教育長がうなずかれ

ているけど、ほんの近くだから。火事になった

ときに、本当に。教育長のところはそこですか

ら、私のところはまだ大分ちょっと離れていま

すけど、もう木造の火災で火柱が上がって、私

はおやじに、お父さん、火が来るって、思わず

叫んだのを覚えていますから。それが昭和32年

です。この庁舎は33年に建っていますから、わ

ずか１年で建てているわけです。 

 だから、ここに、これは新庁舎建設の検討結

果報告書。平成29年３月に出た分ですけど、こ

この新庁舎をなぜ造らないといけないかという

と、施設の老朽化とかもあるのです。これは市

報で市民の皆さんにも報告されています。これ

が検討結果報告書の結びの部分に、現庁舎を継

続的に利活用できる耐震補強工事は、耐震壁の

新設構造体の補強だけでなく、くい打ちを行っ

ていない本館のくい、基礎の補強が不可欠であ

る。建設当時の詳細な図面がなく、くい、基礎

工事には大きな課題があると考えられる。 

 今後、耐震補強工事を実施した場合は、耐震

壁や補強材のため、事務室がさらに狭小になる

など、執務環境の悪化、さらには来庁者への行

政サービスの低下など、影響が大きいと。以上

のような問題点を抜本的、また早期に解決する

ためには、新庁舎の建設が望ましいと考えられ

るというのが、この前まであった計画の、その

大本になっているわけです。だけど白紙になり

ました。 

 それでまたここで耐震補強だ、耐震診断だ、

耐震補強の議論を今していますけど、私は所管

事項調査で耐震補強をしている庁舎はどこだっ

たか忘れましたけど、見に行ったことがありま

すけど。この建物でしたら、ほとんど鉄筋の筋

交いが全部入りますよ。そこは入っていたのだ

から。もう耐震に見合うようにするには、筋交

いが鉄筋のでかいのが入ります。窓なんか暗く

なります。そういうのが入っている庁舎はどこ

だったか、視察しました。外だけではないです

よ。内側にも入りますから。そのぐらい、こう

いう古い建物は耐震補強をしないともたないの

です、くいを打って。 

 ですから、県からの命令が来ていますから、

耐震診断はしないといけないだろう。先ほどか

らありますように、耐震診断をして、どの程度

にするのか。長寿命化をするのか。でも、この

建物を使い続けないといけないから、耐震補強
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をあるレベルはしないと市民の皆さん、職員、

我々も命がかかりますから、それをしないわけ

にはいかないのですけど。財政課長、ここの新

聞にありましたように、南九州市が庁舎建設を

急ぐと。それに関しては、新庁舎建設の前倒し

が必要だと。合併推進債で造らなければいけな

いけど、これの期限延長がどうも難しい。 

 こういうものが、合併推進債の延長が難しい

のに、今朝の堀内議員が言われましたように、

こういう新聞に市長はもっと市長会なんかでこ

れが延長になるように早く要望しろと、陳情し

ろと。そうでないと資質を問われるよみたいな

ことが書いてあるのですけど、それはそんな簡

単なもんではないですよね。この合併特例債だ

っけ、これが延長されないのに、財政課長、こ

れ、今度使う予定だったこれが延長される。

少々の陳情で延長されるのだろうか、私見でい

いです、財政課長の。 

○財政課長（濵 久志）  今回の公共施設等適

正管理推進事業債を借入れ予定だったのですが、

今現在、この事業債が時限立法なもので、本年

度で終了するということになっております。次

年度以降、延長されるかというのは、今現在は

明らかにされておりませんので、恐らく感覚と

しては本年度で終了するのではないかと見てお

るところでございます。 

 以上です。 

○池山節夫議員  見通しについて、市長にも。 

○市長（尾脇雅弥）  ちょうど先月だったと思

いますけれども、全国市長会の、私は役員の一

人なものですから、その中で関連する事務次官

がこの件に関してのお話もされました。また、

本市同様、合併をせずにこの令和２年度までの

対象に向けて努力をしたのだけど、間に合わな

かったという市町村、市がありまして、どうな

のだという話の中で、次年度はもうないという

ことであります。ただ、要請として全国市長会

の会長にこのことを取り上げてほしいと。当然

まだ実施計画の段階に至っておりませんから、

そういう要請もありましたので、チラシの詳細

を見ておりませんけれども、そのようなことが

書いてあったと思いますが、なかなかそう簡単

ではないと思います。 

 しかし、財源を見つけてくる。これまでもか

なり他市に比べてそのことはできていると思い

ますけれども。今回、コロナ禍の中で、いろん

な財源が来年度予算厳しくなる中で、例えば国

土強靭化というのが３年間で７兆円でしたか、

これが終わって、次５年間で15兆円というのが

自民党と公明党の中で決定して、その方向性だ

ということの話も地元の代議士にお願いをする

中でもありましたから。そういったものと関連

して、今のところはないのだけれども、違う視

点から安全上必要なのだということで、やはり

財源の問題というのは非常に大きな問題ですか

ら、できるだけ手出しを少なくやれるというこ

とがいいわけでありますけども、本市の自主財

源としては限られています。 

 どうしても国に頼って、うまく相談をしなが

らやっていかなければいけないという中では、

私もしっかりと、今、白紙化の中で次がどうと

いう現状においては見込みはありませんけれど

も、今申し上げたようなことの訴えをしっかり

しながら、次へ向かって耐震診断の結果、耐震

補強をする可能性もあるし、新しい庁舎という

のもいずれはということでありますから、いず

れにしても財源というのは必要になってきます

から、少しでもその道を見つけていきたいとい

うふうに思っております。 

○池山節夫議員  一生懸命、陳情して、努力さ

れているわけですけど、そんなに簡単なものじ

ゃないと思いますよ、私。間に合わなかったか

ら、議会で白紙になったから延長してくれと言

ったって、そんな国も今この新型コロナで保健

衛生的な面でも相当なお金、国家予算を使って

いますよ。ＧｏＴｏ関係でも、私はちょっと調
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べたら、１兆2,000億円ですよ。ＧｏＴｏトラ

ベル、ＧｏＴｏイートとかね、そのお金が１兆

2,000億円です。これだけ国もお金を使ってい

るところに、なかなかその時限立法、じゃあい

いよと言って延長できるかなと、その危惧はあ

ります。ですから、この辺は努力していただく

としまして、これからも市長に頑張っていただ

きますけど。 

 今朝ほど、堀内議員が質問された牛根境の防

災の300億円。これを森山先生の耳に入らなけ

ればいいのだがと思うけど、あれは俺が取って

きたのだと言った人がいるらしいのです。もし

私の耳に入るくらいだから、市長の耳にも入っ

ていると思いますけど、もし本当にそういう力

のある人がいらっしゃるんだったら、その人に

お願いをして10億円借りるのですよ、300億円

俺が取ってきたと言うのだから。その人にぜひ、

もし分かるのだったらお願いして、財源を何と

かしてください。 

 これで終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、午後３時55分から再開いたします。 

     午後３時42分休憩 

 

     午後３時55分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ここで、発言の申出がありましたので、発言

を許可いたします。 

○財政課長（濵 久志）  先ほどの池山議員の

一般質問の答弁の中を、一部訂正させていただ

きます。公共施設等適正管理推進事業債につき

まして、時限立法と申し上げましたが、正確に

は時限措置となりますので、訂正させていただ

きます。申し訳ありませんでした。 

○議長（篠原則）  次に、３番、前田隆議員

の質問を許可いたします。 

   ［前田 隆議員登壇］ 

○前田 隆議員  お疲れさまです。本日、６番

目の質問者となりました。今回も市民の関心事

や課題などを質問いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 さて、前回９月の一般質問で、避難所の備品

購入数量について、ワンタッチパーティション

やマットなどの不足品を指摘し、購入を要望い

たしておりましたが、早速、今回専決処分され

ました補正予算で、ワンタッチパーティション

追加100張、床上マット400枚を購入いただきま

した。迅速な対応に、評価と感謝を申し上げま

す。また、地方創生臨時交付金の充当残額の活

用事業につきましても、地域経済活性化、地元

消費拡大を目的としたプレミアム商品券事業、

新型コロナで学校が臨時休業になった場合のオ

ンライン学習環境整備事業、新型コロナ感染対

策として垂水中央病院の感染防止強化対策事業、

医療従事者等への慰労品支給事業など、今回の

補正予算第９号で専決処分し、活用していただ

くことになりました。 

 執行に急施を要したため、10月９日に専決処

分となりました。どの事業も新型コロナウイル

ス対策と経済活性化対策で重要であり、有意義

な事業であります。ただ、その事業等の予算内

容が我々議員に知らされましたのは、専決処分

をした日から３週間後の10月30日でした。専決

処分は承認されなくても執行できますが、議会

軽視ととられかねませんので、今後は、専決処

分した予算等はできるだけ速やかに議会や議員

に報告し、内容に理解と承認が得られるように

要望しておきます。 

 さて、今年も12月に入りました。千本イチョ

ウ祭りも新型コロナウイルスの感染症拡大第３

波が押し寄せる中、感染防止に努めながら、例

年どおり実施されております。周遊観光で道の

駅や飲食店に立ち寄られる来訪者も多いと思い

ます。新型コロナ感染症拡大防止に、さらに万
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全を期して、垂水市から感染者を出さないこと

を願い、通告に従って質問に入ります。 

 それでは、初めに、コロナ禍の地域活性化対

策事業の検証について伺います。一つ目の、誘

客促進事業たるみずおもてなしキャンペーンに

ついて。趣旨は、新型コロナウイルスの影響で

10月に開催が予定されていた国体の延期等によ

り、宿泊業者を中心とした観光関連企業に対す

る支援対策を行うことで、経済停滞を払拭する

ことを目的とし、10月、11月の本市宿泊者

1,000組に特産品をプレゼントすることとし、

実施したものです。 

 誘客を促進するため、宣伝、周知はどのよう

にしたか。また、効果はどうだったのか。宿泊

施設の宿泊状況はどうだったか。特産品のプレ

ゼントの内容はどんなものを用意し、宿泊者の

反応はどうだったのか聞かせてください。また、

特産品のプレゼントが好調で、数量不足が生じ

たことも聞いております。その理由と事業の総

括もお聞かせください。 

 次に、大きな２番目の垂水市水道事業につい

て質問に入ります。まず、重要拠点施設につな

がる基幹管路更新事業の現状と進捗、見通しに

ついて伺います。公営企業決算特別委員会でも、

水道管の耐震化事業の現状と、耐震管の適合率

の質問はされております。それによりますと、

基幹管路の適合率は20％、全体に占める割合は

５％とのことでした。本市の水道ビジョンでは、

強靭な施設づくりを掲げ、老朽化による漏水事

故や機能損失等を回避するため、基幹管路の耐

震管の更新と併せ、老朽管の更新を優先して実

施し、有収率の向上と水道水の安定供給に努め

るとされております。 

 基幹管路の更新事業は、重要拠点施設への給

水確保の観点から、救急指定病院、福祉施設、

観光庁など、非常時でも断水を回避する必要の

ある施設のあるところから優先して行う必要が

あります。その観点から、基幹管路の更新事業

を進めていただいていると思いますが、重要拠

点施設につながる基幹管路の更新事業の現況と

今後の計画、また進捗は１年でどれぐらい進み、

基幹管路の更新事業完成はいつになるのか、の

見通しについて伺います。 

 次に、３番目の国民健康保険について質問い

たします。１点目は、コロナ禍で国民健康保険

税の減免申請が増加しているが、国保税軽減予

想額は幾らか、その補助金について伺います。

今年は自然災害もあり、それによる減免申請も

あります。例年と比べ、保険税の減免申請増加

が予想されます。コロナ禍や自然災害で仕方の

ないことではありますが、被保険者にとりまし

ては必要な救援策であります。その増加する今

年度の軽減予想額を教えてください。また、そ

の軽減相当額に対して、国や県の補助金、交付

金はどのようになっているのか伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  誘客促進事

業たるみずおもてなしキャンペーンにつきまし

てお答えいたします。本事業は、本年２月から

の新型コロナウイルス感染症により、深刻な影

響を受けております観光関連企業の支援を目的

として実施したところでございます。国体の延

期により、選手、役員、約1,500人分の宿泊が

キャンセルになった10月に実施し、観光関連企

業に経済対策並びに市内の特産品等生産業者へ

の支援対策として取り組んだところでございま

す。 

 広報宣伝につきましては、事業をスタートし

ました10月末に市長自ら鹿児島市内のテレビ局

３社、ラジオ局２局の報道機関を訪問し、ＰＲ

活動の実施並びにキャンペーン参加の各宿泊施

設と連携し、ＳＮＳを活用した情報発信を展開

してまいりました。このようなＰＲ活動により、

テレビでの放映や新聞等で掲載していただくな

ど、幅広い周知につながり、キャンペーン開始

後、数週間で宿泊客が増加しており、人気のあ
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る商品につきましては在庫がなくなる状況でご

ざいました。 

 また、市内主要宿泊施設の稼働状況につきま

しては、４月から７月は対前年比39.8％と、宿

泊者は落ち込んでおりましたが、８月から９月

は対前年比64.8％となり、本事業実施の10月か

ら11月におきましては84.7％まで回復し、宿泊

施設によりましては対前年比の約200％まで増

加している状況でございます。 

 次に、今回のキャンペーン商品でございます

が、垂水市漁協セット、牛根漁協セット、桜島

美湯豚セット、道の駅セット、観光協会セット、

インゲンとエビスープのセット、かりんとうセ

ットなど、魅力ある本市特産品をそろえており

ます。本事業につきましては初めての取組であ

り、前年の宿泊データを元に支払金額に応じて

半額相当の特産品をプレゼントすることとして

おりましたが、ＧｏＴｏキャンペーンの効果も

あり、家族、グループの宿泊者が増加するなど、

宿泊額が高額となりましたことから、１組の宿

泊者に対しまして商品が多数必要となりました。 

 当初、キャンペーンの対象者は1,000組、も

しくは商品がなくなり次第終了としておりまし

たが、現段階では宿泊料金が安価なプランより

も高額な食事付プランなどの宿泊者が多いこと

もあり、600組の宿泊者にしか差し上げられま

せんが、結果としましては旅行消費額が増加し

ており、経済効果は十分にあったものと認識し

ているところでございます。 

 また、宿泊された方々からは、垂水のおもて

なしに感激しました。年末に商品が届くのを楽

しみにしています。宿泊して特産品がもらえる

ことに感謝の気持ちでいっぱいです。これから

は垂水を応援しますなど好評であり、宿泊施設

からは今後も継続的にこのような事業を実施し

てもらいたい、お客様の反応がすごくよかった、

などの報告をいただいたところでございます。

水産商工観光課といたしましては、この事業を

通しまして、本市の特産品についてＰＲできた

ことから、今後、販売の拡大につながればと期

待しているところでございます。 

 以上でございます。 

○水道課長（森永公洋）  重要拠点施設につな

がる基幹管路更新事業の現状と進捗見通しにつ

きましてお答えいたします。垂水市の上水道事

業における導水管、送水管及び排水管の総延長

は約153キロメートルでありますが、そのうち

主要な災害避難所、医療機関、福祉施設、官公

庁など、いわゆる重要拠点施設への水道管路が

基幹管路とされております。現在、本市におけ

る基幹管路の延長は約24キロメートルでありま

すが、そのうち耐震性を備えた水道管、いわゆ

る耐震管及び耐震適合管は約４キロメートルで

あり、基幹管路の耐震化率は約20％でございま

す。 

 水道は、市民や企業の皆様にとって欠かすこ

とのできない重要なライフラインでありますが、

例えば中央病院や市民館といった重要拠点施設

への水道供給体制確保のほかに、基幹管路全体

の中での老朽化が進んでいる管路の更新、また

基幹管路以外の水道管路の全体の中の老朽管や、

市内各所にある様々な水道施設の更新も並行し

て進めていかなければなりません。 

 水道課においては、平成31年３月に策定した

新水道ビジョンと経営戦略に基づき、今後40年

間かけて、毎年度１億円程度の予算措置を図り、

水道管や各施設の更新を実施することとしてお

り、その実施に際しては、必要性や緊急性の高

いものから優先順位を定めた上で、計画的に実

施してまいります。 

 また、今年度において策定する全管路の耐震

化計画において、重要拠点施設への基幹管路の

更新時期を定めることとしております。今後の

進捗としましては、基幹管路については距離に

して年に500メートル程度を更新し、40年間で

耐震化を完了する予定です。 
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 以上でございます。 

○市民課長（篠原彰治）  コロナ禍で国民健康

保険税減免申請が増加しているが、国保税軽減

予想額は幾らか、その補助金につきましてお答

えいたします。新型コロナウイルス感染症の影

響による国保税の減免としまして、令和元年度

課税分が41件、減免額101万6,400円。令和２年

度課税分が44件、減免額956万3,100円、合わせ

まして1,057万9,500円を見込んでおります。こ

の内訳は、既に減免済みであるものが、令和元

年度課税分28件、減免額76万6,100円。令和２

年度課税分31件、減免額682万3,900円となって

おり、減免等の相談があり、減免の申請がなさ

れていないものが、令和元年度課税分13件、減

免額25万300円。令和２年度課税分13件、減免

額273万9,200円となっております。 

 なお、昨年度の国保税の減免は８件で、減免

額は47万円程度となっております。今回の新型

コロナウイルスに関する減免分については、厚

生労働省からの通知により、減免した額の全額

が令和２年度災害等臨時特例補助金及び特別調

整交付金で財政支援を受けられるものとなって

おります。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  それでは、一問一答で２回目

の質問に入ります。１番目の誘客促進事業たる

みずおもてなしキャンペーンの取組と結果は分

かりました。宿泊施設の稼働率も85％に回復し、

宿泊者にも好評でよかったと思います。 

 次に、２番目の垂水市水産物販売促進緊急対

策事業について質問いたします。この企画も国

体中止と新型コロナの影響で、出荷量が減少し

たカンパチ・ブリの販売促進と消費回復の支援

策として、テイクアウトの丼フェアを実施し、

また学校給食へ月１回の水産物提供を９月から

３月まで実施するものであります。まず、丼フ

ェアについて、企画内容、販売状況、評価、効

果について、また学校給食用食材提供にどれぐ

らい用意したのか伺います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  垂水市水産

物販売促進緊急対策事業につきましてお答えい

たします。まず、ブリ・カンパチ丼フェアは、

新型コロナウイルスの影響により販売数が減少

し、需要が落ち込んでおりますカンパチ・ブリ

の消費対策並びに国体が延期となり、本市への

来場者減少の対策と併せまして実施しているも

のでございます。カンパチ156尾、ブリ156尾、

合計312尾を両漁協より購入し、道の駅たるみ

ず、道の駅たるみずはまびら、桜勘食堂の３か

所に無償提供することにより、テイクアウトの

カンパチ・ブリ丼を500円の特別価格で、10月

１日から12月13日まで、合計5,000食の販売を

予定しており、ホームページ、ポスター等によ

り周知を図り、テレビ、新聞等でも紹介されて

いるところでございます。 

 なお、販売状況につきましては、各店舗とも

数量限定の特別価格で販売しましたことから、

まとめて購入される方が多くみられ、短時間で

の売り切れとなり、購入者からは好評を得たと

ころでございますが、売り切れにより購入でき

なかった方もおられ、次回の販売日の案内をす

るなどの対応をされたと聞いております。今回

の丼フェアの効果により、道の駅たるみず並び

に道の駅たるみずはまびらにおきましては、来

館者の増加に加え、相乗効果により他商品の売

上げの増加も図られたと報告されております。 

 次に、学校給食用の食材提供は、カンパチ・

ブリの消費並びに食育活動を目的とし、学校給

食の食材としまして、９月から３月までの期間、

毎月１回、合計７回の計画であり、１回の食材

としまして、カンパチもしくはブリを約25匹分

の53キロを提供しており、11月末現在では献立

の食材として３回使用されているところでござ

います。 

 これまで本市では、地方創生臨時交付金事業

の中でカンパチ・ブリの消費対策としまして、
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水産物ＰＲ消費対策事業など、様々な事業を実

施しているところであり、事業合計でカンパチ

は約1,026尾、3.5トン。ブリは約993尾、3.8ト

ンを購入しておりますことから、事業効果とし

ての消費対策並びに市内の児童生徒へ新鮮なカ

ンパチ・ブリのおいしさを知ってもらうことに

より、魚食普及につながるものだと思われます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  内容や結果はよく分かりまし

た。答弁では、盛況で、好評も得たとのことで

した。道の駅では来訪者も増え、他商品購入の

相乗効果もあったようです。 

 ２点目の学校給食についてはまだ途中ですが、

どんな調理法で提供し、児童生徒の反応や評判

はどうだったのか。中には魚の苦手な子供もい

ると思いますが、その対応などをお聞かせくだ

さい。 

○学校教育課長（今井 誠）  垂水市水産物販

売促進緊急対策事業の学校給食への提供につき

ましてお答えいたします。垂水産ブリ・カンパ

チの学校給食への提供につきましては、本事業

のほか、従来から本市独自で実施しております

市水産振興支援事業や給食センター独自購入分、

県の学校におけるおさかな消費緊急対策事業か

ら提供を受け、大変ありがたいことに月に五、

六回、ブリやカンパチが提供されることとなり

ました。 

 そこで、給食センターでは、素材そのものの

味を生かした調理だけでなく、焼く、揚げる、

揚げてあえるなど、様々な調理方法や味つけを

変えるなど、創意工夫されたメニューを開発し、

これまでの27回は、全て違うメニューで子供た

ちに提供されております。このことにより、

様々な味で地元の食材を味わうとともに、食育

の充実にもつながっているところでございます。

垂水の子供たちは総じてブリ・カンパチ好きが

多く、魚嫌いな児童生徒のことも考慮し、魚の

臭みを取る味つけや硬くなりにくい調理方法を

工夫して、できるだけ食べやすくしているとこ

ろでございます。 

 子供たちの感想につきましては、カンパチフ

ライはとてもおいしいと大絶賛されていたり、

カンパチの黄金焼きはカレーの味がすると喜ん

でもりもり食べていたり、ブリの塩こうじ焼き

は皮までおいしかったと苦手な子供も完食した

りするなど、いろいろな味つけを楽しみながら、

子供たちも先生方も大変喜んでいる姿が感想か

ら伺えたところでございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  ありがとうございました。給

食についての状況はよく分かりました。27回違

うメニュー等で工夫されていて、ありがたいこ

とです。 

 さらに11月より学校給食食材費支援事業とし

て、牛肉ステーキを３月まで月１回提供する支

援事業を実施されます。この事業も新型コロナ

の影響で消費が落ち込んでいる牛肉に対し、地

元畜産農家を支援し、また学校行事が中止や縮

小し、元気のない子供たちを励ます事業として

企画されております。学校給食を通じて、地元

水産業や畜産業の支援をされますことは、臨時

交付金活用事業として有益なことと思います。 

 この事業も成果と好評を博すことを期待いた

しまして、次の３番目、新型コロナウイルス対

策プレミアム商品券事業について質問いたしま

す。この事業については、本会議初日にプレミ

アム商品券の発行予定数、販売方法、妥当性、

公平性などについての質疑がありましたので、

１点だけ質問いたします。プレミアム率100％

は多過ぎるのではないかという声を聞きました。

その声に対し、プレミアム率100％にした経緯

についてお伺いいたします。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  新型コロナ

ウイルス対策プレミアム付商品券事業の販売に

至った経緯につきましてお答えいたします。新

型コロナウイルスの緊急経済対策といたしまし



－94－ 

て、各市様々な取組を実施されております。県

内19市の全てが現金ではなく商品券の配付、も

しくは販売をされており、本市を含む７市が対

象を全市民もしくは全世帯として100％のプレ

ミアム付商品券を販売されており、ほか７市は

40％以下のプレミアム付商品券を販売している

状況でございます。主管課といたしましても、

市民の消費意欲の喚起並びに商工業の景気回復

につながることを目的としておりますことから、

市民へ商品券を配付、もしくは販売するかにつ

いて、県内で実施されている市の状況を踏まえ、

検討を重ねてまいりました。 

 本市としましては、市民の消費意欲の喚起と

商工業の景気回復につながるように、金額につ

きましては幅広く市民の皆様へ購入していただ

くために、買い求めやすい購入金額１万円とし

たところでございます。なお、本市基幹産業で

ありますカンパチ・ブリのセットを全ての購入

世帯の方にプレゼントすることで販売数が減少

し、需要が落ち込んでいるカンパチ・ブリの消

費対策につながるものでございます。 

 11月13日に応募受付を終了しましたところ、

大好評であり、昨年度のプレミアム付商品券の

1,517世帯、さらに本年度第１回目の実績2,408

世帯を大きく上回る4,452世帯の申込みとなっ

ております。市全体6,284世帯のうち4,452世帯、

70.8％の方々が申し込まれておりますことから、

市民の平等性は保たれており、さらに事業効果

は十分あったのではないかと思われます。今後、

市民の消費意欲の喚起並びに商工業者にとりま

しては大きな景気回復へつながるものだと期待

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  プレミアム率100％にした経

緯や趣旨は分かりました。また、ブリ・カンパ

チセットのプレゼントもあり、申込み状況が多

数で、事業効果は期待できるとのことでした。

この事業は近江商人の三方よしの理念に通じる、

いい企画だと思います。垂水市の地域社会がこ

の事業でよくなることを願い、地域活性化対策

事業の検証については終わります。 

 次に、２番目の重要拠点施設につながる基幹

管路の件について、答弁をいただきました。毎

年の進捗は、距離にして約500メートル、完了

まで40年を要する見通しとのことでした。毎年

の予算が１億円程度であり、基幹管路以外の老

朽化した水道管の更新、水道施設の更新等もあ

り、重要拠点施設への基幹管路の更新だけを優

先して実施するわけにもいかないというような

ことです。今年度、策定する全管路の耐震化計

画において、重要拠点施設への基幹管路の更新

時期も定めるとの答弁でしたので、それを待ち

たいと思います。 

 それでは２点目の、内之野の第４水源系の配

水池への緊急遮断弁を設置する計画について質

問いたします。内之野浄水場水源の配水池は、

垂水市水道の生命線です。配水池の緊急遮断弁

は地震等で水道管が破損し、漏水が発生した場

合、配水池の水量が急激に減量し、給水に支障

をきたすのを防止する設備です。また、緊急時

の貯水槽としての役割もあるので、水道ビジョ

ンでは早急の設置計画があります。先ほどの基

幹管路の更新事業が長期化する中で、なおさら

その設置は急がれます。その設置はどのように

なっているかについて伺います。 

○水道課長（森永公洋）  内之野の第４水源系

の配水池への緊急遮断弁を配置する計画につき

ましてお答えいたします。配水池とは、浄水処

理後の水道水を貯留する施設であるとともに、

自然流下により給水区域内の水道水の一定の水

圧を維持するための重要な拠点設備であります。

中央地区では、新光寺と井川と城山団地の３か

所に設置しており、ほかに新城地区、海潟地区

にそれぞれ１か所設置しております。 

 例えば、地震災害により市内に張りめぐらさ

れている排水管が各所で破損し、大規模な漏水
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が発生した場合に、配水池の出口に当たる水道

管を自動的に緊急遮断し、配水池に貯水されて

いる水道水が急激に減少することを防ぐととも

に、非常時に応急給水用の水道水を確保するた

めの設備が緊急遮断弁でございます。本市では、

この設備の導入はまだ行っておりません。 

 前述しましたが、本市においては、今後、長

期計画に基づき優先順位を定め、水道管や施設

の更新を実施してまいりますが、限られた予算

の中で本市水道事業の維持、安全、強靭化をバ

ランスよく進めていく過程において、防災上、

重要な設備として位置づけられている緊急遮断

弁についても、基幹管路の耐震化工事の進捗と

併せて必要なタイミングの設置を検討していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  まだ導入はどこも行っていな

いとのことでした。具体的な計画もまだのよう

です。これも予算の関係と、今後の長期計画で

優先順位を策定する中で、設置を検討するとい

うようなことでした。桜島の大噴火から100年

以上経過し、桜島大噴火が近いと予想されてい

ます。噴火に伴い、大規模な地震も起こると言

われております。水道管の破損による漏水や断

水発生の可能性もあります。先ほどの基幹管路

の耐震化工事と緊急遮断弁設置は、水の安定供

給の観点から重要な最優先取組課題と思います。

予算と全体的なバランスもありますが、できる

だけ早い実施をお願いして、次の質問に入りま

す。 

 ３番目の国保税軽減予想額についても答弁を

いただきました。国保税軽減予想額については、

約1,000万円になるようですが、国や県が全額

負担していることが分かり、安心いたしました。

それでは、次の国保健全化対策について質問い

たします。皆さん、御承知のとおり、平成30年

度決算が赤字で、令和２年度に赤字の解消が見

込まれない市町村は、県が作成した鹿児島県国

保運営方針に基づいて、赤字解消のための健全

化対策を策定し、提出することになっておりま

した。残念ながら、本市もその中に入っており、

一般会計より法定外繰入を受けております。 

 どんな事業会計でも、入るを量りて出ずるを

制すのが経営の基本です。赤字を解消するため

には、歳入の確保を図り、歳出を抑え、歳入と

歳出の均衡を保つことが求められます。本市の

提示した赤字解消、削減の具体策について、そ

の説明や課題を歳入面と歳出面から伺います。 

○市民課長（篠原彰治）  国保健全化対策につ

きましてお答えいたします。まず、現在の国保

の制度について説明させていただきます。国保

制度は、平成30年４月から県が財政運営の責任

主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業

の確保等の国保運営の中心的な役割を担うこと

となりました。この改革に伴い、県が県内の医

療費の給付に必要となる費用を市町村へ交付す

ることとなりました。この医療の給付に必要な

費用は、県内自治体ごとの医療費等に応じて、

納付金として収めることとなっています。この

納付金は、県内の医療費の状況により変動する

ことから、市町村の国保財政は納付金の額によ

り左右されることとなり、市町村の医療費水準

が高いほど、この納付金は高額になる傾向とな

ります。 

 このことから、国保財政の赤字解消・削減の

ため、歳入と歳出の均衡を図る必要があります。

まず、歳出面の取組について述べさせていただ

きます。納付金の金額に影響する医療費を削減

するために、40歳から74歳を対象とした特定健

康診査及び特定保健指導の実施と未受診者への

受診勧奨、重複受診や重複服薬訪問、糖尿病重

症化予防事業、ジェネリック医薬品の利用促進

といった取組を行い、病気の早期発見・早期治

療、不要な診療の抑制、薬代の削減といった医

療費の適正化の取組を行っております。 

 また、こういった取組に市民一人一人も積極
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的に参加し、健康意識を高め、健康寿命の延伸

を図れるよう商工会商品券と交換できるポイン

トを付与する健康ポイント事業も、平成30年度

から実施しております。歳入面でも、このよう

な歳出削減のために取り組むことで、国や県か

らの様々な交付金等を受けることができること

から、積極的に交付金等が活用できるよう取り

組んでおります。具体的には、国の特別調整交

付金や県から交付される県繰入金２号分も積極

的に活用しております。 

 また、鹿児島県国民健康運営方針において、

令和５年度までに県内全ての自治体において課

税方式を４方式から３方式へ変更し、資産割を

廃止することが掲げられていることから、本市

においても令和２年度から段階的な廃止に取り

組んでいるところであります。国保税率の改定

につきましては、被保険者への負担へ直接つな

がるものであることから、状況を見極めながら

対応していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  ありがとうございます。歳出

を抑えるために、医療費適正化に様々な取組を

されていることは分かりました。高額医療の原

因になる成人病の予防と重篤化防止のため、特

定健診や特定保健指導が必要で、重要なことは

言うまでもありません。その意義と重要性につ

いて、繰り返し周知徹底し、被保険者自身の健

康と医療費の抑制につながることをあらゆる機

会を捉え、発信し、我々も協力して、市全体で

受診率向上に取り組んでいくことが肝要だと思

います。 

 次に、歳入面について、様々な交付金確保の

取組や保険者努力支援制度への参加で、歳入確

保に努力しておられることも分かりました。あ

りがとうございます。特に税務課の職員の皆様

には、保険税収納率向上に努められ、去年は収

納率96.8％まで向上させておられます。97％ま

でアップすれば、交付金が現状の600万から

1,500万にアップすると聞いております。大変

な職務ですが、あともう少しです。歳入確保の

観点からも97％達成を目指して、御尽力をお願

いいたします。 

 それにも関わらず、赤字解消できない場合、

国保税の税率改定を検討しなければならないと

思います。税率改定は、県が求める標準税率に

改定すれば、国保税収は改善され、赤字解消は

可能かもしれません。しかし、大きな負担を強

いることになり、急激な税率改定は避けなけれ

ばなりません。新型コロナウイルスの影響で環

境は厳しくなり、現状ではとても改定する状況

ではありません。ただ、赤字解消のための税率

改定のシミュレーションは準備しておく必要は

あります。改定のタイミングにつきましては、

コロナ禍が収束し、平常になった時点、また課

税３方式が完了し、落ち着いた時点で、国保運

営協議会の意見等を踏まえて、慎重に検討して

いただくよう要望いたしまして、以上で、全て

の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  本日は、以上で終了いた

します。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、一般質問を続行いたします。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これにて散会い

たします。 

     午後４時41分散会 
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令和２年12月９日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △一般質問 

○議長（篠原則）  日程第１、昨日に引き続

き一般質問を続行いたします。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可いた

します。 

 最初に、１番、新原勇議員の質問を許可いた

します。 

   ［新原 勇議員登壇］ 

○新原 勇議員  皆さん、おはようございます。

コロナ禍で日本列島がおびただしい中でも季節

は移り変わっています。今、垂水千本イチョウ

も色づいており、夜のライトアップが今週まで

延長されました。夜９時までライトアップをさ

れております。ぜひ皆さんもＰＲをよろしくお

願いいたします。 

 ＧｏＴｏトラベルも６月末まで延長になる予

定であります。そこで、発行される地域クーポ

ン券も垂水市で消費されることを期待します。

しかしながら、このクーポン券を使えるお店を

探すホームページが、なかなか私も見つけられ

ず苦労しました。日々垂水市で使えるお店も増

えているので、垂水市のホームページでもリン

クさせ、見つけやすいよう工夫してもらいたい

です。 

 そして、この冬、気になるのは高病原性鳥イ

ンフルエンザです。現在６県で18事例、230万

羽が処分されました。近くの都城市にも発生し

ております。専門家は、防疫を今まで以上にし

ないと危ないと警告しています。各関係団体の

方は引き締めて防疫をお願いいたします。 

 議長の許可を得て、さきに通告しておりまし

た質問事項に基づいて行いますので、御答弁を

よろしくお願いいたします。 

 島津家墓所について。令和２年３月10日、鹿

児島島津家墓所構成文化財が国指定史跡に垂水

島津家墓所も指定されました。そして、日本遺

産として、「薩摩の武士が生きた町～武家屋敷

群「麓」を歩く」と題しＰＲしています。この

秋の行楽シーズンも、千本イチョウをはじめお

長屋、垂水島津家墓所を市外から見学に来てい

らっしゃいました。 

 しかしながら、島津家墓所は、７月の豪雨に

より城山の土砂崩れがあり、島津家墓所まで立

木が流れ込み、一部倒壊されたままになってい

ます。痛々しい現状であります。島津家墓所の

現状と今後の復旧についてお聞かせください。 

 垂水高校について。垂水市は、垂水高校に対

して通学補助、いろんな資格試験料、東進ス

クールの受講料と手だてをしていますが、なか

なか生徒数が増加していない現状です。新たな

生徒数確保のため、どのような対策があるのか

お聞かせください。 

 成人式参加者のＰＣＲ検査補助について。現

在、新型コロナウイルスは夏には沈静化するの

ではと期待されましたが、12月４日、大阪では

非常事態宣言、東京・北海道ほかでは65歳以上

と基礎疾患のある方は不要不急な外出を控える

ようにと。また高齢者の感染が特に広がってい

ます。子供たちの感染も、多いのは家庭からと、

感染はとどまることを知らない様相です。大

阪・北海道では、看護師不足のため自衛隊に派

遣要請のお願いをしています。 

 このような中でも、垂水市の成人式は１月５

日に行われます。この日を楽しみにしている若

者もたくさんいます。しかし一方では、帰って

きてもいいのだろうか、爺ちゃん婆ちゃんに、

また親、または恩師の先生にうつさないだろう
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か、また友達はすんなり会ってくれるのだろう

かと案じてる人もいます。今回の成人式で県外

対象者は何名ほどいるかお聞かせください。 

 限界集落について質問します。現在垂水市の

人口は、10年前と比べると人口で3,390人、世

帯では909世帯減少しています。計算上では１

世帯減るごとに3.7人減っていきます。少子高

齢化でますます平均年齢も上がってきます。コ

ミュニティーが崩壊してくると、集落水道の維

持、道路等の草刈り・清掃などできなくなって

しまいます。垂水市の限界集落の基準はどのよ

うになっているのか、また143振興会の現在の

状況についてお聞かせください。 

 市庁舎建設について。８月９日に住民投票に

より反対が賛成を上回り白紙となりましたが、

垂水市庁舎建設に関する住民投票条例第14条に

は、投票結果の尊重、市長及び市議会は住民投

票の結果を尊重しなければならないと示されて

います。 

 当然結果を受けて新たな模索を探らないとい

けないが、９月議会では反対された議員に責任

を取ってもらうとか、10月の市報でも市民コラ

ムに片方だけコラムを掲載するなど、とても

ノーサイドの動きではありません。 

 そこで、なぜ休祭日、時間外にも車座説明会

を何十回もしたにもかかわらず、市庁舎建設が

市民に受け入れられなかったのか。そこで住民

投票から４か月たとうとしています。何がいけ

なかったのか、その総括ができているのかお聞

かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○社会教育課長（紺屋昭男）  おはようござい

ます。島津家墓所の現状と今後の復旧について

お答えいたします。 

 令和２年７月６日の豪雨により午前６時頃、

垂水島津家墓所の裏山の土砂崩れが発生したた

め、その土砂や倒木の一部が墓所敷地内に流入

し、垂水島津家領主の子の墓石や関連の灯籠な

どが破損したり、土砂に埋没したりしている状

況でございます。 

 議員御承知のとおり、墓所につきましては本

年３月に国指定史跡に指定されたことから、発

生直後に県文化財課を通じて文化庁に国指定文

化財毀損届を提出し、現在、文化庁や鹿児島県

文化財課の指示を仰ぎながら復旧作業の準備を

進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（鹿屋 勉）  生徒数増のため

にどのような支援策があるかという御質問にお

答えいたします。 

 垂水高校の生徒数増のための対策として、平

成23年８月に制定した鹿児島県立垂水高等学校

振興支援計画書に基づき、垂水高等学校生徒通

学費等補助金交付要綱を制定し、平成24年度か

ら部活動等活性化補助金、広報支援補助金、検

定支援費等補助金、平成25年度から通学費補助

金、平成27年度から通信講座受講料補助金、そ

して平成28年度から家賃補助金、以上６つの支

援制度、シックスサポートを実施し、入学者の

確保に努めているところでございます。議員御

質問の新たな支援策というわけではございませ

んが、今申し上げた６つの支援制度を粘り強く

行い、支援を続けてまいります。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（紺屋昭男）  県外の成人式対

象者についてお答えいたします。 

 令和３年成人式につきましては、市長の諸般

報告でもございましたが、新型コロナウイルス

感染予防対策を講じながら規模を縮小して開催

する予定としております。令和３年成人式の対

象者は152名で、そのうち垂水中央中学校を卒

業し、就職や進学等で市外転出された対象者は

52名で、うち県外の対象者は21名でございます。 

 なお、市内に住所を置いたまま県外の大学や

専門学校等に進学している学生の人数までは把

握していないところでございます。 
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 以上でございます。 

○市民課長（篠原彰治）  垂水市の限界集落の

基準と143振興会の状況は、につきましてお答

えいたします。 

 垂水市独自の基準はございませんが、限界集

落の定義といたしましては、65歳以上の高齢者

が集落人口の50％以上で、社会的共同生活の維

持が困難な状態に置かれている集落とされてい

ます。本市におきましては、65歳以上の比率が

50％以上の振興会は66振興会となっております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  おはようござい

ます。 

 住民投票の結果を受けて総括はできているか、

についてお答えいたします。 

 市としては、新庁舎建設計画を進めるために、

広報誌や車座座談会などの広報活動で計画内容

の説明に努めましたが、結果として住民投票で

過半数を得るまでに至りませんでした。外部検

討委員会の意見書では、市民とのコンセンサス

を図ることが十分行われなかったとしており、

このことはしっかりと受け止めたいと考えてお

ります。 

 この住民投票の結果を受け、新庁舎建設計画

は白紙となりましたが、今後は耐震診断に関す

る県の命令もありますことから、来庁される市

民の方々及び働く職員の安心安全を第一に、庁

舎問題について議会並びに市民の皆様とのコン

センサスを図りながら取り組んでまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  垂水島津家墓所についてです

が、今回打合わせの中でも、立木でも早く撤去

してもらいたいと思いましたけれども、現状は

なかなかそうはいかないようです。具体的な復

旧方法をどのようにするのかお聞かせください。 

○社会教育課長（紺屋昭男）  具体的な復旧方

法はどのように行うのか、についてお答えいた

します。 

 国指定史跡になったことに伴い、今回の復旧

事業に関しましては、歴史活き活き！史跡等総

合活用整備事業費の災害復旧に係る国庫補助事

業を活用して、災害復旧工事を実施する予定で

ございます。なお、補助率につきましては70％

で、補助対象経費の85％を上限とするようでご

ざいます。 

 具体的な復旧作業に当たっては、国指定史跡

であることから、文化財の専門的知見に基づき

作業を進めていく必要があり、流入した土砂か

ら破損した墓石等の破片の回収を行うことや、

墓石に損傷を与えないよう慎重かつ丁寧な発掘

作業などが必要になります。 

 島津家墓所の裏山部分などの災害復旧工事に

つきましては、県の事業となることからも、墓

所の景観保持も見据えた施工を行っていただけ

るよう、農林課を通じて鹿児島県大隅地域振興

局と協議してまいりたいと考えております。 

 なお、墓所内の災害復旧の方法につきまして

は、文化財に関する専門家の意見や、文化庁及

び県文化財課の指導を仰ぎながら、慎重かつ迅

速に復旧方法を確定し、文化財の専門的な知見

や経験のある業者を選定して、墓所の早期復旧

を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。垂水

島津家墓所は垂水市の財産でありますので、復

旧を待ち望んでいます。あと要望として、駐車

場の看板や周りの環境整備、強いて言えば防犯

カメラ等もしっかり取り組んでほしいです。 

 次に、垂水高校についてでございますが、ま

ずシックスサポートでいろいろやられていると

思います。そして、やはり通学圏内からの生徒

確保は、少子化により他県立・私立高校との競

争でパイの奪い合いになってきています。 

 そこで、通学圏外からの生徒数確保をするた

め、下宿サポートのようなことはできないのか。
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先ほど家賃サポートとありましたけども、現在

希望の生徒はいないが、今の段階で下宿はでき

るところを登録しておく。条件面も細かく決め

て、市がバックアップできる体制づくりはでき

ないものかと、必要と考えます。以前屋久島か

ら来た生徒がいましたが、そのときの状況と、

近隣で事例があればお聞かせください。 

○教育総務課長（鹿屋 勉）  通学圏外からの

下宿、入学希望者に対する下宿サポートについ

てお答えいたします。 

 本市の６つの支援事業の１つとして、家賃補

助金として通学圏外から単身で入学している生

徒に対して月額２万円を上限に支援していると

ころでございます。議員が言われたように、平

成28年度には屋久島中央中学校から生活デザイ

ン科への入学者がございました。 

 入学の経緯を申しますと、デザイン分野に興

味があり、垂水高校の文化祭で行われているフ

ァッションショー等の活動に魅力を感じ、生活

デザイン科に入学されたようです。 

 入学に際し、本人・保護者が安心して学校生

活を送ることができるよう、受入先の確保に大

変苦慮しながら、様々なつてを頼りに下宿先を

確保したところでございます。 

 その後、３年生に進級する際、諸般の事情に

より民間アパートに引っ越しされ、垂水高校の

先生方に見守られながら自炊生活し、無事に卒

業されたと伺っております。 

 通学圏外からの入学者に安心して学校生活を

送っていただけるよう、下宿先を確保するため

に振興会を通じたチラシ配布等を行い、下宿先

の募集を行ったところでございます。 

 しかしながら、短期間の民泊等とは違い、３

年間の受入れとなると応募される方がいないと

ころでございます。 

 また、他市町村の取組でございますが、通学

圏外の入学者のため旧旅館購入費に2,400万円、

寮施設の整備費に1,300万円、食事の世話・見

守り等の管理運営委託費に年間740万円余りの

予算を投じて通学圏外の入学者を受け入れてい

る市町村があるようでございます。 

 ただし、準備した寮16室中６室の入寮、そう

いう状態でございまして、入学者の確保には苦

慮しているようでございます。入学者が充実し

た学校生活を送り、保護者が安心して垂水高校

に預けていただけるよう、引き続き垂水高校の

振興対策の周知と併せて、地域・振興会等を通

じた募集を行い、下宿先の確保に努めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。現況

はなかなか厳しいですが、やはり何らかのてこ

入れをしないと、垂水高校の生徒数増にはなら

ないのではないかと思っています。 

 内閣府の地域みらい留学を始める公立高校は、

鹿児島県を含め全国的に広がっています。何か

方法を見つけ、一人でも垂水高校に生徒数が増

えるのを期待して、次の質問に行きたいと思い

ます。 

 県外の成人式対象者のＰＣＲ検査補助につい

てお伺いします。 

 県下の中でも南さつま市、枕崎市、指宿市と

助成事業をしています。１人補助が最高２万円

としても、今、向こうに住所を移している方が

21名、垂水において大学生は何人いるか分から

ないということですけれども、それでも最高で

も60万円ぐらいで済みます。 

 若い人ほど無症状者が多いです。皆さんが安

心して帰ってこれて、同窓会も楽しくやれるよ

う、垂水市として緊急に制度設計をして、希望

者に対して補助ができないものかお聞かせくだ

さい。 

○社会教育課長（紺屋昭男）  県外の成人式対

象者のＰＣＲ検査補助についてお答えいたしま

す。 

 議員御承知のとおり、県外から帰省する新成
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人がＰＣＲ検査を希望する場合などの補助等に

つきましては、県内においても一部自治体が補

助する予定としているところでございます。 

 また、厚生労働省が新型コロナウイルス感染

拡大防止に資するため開発しました新型コロナ

ウイルス接触確認アプリ、略称ＣＯＣＯＡの利

用を促し、感染予防リスクを回避するための取

組を行う自治体もございます。 

 帰省する子供を持つ保護者としては、ＰＣＲ

検査をさせるなど、安心して成人式に参加させ

たいという思いは重々承知しておりますが、担

当課としましては成人式出席者へのＰＣＲ検査

の補助は行わず、今回新型コロナウイルス感染

予防対策として購入するドーム型高精度サーマ

ルカメラの活用や、接触確認アプリの利用を促

したり健康観察を求めたりするなど、市として

でき得る限りの感染予防対策を講じながら、節

目の式典である成人式を開催したいと考えてい

るところでございます。 

 また、成人式終了後の同窓会につきましては、

例年実行委員会において案内しておりますが、

今回は開催しない方向で検討をしているようで

ございます。式後の参加者それぞれの集まりな

どの行動まで市が制限をするわけにはいかない

ことから、注意を呼びかけるなどの対応を行っ

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  式典の中では、確かにソーシ

ャルディスタンスを取られて大丈夫だとは思い

ますけれども、その後の同窓会はないと言いま

したけれども、やはりよそから帰ってきた子供

たちはみんなでわいわいするというのが。こう

いうのは市は関係ないけれども、やはりＰＣＲ

検査等の補助があれば希望者は受けてくると思

いますので、そこはまた考えてもらいたいと思

います。 

 私の親戚も19歳の子が大阪にいます。正月に

帰ってくるのにＰＣＲ検査を受けさせて帰って

くるよう計画をしております。これはＰＣＲ検

査キットを取り寄せて行う方法ですが、これで

も１万3,000円だそうです。 

 しかし、東京では駅前にＰＣＲ専門のクリニ

ックがあって、どういうやり方かは分かりませ

んけれども3,000円でできる話を聞きました。

式典会場周りに接触確認アプリＣＯＣＯＡの使

用を促すＱＲコードなどを立てて、看板などの

設置を希望したりしますけれども、できるだけ

新型コロナにならないことが一番なのですけれ

ども。 

 それに対して、やはり市側としても準備とい

うか、これだけやりましたよというのが必要な

のではないかと思って、次に移ります。 

 限界集落についてですけれども、143のうち

に66はもう既に限界集落と先ほど言いましたけ

れども、だんだん垂水市は過疎化になって、特

に地方は過疎化になっております。 

 そして、前のときもでしたけれども、奉仕作

業の活動費の支払うルールづくりについてです

けれども。先般、協和地区の連絡協議会に参加

させてもらったとき、ある集落から農道の草払

いを、もう高齢化のため来年から市のほうでお

願いしたいというお話もありました。 

 草払い等も集落で奉仕作業を行うのが限界な

ところもあり、何もかも市で請け負うとなると、

ますます予算が大きくなります。今まで何人も

の議員の皆さんが活動費を検討してほしいと要

望がありましたが、現在どうなっているのかお

聞かせください。 

○市民課長（篠原彰治）  奉仕作業に活動費を

支払うルールづくりはどうなっているか、につ

きましてお答えいたします。 

 奉仕作業に活動費を支払うルールづくりにつ

きましては、来年度から実施する方向で現在、

検討を進めており、来年度の当初予算において

予算化が図られたらと考えております。 

 活動費の申請の方法としましては、現在、奉



－103－ 

仕作業前に市民活動事前承認申請書を提出して

いただいていますが、同時に補助金申請書を提

出していただき、作業終了後、担当課において

確認をした後に補助金を支給する方法を検討し

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。奉仕

作業をしてジュースも出ないという振興会もあ

るとは聞きました。それで、少しでも皆さんが、

奉仕作業ができるように精を出してもらえれば

一番いいと思います。 

 また、公園等の場所によっては振興会に指定

管理してもらうとか、一つの振興会でできなけ

れば周りの振興会と小さなコミュニティーで指

定管理してもらい、公園管理をしてもらえれば

業者に出すより安くつくので、振興会が元気な

うちにどんどん進めてほしいと思います。 

 次に、振興会の統廃合の支援についてです。 

 限界集落であっても、最後まで振興会を何と

か守っていきたい気持ちは強いと思います。し

かしながら、人口が増える要素がなければ、ど

うしても統廃合は免れません。もし、統合する

となるとどのように支援があるかお聞かせくだ

さい。 

○市民課長（篠原彰治）  振興会の統合への支

援について、につきましてお答えいたします。 

 振興会が合併する場合には、振興会の活動の

活性化及び地域社会の健全化を図ることを目的

に、垂水市振興会合併補助金交付要綱第３条に

基づき、合併前の振興会数から１を減じた数に

10万円を乗じて得た金額を交付する制度がござ

います。 

 合併の直近の事例で申し上げますと、牛根地

区の３振興会が合併した事例がありまして、１

年に20万円を５年間交付しております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。どう

しても、振興会がそのまま消滅するのではなく、

やはり皆さんが仲良く語り合って一緒になると

いう方向が一番いいと思いますので、こういう

助成がありますので、どしどし活用してほしい

と思います。 

 次に移ります。 

 市庁舎問題ですけれども、市民からコンセン

サスが受けられなかったということで、やはり

市民は予算と場所だったと思います。予算にお

いても、本当に垂水市の将来の規模に合ったも

のか、借金額が大き過ぎて、果たして返済でき

るのか。まだ小さくてもいいのではないか。場

所においても、あの場所で町の形成を壊してま

で発展する見込みがあるのか、不安だらけのは

ずです。 

 これからの建設場所の進め方にしても、２回

も位置条例の否決になった場所を候補として選

ぶのではなく、現在地か市民館候補地かで話を

進める議論をしたほうがしやすいのではないで

すか。いかがですか、お聞かせください。 

○企画政策課長（二川隆志）  御提案のまずは

２か所を軸に進めるということは、建設場所あ

りきで進めることになりますので、現状市民の

皆様方とも何らコンセンサスが取られていない

状態で新たな計画を進めることは、問題が多い

と思います。 

 新庁舎計画は、まずは現状の課題分析から始

め、そこから規模や庁舎機能を設定し、候補地、

事業費、財源、事業手法等を決めていく流れに

なるのではと考えています。 

 特に候補地の選定は、事業費の算定をはじめ、

市民の利便性や市街地の形成に大きな影響があ

りますので、選定の考え方やプロセスを十分検

討し、合意形成を図っていく必要があると考え

ます。 

 また、外部検討委員会からも、これまで検討

した３か所と、それら以外の場所がないか確認

し、現庁舎の活用を含めた検討を行い、庁舎整

備の進め方を再度スタートさせるべきであると
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意見をいただいております。 

 以上のように、現時点では市庁舎の建設場所

については、引き続き市民の皆様の御意見を確

認しながら、慎重に検討していく必要があると

考えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  場所においては、最初海岸の

ほうに決まったときも、市民説明会の中でも再

三、３日間でしたか市民館で市民説明会はあっ

たと思うのですけども、そのときも反対の意見

がたくさんありました。その中でも、やはりい

ろんな、議会の中でも強引に予算を可決したり、

いろいろございました。 

 しかし、やはりもう……。（「強引とはいけ

ないだろう、議会で決めた」の声あり）すみま

せんでした。（「失言だろう、それは」の声あ

り）議会の中で多数で決められました。市民と

のプロセスを課長が大事と言われましたとおり

に、確かに今度、また新しく外部検討委員会も

決まりますけれども。 

 またその中で、今まで４か月たちましたけれ

ども、その中で市長は住民投票の結果を反対さ

れた方の意見を聞き、次に進めたいと意向を示

し、外部委員会の報告でも、市民との意見交換

の早期の実現を求める意見書を尾脇市長に手渡

しましたが、なぜいまだに意見交換がなされて

いないのかお聞かせください。 

○企画政策課長（二川隆志）  事務レベルでの

対応状況でございますが、新庁舎建設を考える

会事務局から申入れがありまして、９月23日に

新庁舎建設を考える会事務局と当市職員が事前

協議を行いました。 

 ９月23日に、当市から考える会事務局代表に、

10月５日に開催したいとお伝えし、調整いただ

くようお願いしましたが、10月１日に考える会

事務局から、条件を受け入れてもらわないと応

じられないと断りの連絡がありましたことから、

当市からは改めて御連絡してほしいと対応した

ところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ４か月たって全く話合いとい

うか進展、進展という言い方も悪いですけども、

何らそういうことはないと。しかし、話合いに

おいて、とにかく条件がどうのこうのという問

題ではなくて、やはり意見交換をしてもらいた

い。日にちも１回ぐらい折り合いがつかず放っ

ておくのではなく、粘り強くこちらからも催促

するぐらい日程調整をお願いします。そうでな

いと市庁舎問題は前に進まないと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 次に、これからの進め方ですが、外部検討委

員会もあと任期が３月まであるということです

が、次の外部検討委員会の委員をどのように決

めていくのか、お聞かせください。 

○企画政策課長（二川隆志）  先ほど新原議員

のほうから、我々が１回目のアプローチしかし

ていないというようなニュアンスでしたけれど

も、こちらのほうにつきましては、事務レベル

におきましては複数にわたり、またここ最近に

おきましては、週に１回は事務局とも連絡差し

上げて日程の調整をしているところでございま

すので、何ら進展がないという状況ではないと

いうことを御理解いただきたいと思います。 

 それでは、これからの進め方、基本計画策定

を含めてについてお答えさせていただきます。 

 御認識のとおり、現在の外部検討組織である

垂水市新庁舎建設検討委員会の委員の任期は、

本年度３月までとなっております。外部検討委

員会は、学識経験者及び関係団体の代表等で組

織された市長の私的諮問機関として設置され、

専門的視点及び市民目線で庁舎建設計画全般の

審議をしていただきました。 

 任期後の外部検討委員会の取扱いでございま

すが、外部検討委員会からの意見書にあった委

員構成の指摘も踏まえ、設置目的や役割なども

改めて検討を行ってまいりたいと考えておりま
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す。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。外部

検討委員会も関係団体の代表でありますので、

立ち止まることなくスムーズな引継ぎと機能を

発揮してもらい、内部調整をしていただき、新

しい市庁舎建設に向かって進んでほしいです。 

 以上で質問を終わります。（「議会を軽視し

ている。議会で強引に決めたという言葉は、危

険だと思うけど」の声あり） 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、10時20分から再開いたします。 

     午前10時８分休憩 

 

     午前10時20分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ここで、新原議員より発言の申し出がありま

したので、これを許可します。 

○新原 勇議員  先ほど、一般質問の中で強引

という言葉を使ってしまいました。これを多数

という表現に訂正いたします。誠に申し訳ござ

いませんでした。 

○議長（篠原則）  次に、10番、北方貞明議

員の質問を許可いたします。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  皆さん、おはようございます。 

 それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 未収金について。私はこの未収金、元は市長

の退職金返納と給食費横領金返納については、

これまで何度も質問してまいりました。しかし

ながら、これまでの答弁では思うように回収が

進んでいないようなことであったが、その後ど

のようになっているか質問いたします。 

 まず、総返済額に対してこれまでいかほど返

済されたか。もちろん残額もお願いします。ま

た直近の５年の年度ごとの返納について、市執

行部、教育総務課に質問いたします。 

 過疎法について。11月11日の南日本新聞にお

いて、新過疎法自民素案という記事が出ており

ました。県内で十数市、市町村は除外、縮小と

見出しがありました。現在、県内では、いちき

串木野市と出水市を除く41市町村が対象と報道

されました。皆様もこの記事は読まれたと思い

ます。 

 過疎法は、昭和45年度から昭和54年度まで過

疎地域対策緊急措置法で始まり、これまで目的

を変えながら10年おきに見直し、現在の過疎地

域自立促進特別措置法が来年３月で期限切れと

なります。指定から除外されると、この過疎法

を使えば返済額の70％が交付税措置され、過疎

債の発行はできなくなります。大変苦しくなる

と思います。本市はこの新過疎法に、今、どの

ように取り組まれているか質問いたします。 

 広報たるみずについて、質問いたします。 

 読者の思いについて質問です。広報たるみず

は、月１回、月初めに全市民に配布され、多く

の市民の方々はその日が来るのを楽しみにして

おられます。内容も多岐にわたり掲載され、他

の自治体に劣らぬ広報誌だと私は思っておりま

す。広報誌に携わる編集員の皆様方の努力に感

謝申し上げ、読者の思いの取扱いについて質問

いたします。まず、どのような基準の基に広報

誌に掲載されるのか質問いたします。 

 新庁舎について。８月９日新庁舎建設に対す

る住民投票が、現行の計画案の建設場所、財源

規模に対して投票が行われました。その結果、

反対多数で計画案は白紙になり、計画を見直す

ことになりました。市長は広報９月号で、最終

判断に御協力いただきました市民の皆様に心か

ら感謝申し上げますと述べられております。再

スタートをするためには、反対された方々の具

体的な実現可能な代案をお伺いすることからス

タートすべきだと考えていますとも述べておら

れます。 
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 しかし、住民投票から４か月が過ぎ、何ら意

見交換、協議がなされていないと聞いておりま

す。なぜ、このように意見交換ができないのか

質問いたします。具体的に中身を教えていただ

きたいと思います。 

 乗合タクシーについて。乗合タクシーは、現

在３業者で４コースを運行されています。今年

10月１日から運行便も増え、運行時間も変更に

なり、以前より利用しやすくなり、利用される

方々から大変喜ばれておられます。しかし、一

方、運行業者においては、３業者で４コースで

あるため１業者が２コースとなっております。

運行開始、平成21年から一度も運行区域の見直

しがなされていません。乗合タクシー運行に関

する覚書には、２年ごとに見直しを検討すると

記してあります。なぜ、これまで一度も見直さ

れなかったのか、質問いたします。よろしくお

願いいたします。 

○総務課長（和泉洋一）  岩下元市長の退職金

返還についてお答えいたします。 

 本件につきましては、返納対象額1,345万

6,600円でございますが、返納が開始された平

成11年度から令和元年度までに436万6,600円が

返納されており、現在の残額は909万円となっ

ております。また、平成27年度から令和元年度

までの直近５年間の返済状況については、市の

顧問弁護士を通じまして、５年間毎年３万円が

返納されております。 

 なお、返納に関する交渉につきましては、本

人と直接行っておらず、顧問弁護士を通じて連

絡を取ってまいりました。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（鹿屋 勉）  給食費横領金に

関しまして、現在までの返納額と直近５年間の

返納額についてお答えいたします。 

 給食費の横領事件につきましては、平成11年

９月に発生し、横領した金額の総額は2,313万

5,083円でございます。事件発覚から現在まで

19万8,792円が返納され、返納されていない金

額は2,293万6,291円でございます。また、直近

５年間の返納額は平成27年度に３万円、平成28

年度に７万円、平成29年度に１万円、平成30年

度及び令和元年度は返納なしでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  新過疎法におけ

る本市を取り巻く現状について、お答えさせて

いただきます。 

 現行の過疎地域自立促進特別措置法、いわゆ

る過疎対策法は、平成12年度に制定されまして、

今年度末をもって現行法は失効することとなっ

ております。現在、新たな過疎対策法の制定に

向けた様々な活動が全国的に展開されていると

ころでございますが、これまでの本市の取組と

しましては、まず昨年の９月の垂水市議会にお

きまして、新たな過疎対策法の制定に関する意

見書が採択され、県過疎協議会を通じて、全国

過疎連盟へ提出されておりますことは御承知の

ことと存じます。 

 さらに本市市長は、県過疎協議会の副会長で

あり、全国過疎連盟の理事でもあり、先月11月

20日には全国過疎連盟総会へ出席しまして、全

国過疎連盟の理事として県選出国会議員の皆様

に新たな過疎対策法の制定へ向けた支援など、

要望活動を行ったところでございます。 

 本市を含む過疎地域の現状や課題を考えます

と、大変重要な財源措置であり、今後も過疎対

策を充実、強化し、過疎地域の持続的な進行が

図られる新たな過疎対策法の一刻も早い制定が

必要不可欠であると考えます。 

 記事にもございました自由民主党が取りまと

めました「今後の過疎対策の基本的な考え方」

の素案でございますが、全国的な要望活動に応

える形で、与党内に新たな過疎対策法の制定へ

向けた過疎対策特別委員会や過疎対策プロジェ

クトチームが組織されまして、９月中旬に素案

が取りまとめられたところでございます。 
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 この素案には、新たな過疎対策法における国

庫補助事業や過疎対策事業債等の様々な支援措

置を活用できることとなります過疎地域の指定

要件が記載されております。指定要件の種類は、

現行の過疎対策法と同様に人口要件と財政力要

件がございますが、人口要件に用いる具体的な

指標としまして、人口減少率と高齢者比率及び

若年者比率を用いております。 

 素案の記述にこの人口減少率を判定する期間

の基準となる年を、現行の昭和35年から昭和50

年、もしくは55年への見直しを検討すると記載

されているため、新たな過疎対策法では過疎地

域から除外される市町村が発生するのではない

かと懸念されているところでございます。 

 素案の段階ではございますが、仮に検討案の

年度を基準とした本市の人口減少率を試算しま

したところ、現行の人口減少率32％以上という

要件は満たすものと思われます。 

 素案段階の試算でありますことから、本市が

過疎地域の対象となるか否かは、明確にお答え

できない状況でありますが、新たな過疎対策法

が制定されました暁には様々な支援措置を活用

することにより、さらに本市の振興が進行され

ますと考えますことから、県内の過疎地域の市

町村で構成されます県過疎協議会と協力しなが

ら、今後の推移を注視し、新たな過疎対策法の

制定に向けた活動に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、広報たるみずの読者の思いの掲

載記事の取扱いにつきましてお答えいたします。 

 秘書広報係におきましては、広報誌に対する

御感想や市長へのメッセージ等、読者の皆様か

らの御意見を広くお聞きすることで、よりよい

広報誌づくりに反映するために、皆様からのお

便りを広報誌に掲載させていただいているとこ

ろでございます。 

 毎月、複数のメッセージが寄せられますが、

掲載を希望される方の中から特集や写真等、広

報誌の内容に関するものや本市の観光資源や施

設等に関するもの、公衆道徳的な意識高揚を促

すものなど、広範囲にわたる内容のものから投

稿者の思いを尊重しつつ、多角的で多面的な御

意見を選択し、また特定の投稿内容に偏重しな

いよう留意する等、様々な観点から企画政策課

内及び関係所管課等に照会、検討の上、掲載し

ているところでございます。 

 今後とも、より多くの方々にお読みいただき、

御意見をいただけるよう創意工夫を凝らし、よ

りよい広報誌づくりに取り組んでまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

 住民投票の結果を受けて、反対側の意見を聞

くとのことであったが、意見交換はどのように

なっているかについてお答えいたします。 

 新原議員の御質問でお答えしましたが、事務

レベルでの対応状況については、新庁舎建設を

考える会事務局から申入れがあり、９月23日に

新庁舎建設を考える会事務局と当市職員が事前

協議を行わせていただいたところでございます。 

 ９月23日に、当市から考える会の事務局代表

に10月５日に開催したいとお伝えし、調整して

いただくようお願いしましたが、10月１日に考

える会の事務局から、条件を受けてもらわない

と応じられないと断りの連絡がありましたこと

から、当市からは改めて連絡してほしいと対応

したところでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、事前予約型乗合タクシーの運行

ルート見直しにつきましてお答えさせていただ

きます。 

 現在、本市の事前予約型乗合タクシーの運行

制度は、路線バスの運行がない市木、大野、水

之上地区におきまして、４つの運行ルートを市

内の３事業者で運行していただいております。

乗合タクシー事業の運行に関しましては、県や
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交通事業者等で組織されています。垂水市地域

公共交通活性化協議会において策定する生活交

通ネットワーク計画で事業全般に関する事項を

定め、協議会と３事業者との間で運行の詳細に

関する覚書を交わしまして事業を実施しており

ます。 

 議員御質問にございますように、乗合タク

シー運行に関する覚書の第10条第２項に、協議

会が事業者へ依頼する運行ルートは、事業者と

協議の上、２年ごとに見直しを検討するものと

すると規定されております。 

 運行ルートの見直しにつきましては、事業開

始から２年後の平成23年度と25年度の２回、協

議会事務局であります企画政策課と３事業者と

で乗合タクシー運行協議を開催し、運行ルート

の見直しについて協議いたしております。その

協議の際は、現行の運行ルートを継続するとい

う協議結果で了承されております。 

 その後は、運行協議は開催されておりません

が、協議会の事務局としましては、２年ごとに

乗合タクシー事業の対象地域の市民を対象にし

たアンケート調査を実施し、得られました調査

結果を協議会へ御報告し、協議会委員の方々の

御意見を伺いまして、運行ルートの見直しの必

要性を判断していただいております。 

 平成25年度以降、開催されていませんでした

運行協議につきまして、本年３月に運行時間の

変更や運行便数の増便等の変更案に関する事業

者の御意見を伺うため、６年ぶりに開催いたし

まして、３事業者の方々と協議をさせていただ

きました。 

 その中で運行ルートの見直しに関する御意見

がございましたことから、同月の下旬に開催い

たしました協議会におきまして、今後運行ルー

トの見直し協議を行うことを御報告いたしまし

た。 

 運行協議の開催時期としましては、今年度の

10月から運行便数の増便を実施しておりますこ

とから、増便の効果が確認・検証する期間を踏

まえ、約１年後の令和３年12月以降を予定して

おります。今後も、事業対象地域の市民アン

ケート等で市民のニーズを捉え、３事業者との

運行協議での意見や協議会における助言を事業

運営に反映させ、より一層利便性の強化を図っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  それでは、２回目の質問に入

らせていただきます。 

 本当、これ既に20年ほどがたっている事案で

はないかと思っております。本当に皆さんも聞

いたように、全然回収がなされていません。な

ぜ、このようになっているのか、相手が払う能

力がないと言われたらそれまでですけども、皆

さんの努力はどうだったのだろうかと。それで

この間、ここにおられる担当の方々、弁護士さ

んなんかに相談されておられるとは思います。

しかしながら、自ら足を運んで訴えてまた協力

をもらうようなことをされたのでしょうか。そ

れが、大変私は疑問に思います。しておられな

いのではないかと思います。この直近の５年間

を見ましても、元市長においては毎年３万円、

そして給食費横領の件に関しては元年度からは

ゼロになっていると。このゼロはちょっと最近

分かったことなのですけども、後で言いますけ

ども、本当にこのお金は垂水市民のお金です。

退職金を支払い、また横領されたということは、

普段の市の管理状態が悪かったからこのように

なっていると、私は思っています。もう、今か

らは取り返しのできない案件のような私は気が

しております。 

 元市長においては、９月18日最終本会議でし

た。その日に南日本の死亡欄を見ましたら名前

が掲載されており、私はそのとき最終本会議で

したがびっくりしたわけなのですけども、亡く

なっておられます。今後、どのような形でこの

問題を解決されるのか。もう亡くなったから不
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能欠損で処理、そうされるのか。あるいはその

血縁の方々にいかれるのか。これはあくまでも

弁護士さんに相談の上のことと私も思いますけ

ども、その辺のことをお聞かせください。 

 それでこの横領事件の金額ですけども、全然

回収が進んでいません。この横領のことも、私

は今回の打合せのときに、この方も亡くなられ

ておられるというふうに聞きました。本当に２

人とも亡くなっておられるのですけど、どのよ

うに決着をつけられるのか、お聞かせください。 

○総務課長（和泉洋一）  岩下元市長死亡後の

退職金返還の今後の対応についてお答えをいた

します。 

 議員が申されましたとおり、岩下元市長は、

令和２年９月に亡くなられたとの情報は受けて

おります。先ほど答弁しましたとおり、残金が

909万円ございますことから、現在、相続人に

ついて調査中でございます。 

 なお、今後のことにつきましては、顧問弁護

士と協議していくことになろうかと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（鹿屋 勉）  議員が、今、言

われたように、給食費の横領についても、債務

者が死亡しております。事件発覚後、文書や電

話、自宅への訪問など、直接足を運び、面談機

会の確保と定期的な返納及び返納額の増額など、

粘り強く取り組んできたところでございます。

先ほど申しましたように、賠償金の債務者が死

亡したことを把握いたしましたことから、債務

負担が発生する相続人４名に対して、損害賠償

請求に関する通知を行っているところでござい

ます。引き続き、損害賠償請求に関する法的な

手続等を本市顧問弁護士に相談しながら進めて

まいります。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  今、手を尽くして相続人の

方々に話を持っていくというふうなお答えだっ

たと思います。 

 元市長の息子さんは、皆様方は御存じのはず

と思うのですけどね。私たちと同じように、あ

る市のところの市会議員をされているとは聞い

ております。そういうことで、相続人はすぐ分

かるのではないかと思います。そして、今、給

食の件については４名の方と交渉された。どの

ような形で決着するか分かりませんけども、こ

の問題は何らかの形で市民の方々にお知らせし

なくてはならないのではないかと私は思うので

すが、そのような考えに対してお答えいただけ

ればと思っています。 

○総務課長（和泉洋一）  先ほども申しました

とおり、今後のことにつきましては、市の顧問

弁護士と相談しながら進めることになろうかと

思いますので、その件も含めまして今後検討し

ていくことになるかと思います。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（鹿屋 勉）  今、総務課長が

申し上げましたことと同様でございます。 

 以上です。 

○北方貞明議員  それでは、うまくいきますよ

うにというか、市民が納得するような解決方法

をよろしくお願いいたします。 

 それでは、次に移ります。 

 過疎法、大変これは私たちの町に対して有利

な事業でもあるし、これは過疎という言葉はち

ょっとあまり好きではないけども、これは大い

に使ってやっぱり事業展開をしていかなくては

ならないと思いますから、皆さんの今後の努力

をよろしくお願いいたします。私も最初、新聞

を見たとき、載っていた記事なのですけど、東

串良そしてまた大島の龍郷町は除外の対象にな

るというようなことも書いてあり、そして十島

村も外れる恐れと、このような記事を見て、私

たちの毎日もここにいると大体同じようなレベ

ルのような気がしてちょっと心配したのですけ

ど。これは東串良などは備蓄があり、そしてよ
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く話聞いて見たらこの大島の龍郷町は今度国の

何か事業が入るということで、対象から外れた

とまた聞いたのですけれども。外れるのがいい

か悪いかは別として、とにかくこの問題では、

執行部のほうも多いに前向きに取り組んでいら

っしゃる。我が垂水の町のためにはなくてはな

らない事業と思いますから、よろしくお願いし

ておきます。 

 では次に、広報たるみずの記事のことをお伺

いしましたけど、いろいろな基準があると聞き

ました。私がなぜこのことを聞くかというと、

皆様も読まれたと思うのですけども、この10月

号において、ある人を大変傷つけるような言葉

が載っており、傷つけられたということで私に

相談があったのですけども、これは10月５日で

すかね。私はちょっと私用で垂水を離れていた

のですけど、そこに電話がありまして、もう泣

いておられました。ほんと言って。この10月号

には、この垂水市在住かすみ草60歳。かすみ草

の方は、皆様御存じのとおり飲食業をしており

まして、お客さんからもそういう批判、嫌がら

せがあったといって、そういうことで私に泣い

て訴えられたのですけども。この記載に関して、

市報にはここにはがきなどがあるわけなのです

けども、住所、氏名、ペンネーム、年齢、性別、

電話番号、そして希望されるプレゼントの番号

というふうに書いてあります。これだけのはが

きだったら深く内容的には書かれないと私でも

分かります。このはがきだけでなくして、恐ら

く封書なんかでも来るときもあると思います。

そういうことは理解いたしますけども、その取

扱いにこの名前を皆様でも御存じのはずですけ

ど、なぜこれに確認というかされなかったか。

そこ辺をちょっと聞かせてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  先ほども御説明

させていただきましたけども、やはり投稿者の

思いを尊重した上で、様々な観点から掲載させ

ていただいております。やはり今後におきまし

ては、社会情勢や時流、変化なども勘案し、よ

り適切な運用に努めるとともに、よりよい広報

誌づくりに努めてまいりたいと考えていますが、

その確認におきましても、本人確認というとこ

ろにおいては、我々のところにおいては、まず

お届けいただいたはがき、ないしは封書の宛名

そういったところでまた確認をさせていただい

ているところでございまして、あくまでもその

御本人にお会いして、あなたは送られましたか、

そういったところは現在行っておりません。 

○北方貞明議員  それは個人的には、本人に確

認はしていると言われました。そうしたら伺い

ます。かすみ草はもう分かりましたよね。垂水

在住と書いてありますけども、どこをもって垂

水在住と証明されるのですか。 

○企画政策課長（二川隆志）  先ほども申し上

げたとおり、本人にお会いしてあなたがお送り

しましたかという確認をさせていただいていな

い以上、先ほど申しましたとおり、送られてき

ております封書、ないしははがきにおいて確認

させていただいているというとこでございます。 

○北方貞明議員  はがきにと言われたですね。

そこには垂水在住と書いてあるわけですよね。

垂水在住と分かるわけですよね。私はこの問題

を言われたから、執行部のほうに垂水在住とい

ったらどこの校区か、例えば新城とか、牛根と

かどことか、そういう住所は証明できるかと言

ったのですよね。在住だから。ただ、垂水在住

と書いてあっても垂水在住ではないとも。やは

り垂水在住と書いてあったら垂水在住というの

はある程度の番地までは言わないけども、垂水

市何々大字ぐらいは書かれると思うのですが、

それは書いてありましたかということを言うの

で、だから垂水在住とはどこで証明ができるの

ですかというのです。 

○企画政策課長（二川隆志）  今、おっしゃら

れた言葉どおり、垂水在住というところで確認

させていただきました。垂水在住ということが
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記載されておりましたので、垂水在住というこ

とを確認させていただきました。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  垂水在住と僕は書いていない

ということを聞きましたよね。そしたら、その

はがきとか、あるいは封書が公開というか、請

求したら見せていただけますか。個人情報だか

らそれは慎重にするわけですけども、だから、

それで証明が必要ですね。ちゃんとはっきりし

たものはいいのだけど、私はこう思ったのだよ。

ひねくれた考えをすれば、自作自演のやらせだ

ったのではないと、まあしていないと思うよ。

そういう取られ方もされることから、はっきり

証明できるような、これからのこの投書をする

のは、読者の皆さんだから垂水のことを思って

出されるわけだから、やはりそこは出される方

もまた見るほうも、本当はこの垂水に在住して

いるのかとかと思われるように、だけどこうや

ってかすみ草とか迷惑をこうむった人がいるか

ら言うのです。市役所で抗議もあったはずです

よ。そういうことで一言聞かせてください。ど

のように今後直していくか。 

○企画政策課長（二川隆志）  先ほども申し上

げましたけども、今後につきましては、様々な

社会情勢、時流、変化なども勘案し、よりよい

適切な運用に努めたいと。そして、よりよい広

報誌を作って、市民の皆様に喜んでいただきた

いというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  本当に、私もこの広報を楽し

みにしている１人ですけども、皆さんもでしょ

うけども。みんな広報たるみずを楽しみにして

いる方がおられるわけですから、それやっぱり

こう伸ばしていかないといけないし、だけどこ

ういうふうな事案があったら、やはり一方では

迷惑を被っている人がいるわけですから、こう

いうのは今後、記載されるようにいろんな面で

検討していただいてほしいと思っております。 

 次に、庁舎問題に移ります。 

 話合いがなされていない。そして、11月１日

でしたかね、10日だった。要望をされたと。私

も二川課長と共同代表の方のところでお会いし

ましたよね。だから、そこでお宅がこの話合い

をしようというふうに持ちかけていかれたと思

っているのですけども。話合いの場を持ちまし

ょうというふうに私は受け取ったのですけども。

そこではお宅とは会話をしませんでしたけども。 

 そしたら、行ってなぜその方々がのって来な

かったかだ。条件に対してというような、あっ

ちから条件を出されたということですけど、反

対側から。具体的に反対側からどのような条件

を出されたのか、お聞かせください。私たちは、

前向きに１日も早くそういう、僕はですけども

話合いをされて、早くまた新たなスタートを切

ってほしいから言うのですけど、なぜ相手側が

拒否したのかお聞かせください。 

○企画政策課長（二川隆志）  まずは、意見書

にあちらから提言書をいただきました。それに

ついて、まずその回答がなければまず先に進め

ないというところがございましたけれども、

我々としてはそれよりも、まずはお会いしてお

話したいというところをまずお願いしたところ

でございます。まず、その際においてもまた録

音をするというようなところもございましたけ

れども、まずそういったことはなく、そういっ

たところではなくて考える会の条件につきまし

ては、新庁舎建設が白紙化になりましたことか

ら、考える会の皆様の御意見を聞くというスタ

ンスで実施したいと考えておりまして、まずは

その早急にお会いできるように、粘り強く今後

も対応していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○北方貞明議員  今後とも粘り強く、それは期

待しております。 

 それで、今、あちら方から録音すると言って、

それを拒否されたというような意味に受け取っ
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ていいのですか。進展していないそこをちょっ

と。 

○企画政策課長（二川隆志）  それを受けて

我々が拒否したのではなくて、我々としてはそ

ういったものがない上で、まずはお話されては

どうですかと、お話したいというところで、ま

ずは今回のお話につきましては、まず考える会

のほうからそういった話合いを持ちましょうと

いうところで持ちかけられたものでございまし

て、我々はそれについて、ではまずお会いしま

しょうと、先ほど言いましたけども、10月５日

にお会いしましょうというところでお話させて

いただいたところです。それにおいて、あちら

のほうからその際に、まず意見書に対しての回

答、そして録音がなければ応じられないという

ところがございましたので、今のところそうい

ったところではなくて、まずはお互いに膝を突

き合わせてお話しましょうというところでの話

合いを始めたいというところで、今、改めて協

議をしたいということでございまして、そこに

ついて、まずは折り合いがついていないという

ところが現状でございます。 

○北方貞明議員  録音ということで、今、ちょ

っと抵抗があったから話が進んでいないように

私は理解するのですけども。大事な話だから、

お互いが間違わないためには録音が一番重要だ

と私は思うのですけども、その中で相手が録音

すると、僕の考え方からいけば執行部のほうが

録音させてくださいと、執行部から録音をして

というような言葉があってもよかったのではな

いかと思うのです。これは私のことを言います

けども、ちょっと私もこの市長と副市長のこと

で言いますけども、私ははまびらの道の駅のと

き、あそこの一画が私の土地であって、それが

長いこと未解決のまま進んでいたことが。その

ときも２人うちに来られて、私録音しますよと

言ったら、ちょっと待ってくださいと。垂水の

市長、副市長が２人来たのだから、副市長さん

が、私が責任を持ちますから録音だけは勘弁し

てください。これは間違いないですね。そうい

うことがあって、やはり録音というのは議事録

として大変重要なものですから、やっぱり話を

するには録音して、お互いが間違いのないよう

に進めているのが一番いいと思うのですけれど

も。今後、公聴のときは議事録という形で録音、

市長、するお考えがありますか。 

○市長（尾脇雅弥）  突然の質問ですけれども、

今の発言の中にも正確性を欠くところがありま

して、浜平の土地というのは北方さんの土地で

はなかったわけです。手続上ですね。だから、

それを整えるためにいろいろお話に行ったとい

うことでありますので、必要に応じて録音とい

うことはあるかもしれませんけれども、今回は

そういう場ではなくて、ざっくばらんに語りま

しょうと。新聞にも書いてあったとおりであり

ますので、いつでもまたそういう話は受け入れ

るし、また機会を捉えてそういうことを進めて

いきたいと思います。（「最初から録音された

のであったら語らないと」の声あり） 

○北方貞明議員  だから、後ろからの言葉もあ

りますけども、私は、今現在、お茶飲みしない

かと、そういうのが一歩一歩積み重ねていかな

いかというふうなふうに進めております。（発

言する者あり）少々お待ちください、後ろから

の意見はちょっと御遠慮ください。ちょっとす

みません。私のところで私のではないと言われ

ましたけど、ちょっとそれはおかしかったから

ちょっとすみません。それはここでしたくない

の。本当はしたくないのだけども、後で市長と

語るから、それは。私が小さいときからそこを

耕していた畑ですから。（発言する者あり）ま

あそういうことで話合いが前へ進まないわけで

すけども、今後進め方として相手方のこれにも

載っています。対案を出せとかそういうような

形でおられるわけですけども、対案もですけど

もまず場所、それ以外にもいろいろとまだ問題
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点も難儀なところもありますけども、進め方と

してちょっとしたことでお聞きしますけども。

これ今まで計画案はちょっと方向を変えてしま

すけどね、鉄筋のいうことでありましたけども、

今度の話合いの中で診断、進め方において、鉄

筋、鉄骨、そして木材を使った市庁舎とは、そ

のような考え方は今のところはないですか。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでざっくりですけ

ど、基本構想、基本計画、実施設計という流れ

の中で、二元代表制で必要な議決を踏まえて今

日に至っているということですから、それを白

紙化にしたわけですから、ゼロにするというこ

とですから、その原点に基本的には立ち返ると

いうことなのだと思います。今、あったみたい

に、例えば、鉄筋なのか木造なのかいろんな可

能性はあると思いますけれども、それはどうい

う庁舎をまた造っていくのか、位置づけがまず

大事だと思いますので、そういう意味では原点

の部分に帰っていくということになりますので。

そう簡単ではないということはどなたが聞いて

も御理解をいただけると思いますし、同時に大

事なことは、現庁舎を継続して使い続けるとい

うのは変わらないわけでありますから、県の命

令に従って耐震診断を行って、その結果を受け

て先ほど申し上げました反対の方々、賛成の

方々、若い人も含めていろんなものを検討して、

積み重ねていくということだというふうに思い

ます。 

○北方貞明議員  これから新たなスタートをす

るわけですから、その段階でいろんな県のこと

に対しても、またゼロからスタートをするわけ

ですから、中には日向市とか天草市というとこ

ろなんかは木造でも４階建てを造っております

から、どっちがいいかは皆さんで検討しなくて

はいけないけども、いろいろな検討方法がある

と思います。そのようなこともやはり今後考え

ていただいて、垂水市民がこれはやっぱりよか

ったねと、こういう方法がいいねというふうな

方向に持って行ってもらいたいと思います。

（発言する者あり）まあ、いいです。そういう

ことで、市長の責任も大きいですけど、反対さ

れる方々の意見も十分聞いて、今後計画を進め

ていっていただきたいと思っております。 

 それから、最後になります。乗合タクシーの

ほうになりますけども、アンケート調査なんか

を行って事業者と協議して６年ぶりと言われま

したかね、協議がなされたという。それでこの

６年ぶりというのはダイヤ改正、運行変更、そ

ういう議題のもとであったと理解してよろしい

でしょうか。そうだったと思うのですけども。

３業者で４コースですから、どうしても１社が

２コース走らしているわけなのですけども、こ

のこれも10年以上、スタートしたときは、垂水

の民間の方々が発足して間もなかったから、台

数も持っておられなかったものですけども、そ

の一方で鹿児島の本社のある方は当初からやっ

ておりますから、保有台数も多かったと思うの

ですよね。それで、今現在、各業者の保有台数

というか、それと実質運行される台数は、分か

れば教えていただきたいのですけども。 

○企画政策課長（二川隆志）  申し訳ありませ

ん。 

 今現在、私の手元のほうに、そのそれぞれの

事業者さんが何台保有されているかというのは、

確認はしておりませんけれども、（発言する者

あり）大体７台から８台平均して３業者さん持

っていらっしゃるということでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  私も７台ぐらいずつだなとい

うふうな、ちょっと耳に入ってきたのですけど

も、それで７台あればやはりもう、みんな一緒

ですよね。ならば当然、これを今の鹿児島の方

が２コース持ってありますから、ぜひ次の改正

時期いつ来ますかね、２年後に来ますかね。そ

ういうときには、ぜひ新たな編成というか垂水

の業者がどちらかが２コースを運行できるよう
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にとお願いしたいのですけども。ある業者は俺

のところが一番コースが悪いのよねと、もう高

齢化が進んで全然乗り手がいないのよと言う業

者もおられました。そういうことで、みんなほ

しいわけですよ、仕事が、コースが。そういう

ことで、今後、次回のときは、我が垂水の業者

さんが、ちゃんと取れるような指導というか、

持っていき方で話合いをしていただけないでし

ょうか。 

○企画政策課長（二川隆志）  先ほど、１回目

の答弁でも答えさせていただいているのですけ

ども、今年度の10月から北方議員からも６月議

会とかで御質問をいただきましたけど、タク

シーの増便ですね。そちらについて、10月から

実施をしたとこなのですけども、それにつきま

して、まずその増便の効果があったのかどうか、

そういったところも含めて、まず検証する期間

を１年間いただきたいというふうに考えており

まして、それを踏まえた上で、先ほど申しまし

たとおり、次の運行ルートの見直しを、協議を

行いますというところはもう話ができていると

ころですので。その結果を踏まえた上で、来年、

令和３年度の12月以降ですけども、１年経過し

ますので。その時点においてその検証結果を踏

まえ、また３社の皆様と話合いをした上で運行

ルートの変更かれこれについて、また再度協議

をしたいというふうに考えているところであり

ます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  それでは、私はこれで質問を

終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、11時20分から再開いたします。 

     午前11時10分休憩 

 

     午前11時20分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、９番、持留良一議員の質問を許可しま

す。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、質問に入っていき

ます。 

 その前に、昨日12月８日は、対米英開戦79年

という、ある意味節目の年でもありました。

1941年12月８日から78年ですけども、今、改め

て私たちはこの戦後の憲法が、その反省に立っ

て制定されたものだということをしっかりと受

け止めながら、悲惨な戦争を許さない決意を新

たにすることが重要ではないかというふうに思

います。そのことを冒頭に訴えたいと思います。 

 今日は、そういう意味でその当時配られた赤

紙というのが、初めて見る方もいらっしゃるか

もしれませんけど、こういう形で戦前は召集さ

れたということがありますので、ぜひお見せし

たいと思います。 

 それとまた、今回は質問に出していませんけ

ども、この12月様々な変化の中で、農家の方々

が大変悲鳴を上げていらっしゃる現状がありま

す。私は、これまでも農家の持続化給付金、１

月15日までですけれども、この点では国の支援

等を含めて、対策を取っていただくよう強く訴

えて質問に入りたいと思います。 

 最初の質問は、新庁舎問題についての市長の

政治姿勢を問いたいと思います。 

 住民投票の結果から４か月が過ぎた今、様々

な意見や主張が錯綜しています。住民投票は、

結果として市民と行政の在り方、議会の言い訳

と責務など、様々な論点が浮かび上がりました。 

 一方、住民投票の実施は、専門家も優れて妥

当なものであったと評価をしています。そんな

中、行政や議会に何が求められているのでしょ

うか。私は基本的な視点として、分断を乗り越

え、よりよい垂水へ向けて全力を尽くすために

努力をすることと考えます。 
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 今年も人権週間が始まり、訴えとして「考え

よう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違い

を認め合う心」となっています。共通するのは、

みんなで築こうということではないでしょうか。 

 また、検討委員会から意見書が提出されまし

た。そこには、３つのキーワードがあると考え

ます。庁舎整備は急務である、分断ではない、

一丸となろうということです。 

 そこで、私は外部委員会の提言を受け、住民

へ声明を出す必要性と役割・責任があるという

ことを考えますが、見解を伺います。 

 その中で、１つはノーサイドについての見解

とその方向性の考えは。２、提言の受け止め。

また、３点目には、市民のこれからどうしてい

くのかの問いに、どのような責任あるメッセー

ジを出していくのか伺います。 

 次は、介護保険料の問題について伺います。 

 私は、誰も安心して必要な介護が受けられる

ように、介護保険料を据え置き、利用料の減免

制度にどういうふうに取り組むべきかと、基本

的な介護保険制度の点について指摘をまずして

おきたいと思います。 

 介護保険料は、制度がスタートした時点、平

均では約2,000円だったのですが、７期では約

３倍の6,000円近くまで値上がりしています。

国は、低所得に対して対策を講じましたが、保

険料の負担は生活に大きな影響を与えているの

が現実です。 

 特に、高齢者の多くは年金が減り、消費税や

保険料が上がる中、貯蓄を崩し働き、消費を切

り詰めています。これ以上の負担を受け止める

余裕などどこにもありません。このような現状

に対して、市民の暮らしを守る立場から積極的

な対策が求められています。 

 そこで、４点について伺います。 

 １問目は、第８期の介護保険料はどうなるの

か。値上げの場合、高齢者の生活への影響、ど

のような影響が出てくるのか。対策の必要性は

ないのか。 

 ３、値上げを抑える考え、取組はあるのか。

介護給付準備基金の活用は、負担の公平性の立

場から、応分の負担（担税能力の公平）など、

こういう観点も踏まえて所得段階の見直しはど

うなのか。 

 第９段階の人数は、また占める割合は。第９

段階の細分化は可能かどうか、その必要性はな

いか伺います。 

 そして最後に、自治体の責務とは何か、どう

して果たしてきたのか。また、どう果たすべき

か、以上を質問いたします。 

 次は、気候変動問題について問います。 

 今日、自治体での排出実質ゼロ表明、気候非

常事態宣言が広がっています。広がっているの

は、猛暑日や豪雨など災害に直面し、自治体も

気候変動への取組を迫られていることは間違い

ありません。 

 また、国連のグテーレス事務総長は、大学の

講義の中で地球の状態として演説をし、人類が

自然に戦争を仕掛けて、自然はますます大きな

力と怒りを持って温暖化、感染症で反撃をして

きていると語り、自然との調和が21世紀の決定

的な課題だと強調しています。自然との調和と

いうことで、温室効果ガスの実質排出ゼロ、化

石燃料の排出量等への取組を強く呼びかけまし

た。 

 日本政府も、ようやく2050年に向けて、実質

ゼロへの目標への動きが始まりました。その後、

自治体の要請が始まり、宣言や表明が広がり、

具体的な取組も始まっています。 

 もう一つの特徴は、若い世代の中にも取組が

広がってきているということです。これらの影

響は、自治体にも影響を与えています。自治体

や議会が二酸化炭素排出実質ゼロへの表明や、

気候非常事態宣言に取り組むことや広げていく

ことは、国民や住民自身も参加して、具体的な

対応を推進していくためにも、大切な足がかり
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となっていくと思います。 

 本市としても、積極的に取り組む必要、責務

があると思います。そこで、４点について伺い

ます。 

 １つは、気候危機への基本的認識はどうなの

か。 

 ２、どうすべきか、どうあるべきかというこ

とで、二酸化炭素実質ゼロへの取組、表明して

いる自治体数、表明の意思、考えは。 

 気候非常事態宣言への認識と今後への取組、

宣言している自治体数、宣言の意思、考えは。 

 プラスチックごみゼロへの取組、取り組んで

いる自治体数、取組のお考えはどうなっている

かお聞かせください。 

 次に、学校給食の民間委託への問題について

問います。 

 学校給食は、学校給食法の第１条、第２条に

明記されているように、栄養補給のための給食

にとどまらず、学校給食の一環であるという法

的根拠や趣旨が明確にされていて、今日、給食

を生きた教材として食育を推進する上で、重要

な観点になっています。 

 しかし、1985年の行革路線の推進で、民間委

託等の方法により、人件費等の経常経費の適正

化を図る必要があると、全国でも取り組まれて

いました。この間の議論等で、垂水市も合理化

の通達に沿った運営に進むことが明確になった

と思います。 

 これらを背景に、行革が求められている自治

体は、人件費の削減を行政改革の指標目標とし

てきました。そして、学校給食調理員を削減し

民間委託すれば、コストが削減できるとしてい

ます。市が調理の民間委託を検討しているので

あれば、きちんと比較した試算計画を公表すべ

きです。 

 さらに、コスト削減されるとしても、民間委

託と直営の調理の利点、欠点を整理し、削減し

たコストに見合うかどうか検討し、市民や保護

者に、議会に提出する必要があるのではないで

しょうか。 

 今、食育や子供たちの食を巡る環境の中で、

学校給食の意義と位置づけ、その果たす役割は

時代と共に変化し、重要性はますます増してき

ています。民間委託は学校給食法の本来の趣旨

にそぐわないものであり、相入れないものと考

えます。 

 そこで、検証する点から以下の問題点につい

て見解を伺います。 

 民間導入の試算結果と効果、コスト削減はど

のように検証されたのか。削減コストは教育費

予算や市の予算全体のどの程度か。民間委託は

教育としての学校給食にとって最善の方法か。 

 委託先の調理員と栄養士の関係は。食育にお

ける行政の責任は果たせるのか。 

 ３点目に、保護者との関係は。保護者と共に

考えるべき問題と考えます。結果の報告ではな

くて、教育としてもそのことはそぐわないと考

えますが、考え方をお聞かせください。 

 ４、財政問題として民間委託で基準財政需要

額の算定との関係はあるのか。 

 以上の見解を伺います。 

 最後の質問は、不育症の問題について問いま

す。 

 不育症とは、広い定義では、妊娠しても流産

や死産を繰り返して、結果的に子供をもたない

状態と言われています。今、全国の自治体の中

で子育て支援という位置づけの中で、助成制度

は広がってきています。 

 今回、この問題の提起する理由には、２つの

視点があります。１つは、市長の重点政策、未

来、次世代への担い手抑制、支援するまちづく

りにあります。市長も認められるとおり、子育

て支援政策の充実が必要で、不育症対策は不十

分と言わざるを得ません。 

 もう一つの視点は、不妊症対策は取組が始ま

っているのに、不育症対策は支援の俎上には上
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がっていません。この間、相談もありました。

この間の独自のアンケートにも小児医療の充実、

妊娠等の健診に多数の声が寄せられました。 

 そこで、以下の質問にお答えください。 

 １つは、不育症についての認識について。２

番目は、相談窓口の体制。３点目は、県内の支

援自治体数と制度創設の理由と、４点目には国

の支援の動向と本市の見解、寄せられた相談や

意見等から支援の必要性があると考えますが、

見解を伺いたいというふうに思います。 

 以上で質問を終わりますけれども、不明な点

については再質問をいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  ノーサイドについての見

解とその方向性への考えについてお答えいたし

ます。 

 市庁舎建設計画に対する住民投票の結果、反

対が賛成を上回ったことから、住民投票前から

申し上げておりましたとおり、計画を白紙とい

たしました。 

 この結果については、多くの市民の皆様に投

票をしていただき、垂水市民としての意思を直

接確認し、市政運営に反映できたと考えており

ます。 

 ノーサイドについての見解ですが、住民投票

の結果をしっかりと受け止め、これから垂水市

が市民と共に位置体となって同じ方向を向いて

未来へ向かって歩んでいけるよう、垂水の子供

たちや孫世代のためにも、次のまちづくりをス

タートさせていくという気持ちを持つというこ

とではないかと考えております。 

 次に、提言の受け止めはについてお答えいた

します。 

 外部委員会の活動については、川越議員の御

質問に担当課長も答弁いたしましたが、これま

で13回の委員会を開催し、庁舎建設について熱

心に審議をいただき、感謝しているところでご

ざいます。 

 11月17日に外部検討委員会の鰺坂委員長から、

垂水市庁舎整備に対する意見書が提出されまし

た。委員長としてその役割を十二分に発揮して

いくために、賛成、反対の方々の意見聴取の機

会の要請をいただきました。 

 また、今後の庁舎建設の検討のために、将来

の垂水市を担う若い世代への働きかけについて

も御意見を頂きました。 

 この意見書の提言内容については真摯に受け

止め、今後の庁舎建設の検討に生かしてまいり

たいと考えております。 

 最後に、市民の皆様のこれからどうしていく

のかの問いに、どのような責任あるメッセージ

を出していくのかについてお答えいたします。 

 ８月の住民投票の結果を受けまして、新庁舎

建設計画を白紙とさせていただき、今後につい

ては議会や市民の皆様の御意見を確認しながら、

庁舎の在り方を含め検討していきたいと考えて

おりますが、先ほどから申し上げておりますと

おり、県の耐震診断に関する命令や社会情勢へ

の対応、さらには外部検討委員会も市民意見の

聴取を行いたいということでございますので、

まず行わなければならないこういった取組を進

めながら、新年度の施政方針において、当面取

り組むべき内容について、市民の皆様にお示し

できるように努めたいと考えております。 

 また、広報紙等での情報発信にも努めてまい

りたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○保健課長（草野浩一）  第８期の介護保険料

はどうなるかにつきましてお答えいたします。 

 65歳以上の第１号被保険者が支払う介護保険

料につきましては、計画期間である令和３年度

から令和５年度までの３年間の高齢者人口、認

定者数、施設・居住系サービスの利用者数、居

宅系の各サービス利用者数及び利用量、介護保

険各サービスの給付費を推計し、給付費見込額

と地域支援事業合計見込額を合わせた全体事業

費から、国庫支出金25％、県支出金12.5％、市
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負担分12.5％の公費50％と、40歳から64歳まで

の第２号被保険者分27％を差し引いた残りの

23％を、３年間の被保険者数で割り、さらにそ

れを12か月で割ることで一月当たりの標準月額

を算出いたします。 

 現在、地域支援事業費やサービス給付費の推

計、介護保険料を除いた第８期高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画の素案作成が終了し、

パブリックコメントを令和２年12月１日から令

和３年１月４日までの期間で実施しているとこ

ろでありますが、介護保険料については、各事

業所からの計画期間中の新規事業等の有無の確

認や、事業拡大、縮小などの事業所意向調査を

終え、介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢

者等実態調査や市内９地区で実施させていただ

いた住民懇話会で得た住民のニーズ等を考慮し

て、計画期間中に必要とする介護サービス給付

費等の見込額の算定を行っている段階でござい

ます。 

 そのようなことから、具体的な数字としてお

示しや御説明はできないところではございます

が、現在の第７期計画期間のうち、平成30年度、

令和元年度の給付費が計画値を超えていること

や、これまでの給付費増加と共に介護保険料を

値上げしている状況を考慮いたしますと、第７

期の介護保険料よりは上昇することは避けられ

ないものと考えております。 

 なお、介護保険料につきましては、本議会初

日の全員協議会にて御説明させていただいたと

おり、12月中に算定を行い、明けて１月開催予

定の計画策定委員会と位置づけた垂水市介護保

険運営協議会にて御承認いただいた後、経営会

議で審議し、令和３年垂水市市議会第１回定例

会に改正する条例案を上程させていただく予定

でございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、値上げの場合、高齢者の生活へ

の与える影響につきましてお答えいたします。 

 介護保険料につきましては、全国的に制度開

始時の平成12年度からすると、約２倍に増加し

ていると言われており、本市におきましても、

平成12年度、制度開始時の介護保険料は3,000

円でございましたので、令和２年度現在の

5,700円と比較すると２倍程度となっており、

年々増加をたどっております。 

 そのような中、国は平成26年度より消費税率

を８％に引き上げたことから、低所得者への対

策として、平成27年度から所得段階の第１段階

の方々において、保険料の軽減措置を行い、ま

た消費税率が10％に引き上げられた令和元年度

からは、軽減する所得段階を第３段階まで広げ、

軽減措置を強化しております。 

 本市においては、令和２年12月現在、被保険

者数5,982人中、3,200人程度が軽減の恩恵を受

けており、現在の状況では年金が少ない方など

への介護保険料による負担は軽減されているも

のと考えます。 

 しかしながら、今後75歳以上の後期高齢者の

増加が見込まれ、介護サービス給付費の増加が

見込まれる中、この軽減制度につきましても、

いつまで継続するか分からないこともあること

から、40歳から64歳までの若年層への健康づく

り、介護予防への動機づけや65歳以上の高齢者

に対する介護予防を推進することで、介護サー

ビス給付費の増加を抑制することや、真に必要

な方が必要なサービスを受けられるよう、介護

サービス給付費を適正に給付するため、ケアプ

ランチェックなどの介護保険適正化事業を推進

することで、介護保険料の上昇を抑制していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、値上げを抑える考え方、取組に

つきましてお答えいたします。 

 介護保険料の値上げを抑制する方法としまし

ては、議員が述べられた介護給付費準備基金を

活用するという方法がございます。現在、第７
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期介護保険事業計画の計画期間中でございます

が、これまでの各期計画においても、介護保険

料を値上げしないような方法として、介護給付

費準備基金を段階的に活用はしておりますが、

令和元年度決算時の基金残高は１億1,963万円

程度であり、令和２年度予算に計上している基

金繰入金を考慮しますと、令和２年度末残高は

8,000万程度まで減額する見込みでございます。 

 このようなことから、第８期介護保険事業計

画中の保険料算定に使用できる基金については、

将来に向けて持続可能な継続的に運営していく

ためにも、あまり多くの基金は活用できないも

のと考えており、介護サービス給付費を増大さ

せないような工夫として、認定の適正化やケア

プランチェック等の給付費適正化に取り組んで

いきたいと考えております。 

 また、保険料の所得段階については、平成27

年度から６段階を９段階と細分化しており、細

分化した９段階の人数は、令和２年12月現在で

180人と、全体の３％にとどまっており、本市

においてもさらに細分化しても、保険料に与え

る影響は少なく、現状ではさらなる細分化の必

要性は考えていないところであります。 

 以上でございます。 

 続きまして、自治体の責務とは何か、どう果

たしてきたのか、どう果たすべきかにつきまし

てお答えいたします。 

 介護保険制度における自治体の業務は、要介

護認定、介護保険料の賦課・徴収、給付費の支

払い、市内介護保険事業所への指導、助言など

多岐にわたりますが、自治体の責務となります

と、介護保険制度全体を捉えて市民のニーズに

応えながら、健全な介護保険事業の運営を継続

していくことであると考えております。 

 現在のところ、本市の状況としましては、市

民のニーズに対して介護保険のサービス量が全

てを網羅できている状況ではありませんが、大

きく不足している状態ではないと考えておりま

す。 

 さらに、皆様に御負担していただいている介

護保険料につきましても、第７期の基準月額

5,700円は、県内43市町村中、34番目の金額で

あり、県平均の6,138円を下回っている状況で

ありますことから、市民への負担につきまして

も、県内では抑制できているほうであると考え

ております。 

 また、介護サービス給付費が増大して、介護

保険料が高騰することを抑制する取組として、

平成29年４月には、老人保健施設コスモス苑の

建物内に、介護予防・重度化防止、認知症施策

を推進する地域包括支援センターを開設し、同

時に肝属郡医師会の協力を得て、同じコスモス

苑内に訪問看護ステーションを開設し、在宅で

介護のみでなく、医療についても支援できるよ

う施策を講じ、在宅で暮らし続ける環境整備を

し、可能な限り在宅で暮らし続けることで介護

給付費を抑制し、健全な介護保険事業の運営が

できるよう努めてまいりました。 

 しかしながら、今後はさらに老年人口が増加

し、要介護の割合が増加する見通しであるのに

対し、それを支える生産年齢人口が減少する見

込みであることから、現状の取組だけでは介護

保険事業の運営を維持できない可能性もあり、

負担を増加させない取組として、地域包括支援

センターを中心に第８期の介護保険事業計画で

取組として上げてある地域包括システムの進

行・深化に向けた取組の１つとして、地域ケア

会議の充実や認知症支援員、認知症サポーター

の育成など、地域で支える仕組みを構築し、ま

た介護予防日常生活圏域ニーズ調査の中で、今

後希望する生活場所として、一番多かった自宅

で暮らしていただくことを実現させることで、

介護サービス給付費の抑制を図ってまいります。 

 同時に、健康づくり教室や各種健診、たるみ

ず元気プロジェクト事業などにより、市民に対

し健康づくりや介護予防への動機づけ等を行い、
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元気なうちから意識して生活していただくこと

で健康寿命を延伸し、要介護者となる時期を遅

くするなどの取組も併せて行ってまいります。 

 また、市民が必要とするサービス量を確保す

る取組としましては、過剰にサービス事業所を

増加させないよう、また事業所が利益だけを追

求することのないよう、令和２年２月に策定し

た垂水市のケアマネジメントに関する基本方針

に基づき、介護サービスや予防サービス計画を

作成する居宅介護支援事業所等の介護支援専門

員の研修を通じて、介護保険の基本理念である

自立支援・重度化防止の原点に返り、適正な

サービス提供をしていただくことが大切である

と考えているところです。 

 また、医療、介護の人材確保については、研

修等の積極的受入れや鹿児島大学や鹿屋体育大

学との共同事業を積極的に進めて、人材確保に

努めてまいります。 

 特に、人材確保や持続可能な人材育成も目的

の一つとしているたるみず元気プロジェクト事

業では、これまでの３年間で７名の鹿児島大学

生が本市に就職していただいているところです。 

 今後も、自治体としての責務を果たすため、

本市の状況を考慮し、計画に基づき必要なサー

ビスを確保しながら、市民の負担につきまして

も配慮し、介護保険事業の運営を健全に継続で

きるよう進めてまいります。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（港 耕作）  気候危機への基

本的認識はにつきましてお答えいたします。 

 地球温暖化の影響と思われる現象として、世

界の平均気温、海面水位の上昇傾向や日本の平

均気温の上昇、大雨の発生件数の増加などが見

られ、2005年に京都議定書、2016年にパリ協定

が発効され、世界規模での対策の必要があると

されております。 

 今年、環境省が気候変動の影響と見られる災

害が激化し、人類を含む全ての生き物の生活基

盤を揺るがす気候危機が起きていると強調し、

気候危機宣言を行い、環境白書で気候変動問題

を世界が直面する危機と捉え、脱炭素社会への

移行が最重要であるとしております。 

 また、国内では今後も大雨の発生件数の増加

や平均気温の上昇などが予測されております。

垂水市でも、災害が発生する恐れもあることか

ら、気候変動による気候危機及び関連する動向

については、常に注目していくことが必要であ

ると思っております。 

 以上でございます。 

 続きまして、二酸化炭素排出実質ゼロへの取

組を表明している自治体数、表明の意思、考え

はにつきましてお答えいたします。 

 二酸化炭素排出実質ゼロへの取組を表明して

いる自治体数といたしましては、国内で175の

自治体が表明しております。鹿児島県内では、

鹿児島市と知名町が表明しております。 

 表明している自治体の主な取組といたしまし

ては、2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼ

ロにすることを目標に、近隣自治体と共同での

表明や、再生エネルギーの活用、温暖化対策実

行計画での取組の策定など、様々であります。 

 垂水市といたしましては、表明ではありませ

んが、既に二酸化炭素排出削減に向けて関連す

る垂水市環境基本計画、垂水市一般廃棄物処理

基本計画や垂水市地球温暖化対策実行計画など

に基づき施策に取り組んでいることから、さら

に推進していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 続きまして、気候非常事態宣言の認識と今後

の取組の宣言している自治体数、宣言の意思、

考えにつきましてお答えいたします。 

 気候非常事態宣言を宣言している自治体数と

いたしましては、国内で47の自治体が宣言して

おります。鹿児島県内では、知名町が宣言して

おります。 

 主な宣言の内容といたしましては、環境、気
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候への影響の認識と市民への啓発や環境保全な

どを内容として、近隣自治体と共同での宣言や、

再生エネルギーの活用、再資源化、温暖化対策

実行計画での取組の策定など、様々であります。 

 垂水市といたしましては、宣言ではありませ

んが、先ほど答弁させていただきましたように、

気候変動の原因と思われる二酸化炭素排出削減

のための施策の実施に既に取り組んでいること

から、今後も施策を推進していきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

 続きまして、プラスチックごみゼロに取り組

んでいる自治体数、取組への考えはにつきまし

てお答えいたします。 

 プラスチックごみゼロに取り組んでいる自治

体数といたしましては、国内では近隣自治体で

まとまって共同宣言している自治体も含めて、

63の自治体が取り組んでおります。鹿児島県内

では、取り組んでいる自治体はないようです。 

 取組の内容といたしましては、レジ袋の削減、

マイバッグの使用、海岸の清掃活動などがある

ようです。 

 垂水市といたしましては、プラスチックごみ

削減への取組として、既に市の現在の27品目の

ごみ分別の中でのプラスチックごみの回収、垂

水市ポイ捨て等防止条例の制定によるごみのポ

イ捨て防止、海岸のクリーンアップ作戦でのご

み回収、垂水市環境美化推進員による環境美化

活動などに取り組んでおり、今後もそのような

活動を実施し、プラスチックごみの削減を推進

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（今井 誠）  民間委託導入の

試算結果と効果につきましてお答えいたします。 

 現在、これまで全国や県内で学校給食セン

ターの委託業務で実績のある５社に、毎日12人

が確実に勤務する体制での見積もりを依頼し、

４社から金額を示していただき、そのうちの数

社は、本年度市の予算額より低い金額になって

おります。 

 しかしながら、正式に仕様書を作成しての見

積り依頼ではなく、あくまでも示されている金

額は、幅を持たせての見積りになっており、さ

らに低くなることも想定されること、また、ど

の業者を選定するかも決まっていないことから、

誠に申し訳ございませんが、現時点では議員の

御質問にこれ以上お答えすることができません

ことを、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 次に、民間委託は教育としての学校給食にと

って最善の方法かにつきましてお答えいたしま

す。 

 今回、学校給食センターの一部を民間委託し

なくてはならない大きな要因の１つは、調理技

師の人員の確保が大変厳しい状況にあることで

ございます。これまでの調理業務は14人体制を

基本としながらも、１日約1,000食で献立内容

や食数の変更によって職員を調整し、調理業務

だけでなく、配送業務も含めて昨年度は12人か

ら11人の体制で行ってまいりました。 

 今年度は雇用体制が変わり、会計年度任用職

員の勤務日数が週５日から週４日になったこと

により、さらに少ない体制で毎日業務を行って

おります。このままでは、１人の負担が大きく、

これまでの質の良い給食を維持するための高い

技能と同時に、それを担う人材の確保と育成、

意欲を持って仕事に臨める職場環境を整えるこ

とが難しい状況になっております。 

 そこで、本市の学校給食センターでは、毎日

12人の人員を確実に確保するために、調理業務

と配送業務を民間委託し、それ以外の業務や運

営につきましては、これまでと変わらない直営

方式を維持することが、これまでと同様、安全

安心でおいしい学校給食を提供するための最善

の方法であると考えております。 

 委託先の調理員と栄養教諭との関係について



－122－ 

でございますが、これまで民間委託を実施して

きた自治体の場合、現在働いている職員の就労

希望があれば、委託後も正社員や臨時職員とし

て採用されておりますので、本市の場合も現業

職員を除いて、現在の雇用条件、賃金や勤務日

数等を担保しながら、これまで同様、委託後も

給食センターで雇用していただくことを条件と

したいと考えております。 

 また、学校給食センターの調理業務、配送業

務を委託した場合には、それらの業務について

毎日、市の職員と栄養教諭が受託業者の責任者

と指示書を基に話し合い、その日の業務を進め

ていきます。 

 調理技師等への指示、指導につきましては、

委託側が関わることはなく、受託業者の責任者

が行うことになります。 

 最後に、食に関する指導や給食指導につきま

しては、主に学級担任や栄養教諭が授業や給食

の時間に行っており、学校教育における重要な

教育内容の１つであります。これは、業務委託

によって変わるものではなく、これまでどおり

支障なく行われます。むしろ委託することで栄

養教諭の負担が軽減され、食育や給食に関する

指導に携わる時間がこれまで以上に確保しやす

くなり、さらに指導内容が充実するものと考え

ております。 

 以上でございます。 

 次に、保護者との関係はにつきましてお答え

いたします。 

 川越議員の質問の際にもお答えさせていただ

きましたが、学校給食の一部を民間委託するこ

とへの保護者の不安は、給食費が上がるのでは

ないかということと、これまで同様、安全安心

でおいしい給食が提供されるのかの２点である

と考えております。 

 既に学校給食センターの業務の一部を委託し

ている他市町でも、この２点以外の質問はなか

ったとのことでございます。 

 本市の保護者の皆様にも、給食センターの業

務を一部委託することを御理解いただき、了承

を得る必要がございます。そこで、本市としま

しては、市Ｐ連役員会や各学校の校長、給食担

当者、ＰＴＡ会長が参加して行われる学校給食

センター運営審議会等で業務を一部委託するこ

とで、何が変わり、何が変わらないのかを丁寧

に説明し、御意見をいただくこととしておりま

す。 

 さらに、各小・中学校のＰＴＡ総会等で、業

務委託についてのＱ＆Ａを掲載した資料を配布

し、説明会を開催させていただき、質疑応答す

る場も設定しながら、丁寧に対応することで御

理解を賜りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○財政課長（濵 久志）  民間委託で基準財政

需要額の算定との関係はにつきましてお答えい

たします。 

 普通交付税の算定において、平成28年度から

トップランナー方式が導入されました。トップ

ランナー方式とは、歳出の効率化を推進する観

点から、歳出効率化に向けた業務改革で、他団

体のモデルとなるようなものを地方交付税の基

準財政需要額の算定に反映する取組で、これに

伴いまして、学校給食に関しましては、既に普

通交付税の単位費用で民間委託等を前提として、

給与費から委託料に変更されております。 

 普通交付税の基準財政需要額では、既に民間

委託を前提として算定されておりますので、民

間委託を実施したとしても、基準財政需要額の

算定には影響はございません。 

 以上でございます。 

○保健課長（草野浩一）  不育症についての認

識はにつきましてお答えいたします。 

 不育症は、単一の診断名ではなく、複数の病

態を含む用語であり、妊娠はするが、２回以上

の流産、死産または生後１週間以内に死亡する

早期、新生児死亡によって子供を授かることが
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できない場合と定義されています。 

 検査の内容や実施時期は、個々の方の状況に

応じて異なり、また検査を行っても原因が分か

らないことが多いことから、一般的には主治医

と患者が十分話し合った上での実施となってい

るようでございます。 

 また、不育症に関する検査、治療に要する費

用負担は、一次スクリーニングの検査や治療に

ついては保険適用となっておりますが、有効性

や安全性などが十分に確認できていない治療等

については、自己負担となっているのが実情で

ございます。 

 そのような中、治療内容や受診される医療機

関により、検査費用は１つの検査で数千円から

数万円と異なり、また子宮形態異常等で手術を

必要とするものについては、数十万円の自己負

担となることもあり、相当な経済的負担が生じ

るケースもあると認識しております。 

 以上でございます。 

 続きまして、不育症に関する相談窓口の体制

につきましてお答えいたします。 

 本市の相談窓口につきましては、本年10月１

日、保健課内に開設いたしました子育て世代包

括支援センターちゃいたるにおいて、保健師が

様々な母子保健関係の相談の一つとして受けら

れるよう、体制を整えているところです。 

 相談窓口の周知につきましては、広報紙、

ホームページ、新聞やテレビなど、様々な媒体

を通して市民の皆様に広く周知できているもの

と考えております。 

 また、御質問の不育症に関する相談は、内容

を考えますと、匿名でより専門的な意見やアド

バイスを求められる方々もいらっしゃるかと思

いますので、そのような方々のために、鹿児島

県が鹿児島大学病院に委託する形で、専門相談

窓口を開設しているところでございます。 

 なお、今年の11月から、国において不育症対

策に関するプロジェクトチームが立ち上がり、

既にその検討内容について報告が公表されてお

りますが、その報告の中に今後の方針といたし

まして、不育症相談体制の強化が明記されてお

り、今後、国から具体的な体制が示されるもの

と考えております。 

 市としましても、しっかりと関係機関との連

携を図り、不育症でお悩みの御夫婦にとって、

より適切に相談できる体制をつくってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、県内の支援自治体数と制度創設

の理由につきましてお答えいたします。 

 現在、県内の43市町村のうち、助成制度を創

設している市町村は、鹿児島市をはじめとして

北薩地域の薩摩川内市、出水市、阿久根市、長

島町の４市町と、離島の奄美市、瀬戸内町の２

市町の合計７市町でございます。 

 これらの市町に制度創設理由を伺ったところ、

少子化対策の一環、対象者からの要望や近隣自

治体の動向を参考とした等の理由でございまし

た。 

 また、申請の年間実績については、実績なし

または１件がほとんどでありましたが、人口規

模の大きい自治体では、年間に数件の申請実績

があったとのことでございました。 

 以上でございます。 

 続きまして、国の支援の動向と本市の見解、

支援の必要性につきましてお答えいたします。 

 先ほどの答弁でも触れましたが、国において

は不育症対策に関するプロジェクトチームを11

月に立ち上げるとともに、11月11日から11月30

日の間に、４回の会議を経て検討内容の報告が

取りまとめられております。 

 その報告によりますと、今後は不育症検査の

経済的支援、不育症相談体制の強化、正しい情

報の周知、広報などの対応が必要であると報告

されており、今後、関係府省や自治体等で連携

を図りながら、早急に取組を進めることとされ
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ております。 

 そのような中、本市としての見解、支援の必

要性につきましては、子供を授かることを望み

ながら、流産を繰り返し、治療をされている方

の肉体的、精神的、経済的な負担を考えますと、

様々な支援の必要性は十分に理解しているとこ

ろでございます。 

 また、保健師の相談態勢についても、さらな

るスピードアップを図りながら、悩みをお一人

や御家族だけに抱えることなく、少しでも早く

相談していただけるよう、しっかりと広報、周

知を図るとともに、検査費用等の経済的支援に

つきましては、国の支援の動向を見ながら、対

象者要件、助成額の単価や財源等について事業

化に向けて情報収集し、調査を進めながらそれ

までの間として何ができるか、どのような支援

ができるか、早急に検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  一問一答で、２回目の質問を

したいと思います。 

 庁舎問題について、今日も昨日も様々な観点

から議論があったと思います。ひとつ非常に観

点が足りないというか、もう少し必要だなとい

うのはあると思うのです。それはやっぱり第三

者、いわゆる客観的に外からこの問題をどう捉

えていらっしゃったのかということが、非常に

私たちが自分自身、もしくは議会、行政の在り

方を見てても大変重要だというふうに思います。 

 この間、私も二人の識者、大学の教授の方の

この関係する評論や論文なんかも読ませていた

だきましたけども、一つはやはり、こんな提言

をされています。「防災の拠点としての市民の

支持が得られる場所での計画を、早急に進めて

もらいたい」という意見、もう一つは「庁舎の

整備は急務である。そして、かつ地域社会が広

く合意できる、かつ実効性を備えた提案、目標

が求められている」と。だから、やっぱり住民

投票に終わるのでなくてやっぱりそういう観点

を持った形で進めていくということが、基本だ

ろうと思います。 

 だから、そのためにやっぱり様々な形で一丸

となって今日の、また昨日の議論からも分断を

乗り越えて、みんなが一丸となっていこうでは

ないかという基本方向が示されたと思いますの

で、やっぱりそのように責任を持った形で市民

に応えられる、そういうメッセージをぜひ出し

ていただきたいというふうに思います。 

 これはまさに私たち垂水だけの問題でなくて、

ある意味日本の様々な人たちがこの問題に注視

をしていたということですね。それを、ある意

味住民の立場から見たら成し遂げて、それで実

行したということ、結果が出ましたと。だから、

結果が出たらではどうするのかということは、

厳しく問われているのだということも、私たち

は見ていかないと。 

 そういう意味でやっぱり、総合的に俯瞰的に

この問題をしっかりと見ていく必要があるので

はないか、そういう立場に立ってこの問題につ

いてはぜひ市長のほうで政治姿勢として取り組

んでいただきたいと、これはもう要望しておき

たいというふうに思います。 

 介護保険の問題なのですけども、例えば65歳

以上の、私は年金の実態から調べたのですけれ

ども、試算したら５万6,272円、月々ですね。

垂水市の65歳以上の方々の一月の生活がですね。

そうすると、約平均でいくとその分がもう12分

の１でなくなってしまうということです。昨日

も介護保険料の差押えの問題で、何件かそうい

う方がいらっしゃると。これは普通徴収の方で

すけども、そういう方がいらっしゃるというこ

とがあります。 

 そうすると、ますます高齢者の皆さんの生活

実態が大変厳しい状況の中に追い込まれていく

ということが明らかになったと思います。そし

て、また75歳以上の医療費の負担の問題が議論
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されていますけども、ますますこの保険料の負

担が難しくなってきている。普通徴収者の方は

ますます差押えが多くなってくるのではないか

ということと、特別徴収の方々も年金が減って

くるわけですので、口座からの引き落としにな

りますから、そうするとますます生活が大変に

なってくるということなのですが。市長に質問

しますけども、この最大限給付準備基金を活用

して、値上げ幅を抑えていく、そういう方向で

の確認はできるかどうか、市長にお願いいたし

ます。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほども担当課長が答弁

しましたように、方法論としては一つの方法だ

というふうに思っております。現状においては、

御案内のとおり高齢化社会という中で、国もい

ろいろ検討しているわけですけれども、値上げ

したい人は誰もいないのですね。現状において

サービスと、財源の問題、負担をどうするかと

いうことであります。 

 昨日、どなたかの質問にもありましたけども、

長期的には社会保障費も含めた増大というのは

大きな課題なので、我々としては今、鹿児島大

学と健康プロジェクトという形で、根本的な対

策ということをやっておりますが、当面の課題

として困っておられる方がいらっしゃるのをど

うするかと。 

 ただ、本市においては県平均の6,138円を下

回っている5,700円ということで、43市町その

中で34番目の金額ということで、比較論でいう

と決して高くはないと。 

 ただし、それでも先ほどおっしゃった生活の

状況に応じては、困っておられる方がいらっし

ゃいますので、そこも含めていろんな方法、

セーフティーネットも含めてどういう方法があ

って、困っておられる方を救済できるのかとい

うのは検討していかなければいけないと考えて

おります。 

○持留良一議員  高齢者の生活は、本当私たち

が考える以上に、想像以上な生活の実態がある

ということは共通認識があろうと思うのですね。 

 その中で、市としても要望活動を含めて、い

かに事業費を抑えていくかということでの跳ね

返る保険料を抑える仕組みづくりには非常に共

鳴する部分もあるのですが。しかし、やはり今

こういう現状の中で、８期を迎える中で市とし

てそういう高齢者の生活をどう守っていくのか、

この自治体でしかないわけですよ。自治体でし

かないわけですね。 

 自治体がその責任を発揮していかない限り、

高齢者の皆さんは自分自身の中での生活を守っ

ていくことも限られてくるわけですよね。そう

してしまうと、昨日のみたいな形で払えない。

滞納する、差押えという、非常に困難な問題が

出てきますので、ぜひその点については、最大

限の努力をしていただいて、この給付金、準備

金を活用しながら、値上げ幅を抑えていくとい

うことで、ぜひ取り組んでいただきたいという

ふうに思います。 

 次に、気候変動の問題ですけども、大変私は

消極的だなというふうに思いました。私たちは

やっている、やっている、やっている、ではリ

サイクル率はどれくらいなのですか。 

○生活環境課長（港 耕作）  令和元年度の実

績におきまして49.8％、約50％というところで

す。 

○持留良一議員  そういう中で、二酸化炭素だ

とか、様々な取組をやっているということは、

なかなか評価は難しいというふうに思うのです

ね。確かに日々の努力はされています。市民と

の関係もあって、なかなか難しい現状もあるか

もしれないけども、しかしそういう中で、こう

いう宣言をすることによって、具体的に市民に

もそういう取組の中身、市の姿勢の在り方とい

うことも出てくると思うのですよ。 

 そうでなければ、この問題というのは先ほど

冒頭いったとおり、気候変動の認識の中で示さ
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れたような方向にはなかなか自治体としての役

割、責任を果たしていかないのではないかなと

いうふうに思うのですよ。ぜひこれは考えてい

ただきたいと思います。 

 市長はここにバッジをつけていらっしゃいま

すよね。その意味はなんでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  持続可能な世界をつくる

ということだと思いますし、約３年前からバッ

ジつけております。その中で、今御指摘があっ

たような環境問題も含めて、当面の経済とかい

ろいろありますけれども、やっぱり持続可能な

という意味において、いろんな分野があります

けれども、そのことに先進的に寄与するという

のは大事なことでありますので、宣言するしな

いも含めて、どういう方法が一番効果的かとい

うことは検討していきたいと思います。 

○持留良一議員  ぜひ検討していただきたいと

思います。 

 残念だったのは、まち・ひと・しごと創生総

合戦略、この中に７番目エネルギーをみんなに、

そしてクリーンにということは抜けているので

すよね。いわゆるＳＤＧｓ、総合戦略の中にこ

れを生かしていくということが書かれているの

ですけども、この中ですね。残念ながら、この

部分がなかったです。 

 非常に地方再生をやっていく上で、持続可能

な社会をつくっていくという意味でのエネル

ギー問題、クリーン問題というのは重要な課題

だったと思いますので、それはもう指摘だけし

ておきたいというふうに思います。ぜひ、様々

検討していただいて、今市長が言われたとおり、

私たちは確かに宣言するのは簡単かもしれませ

んけども、しかしやはり大事なのは宣言する、

そして具体化していく、その中で市民の形成、

意識形成をやっていきながら、垂水市で方向を

目指していく。 

 世界の中の垂水市ですけども、しかしそのこ

とによって世界に与える影響、日本に与える影

響は、私は少なくないと思います。やっぱりそ

ういう意味では、ぜひ取り組んでいただきたい

と思います。これは一国だけで解決できる問題

ではないと、だからこそ地方が参加して、宣言

して、世界に広めていく、日本に広めていくと

いう意気がありますので、ぜひその点について

は市長の積極的な姿勢を求めていきたいという

ふうに思います。 

 学校給食の民間委託問題ですけども、コスト

削減、この問題はまだ十分ではなかったと言わ

れますけども、なぜこの間、そのことができな

かったのか。というのは、民間委託というのは

もう方針としてあったわけですよね。であるな

らば、その辺りをきちっと検証して提案してく

るというのが、基本的私は行政としての役割、

責任ではなかったかなと思います。 

 コスト問題が言われていますけども、では安

さはどこからきているのか、対比較との関係で、

そこに働く人たちがやっぱり劣悪な労働条件だ

とか、様々賃金が低い中で生産性を担っている

という部分に移行していくというのは、これは

非常に私は問題だろうというふうに思います。 

 そして、コストは確かに重要な中身ですけど

も、比較できない点もありますよね。例えば垂

水市は学校給食、全国の様々な甲子園か、大会

でも連続優勝もしたりして、役割がある。本当

にコストとは比較できない中身を取り組んでい

るわけですよ。だから、そういう意味ではやは

り総合的にこの問題を出していただかないと、

実際の問題のところとやっぱりそういうコスト

で見れない部分、この部分をやっぱり評価して

いかないと、学校給食というのはもう、ではコ

スト削減だからそういう方向で国の意向に沿っ

た形で、また地方自治体が行財政改革という中

で大変だから、もうそこはそんな形でやってい

くということでいいのかどうなのか。この点は

重要な私は問題だというふうに思います。 

 ぜひ、この点については試算結果を公表すべ
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きであり、さらにやっぱりコストが削減される

としても、民間委託と直営による利点・欠点を

整理して、削減したコストに見合うかどうかを

ぜひ出していただきたいというふうに思います。 

 最後に教育長にお願いします。学校給食は、

どのようによくなるでしょうか、民間委託で。 

○教育長（坂元裕人）  まず、保護者の立場で

いいますと、給食費が上がらない。そして何よ

りも安全安心でおいしい給食を、これからも継

続的に提供できるということですね。 

 そしてまた一方、給食センターの側、いわゆ

る例えば農家の方々、百笑クラブの方々が野菜

等を卸していただいておりますけれども、その

地元食材の三十七、八％をキープする。そして

併せて、地元雇用を優先するといったようなこ

とで、メリットが大きいというふうに私は判断

しております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  今のメリットは変えても変わ

らない点だろうというふうに思います。だから

私は、どのようによくなるのかというのをお聞

きしたのです。だから、この点では学校給食未

来像が見えないのですよ。コスト削減というそ

の中で民間委託をしていきますと、後で感王寺

耕造議員が偽装牛問題、この問題を取り上げる

と思いますけれども、そこに問題点を譲ります

けども、こういう問題も当然出てくるわけです

よね。 

 昨日、業務委託内容というのをちょっと若干

触れられた。食材を購入する様々な点がありま

す。この点について、労働契約問題、この点に

ついて問題はないのか、その辺り精査されてい

るのか。業務委託内容が昨日ちょっと示されま

したので、その点について今どういう状況なの

か、簡単に。 

○学校教育課長（今井 誠）  今議員の御指摘

のとおり、感王寺議員の答弁でも出てまいるこ

とでございますが、職業安定法第44条では、何

人も労働者供給事業を行い、又はその労働者供

給事業を行う者から供給される労働者を自ら指

揮命令の下に労働させてはならないとあり、労

働者供給事業を禁じております。 

 つまり、議員が言われる、こういう形でしっ

かりとした労働条件を守りながら、とにかく今

思うことは、今の調理技師の方々は垂水の子供

たちのために、自分を犠牲にして一生懸命調理

に臨んでくれています。その思いを、これから

も持続できるように、今の方々の職場も守りな

がら、今後さらに成長していければというふう

に考えております。 

○持留良一議員  もう残り時間がありませんの

で、いわゆる指揮命令関係は生じないというこ

とで理解でよろしいですか。 

 最後にもう不育症の問題ですけども、この点

について再度市長の、今度は市長のほうから前

もって資料をお渡しもしていますので、市長の

見解を求めて私の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  市長の見解と、支援の必

要性ということでございますけれども、私とい

たしましても、子育て支援は重要政策として公

約に掲げておりますので、不育症の悩む方々の

支援の必要性というのは十分理解しております。 

 国においても現在、菅総理の看板政策の一つ

として、不妊治療の助成と併せて不育症につい

ても同時に検討が始まっていることから、早期

に対策要件や助成額等の方向性が示されると考

えており、国の動向を注視して対応していきた

いというふうに思っているところでございます。 

 今後、助成制度を創設する前に不妊治療と同

様、不育症に悩む方が気軽に相談しやすい相談

体制をしっかりと構築し、相談対応する保健師

等の研修機会を設け、スキルアップを図ること

を最優先としていきたいと思っております。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、午後１時30分から再開をいたします。 
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     午後０時21分休憩 

 

     午後１時30分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、４番、池田みすず議員の質問を許可い

たします。 

   ［池田みすず議員登壇］ 

○池田みすず議員  皆さん、お疲れさまです。

早いもので、今年も残すところ20日余りとなり

ました。この１年を振り返ってみますと、新型

コロナウイルスの発生により、私たちの日常生

活も一変してしまいました。このような中、本

市におきましては、国の地方創生臨時交付金を

活用し、予防対策や市民への生活支援、並びに

経済対策など多岐にわたり取り組まれてまいり

ました。 

 他市に住んでいる私の友人たちから、垂水市

は市民１人１人のことをよく考えて、市民に寄

り添った取組をしているところがすごいよね、

本当に羨ましいという声を聞きます。垂水市の

事業のうち、県下で幼児から大人まで全市民に

マスクを配付した市町村があるでしょうか。そ

の他、医療、介護、福祉従事者や大学生への本

市特産品の贈呈、さらにはプレミアム商品券や

宿泊施設を応援するおもてなしキャンペーンな

ど、多くの事業をこれまで推進してこられまし

た。このような取組を多くの市民も高く評価し

てくださっています。改めて、いろいろな角度

からアイデアを出し、事業化されている職員の

皆様に私は心から賛辞を送りたいと思います。 

 なお、先日の菅総理の記者会見で表明されま

した独り親世帯への２回目の年内給付も年末で

大変ですが、ぜひ取り組んでいただきますよう、

お願いいたします。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問事項に基づき質

問いたしますので、明解な答弁をお願いいたし

ます。 

 初めに、簡易水道事業を上水道事業に統合す

る計画について質問いたします。 

 水道事業を取り巻く経営環境は、本市におき

ましても人口減少等による料金収入の減少や施

設管路等の老朽化に伴う更新施設の増大により、

その厳しさが増すこととなると見込まれており

ます。そのような中で、総務省が進めている簡

易水道事業の統合推進の方針を受け、本市は今

後どのようなスケジュールに基づき進めていか

れるのか伺います。 

 次に、職員採用についてであります。女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律、通

称、女性活躍推進法が2015年に制定されました

が、垂水市においても近年女性の職員数が増え

てきたように思いますが、女性職員数と全職員

数の割合について伺います。 

 次に、市長公約でもありますたるたるおでか

けチケット交付事業についてであります。この

事業は、高齢者の社会参加の促進を図り、福祉

の増進及び健康増進等に寄与することを目的に、

本年度から取り組まれております。まず、１点

目はこの事業の対象者は何名で、現時点におい

て交付者はどのくらいなのか伺います。 

 次に、公共料金のコンビニ納付についてであ

ります。このことに関しましては、６月議会に

おいて質問いたしました。また、新原議員もさ

きの９月議会において質問されたところであり

ます。その際の答弁は、県内19市の中で17市が

導入済みであり、導入していないのは本市を含

めて２市であると答弁がありました。このよう

なことから、コンビニ納付については前向きに

検討してまいりますとの答弁でした。現在、来

年度の当初予算の要求時期に入っていると思い

ますが、導入に当たってはシステム変更などい

ろいろな課題もあると思います。現在の進捗状

況について伺います。 

 次に、鹿児島国体について質問いたします。
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新型コロナウイルスの影響で延期されたかごし

ま国体・かごしま大会は鹿児島県をはじめ、関

係者の御尽力と交際県の皆様の御理解により、

2023年に特別大会として開催されますことが10

月８日に決定されました。これまで垂水市では

国体開催に向け、競技会場であります市体育館

や周辺道路の整備に力を入れてこられました。

また、円滑な運営や大会を盛り上げるためのＰ

Ｒ活動にも尽力され、おもてなしの計画などに

ついても準備されていたと認識しております。

これらの準備が無駄にならず、３年後に多くの

市民や子供たちが日本最大のスポーツイベント

に関わる機会を確保できましたことはとても嬉

しく思います。 

 そこで、2023年に特別大会として開催されま

すかごしま国体について、会期や各競技会の会

期がどのようになるのか伺います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○水道課長（森永公洋）  簡易水道事業を上水

道事業に統合する計画につきましてお答えいた

します。 

 国の方針により、現在、水道課が所管してお

ります牛根境地区及び小谷・段地区の公設簡易

水道事業につきましては、平成31年３月に作成

しました垂水市新水道ビジョン及び経営戦略に

基づき、令和５年４月１日から経営統合する計

画としております。現在、移行事務のスケジ

ュール作成と懸案事項の整備に努めているとこ

ろであります。 

 また、統合に際しましては、令和３年度、４

年度の２年間において、牛根境地区の簡易水道

施設の漏水調査をはじめとして、老朽化設備の

改修や更新等を実施し、公営企業会計である上

水道事業運営の将来的な経費負担をなるべく減

らした形で統合したいと考えております。 

 以上でございます。 

○総務課長（和泉洋一）  女性職員数とその割

合についてお答えいたします。 

 消防職を含めた正規職員数で申し上げますと、

令和２年４月１日現在の全職員数は233名、う

ち女性職員数は49名で構成割合は21.0％となっ

ております。なお、公表値は消防職を除くため、

全職員は189名、うち女性49名で割合は25.9％

でございます。参考としまして、年代別の職員

数についても説明を申し上げますと、10代、20

代が56名、うち女性職員22名、構成割合が

39.3％。30代が65名、うち女性13名で20％。40

代が61名、うち女性８名で13.1％。50代が51名、

うち女性６名で11.8％となっております。近年

の女性職員の採用者数の増加に伴いまして、若

年層における女性職員の割合が高くなっており

ます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  たるたるおでかけチ

ケット交付事業の交付状況及び各事業所の利用

状況についてお答えいたします。 

 この事業は議員が言われましたように、高齢

者の皆様の積極的な社会参加と健康の保持、増

進、移動支援を目的としたもので、このチケッ

トを利用して、外出のきっかけを作り、交流や

情報交換の機会を増やしていただくことで、高

齢者の見守りなど安心安全の確保につながるこ

と、加えて市内の温泉施設やタクシー等を利用

していただくことで、地域産業の活性化も期待

するものでございます。 

 まず、交付状況でございますが、チケットの

交付率の目標値を65％に設定し、少しでも多く

の市民の皆様に利用していただけるよう、積極

的な情報発信に努め、また新型コロナウイルス

感染対策に十分配慮した専用窓口の設置に加え、

両支所や地区公民館への受付を行ったところで

ございます。また、代理人による申請も可とし、

対象者の皆様に負担がかからないような取組も

行ってきたところでございます。対象者から施

設入所者を除いた対象者数は5,614名で、12月

１日現在の交付率は62.2％となっております。 
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 次に、各事業所での利用状況でございますが、

温泉施設利用が８事業所で37.6％。タクシー利

用が３事業所で53.7％。バス利用が１事業所で

8.7％となっております。 

 以上でございます。 

○会計課長（野村宏治）  コンビニ納付の進捗

状況につきましてお答えいたします。 

 10月13日に税務課をはじめ、庁内関係各課並

びに本市の基幹システム業者にも参加していた

だき、コンビニ納付等の導入時期、予算面、取

り扱う税目及び料金、今後の具体的な準備作業

スケジュール等について協議を行ったところで

ございます。コンビニ収納等の対象となる税目

は市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健

康保険税。料金につきましては、市営住宅使用

料、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険

料を予定しております。導入に伴う予算面です

が、令和３年度実施に向けて、今年度中に準備

を進めるため、納付書等をバーコード式のコン

ビニ納付対応に変更するなどの基幹システムの

改修費632万5,000円を本議会に補正予算案とし

て上程させていただきました。 

 また、収納代行委託業者に支払う月額基本料

及び取扱手数料につきましては、令和３年度一

般会計当初予算に予算要求をしたところでござ

います。会計課といたしましては、３月議会に

おいて予算を御承認いただき、新年度から実施

できたらと考えております。 

 それから、スマホアプリを利用したペイペイ

等のモバイルバンキング納付につきましても、

現在導入を予定しております収納代行委託業者

にコンビニ収納とセットで申し込むことで、初

期費用及び月額費用は共に発生せず、取扱手数

料のみで利用できるようになる見込みでござい

ます。 

 以上でございます。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  それでは、2023

年に特別大会として開催されるかごしま国体の

会期や各競技会の会期につきましてお答えいた

します。 

 まず、かごしま国体の会期についてでござい

ますが、国民体育大会開催基準要項に９月中旬

から10月中旬の11日間以内での開催という規定

がございます。また、皇室行事等への影響も考

慮しなければならないことから、本年の会期を

ベースに協議を行うことと県が示しております。

正式な会期は、12月中旬に開催される公益社団

法人日本スポーツ協会の第３回国体委員会で決

定する見込みでございます。 

 次に、各競技会の会期についてでございます

が、国体の会期決定後、令和３年３月上旬に開

催される予定の第４回国体委員会で協議を行い、

決定する見込みであると伺っております。かご

しま国体の会期と各競技会の会期が正式に決定

された場合は、広報誌やその他媒体で市民の皆

様へ周知を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  それでは、ここから一問一

答方式で２回目の質問をいたします。 

 まず、簡易水道事業を上水道事業に統合する

計画についてでありますが、上水道事業は独立

採算制での経営を原則としていますが、一般会

計からの繰入金に頼っている簡易水道事業を統

合して問題はないのか伺います。 

○水道課長（森永公洋）  統合するに当たって

の問題点につきましてお答えいたします。 

 牛根境簡易水道及び小谷・段簡易水道事業は、

共に国県の補助事業にて整備された施設で事業

を行っておりますが、事業開始当初より給水収

益だけでは事業運営はできず、一般会計からの

繰入金に依存して事業運営を行っており、施設

の修繕、改修も最小限の規模にとどめていたこ

とから、上水道事業への経営統合後、様々な修

繕改修等に伴う経費の増加が経営全体に与える

影響として懸念されます。 

 また、今後、上水道事業側においても長期計
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画に基づき老朽管等の設備更新や耐震化等の事

業推進を予定しており、人口減に伴う給水人口

の減少も予測される中では、近い将来において

水道料金自体の値上げ検討は避けられない状況

がございます。事業統合後において経営状況の

推移を見ながら、水道料金の値上げ時期の判断、

検討を行っていくことから統合前の段階で、可

能な限り、両簡易水道設備の改修、更新に取り

組み、同地区の安定した給水環境の確保と共に、

将来の事業経費の上昇を抑制していくことで、

値上げ判断につながるような経営負担の影響を

最小限にとどめていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  令和５年度に簡易水道事業

を統合することにより経営が悪化しないように

新たな収入確保を図り、無駄のない経営をやっ

ていただき、なるべく水道料金の値上げは避け

ていただくような努力をしていただきたいと思

います。 

 次に、職員採用についてでありますが、今年

度も11名の方が新規採用となり頑張っていらっ

しゃいますが、その中で新規採用者の女性職員

数とその割合を教えてください。 

○総務課長（和泉洋一）  新規採用者の女性職

員数とその割合についてお答えいたします。 

 令和２年４月１日の新規採用者数は11名、う

ち女性職員数は６名で、その割合は54.5％とな

っております。ちなみに、その際の採用試験の

受験者数ですが、48名の受験申込がありまして、

そのうち女性は17名、割合は35.4％でございま

した。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  令和２年４月１日の新規採

用者が11名、うち６名が女性職員とのことであ

ります。2015年に制定されました女性活躍推進

法は、働く場面で活躍したいという希望を持つ

全ての女性がその個性と能力を十分発揮できる

社会を実現するとなっています。昨年度は女性

管理職が１人いらっしゃいましたが、今年度は

ゼロとなりました。非常に残念に思っています。

今後の女性管理職の登用について伺います。 

○総務課長（和泉洋一）  女性管理職の登用に

ついてお答えいたします。 

 女性管理職、いわゆる課長職につきましては、

これまで登用がない状態が続いておりましたが、

平成31年４月に垂水市において初となる課長職

への登用を行いました。しかしながら、令和元

年度末を持って定年退職をしたことから、令和

２年度につきましては、女性管理職は不在とな

っております。なお、階層別級の女性職員数で

申しますと、課長級は22名中女性職員ゼロでご

ざいますが、課長補佐級は30名中女性５名、係

長級につきましては40名中女性７名となってお

ります。近年の女性職員数割合の増加傾向もあ

りますとおり、男女共同参画社会の実現に向け

て、総務課としても男女平等という大原則を踏

まえ、男女の差別のない人事に努めているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  女性活躍推進法の事業主行

動計画の策定が2020年からは、努力義務とされ

ていた常時雇用する労働者が101人以上の企業

についても新たな行動計画の策定が、また情報

の公表が義務となるようですが、女性労働者に

対する職業生活に関する機会の提供として採用

した労働者に占める女性労働者の割合を目安と

して20％以上、また管理職に占める女性労働者

の割合を目安として20％以上になるようにと示

されております。垂水市においては、第３期垂

水市特定事業主行動計画を策定され、既に情報

を公開されていますが、その中で令和３年度ま

でに女性職員の割合を25％以上、係長相当職以

上の女性職員の割合を18％以上と目標を掲げて

います。この目標をクリアするためにどのよう

な取組をされていくのか伺います。 

○総務課長（和泉洋一）  今後の取組について
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お答えいたします。 

 男女共同参画社会の実現に向けまして、総務

課として果たすべきことは男女平等の大原則を

踏まえ、男女の差別のない人事に努めていくこ

とが重要だと考えております。そのため、先ほ

ども答弁いたしましたとおり、職員の採用につ

きましても、女性職員の採用者数は近年増加し

ており、結果、市職員数に占める女性職員数の

割合も増加傾向にあります。現在の女性職員に

つきましては、定数減の中、限られた職員で業

務を遂行するため、それぞれ男女分け隔てのな

い業務を担当しております。また、中堅、若手

女性職員の中で鹿児島県庁や大隅広域事務組合

へ現在２名派遣されているなど、男女分け隔て

なくキャリア形成も図っているところでござい

ます。管理職等への登用につきましても、これ

ら中堅、若手女性職員の割合が高いことから、

今後はさらに増えていくものと思われます。 

 一方、男女問わない課題ではありますが、現

在、職員研修について、業務多忙につきなかな

か研修を受講できない状況にあると感じており

ます。キャリアデザイン研修等の各種研修につ

いて積極的に受講できるような環境づくりを進

め、それぞれの階級に見合った業務が遂行でき

るような体制づくりが重要であると考えている

ところです。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  言うまでもありませんが、

現代社会は男女共同参画社会であります。本市

におきましても、このことを十分認識され、施

策を推進しておられることは理解しています。

男女雇用機会均等法では、職員の採用や配置、

昇進に当たりましては性別を理由にしてはなら

ないとされています。今後ともこの法の趣旨を

踏まえていただき、施策や事業をもとより、職

員の採用関係等にも取り組んでいただきますよ

うお願いをしまして、この質問は終わります。 

 次に、たるたるおでかけチケットの交付状況

についてでありますが、交付率が62.2％とのこ

とでありますが、既に活用された利用者の声が

届いておりましたらお聞かせください。 

○福祉課長（髙田 総）  利用者からの声につ

いてお答えいたします。 

 この事業については、市民の皆様から様々な

声がございましたので、担当職員が電話や直接

聞いた声を紹介したいと思います。 

 通院時のタクシーやバス代に利用できて非常

に助かっている。買い物等に出かけるとき、近

所の方と一緒に利用している。これまでも温泉

を利用していたのでありがたい。このチケット

をきっかけに温泉を利用するようになった。金

額を増やしてもらいたいなど、大変喜んでいた

だいている声がある中、このコロナ禍で外出自

粛が言われる中、お出かけチケットというのは

矛盾しているのではとの御指摘もいただいたと

ころでございます。そのほか、タクシー事業者

の方からは、チケットのおかげで利用が増えた

など、感謝の声もいただいており、地域産業の

活性化にもつながっていると考えております。 

 現状においては、様々な御意見がございます

が、福祉課といたしましては市民の皆様に喜ん

でいただいている事業であると考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  申請いただいた市民の声と

しては、温泉やタクシー代等に使えるというこ

とで大変喜んでおられると私も感じております。

そこで、もっと交付者数を増やすべきだと思い

ますが、今後どのような取組をされるのか伺い

ます。また、併せて年度途中でありますが、こ

の事業の効果について感じておられることがあ

れば御答弁ください。 

○福祉課長（髙田 総）  今後の取組について

お答えいたします。 

 この事業をもっと多くの市民の皆様に利用い

ただき、そしてもっと喜んでいただくためには

この事業について検証することが重要であると
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考えます。本年度におきましては、機会あるご

とに事業の周知活動に努めたものの、事業開始

初年度ということで事業の認知度が高くなかっ

たこと、また、コロナ禍での事業実施となった

ことなどから現在、設定した交付率の目標値に

は届いていないところでございます。今後も新

型コロナウイルス対策に留意して、御利用して

いただくようお願いしながら交付率のアップに

努めてまいりたいと考えております。 

 また、この事業については令和３年度におい

ても実施に向けて予算要求をしておりますので、

事業の実施が可能となった場合には、チケット

交付時に事業の検証を目的としたアンケート調

査を実施するなど、対象者の皆様の声をお聞き

することでもっと喜んでいただけるような制度

の構築に努めてまいりたいと考えております。 

 この事業の総括といたしましては、先ほど申

し上げましたように、様々な意見がございます

が、皆様には喜んでいただいている事業である

と感じております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  この事業は、高齢者の皆さ

んがとても喜んでくださっています。どうか１

人でも多くの皆さんに申請をしていただき、交

付されるよう要望いたします。 

 次に、公共料金のコンビニ納付についてであ

りますが、導入に向けて多方面から検討されて

いると思います。ぜひ来年４月から実施してい

ただきたいと思いますが、お考えをお聞かせく

ださい。 

○会計課長（野村宏治）  今後のスケジュール

につきましてお答えいたします。 

 本議会におきまして、補正予算案を可決して

いただきましたが、コンビニ収納に係る電算シ

ステムの改修を行いながら、具体的な準備作業

に入っていきます。作業項目といたしましては、

収納代行委託業者とのやり取りに関することや

本市の基幹システム業者とのやり取りに関する

ことなど、多岐にわたるようでございます。 

 まず、納付書、用紙の選定、次に、納入帳票

の構成、発注、作成、確認。ゆうちょ銀行への

マル公申請。納入帳票のコンビニ及び収納代行

業者でのバーコード読み取りテスト。収納デー

タ受信テスト及びＯＣＲ読み込みテストなど、

これらを全てクリアして初めて、納税者等に納

付書を発送できることになります。時間的に非

常にタイトなスケジュールではございますが、

令和３年の実施に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○池田みすず議員  来年度からの実施に向けて

取り組まれているとのことであります。ぜひ実

現されますよう要望いたしまして、この質問を

終わります。 

 続きまして、かごしま国体についてでありま

すが、炬火リレーは2023年の特別大会でも実施

されるのか伺います。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  炬火リレーにつ

きましてお答えいたします。 

 炬火リレーにつきましては、鹿児島県の説明

によりますと、本年開催案をベースに2023年に

開催できるよう、日程や方法を調整するとのこ

とです。本来ならば、本年８月18日火曜日に本

市国道220号を９つのエリア、21区間に分けて、

５歳児から78歳までの市民の皆様、総勢312人

で実施する予定でありました。炬火リレーは、

市民が直接国体に関わることができ、大会に向

け開催の機運の醸成と多くの市民の記憶に残る

大切なイベントであると思っております。 

 2023年に実施が決定された場合は、再度、広

く市民の皆様に周知を行い、多くの方に参加し

ていただけるように取り組んでまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  炬火リレーは、市民の皆様

が直接的に参加できるイベントだと思います。
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ぜひ実施されますよう要望いたします。 

 最後に、今後の取組についてお伺いします。

昨日、川越議員の質問に対する課長答弁で、大

概の内容は把握をいたしました。その答弁の内

容で、新型コロナウイルス感染症対策に努め、

安全安心で喜んでいただけるよう、準備を進め

るとありましたが、具体的にはどのような対策

を行うのか教えてください。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  次に、国体開催

における新型コロナウイルス感染症対策につき

ましてお答えいたします。 

 来年、三重県で開催されます三重ことわか国

体、ことわか大会は、コロナ禍における初めて

の国体となります。三重県は、公益社団法人日

本スポーツ協会の国民体育大会開催における新

型コロナウイルス感染症拡大防止に関する基本

方針に基づき、新しい国体、大会のモデルに取

り組むことを発表しております。内容について、

具体的にはなっておりませんが、参加される全

ての方々の生命、健康を最優先に考えた取組に

なるものと推測されます。 

 本市でも先催県が取り組む新型コロナウイル

ス感染症対策や公益社団法人日本スポーツ協会、

鹿児島県等が示す指針等を参考にしながら、垂

水市国体競技における新型コロナウイルス感染

症対策ガイドラインを作成し、感染症対策を確

実に実践することで、参加される全ての方々や

安全安心で喜んでいただける大会になるように

準備を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  昨日の川越議員の質問に対

する、尾脇市長の思いや国体推進課長の答弁で、

2023年特別大会かごしま国体に対する垂水市の

思いや取組を確認できました。開催までの３年

間、大会成功に向けて各準備に取り組み、多く

の市民に喜んでいただける大会になるよう、私

たち議会も一緒に取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、２時10分から再開いたします。感王寺

議員の資料配付をお願いします。 

     午後２時３分休憩 

 

     午後２時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、８番、感王寺耕造議員の質問を許可し

ます。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、お疲れさまでござ

います。ラストの前ということで、眠い時間で

すけども、一生懸命努めてまいりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 まず、庁舎建設問題についてであります。 

 庁舎問題については、規模の問題、場所の問

題、この２点が大きな争点であったと思ってお

ります。私個人は、やはり場所の問題、これが

大きかったのではないかと。土地開発公社の建

設予定地は、土地開発公社の持ち物であり、す

ぐにここの部分を活用できるという、予定地あ

りきの計画ではなかったのかと感じております。 

 また、現庁舎、市民館も候補に挙がっており

ましたが、この分について隣接地の購入費、ま

た地権者の売買等への意向調査等を行ったのか、

この部分について、まず質問いたします。 

 ２点目は、現庁舎の耐震診断についてであり

ますけれども、これは県の命令書を私も見せて

いただきました。耐震診断については耐震化を

前提にしたものか、これについてとりあえず企

画政策課長、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、財政問題についてであります。12月の

市報、この分で市の基金であるとか予算状況が

詳しく書かれております。この12月号によりま

すと、令和元年度の市債は99億6,000万円、平
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成30年度と比べると２億6,080万9,000円増加し

ております。 

 また一方、財政調整基金は、平成30年度より

２億7,602万円減少し、12億715円となっており

ます。また、昨日の森議員の一般質問の中で、

現在の財政調整基金の額が８億5,000万円と、

そういった答弁も受けております。最終的には

16億円あったと思っております。この部分が半

分、半額しかないということであります。健全

な財政運営を図るためには、借金である市債を

減少し、減らし、財政調整基金を積み増すべき

だと考えますが、今後の対応について財政課長、

答弁ください。 

 また、財政調整基金の残高は、県内、市内19

市の中で何番目に位置するのか、それも併せて

答弁願います。 

 もう一点、来年度予算の地方交付税、市税収

入等は、新型コロナの影響があり減収が予想さ

れると思っております。予算編成に見通しがつ

いたのか、その点についても財政課長、答弁く

ださい。 

 ３点目、大きな問題の３点目であります。 

 牛根中央クリニックの問題です。ここの部分

の今後の活用方法をどうするのか、この部分に

ついて、担当課長で結構ですので答弁ください。 

 また、この問題については旧所有者から採納

通知願が出されまして、その分の協議の記録は

ないのかという部分で求めましたけれども、な

いと。担当の係から決裁がずっと積み上がって

いって、最後は副市長、市長、その部分で採納

を認めたということであります。 

 活用方法が正式決定しない土地、建屋等の寄

付に応じるべきではないと考えますが、見解を

伺います。また、どの部署で決定したのか、併

せて答弁ください。 

 次に、小学校統合についてであります。統合

と言いますか、振興策も含めておりますので勘

違いなさらないように。議長の許可を得まして、

お手元に全員配付されております。各小学校在

籍人数推移です。裏を開いていただくと、牛根

３校区の生徒児童推移ということであります。 

 先般、牛根境、境小学校に訪問する機会があ

りました。その折り、森議員のお子さんも生ま

れたということで、かわいいお子も拝見しに行

ったところであります。現在、令和２年境小学

校７名と、しかしながら来週１名が卒業と。教

頭先生が２名お子さんをもっておられて、多分

来年度出られるだろうということで３名減です。

新入生はなし、そうしますと、引き算しますと

４人しか在籍しないわけであります。そのうち

の３名については、保護者から牛根小学校へ通

わせたいとの声も上がっていると森議員にお聞

きしました。また実際、境地区の方々の署名、

500人を持って牛根小学校へ通わせていただく

よう、そういった議論も出ております。 

 何を言わんかと言いますと、牛根３校区で現

在28名ですか、その分が令和９年には、これは

住基ネットで、教育総務課長に作ってもらった

わけですけども、３校合わせて12名しかいない

わけであります。旧行政区の中でこれだけの減

少が起こったということに私は愕然といたしま

した。もうちょっと早い時点で、学校選択制、

特認校制度、またふるさと留学等、対策が必要

だったと考えております。現時点で、教育長、

市長の見解と今後の取組についてお伺いします。 

 次に、学校給食センターについてであります。

令和３年８月からの民間委託を目指しておりま

すが、職労との交渉はどうなっているのか、ま

た保護者、児童生徒の意向調査はどうなってい

るのか、教育総務課長、答弁ください。 

 最後に、日本郵政の証明書交付事務、事務の

包括受託についてであります。私はこの問題に

つきまして、平成29年第４回定例会でも質問い

たしました。現在までの新城、また牛根との郵

便局の折衝の内容について、また状況はどうな

っているのか、今後どうなるのか、その部分に
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ついて総務課長、答弁ください。 

 これで１回目の質問を終わります。不備があ

れば再質問いたします。よろしく御答弁くださ

い。 

○企画政策課長（二川隆志）  新庁舎建設計画

における新庁舎位置の検討につきましては、庁

内検討報告書において新庁舎建設の基本的な考

え方に基づき、市民の利便性、計画の経済性と

実現性、防災拠点、安全性、まちづくりとの整

合性の４つの選定条件を設定し、住民や専門家

等による検討組織を設置し、具体的な検討を進

めながら候補地を選定していくことが必要であ

るとしておりました。 

 この報告書を基本とした庁舎整備基本構想で

は、より詳細に候補地の選定方法について、４

つの評価項目と新庁舎建設候補地である現在地、

市民館、錦江町旧フェリー駐車場跡地の３か所

を設定し、内部評価及び外部評価を行い、整備

位置を決定することとしました。 

 最終的な建設計画である新庁舎整備基本計画

においては、基本計画委託事業者の調査報告を

基に、建設候補地の内部評価及び外部評価を実

施し、錦江町旧フェリー駐車場跡地を建設予定

地とする基本計画を議会へ報告した後で決定し

ております。予定地ありきの計画ではなかった

かとの御指摘でございますが、以上のように新

庁舎検討の段階から、透明性、公平性を確保し

ながら計画を進めてきてまいりましたので、そ

のようなことはないと考えております。 

 なお、現庁舎、市民館についての隣接地の購

入費、地権者の意向調査の実施でございますが、

隣接地の購入費の算出は、現庁舎、市民館だけ

でなく、錦江町旧フェリー駐車場跡地も含めて、

候補地評価の段階で基本計画委託事業者から、

それぞれの概算金額が報告されております。 

 また、地権者の意向調査については、基本計

画案のパブリックコメント前に３つの候補地内

の地権者に対しまして、建設候補地であること

を説明しております。 

 以上であります。 

○庁舎建設総括監（園田昌幸）  現庁舎の耐震

診断は、耐震化を前提にしたものかについての

御質問につきましてお答えいたします。 

 昨日の御質問でもお答えいたしましたが、耐

震診断を行い、耐震診断の結果を踏まえ、耐震

補強が必要かどうかの判断をすることといたし

ておりますので、現庁舎の耐震診断は、耐震補

強を前提としたものではございません。 

 以上でございます。 

○財政課長（濵 久志）  令和元年度末現在の

市債残高、財政調整基金の残高は、また他市と

の比較につきましてお答えいたします。 

 令和元年度末現在の市債残高は99億6,029万

1,000円、財政調整基金の残高は12億715万

1,000円となっております。他市との比較でご

ざいますが、現時点における県内各市の決算認

定の状況が不明ですので、修正の可能性がござ

いますが、９月４日時点の決算数値で平成27年

度の国勢調査人口１人当たりで比較すると、財

政調整基金が19市中９番となっております。金

額ベースで申し上げると19番目となります。先

ほど、財政調整基金が８億5,000万ほどに減少

しておりますが、今後の決算状況を見て、積立

てを行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、来年度予算の地方交付税、市税

収入等のコロナの影響があり減収が予想される

が、予算編成の見通しはにつきましてお答えい

たします。 

 総務省の令和３年度地方財政収支の仮試算で

は、地方交付税の総額が令和２年度予算比

2.4％減となっており、新型コロナウイルス感

染拡大に伴う経済環境の悪化で、国税や地方税

収も大幅な落ち込みが見込まれており、不足す

る財源につきましては、臨時財政対策債が令和

２年度予算比116.5％増となっていることから、
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地方交付税の減収分につきましては、ある程度

臨時財政対策債で補痾されると考えられますが、

令和３年度予算編成につきましては、現在、各

課ヒアリング中でございますので、限られた財

源の重点的な配分に努め、最小の経費で最大の

結果を出せるよう、歳出削減に努めたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

 続きまして、牛根中央クリニックについて、

今後の活用方法につきましてお答えいたします。 

 牛根地区の医療機関については、平成26年10

月に牛根中央クリニック並びに平成30年６月に、

たじつ牛根医院が閉院となったことから、現在、

同地区には医療機関がない状況であります。今

後の活用としましては、以前より医療施設整備

の要望等も上がっておりますことから、住民の

方々からの必要性も十分感じておりますので、

同跡地を利用した医療施設等の整備につきまし

て、関係課を交え検討を行っているところでご

ざいます。 

 また、医療施設以外の活用として、地域住民

へのサービスを提供できる柔軟的な有効活用の

方法も同時に検討を行っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

 続きまして、活用方法が正式決定しない土地、

建屋等の寄付に応じるべきではないと考えるが

見解は、またどの部署で決定したのかにつきま

してお答えいたします。 

 御指摘のとおり、活用方法について現在、検

討を進めておりますが、この物件の寄付採納に

つきましては、隣に牛根中学校跡地があり、敷

地利用の拡張性が高いこと、また先ほど申し上

げましたとおり、この跡地を利用することで牛

根地区の課題であります医療施設整備の実現に

向けて、好材料の一つとしての可能性が高いと

思われることから、財政課所管による普通財産

として受理したところでございます。 

 財政課としましても、活用方法が正式決定し

た後で、寄付に応じることが理想だと考えてい

るところではございますが、寄付採納につきま

しては、相手方がいる話でございますので、市

側の都合、タイミングだけでは決められないと

いう現状がございます。 

 また、現状における牛根地区の医療施設の整

備という課題を考えた際には、少なからず施設

及び整備地に係る費用が発生いたしますので、

将来的な負担を軽減するという観点からも総合

的に判断し、今回の寄付採納の申出を受けたと

ころでございます。 

 どの部署で決定したかでございますが、詳細

につきましては財政課で検討をいたしまして、

最終的には市長、副市長、財政課で決定したと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○教育長（坂元裕人）  小学校統廃合について、

教育長の見解と今後の取組につきましてお答え

いたします。 

 小学校の統廃合につきましての基本的な考え

方は、今後の児童数の推移を見極めつつ、保護

者や地域の方々の合意形成を図るとともに、子

供の気持ちも酌みながら、段階をへて、時間を

かけて慎重かつ丁寧に対応すべき重要案件であ

ると考えており、この考えはこれまでの議会で

の御質問でも答弁してきたところでございます。 

 さて、小規模校におきましては、きめ細かで

丁寧な指導や、一人一人を大事にする教育のよ

さを生かし、地域に根差した特色ある教育活動

が展開され、素直で明るい子供たちが育ってお

ります。一方で、協働学習や集団活動等の難し

さ、人間関係が固定化し、競い合う、切磋琢磨

する教育機会の乏しさ等を勘案すると、小規模

校の子供たちに少しでも多くの子供たち、つま

り集団の中で学ばせたいという保護者の願いも

理解できます。 

 また、地域の方々にとりまして、学校は心の
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よりどころ、元気の源、文化の拠点であり、小

学校がなくなることは地域がさびれていくこと

になるという、複雑な思いも理解できます。 

 そこで、まずは特認校制度を新たに導入して、

小規模校で学びたい児童を募集し、小規模校の

活性化を図りたいと考えております。また、小

学校間の合同学習、合同行事の機会を増やしな

がら、垂水らしいＧＩＧＡスクール構想を前に

進めるリモート授業も全ての小学校で実施し、

小規模校のよさを生かした教育を推進していき

たいと考えております。 

 ところで、令和２年８月に、牛根地区３校の

児童の教育環境の充実及び保護者の負担軽減に

関する要望書が出され、話合いの中で保護者か

ら、牛根３校の統廃合に関する質問に対して、

今後の児童数の推移を見ると統廃合も視野に入

れて検討すべき時期にきていると回答したとこ

ろでございます。牛根３校の統廃合につきまし

ては、今回、保護者から統廃合問題についての

質問が出されたことを踏まえ、地域の有識者の

方々や保護者の代表の方々、さらに学校の管理

職、教育委員会も加わって、牛根３校統廃合検

討委員会を立ち上げて、今後の在り方を検討す

る必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  市長の見解をということ

でございますので、私の思いを述べさせていた

だきます。少子化が進む人口減少化社会の中で、

本市におきまして、未来の発展や活性化を担う

子供はまさに宝でございます。 

 したがいまして、私の公約でも、元気な垂水

づくり、３つの挑戦の一つとして未来への挑戦

を掲げ、これまで子育て支援、教育の充実につ

きましても力を注いでまいりました。大事な子

供の知・徳・体を育む小学校は、地域にとって

も大事な教育・文化施設でございます。明るい

子供の声に励まされ、快活な子供の姿に多くの

保護者や地域の皆様が日々元気をいただかれて

いることと存じます。だからこそ、可能な限り

小学校は存続させたいという思いを持っており

ます。 

 一方で、ある程度の集団で学び合う中で、競

い合う、切磋琢磨できる教育環境のあるうちに

統廃合を視野に入れることも、これからの子供

の成長のために欠かせないものではないかとも

考えます。先ほど教育長から答弁がありました

が、垂水市の小学校の統廃合を検討する際に、

子供の声、保護者や地域の皆様方の御意見等も

十分伺いながら、最終的には保護者と地域の皆

様方の合意形成を尊重しつつ、中長期的なスパ

ンで、慎重かつ丁寧に段階を踏んで検討するこ

とが大切であると考えております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（今井 誠）  令和３年８月か

らの民間委託を目指しているが、職労との交渉

は、保護者、児童生徒の意向調査はどうなって

いるのかにつきましてお答えいたします。 

 職員組合との交渉につきましては、学校給食

センターの技能労務職の正規職員の採用等につ

いて、長年にわたり交渉がなされてきました。

今回の交渉において、平成17年からの垂水市新

定員適正化計画の定員管理の基本的な考え方を

基に、今後も学校給食センターの技能労務職の

正規職員は採用しないこと、現在１人いる職員

については、本人の希望を尊重しながら職種変

更、任用替えすることが確認されました。保護

者、児童生徒の意向調査につきましては、実施

する予定はございませんが、保護者の皆様には、

給食センターの業務を一部委託することで、何

が変わり、何が変わらないのかを丁寧に説明す

る必要があり、各小・中学校のＰＴＡ総会等で

業務委託についてのＱ＆Ａを掲載した資料を配

布し、説明会を開催させていただき、質疑応答

する場も設定しながら対応することで、御理解

を賜りたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○総務課長（和泉洋一）  日本郵政への証明書

交付事務、事務の包括受託に係る現在までの折

衝内容につきましてお答えいたします。 

 垂水市内の郵便局とは、平成29年度に郵便局

が有するネットワークを生かした高齢者、障害

者、子供の見守りや、道路損傷などの情報提供

や災害発生時における相互連携協力体制につい

て協定を締結し、安心して暮らせる地域づくり

に御協力をいただいているところでございます。 

 そのような中、昨年の夏頃、日本郵便株式会

社より地方創生の一環として、窓口業務の包括

受託の御提案がございました。提案の概要でご

ざいますが、牛根支所におきましては、支所内

の一部を改修し、支所内に郵便局を設置して、

窓口事務の包括委託を受ける。新城支所におき

ましては、現在の新城支所内から新城郵便局内

へ支所機能を移して、窓口事務の包括委託を受

けるというものでございました。 

 日本郵便株式会社からの提案を受けまして、

窓口業務の包括委託を行った場合の課題等につ

いて、牛根支所、新城支所を所管する市民課を

中心に、関係各課と提案内容に基づいた協議を

実施いたしました。 

 また現在、牛根支所、新城支所で取り扱って

いる業務の洗い出しを行い、業務フローの確認、

委託希望の有無を取りまとめ、その後、郵便局

との事務レベル等の交渉を、約１年間かけて意

見交換を実施したところでございます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  それでは一問一答で、まず

庁舎建設からです。 

 財政課長、市民館についても隣接地について

も、購入費が幾らなのか、また地権者の意向は

どうなのかという部分も、きちっとやはり精査

して出していただかないと、私どもが議員とし

て判断できないわけです。また、市民もそれで

納得はさせられないと思うのです。前回はこう

いう形であったけども、次回からは丁寧な説明

を市長共々していただきたいと思っていますの

で、この問題については、まあいいでしょう。 

 耐震診断の問題です。今、庁舎建設総括監か

らありました。まず耐震診断をして、耐震補強

が必要かどうかを判断するという。ただ私が聞

いたところによると、あなたが土木課にいらっ

しゃるとき、その話が24年度か25年度か、あっ

たはずです。そのとき、あなたは業者と折衝し

たでしょう。業者と折衝したのではないですか。

耐震診断をする会社と折衝したのではないです

か、そのときに相手さん方がコンサルから、い

やここについては、もう牛根松が使ってありま

すから、耐震診断云々の話ではありませんとい

う話があったのではないですか。それ事実では

ないのかな。私の勘ぐりか。それを証明する人

もいるのだけど、どうですか、答えてください。 

○庁舎建設総括監（園田昌幸）  先ほど、平成

24年度の庁内委員会の中での発言だと思います

が、その中でちょっと技術者としての意見を聞

かれましたので、私としましては耐震診断をし

ないと分からないけれども、はっきりしないけ

れども、昭和56年以前の物件なので、耐震性は

低いものと考えますというような返答はしてお

ります。 

○感王寺耕造議員  質問を変えましょう。これ

は県の命令書だけあったわけだけど、これを絶

対しなければいけない問題なのですか。耐震診

断をしなければいけないの、しなくていいの、

それだけ。 

○庁舎建設総括監（園田昌幸）  今回の耐震診

断につきましては、県からの法律による命令で

すので、しなければいけないと考えております。 

○感王寺耕造議員  了解しました。 

 この問題、３点目です。市長、大事な問題だ

から市長に答弁ください。計画案の否決を受け

て、今後の建設地から計画予定地、つまり土地

開発公社のところです。あそこ除外するのかと

いうのが１点。 
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 もう一点、質問いたしたいのですが、その前

に、私のこの問題については、議員として真摯

に向き合ってきたのかなと、最初から強くやっ

ぱり反対するべきだったのではないかと。あの

時点で修正動議を出すべきだったのではないか

という、一つ強い反省があります。市長も、今

回、市長は最終的な判断、民意に委ねるという

ことで、私は市長、これは市長の英断だったと

思うのです。と言いますのが、住民監査請求の

動きもありましたし、あと住民訴訟の分で予算

施行ができるかという危ぶまれる部分がありま

した。町が二分されるのではないかという危機

があったわけです。結果的に否決ということで、

市長にとってはじくじたる思いだとは思うので

すけれども、私は英断だと評価いたします。 

 その中で私も公人でありますけれども、市長

は予算執行権を持っていると、私よりもより強

い権力を持った公人であります。新庁舎建設を

考える会から、公開質問状が出ているわけです

が、これについてはやはりきちんと公人として、

説明責任を果たすべきだと。そうしないことに

はノーサイドにはならないのではないかという

部分を思っております。 

 また先ほど、北方議員との話の中で、録音と

か云々等がありましたけれども、そこまで私も

録音するまで、けんか腰でやられたら、ちょっ

とはうんと思うしね、どうかなとも思うし。た

だ市長、市長は最終責任者なのですから、そこ

の辺はきちっとやっぱり話を聞いて、私はこう

思ったからこういう行動をしたのだという部分

が、正々堂々と折衝すべきだと思いますけど。

その２点についてお答えいただければと思って

います。 

○市長（尾脇雅弥）  まず最初の３点目、話し

合いをするべきではないかというのは、先ほど、

担当課長の答弁にもありましたように、そうい

う気持ちでおります。正式には内部検討委員会

の中で、１月ぐらいに招聘をしてと、それぞれ

意見を聞くということですけれども。その前に

今回の住民投票の結果を踏まえて、新聞の記事

にもありましたけれども、これまでではなくて

ざっくばらんにお話をしたいということで、私

自身は思っておりますし、考える会の皆さんも

そういう気持ちなのだと思いますけれども。事

務的な交渉の中でいろいろ、先ほど、担当課長

がお話をしたような経緯で、今のところは止ま

っておりますけれども、これはまたいつでも、

そういう話をする機会を設けたいなというふう

には思っております。 

 それから、最初の１点目の質問ですけれども、

場所の関係です。住民投票の結果、というのは

真摯に受け止めるということで、白紙というこ

とにいたしましたけれども、今後の建設予定地

ということに関しましては、３つの候補地から

旧フェリー駐車場跡地を外し、残りの市役所、

市民館から選ぶべきだということだと思います

けれども、もう一度３つの候補地から選ぶべき

だとか、外部検討委員会の意見にもありました

けれども、３か所に加えてほかの候補地がない

か検討すべきだとか、いろんな御意見がありま

すので、私としてはこの白紙化はゼロから見直

すということでありますから、その考えの中で、

場所の考え方等をしっかりと検討していかなけ

ればいけないということになろうかと思います。 

○感王寺耕造議員  話合いの部分も前向きに考

えておられるということで、さきの９月議会で

したか、川畑三郎議員がみんなで手を取り合っ

て、ノーサイドでやらなければ、うまくいかな

いぞと。そういうような年長議員らしい発言が

ありました。私もそう思います。ぜひとも、１

日も早く、いろんな方と会ってどうするのかと

いうことです。 

 ただ市長、一つだけくぎを刺しておきますけ

れども、これは今、確認されたかどうか分から

ないので、ちょっと自信がなかったものですか

ら。今の場所については、白紙ということで、
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候補地として残すというお考えなのですか。そ

ういう捉え方でいいですか。 

○市長（尾脇雅弥）  そのことも含めて、また

ゼロからということですから、外部検討委員会

の皆さんの中にも、３つの候補地プラスほかの

候補地がないかということから考えていくとい

う御提言でありましたので、可能性は低いと思

いますけれども、そういう振り出しに戻るとい

う意味になると思います。 

○感王寺耕造議員  明確な答弁がなかったので

すが、私はやっぱり場所、計画全てが否定され

たわけですから、あそこは候補地に入れるべき

ではないということは主張して、この問題は終

わりたいと思います。 

 次に、財政問題についてであります。 

 財政課長、有利な数字だけ使って答弁するの

ではなくて、不利な数字も使いましょうよ。私

が調べたところによると、令和元年度の一般会

計、この部分について、垂水市12億ちょっとで

す。類似市で見てみますと、同じ人口規模１万

5,000人のところ、西之表市です。ここが16億

5,000万円積み立てております。また阿久根市

です、これも２万人弱です。２万人切ろうかと

している市ですけれども、類似市です。これは

22億4,000万積み立てているのです、財政調整

基金。うちも16億あったのですよ。しかも、さ

っきやじ飛ばした話だけれども、県内で19番目

でしょう。水迫市長のとき、１災害４億から５

億ということで、３回災害があっても耐えられ

るような感じで、水迫市長は血のにじむ思いで

積み立ててきた金です。最大14億から16億ぐら

いありました。それがもういまや半分しかない

のです。公債費についても、来年度が、一応ず

っと増えていくでしょ。しかも、主体の部分が

そうだと。これは、ちょっと考えてもらわない

といけないです。 

 これについては、大事な問題ですから、市長

これ答弁してください。財政調整基金を、これ

はもう財政課長一人の問題ではないですから。

市長、幾らまで増やしていく予定なのですか。 

○市長（尾脇雅弥）  今、市債残高、財政調整

基金という話での比較だと思いますけれども、

家庭で例えるならば借金と貯金というようなほ

うが分かりやすいと思いますけれども、先ほど

の数字として、市債残高が19市中１人当たりを

比較すると８番目と、財政調整基金が９番目と

いうのは事実であります。人口が違いますから。

だから貯金の総額とか借金の総額になると、そ

れは順番が下がっていたりするという意味合い

であります。 

 例えば、他市町の例で、阿久根が今、22億円、

ほかのところが10億円ということになりました

けれども、我々はこれまで、私が市議会に就任

をしたぐらいが多分一番財政状況が悪かったと

思いますが、そのときが平成16年の数字で借金

が126億1,000万円ございました。 

 今回の数字が令和元年度の99億6,000万円と

いうことでありますから、当時と比較をしてみ

ますと26億5,000万円改善されているというこ

とは事実でありますし、貯金の部分、当時が平

成17年４億6,000万円ということでありました

けれども、先ほど言いました財政調整基金もあ

りますが、あるいは庁舎のための積立てを急い

だということもありますし、ふるさと納税の基

金なども合わせると、令和元年度で43億4,000

万円という基金があるわけですから、差し引き

ますと、当時に比べると61億2,000万円の財源

が改善しているということですので、感王寺さ

んが御指摘をされている数字の比較だとそのと

おりなのですけれども、全体でその時々に有利

な、必要なものを積立てをしながら、こっちの

ポケットに入れるのか、こっちのポケットに入

れるか的な判断をしていくと。そのことで、積

み立てることによって、庁舎の場合の借金の額

も低くなっていくということでありますから、

十分分かった上での御質問だと思いますけれど
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も、そういう状況でありますが、今後は新型コ

ロナでありますとか、いろんな意味で厳しさが

増してくると思いますので、しっかりとその状

況も見ながら、運営をしていかなければいけな

いと思っております。 

○感王寺耕造議員  来年度予算の分で、地方交

付税が減るという認識なわけですね。市税も減

りますよね、当然そうだね。 

 その交付税が減る部分を臨時財政対策債、こ

れを使うということですよね。ただ、財政課長、

これは上限が無限に出るわけではないですよね。

上限が無限に出るわけではないですね。全てそ

れでカバーできない恐れもあるわけです。そう

なった場合、どうするのかということです。 

 臨時財政対策債については、後年交付税措置

があるということは分かるけれども、無限に出

ないということが１点。あくまでも借金なので

す、これは。そうでしょう、借金でしょう。本

来だったら、するしないかは各財政団体の部分

で決定すべき、あくまでもこれは借金だという

ことだと思うのです。無限に出ない、上限が決

まっているわけですから、計算式のうえで。 

 そうしますと、あと足りない部分はどこから

持ってくるのという話も出てきます。まさかふ

るさと納税から持ってこようと思っているので

はないでしょう。そのふるさと納税に関しての

質問です。その部分については、財政課長どう

思う。 

○財政課長（濵 久志）  ふるさと応援基金に

つきましては、これまでも当初予算編成及び補

正予算編成の際に寄附者の意向に沿った形で、

大切に使用させていただくため、垂水市ふるさ

と応援基金条例の目的を達成する事業に対して、

財源として使用させていただいております。 

 寄付者は、条例に定められた７つの事業から

寄附金の使途を指定されておりますので、その

意向に合致する事業に財源として使用させてい

ただいておりますので、令和３年度の当初予算

につきましても、寄附者の意向に沿った形で使

用させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  寄附者の意向と言いますか、

でもまあ、それも一つの財源として捉まえてい

るよね。 

 市長、ここから聞いていきますけれども、こ

のふるさと納税制度を、これ税の根幹をなす累

進課税の部分から外れていると。設計当時から

そう言われてきました。また、近年、総務省が

返礼品の見直し、それをする前まではテレビで

もやいやい言ってましたよね、金持ちが牛肉を

買ったりとか、カニを買ったりとか。金持ちの

くせに寄附して、2,000円の納税負担しかない。

あとそれで食卓を賄っているという部分があり

ました。この税制については、税の根幹から外

れているということが１点。 

 あと、総務省の考えでいつどうなるか分から

ない。そしてまた、納税してくださる方の、新

型コロナがこれだけ進んでいけば、そういう経

済的寄附の余裕がないかもしれないということ

で、私は恒常的な財源として使うべきではない

と考えております。市長の見解を伺います。 

 あと、もう一点、市長、併せて令和元年度の

一般会計の予算規模です。これ140億円であり

ました。また、令和２年度で現時点で補正を含

めて160億円です。水迫市政時がどこか85億だ

ったと私、記憶しております。予算規模は行政

の事務委託等々いろいろあった、また今年度に

つきましては、新型コロナの影響で予算規模が

拡大しているということは了解しているわけで

すが、でも一時期と比べて２倍ぐらい拡大して

いる。これあれもこれもではなくて、スクラッ

プ・アンド・ビルドを図って、予算のスリム化

を図るべきだと私は考えているのです。 

 もう、そういうような財政的な余裕はないの

ではないかと。また、庁舎の建設の問題もあり

ます。１つ事業を始めると、１つやっぱりつぶ
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していく、そういった考え方が必要だと思うの

ですけど、この２点、大事な問題ですから答弁

ください。 

○市長（尾脇雅弥）  まず、ふるさと納税を恒

常的な財源に位置づけるべきではないというお

話でありますけれども、御承知のとおり、ふる

さと納税制度はふるさとや自治体を応援する仕

組みとして、2008年、平成20年に創設されまし

た。制度開始時は1,500万円程度だった本市へ

の寄附額につきましても、大変ありがたいこと

に、令和元年度には12億円を超える寄附金をい

ただいております。 

 ふるさと納税につきましては、総務省により

ますと平成30年度実績で約5,127億円となって

おり、市場規模に２兆4,000億円以上あると言

われております。今後、１兆円規模に目指すべ

きという発言を、私も至るところで聞いており

ますので、どういう方向に行くかは別ですけれ

ども、当分の間は続くのだろうというふうに理

解しております。 

 本市の寄附額も今後、どのように推移してい

くか、見通すことはできませんけれども、現行

制度がある以上、行政サービスへの向上に取り

組む貴重な財源でありますことから、財源とし

て活用できるように最大限努力をしてまいりた

いと考えております。 

 本市がいただきました寄附金は、寄附金を財

源として垂水市の持つ地域資源を活用し、将来

へ自信を持って引き継げる環境に配慮した元気

なまちづくりを進めていくため、垂水市ふるさ

と応援基金条例を制定して、条例の目的を達成

するための事業として、自然環境や景観づくり

に関する事業ほか７区分の事業を定め、寄附さ

れた寄附金につきましては、制度開始以降、目

的達成のために有効に活用させていただいてい

るところでございます。 

 ２点目の、スクラップ・アンド・ビルドを図

りながら予算のスリム化を図るべきではないか

という趣旨の御質問についてお答えいたします。 

 御承知だと思いますけれども、令和元年度に

つきましては、中之平団地建て替え事業や都市

公園事業に対する支出の増加等もございますが、

一番大きな要因といたしましては、ふるさと納

税の増加に伴うふるさと応援基金への積立金や

返礼品に関わる費用が約19億円となっておりま

す。 

 また、令和２年度予算につきましては、新庁

舎建設関連が約16億6,000万円、国民体育大会

関係が約7,800万円、また新型コロナ関連経費

として約19億7,000万円の計上があることが特

別な事情としての要因でございます。 

 各年度において、特殊な事情がございますの

で、一概に予算規模が倍増しているとは言えな

いと考えますけれども、将来にわたって持続可

能な財政基盤の確立を図ることを基本として、

市民サービスの向上のために、真に必要な新た

な施策展開と共に、既存事業については、職員

一人一人が危機意識を持って、改めて事業の必

要性や費用対効果などを精査し、事業の見直し

や再構築を図り、財源確保に努めてまいりたい

と考えているところでございます。 

 それから本市におきましては、平成の合併が

実現できなかった以降、人口減少社会、少子高

齢化社会の中で、職員の皆さんの努力や市民の

皆さんの御理解で、いろんなことを実現してい

るわけでありますけれども、今後につきまして

は、新型コロナ等々もありまして、感王寺議員

がおっしゃるようにスクラップ・アンド・ビル

ドという視点は大変重要になってまいりますの

で、これまでのことはこれまでのこととして、

これからどういうふうに財政運営をコントロー

ルしていくかというのは、議会の先生方とも現

状を踏まえながら協議をしていかなければいけ

ないと思っております。 

○感王寺耕造議員  全課長に聞こうと思ったの

ですけど、時間がないようなので、新原議員に
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はちょっと申し訳ないのですけど、市民課長、

新原議員との今朝ほどの答弁の中で、除草作業

に対して補助金の制度設計をしていくのだと、

前のめりな答弁がありました。やるのですよね。 

 ただ、現在まで、私のところもそうですし、

前田さんのところもそうです、川畑さんのとこ

ろもそうです。中山間直接支払制度という制度

を活用して、その分の共同配分の部分を日当で

使ったりとか、お茶菓子代とかで、そういった

部分で整備した経緯があるわけです。 

 そうしますと、振興会長みんな認めていった

ら、僕たちもでは、県から100％配ってもいい

のですよ、みんなで分けてもいいのですよと言

われているのに、僕たちもでは申請しますよ。

なぜ配分していくのですか。振興会幾らありま

す。財政課長、そんなことで金出すのかよ。そ

の辺のそういった部分も、やっぱり問題だと思

うのです。 

 あと、土木課長のところもね、都市公園整備

事業で１億円使ったよね。50％は市の持ち出し

ですよ。あの分が本当に必要だったのか、私は

今、反省しているのです。やっぱり作るのはい

いのだけども、作った後、あそこが活用されて

いるかと言ったら、あれそのうち事故が起こる

のではないかと思います。体育館の隣、それで

こっち、前は、文化会館のほうは草ぼうぼうな

のです。あれちょっと、悪さするやつがくれば

ね、私が子供とか孫とか遊ばせたくない、ああ

いうところで。その辺についても、何名ぐらい

利用しているのだとか、その辺の部分をきちん

と検証していってください、お願いします。 

 そして、次に牛根中央クリニックであります。

前森正勝議員の部分の質問を受けて、こういう

対処をなさったのかなとは思うのです。その後、

もらった後、いろいろ医療関係者、鹿大のほう

にもお願いに行かれた。何人かのお医者さんは

来られたけれども、でも結局、患者さんが少な

いだろうということで、経営開始を断念された

という部分も聞いております。 

 だから、市長の発想の部分で、医療がないか

ら何とかしないといけないという市長の気持ち

は分かるのです。ただ、公共施設等管理計画の

中では、まず使わないです。長く使う、それで

あと維持管理を、経費をかけないという、大き

な３つの柱があったはずなのです。 

 使用目的が確定しないところで、絶対もらっ

てはいけないでしょ。決定してからもらうのだ

ったらもらいなさいよ。私も見に行きました、

質問の前に。正面玄関のひさしのところ、こん

な大きな穴、開いてますよ。固定資産税はずっ

と減った、あそこの部分は、額は言わないよ、

相手があるから。大分減った。あれ10年ぐらい、

20年ぐらいためてたら解体費出るよ。使わない

で、解体するようだったら持ち出しですよ、こ

れ。旧川畑邸もそうだったのではないですか。 

 それで、この点については、どうやって決め

たのかという会議録すらないのです。これから

は、採納を受ける時はどういう経過で、誰がど

ういう発言してもらったのか、何に対する目的

でもらったのかという部分、ちゃんと文書化し

ていただきたいと思いますので、その分は要望

としておきます。 

 あと小学校統合についてであります。 

 牛根だけの問題ではないのです。特にこの部

分もそうですけども、ふるさと留学ですね、こ

の辺についても県内各地で取り組んでおります。

大島郡の徳之島町手々小・中学校というところ

です。これもふるさと留学生という部分、やっ

てるね。それでまた、瀬戸内町加計呂麻への留

学ですね、これ家賃補助も付けている、こうい

う部分もありますね。あと、与論町については、

これはふるさと留学制度で親子留学です。また

親戚、孫留学という部分も設けているのです。 

 こういった問題について、やはりもう前々か

ら分かっていたわけですから、住基を見れば。

特認校の問題についても、ふるさと留学の問題
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についても、分かっている部分は、今一回見据

えていただきたいと思っております。 

 牛根については、旧行政区だったわけですよ

ね。その部分から小学校がなくなるという部分

があってはいけないと思うのです。これは町の

人ももう涙が出ますよ、これ。ほかの新城とか、

ほかの部分でもこれ見ていただくように、減っ

ていきますよね、減っていきます。この分につ

いては、特色的な部分がやっぱり出てくるので

すよ、分析していくと。 

 まず、水之上小の部分が86人から45人、令和

９年度は。これは結局、雇用促進住宅など安価

な部分に入っていた人たちが、子育てが一段落

するわけです。そうしたら、その後、水之上小

学校の人数を守るためにどういう施策が必要な

のかという部分を、教育委員会だけではなくて、

各担当課ときちっと分析して、子供たちが各地

区から声が聞こえなくならないように努力する

べきだと思います。その部分は市長、各関係者

集めてやっていただきたいと思っております。 

 また、この部分、不思議な分が、柊原小学校、

ここについては増えているのです。何でかなと

思って、いろいろ聞きあわせてみたら、柊原出

身の女性たちが結婚して、自分の旦那さんと、

御主人を連れてきているのだと、そういう話も

聞いているのです。 

 それで市長、市長は私の要望でいろいろ今ま

で言ってきました、空き家対策の部分です。家

賃補助、空き家リフォームです。いろいろ、み

んな作ってくれている。国内でも先進地だと思

う。そういう部分を活用して、私どものグルー

プでも新城小学校で、今25名いますけど、私た

ちが入れた子供たちが９名います。それで、あ

と昨年に１人、一昨年に１人赤ちゃんが生まれ

ているのです。そういうような地道な努力も私

たちは続けておりますので、お互い情報交換し

ながら、やっていただきたい。 

 それでまた、この問題については、地元住民

の意向ですね、この部分が一番大きい部分にな

っていくと思います。だから、地域と住民の皆

さんどう思っているのか。また、ふるさと留学

で、そのお子さんたちを市外から受け入れる体

力がある地域なのか、その辺の部分も意見交換

して、なんとか子供たちの声が絶えないような

まちづくりを図っていただきたいと思いますの

で、時間がないのでこれらについては、要望と

いたします。 

 あと学校給食センターであります。この部分

については、いろいろ議論は聞きました。ただ、

結局何を言いたいかと言いますと、食の安全安

心が担保されるのかという部分が一つです。そ

れで、あと職員の部分との話合いですね。きち

っとやられたということだけど。行財政改革の

部分の視点だけではなくて、当然食の安全をど

うして担保されるのか、冷凍品を使わないで従

来通りの調理方法ができるのか、それでこれは

また食育の部分があるわけですね。そういう部

分を、今までの調理師さんがきちんと担保して

くれた。その辺について、きちんと担保される

ような業者さんと契約できるのかということで

す。 

 この辺についても時間がないものですから、

後ほど議論させていただきますけども、ただ１

点だけ、偽装請負の部分ですね。県費対応の栄

養士さん２人いるわけですから。そうしますと、

その方々がレシピ、献立を作って、調理法を指

定して、味付けも指定しているわけです。県費

の先生たち２人が業者に指示を出すわけです。

この部分については、偽装請負の疑いはないの

ですか。端的でいいですから。 

○学校教育課長（今井 誠）  偽装請負、法的

整理はつきましてお答えいたします。 

 職業安定法第44条では、何人も労働者供給事

業を行い、または労働者供給事業を行う者から

供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働

させてはならないとあり、労働者供給事業を禁
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じております。 

 つまり、議員が言われる偽装請負があっては

なりません。学校給食センターの調理業務、配

送業務を委託した場合には、それらの業務につ

いて毎日、市の職員と栄養教諭が受託業者の責

任者と指示書を基に話し合い、その日の業務を

進めていきます。調理技師等への指示、指導に

つきましては、委託側が関わることはなく、受

託業者の責任者が行うことになります。既に業

務の一部を委託している他市町の学校給食セン

ターでも、このような形で業務が行われており

ます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  納得したような、納得しな

いような。きちっと弁護士さん等にも相談した

のなら問題ないと思うけど。 

 ただ、せっかく子供たち、保護者の意向です

よね。職労との折衝もそうだけど、まずやっぱ

り、保護者、児童生徒の意向の部分が私は先に

あるべきだったのではないかなと思っているの

ですよ、同時並行でね、少なくとも。その辺、

間近に迫っているわけですから、その部分につ

いては早急に説明責任を果たされるように願い

ます。 

 あと、日本郵政との問題ですよね。これは公

的証明書の交付だけではなくて、受託窓口事務

ですね。例えば、ごみ処理券、ごみ袋の販売と

かいろいろあるわけですよね。この分について

は、私ども新城の部分で言いますと、ちょっと

待ってください、時間がないね。 

 新城支所の分です。令和元年、利用者が423

人だったのです。違いますね、2,189人だった

のです。平成28年3,567、令和元年が2,189です。

また牛根支所についても平成28年2,008人いた

のが、1,484人の利用者しかないわけです。そ

うすると今、再任用職員がいるのです、それが

３名ですか。３名３名で、４日４日体制で勤務

しているわけです。 

 この問題については、費用対効果だけで図る

べきではないのだけれども、実際利用者がこれ

だけ少ないということですよね。そうしたら、

日本郵便のほうは、もう実際上、活動していま

す、全国の部分です。支所機能ができる業務は

全て引き受けられる。しかも、新城の場合で試

算いただいたら僅か200万円ほどだと思うので

す。この部分でできるということですね。 

 それで今、職員がいないいないということで、

農業委員会事務局の職員を福祉課の児童障害者

係ですか、併任させているでしょ。日本郵政に

委託して、そういう余剰の、優秀な職員ですか

ら牛根も新城も。６名をどこかに貼りつけると、

そういった方法もあると思うのです。ただし、

これについては地域住民の方の意向が第一だと

思います。 

 うちの新城では、郵便局が取扱量が減ってい

るわけです、当然。人がいなくなりますから。

そうすると、御高齢の方々は金融機関がなくな

るのではないかという部分で、そういう思いを

持っておられます。それで今、話が上がってい

るのが、ぜひとも支所機能の仕事を新城郵便局

に回してもらって、地域から金融機関がなくな

らないように陳情しようかというお話も出てい

ます。今後、そういう部分で、郵便局は歴史に

根付いて、新城郵便局は大正６年にできている

のです。今でもう５代目です。ずっと地域の人

たちの顔は知っているのです。地域の事情も知

っている。それで、災害があったときはいつも

駆けつけてくれる。おたけどんの発送も手伝う。

全て大事な唯一の金融機関です。陳情がきたら、

また取扱いについて、私がまた同席させていた

だくことになりますでしょうけど、よろしくお

願いします。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わりま

す。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 



－147－ 

 次は、午後３時20分から再開いたします。 

     午後３時10分休憩 

 

     午後３時20分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、14番、川畑三郎議員の質問を許可しま

す。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  新型コロナウイルスで、今、

世界が大変な状況であります。感染症の第３波

が拡大する中、重症者も増え続け、重症者向け

の病床が逼迫し始めており、強い危機感があり

ます。ワクチンが承認され、必要な人に接種が

できるよう準備が進むと思われます。いつ終息

するのか、大変心配であります。 

 さきに通告していました案件について質問い

たします。 

 林道海潟麓線は、木材の輸送や桜島爆発時の

避難用の迂回路として使用される予定で、平成

３年度から工事が始まり、現在も工事が続いて

おります。長い年月がたっております。現在の

進捗状況をお知らせください。 

 新型コロナウイルスにより、農業、水産業も

含め、ありとあらゆる分野で大きな影響が出て

おります。高温の影響もありますが、垂水市特

産のインゲン、キヌサヤ等の価格も低い状態が

続いており、新型コロナウイルスの影響が大き

いのではないかと思われます。農業に対する支

援の状況はどうなっているのか。 

 本市の基幹産業の水産業、新型コロナウイル

スの影響により、養殖業においては、販売が厳

しい状況にあります。これまで市として様々な

支援対策を講じられているようでありますが、

国、県においても支援対策はあると思われます。 

 水産商工観光課は、水産庁から本市へ出向さ

れている三橋総括監がいらっしゃることから、

適切な支援をいただいたと、漁協の関係者から

伺っております。両漁協において、どういった

事業が計画されているのか、市の支援事業と併

せてどれだけの結果があったのか、現状につい

てお聞きいたします。 

 県立垂水高等学校の振興支援に関する事項、

地域と連携した教育生活を推進する垂水高等学

校振興対策協議会、垂水市ただ一つの高等学校

の存続が振興、発展を支援することを目的とす

るものです。近年、入学者の減少が続いており、

大変心配されるところであります。垂水市にお

いては、振興対策として補助金も交付されてお

ります。その内容をお知らせください。 

 最後に、新庁舎建設についてお伺いいたしま

す。 

 住民投票後、外部検討委員会が開かれ、委員

会の意見書に、今後の整備に反映させるための

新庁舎建設の反対・賛成の意見を聴取する機会

を設けるよう要請されております。これはぜひ

とも開催したほうが、私はいいと考えます。外

部検討委員会の活動はありがたいことでござい

ます。引き続き外部検討委員会を活用していく

必要があると思います。 

 新原議員の質問でも、外部検討委員会につい

て質問がありました。新年度から引き続き委員

会を設置される予定があるのか、お考えをお聞

きいたしまして、１回目の質問を終わります。 

○農林課長（森 秀和）  整備の進捗状況につ

きましてお答えいたします。 

 海潟麓線は、桜島を目の前に望む高隈山地の

西側山腹を海岸とほぼ平行する形で横断する森

林基幹道で、平成３年度から工事が始まってお

ります。計画では、協和地区公民館付近市道か

ら、道の駅たるみず付近間の延長１万2,400

メートル、幅員５メートルで、現在も工事中で

ございます。毎年、海潟・牛根麓側の双方から

工事を進めておりますが、最後の連結部が工事

の一番の難所でございますが、残すところ400

メートル余りとなっております。 
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 本年度は、梅雨前線豪雨や台風の影響で着工

が遅れておりましたが、牛根麓側から工事に入

り、大量の土砂を切取りを行っている状況でご

ざいます。開通まで、あと二、三年かかると思

われますが、牛根麓側の狭い、かつて川内農道

であった部分の改良工事のため、近々、測量設

計を行う予定となっております。 

 以上でございます。 

 続きまして、新型コロナウイルスの影響につ

きましてお答えいたします。 

 公設市場の日報や農業者からの情報によりま

すと、11月まで高温の天候によるインゲン、キ

ヌサヤなど豆類の収量が増える一方、相場は低

下している状況でございます。 

 新型コロナウイルス感染拡大もあることから、

消費動向や国内需要の変化も考えられるため、

引き続き注視してまいります。12月に入り、寒

さが厳しくなっておりますが、３密対策を行い、

作業中の十分な換気を確保していただきたいと

考えております。 

 次に、支援の取組につきましてお答えいたし

ます。 

 国よる新型コロナウイルスへの支援策が打ち

出されており、市のホームページ、振興会回覧、

全戸チラシ配布、説明会の開催や農業委員への

周知依頼など、様々な手段により周知に努めて

おります。 

 また、個別相談に応じ、各事業の申請や応募

につなげていただいております。 

 その中、高収益作物次期作支援交付金につき

ましては、前向きに次期作に取り組んでいただ

けるよう、申請要件が簡素で弾力的な要件もあ

り、56経営体から申請がございました。 

 しかし、受付後の10月には、国は当初の要件

ではなかった本人の減収確認追加や、交付額算

定方法の変更といった大幅な運用見直しを行い

ました。 

 そこで、申請者を対象に追加の作業が必要に

なったことや、交付額が減少する見通しとなら

ざるを得ないこと等の説明を行い、御理解を頂

いているところでございます。 

 その他直近の支援といたしましては、県事業

として、県内公共施設等における花飾り事業が

ございましたので、市役所玄関ロビーにて、11

月30日から12月11日まで花卉の消費拡大アピー

ルのため、展示を行っているところでございま

す。 

 また、10月末から県の公募事業として始まり

ました農業関連施設感染防止対策支援事業につ

きましては、営農部門ごとに周知を行ったほか、

農林課を経由して応募をしていただく流れとな

っている農業体験等施設及び野菜・果実の加工

施設の対象となり得る団体や個人に対し、関係

機関と連携し、応募手続の支援に努めました。 

 新型コロナウイルスの長期化により、社会へ

の影響も長引くことが懸念されますが、引き続

きマスク着用や小まめな手洗いなど、基本を徹

底し、作業に従事していただきますようお願い

するものでございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  水産業にお

ける新型コロナウイルスの影響につきましてお

答えいたします。 

 ４月の非常事態宣言以降、国内・国外ともに

飲食店の休業要請並びに営業自粛と移動自粛に

伴う航空機の便数減少により、運賃の値上がり

など大幅に注文が落ち込み、出荷量並びに販売

金額は、対前年比３割まで大きく減少している

状況でございます。 

 このようなことから、本市では地方創生臨時

交付金事業を活用し、カンパチ、ブリの消費対

策につながる様々な事業を実施しているところ

でございます。 

 なお、県、国の対策事業につきましては、現

在、垂水市漁協並びに牛根漁協が取り組んでお

ります販売対策事業について御説明いたします。 
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 まず、国の新型コロナウイルス感染症影響に

対する支援対策の一環であります、水産物販売

促進緊急対策事業でございますが、県並びに県

漁連が実施主体となり取り組まれており、県内

の学校へ給食の食材として提供されているとこ

ろでございます。 

 垂水市漁協におきましては、カンパチを約１

万3,000尾、24トン、牛根漁協におきましては、

ブリを約１万1,000尾、23トンの注文が来てい

る状況であり、埼玉県からも本事業を活用され

て、学校給食の食材として注文がありましたこ

とから、カンパチを約１万1,000尾、20トン出

荷されております。 

 次に、品目横断的販売促進対策の地域の創意

による販売促進事業への取組でございますが、

本事業につきましては、生産者及び流通業者や

販売業者が一体となり、販売促進キャンペーン

を開催することにより、販売増加へつなげる事

業でございます。 

 本事業につきましては、国の事業であります

ことから、両漁協が実施主体及び出荷団体であ

ることが必要であり、計画協議段階におきまし

て、農林水産省並びに審査団体との協議など、

三橋総括監を主として、両漁協との調整後、実

施計画書を提出したところでございます。 

 本事業の活用により、垂水市漁協におきまし

ては、カンパチ販売キャンペーンとして、12月

から１月に首都圏、東海・東北地方の63店舗へ

5,500尾、15トンの出荷となり、牛根漁協にお

きましては、ブリ販売キャンペーンとして、12

月から１月に首都圏を中心とした595店舗へ10

万7,000尾、343トンを出荷することとなります。 

 このような県並びに国の事業により、事業合

計では、カンパチ約３万尾、59トン、ブリ約11

万8,000尾、366トンの消費対策につながり、こ

れまでの本市の対策と合わせますと、垂水市漁

協は例年の５割、牛根漁協は７割まで回復して

きている状況でございます。 

 今後も様々な事業を活用し、水産振興に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  私からも、少し補足をさ

せていただきたいと思います。 

 新型コロナウイルスの影響は、これまでも申

し上げたとおり、様々な方面に悪影響が出てい

ますが、今大事なことは、国や県と連携して、

新型コロナリスクを最大限に回避をしていくと

いうことでございます。 

 大きく安全面においては、予防を重視した感

染者ゼロをしっかりと継続していくことが大事

だと思いますし、一方、御質問の経済面におい

ては、特に本市の基幹産業であります、ブリ、

カンパチへの影響が大きいところでございます。

ただいま担当課長が答弁いたしましたとおり、

課長を中心に総括監、係長など、両漁協と話し

合いながら、最大限の対策を講じているところ

でございます。 

 また、テレビ、新聞等、マスコミにも数多く

取り上げていただいております。同時に、私と

いたしましても、両漁協組合長と共に、先月、

昨年に続きまして、水産庁長官にお会いして、

コロナ禍の現状の課題と具体的な対策案を御相

談し、施策に反映していただいているところで

ございます。 

 鹿児島県においても、今後10年後の水産の振

興に関する市長会の代表として現状を訴え、施

策に盛り込んでいただいているところでござい

ます。 

 いずれにしても、今年は想定外の事態という

ふうになりましたけれども、菅総理の下、農林

水産物の海外輸出を、安倍総理の１兆円から５

兆円へ拡大する方針が示されておりますので、

その中においては、国内のブリ、カンパチの可

能性、果たす役割が大きいと考えております。 

 これまで同様、あらゆる施策を講じて、まず

は現状をしっかりと耐えて、未来のある、可能
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性のある産業の後押しをしていきたいと考えて

いるところでございます。そのことは結果的に、

垂水市内のあらゆる業界の幸せにもつながって

いくと考えておりますので、議員の御指導をま

たよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○教育総務課長（鹿屋 勉）  垂水高等学校の

支援補助金についてお答えいたします。 

 全国的な少子化等による生徒減少に対して、

平成21年度に示された鹿児島県公立高校再編整

備等検討委員会の答申や、平成23年度の大隅地

域の公立高校の在り方検討委員会等、高校再編

に向けての大きな動きがある中、本市において

も魅力ある垂水高校づくりとして、平成23年８

月に鹿児島県立垂水高等学校振興支援計画書を

策定したところでございます。 

 これまで垂水高校が果たしてきた役割や歴史、

伝統的な背景を踏まえて、本市の地域振興、経

済を含め多大な影響があることから、地域と連

携した活動が行われ、垂水高校が地域になくて

はならない高校として認識され、地域振興に寄

与するよう、支援計画に基づき、地域に貢献し、

地域に支えられる高校を実現し、入学者を増加

させ、垂水高校の存続を図るため、平成23年度

の看板設置等に対する支援補助金をはじめとし

て、垂水高等学校生徒通学費等補助金を制定し、

現在、６つの支援事業を行っております。 

 部活動等活性化補助金として、部活動の活性

化に対する指導者謝金等を補助しております。

広報支援補助金として、学校のイメージアップ

及び地域振興を図る広報活動に対して補助して

おります。検定試験費等補助金として、漢字能

力検定、実用英語検定、ビジネス文書実務検定、

家庭科技術検定及び進研模試等各種検定試験等

を受験する生徒に対し、検定費用実額を補助し

ております。通学費補助金として、通学費用の

３分の２を補助しております。通信講座受講料

補助金として、大手予備校の東進ハイスクール

通信講座受講料を補助しております。家賃補助

金として、通学圏外からの入学者の家賃等に対

して、上限で一月２万円を補助しております。 

 本支援策や垂水高校の取組等の効果もあり、

一定の生徒数を確保し、地元企業への就職者を

はじめ、公立大学や北京中医薬大学等への合格

者等も出てきているところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  新たな外部委員

会の設置についてお答えいたします。 

 外部委員会である垂水市新庁舎建設検討委員

会は、学識経験者及び関係団体の代表15名以内

とする委員構成で設置要綱を定め、平成29年６

月に委員14名でスタートしました。委員会の位

置づけとしましては、庁舎建設に関し、必要な

事項を審議する市長の私的諮問機関となります。 

 これまで13回にわたり委員会を開催していた

だき、基本構想、基本計画、基本設計に対する

要望や提言、特に基本計画策定段階では、候補

地の外部評価を行っていただくなど、十分な委

員活動を行っていただけたと考えております。 

 当委員会は、これまでお答えしているとおり、

本年度末で任期を迎えることになり、今後の委

員会設置につきましても、現在、庁内で市民合

意を得られる策定体制の協議を行っており、設

置目的や委員構成について見直しを検討してい

るところでございます。 

 なお、委員会からの意見書には、次の委員会

の委員構成については、公募枠を設けるよう要

望がありますので、そういった構成を検討し、

調整をしました上で、議会にも御報告いたしま

して、御意見を伺いたいと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  では、一問一答式方式で順を

追って質問してまいりたいと思います。 

 まず最初に、林道・市道の整備についてであ

ります。 

 林道については、今、課長のほうで説明があ
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りました。長い年月をたって、まだ開通してい

ないという状況であります。 

 しかしながら、危険な状態の山を削っていき

ますので、そう簡単にはいかないと思うのです

けれども、あと数年という状況まで来ているよ

うです。本当に早く開通していただければなと

思うところです。 

 先日も、この牛根、海潟癩牛根間の林道につ

いて、一応、海潟の入り口のほうが、今、工事

を海潟から入っていないものだから、ちょっと

生い茂っていて、地域の人から要望があって、

どうにか、そこをしないといけないぞというこ

とでありましたので、連絡して整備していただ

くようお願いしたところでしたけれども、早速、

重機を入れていただいて、伐採をしていただき、

そして土砂まで除去していただいたということ

で、大変地域の人はうれしく思っておられるよ

うな状況ですので、本当これにはお礼を言って

おきたいと思います。ありがとうございました。 

 また、今後、あと残された、この林道をしっ

かりと開通するようにお願いいたしたいと思い

ます。 

 そこで、林道の海潟癩牛根間の整備が進む中

で、効果として、今後、どんな効果になってい

くのか、ここをひとつ説明していただきたいと

思います。 

 それと、海潟林道の状況、海潟林道とは、牛

根、今のこの牛根麓間の途中から中俣の浦谷以

前まで行く道路なのですけども、ここもいつも

整備していただいたわけですけれども。ここ数

年、ちょっと滞っているのではないかという声

がありますが、この状況についてどう進めてい

かれるのか、お聞きいたしたいと思います。 

○農林課長（森 秀和）  まず、林道海潟麓線

の整備の効果についてお答えいたします。 

 議員仰せのとおり、林道海潟麓線は、広い民

有林の維持管理、木材の搬出時の輸送道、それ

と避難用の迂回路として使われる予定で計画さ

れております。 

 木材の輸入自由化の影響により、近年、国産

木材の需要が衰退し、民有林の管理が十分に行

われていない状況でございますが、そのことに

より山間地域の過疎化、地滑り、鉄砲水による

災害、水源地の荒廃などの諸問題が起きており

ます。 

 昨年５月、国会で、管理が行き届いていない

民有林を官主導できちんとした管理が行えるよ

うにする、森林経営管理法が成立いたしました。 

 昨年度より、本市では大野地区をスタートと

し、森林環境譲与税を活用し、管理体制の取組

を進めている状況でございます。本路線は、二、

三年で開通する予定ではございますが、当初の

目的はもちろん、これから民有林の適切な維持

管理にも大きく寄与するものと思われます。 

 また、牛根の林道につきましては、今後、適

切に現地確認を行い、整備を進めていきたいと

思っております。 

○土木課長（東 弘幸）  福岡・浦谷線の状況

につきましてお答えいたします。 

 福岡・浦谷線は、協和小付近の海潟堂ノ迫地

内を起点とし、中俣浦谷集落を終点とする、延

長6,754メートルのその他市道でございます。

そのうち4.2キロは海潟麓林道として改修工事

が実施されましたことから、林道として維持管

理することとなっているところでございます。 

 残りの市道につきましては、地域の皆様が歩

こう会を組織され、緑豊かな市道を歩かれ、自

然を満喫されることをお聞きしておりましたこ

とから、毎年、除草作業や、未舗装道ではあり

ますが、路面の整地を行い、管理しておりまし

た。路面につきましては、未舗装でございます

ので、急勾配箇所は大雨時に度々路面が洗堀さ

れ、対応に苦慮することもございます。 

 その後、平成28年の台風16号により路体が流

出し、通行止めを行い、災害復旧を行いました

が、平成29年11月に完成しております。 
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 また、平成30年度には、海潟橋の橋梁点検を

実施し、橋梁点検車が入ることとなりましたた

め、一部につきまして除草や伐採、路面補修を

行いましたが、先ほど御指摘いただいたとおり、

現在のところ管理が滞っているところでござい

ます。 

 まずは、現地を調査いたしまして、草木や路

面の状況を把握し、なるべく早い時期に維持管

理の対応を行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

 すみません、先ほど、林道として管理する区

間を「2.4キロメートル」と申しますところを、

「4.2キロ」と発言したようでございます。す

みません、訂正してお詫び申し上げます。 

○川畑三郎議員  今お話を聞きました。林道の

整備、そして福岡原から浦谷に行く市道、市道

に認定されていますけれども、これも早急に改

良していただいて、早く牛根麓間も整備されて、

その市道のほうもしっかり整備していかれるよ

う、お願いいたしたいと思います。 

 終わります。 

 次に、新型コロナウイルスによる農業・水産

業への影響なのですけれども、今いろいろるる

お話をお聞きいたしました。 

 本当に農業については、農業をしている人で

ないと分からないのではないぐらい、低価格が

進んでいるという状況であります。これも新型

コロナウイルスの関係だと思いますけれども、

いかにして市、県、国の援助をもらって、どう

にか乗り切っていかなければならない状況だと

思います。 

 今、課長のほうから、高収益作物次期作支援

交付金、これについて国の補助事業なのですけ

れども、56経営体からの申請があったというこ

とですが、先日の新聞でも報道されたと思いま

すけれども、また要件が一部変わってきて、み

んな心配しているというような状況があったと

思いますけれども、この点で垂水市の経営体の

中で理解をしてもらったということですが、ど

ういったことで理解を頂いたのか、再度お聞き

いたしたいと思います。 

 水産業においては、市の支援対策や国・県の

事業を活用し、回復傾向にあると聞いてはいま

すけれども、実際、苦しい状況は本当に、これ

も漁協さんでないと分からないところですね。

なかなか苦しいと思っています。 

 まだまだ新型コロナの終息までは時間がかか

るとは感じます。今後も基幹産業である水産業

ですので、さらに支援対策に努めていただきた

いと思います。市長をはじめ、執行部のほうも、

課長など一緒になって両漁協を支えていただけ

ればと思いますので、これは要望として、ひと

つ頑張っていただきたいということをお願いい

たしたいと思います。 

○農林課長（森 秀和）  高収益作物次期作支

援事業についてでございますが、当初、農林課

では、新型コロナによる影響が畜産業、牛肉の

ほうで出ているという状況で、支援事業を予算

要求して認めてもらっているわけでございます

が、その時期、うちのキヌサヤ、インゲンにつ

きましては、もう収穫を終えておりました。そ

れで、１月27日の強風により減収したというこ

とも考えられることから、調査をした結果、新

型コロナの影響は少ないという判断でおり、何

か支援事業はないかということで、農林水産省

のホームページを担当者が毎日見て、この高収

益作物次期作支援事業が出たわけでございます。 

 先ほど答弁しましたとおり、最初、１反当た

り５万5,000円という、堆肥をまくことによっ

てもらえるということでございましたが、ほか

にも要件はあるのですけども、誰でも申請がで

きるということでございました。 

 ただし、国のほうからは通告もなく、10月中

旬ぐらいですか、連絡が入り、通達があり、要

件が減収が要件だということでありましたので、

私ども56件の申請を受け付けておりましたので、
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説明責任がございますので、早速、３日後ぐら

いに３回の説明会を開いて、変わったこと、ま

た垂水市農林課でできることを説明したわけで

ございます。 

 中には、せっかく取り組んだのにという方も

いらっしゃいましたが、理解を頂いているとこ

ろでございます。 

 それで、今、その要件の中で、減収を示すた

めに伝票が必要でございます。今、農繁期でご

ざいましたので、伝票をそろえられないという

農家さんもいらっしゃって辞退、計算したとこ

ろ、減収があまりなかったという方もいらっし

ゃいました。 

 今現在、56件中、4,000万円の交付金をもら

える予定でございましたが、30件辞退され、２

件が追加になり、28件、2,200万円の申請をす

る予定でおります。今現在、担当のほうで作業

をしながら、農業者の伝票整備を行っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございました。 

 それでは、次に行きたいと思います。 

 垂水高等学校振興対策について。垂水市に１

つしかない垂水高等学校の振興策については、

市長並びに教育長が先頭に立って支援していた

だいていて、ありがたいと思います。 

 今、課長のほうで、いろいろな補助のほうの、

補助金のほうのお話をしていただきました。６

つの補助があるということで、金額にしても相

当な金額であります。 

 今、生徒数も減少にありますけれども、垂水

市はもとより、鹿児島市、鹿屋市からも相当な

生徒が通学しておりまして、垂水高校に来てい

ただくと、本当にありがたいことだと思います。

これもこの補助金があってのことだと、私は考

えます。今後もまた一層力を入れていただきた

いと思います。 

 補助金により、いろいろ結果が出ているとの

ことですが、どのようなものがあるのか、また

生徒の活動としてどのようなことをされている

のか、状況を再度お願いいたしたいと思います。 

○教育総務課長（鹿屋 勉）  垂水高校及び振

興対策協議会の活動状況についてお答えいたし

ます。 

 垂水高校の活動といたしましては、広報担当

教員と生徒が作成し、高校の活動状況を情報発

信する「ＴａｒｕＴａｍａ」を平成24年に創刊

し、現在、第17号が発行されております。 

 このたび、その内容と継続した発行が高く評

価され、令和２年度の「県優秀教職員表彰」組

織の部において、垂水高校の教務部広報係が表

彰されたところでございます。 

 さらに、内閣府地方創生推進室が主催する

「地方創生 政策アイデアコンテスト2020」で

は、垂水「食」プロジェクトとして応募し、地

域を元気にする政策アイデアとして、普通科２

年生３名が九州経済産業局長賞を受賞いたしま

した。 

 また、垂水高校フィッシュガールを結成し、

爽やかな笑顔と包丁パフォーマンスで、県内を

はじめ、東京や大阪、ひいては中国上海まで出

かけ、垂水を代表する特産品である養殖カンパ

チ「海の桜勘」をＰＲしていただき、お客様を

はじめ、多くの方々に喜んでいただいていると

ころであり、学校活動と両立しながら、垂水市

や垂水高校のＰＲのために頑張っていただいて

おります。 

 今年度は４代目にバトンを引き継いだところ

でございますが、新型コロナウイルス感染拡大

に伴い、残念ながら活動を自粛せざるを得ない

状況であります。 

 また、垂水高校の生徒による垂水小学校での

ミシン講習会や、協和小学校での創作紙芝居の

披露等、地域貢献にも努めております。 

 このように、本市の支援策や垂水高校の取組

の効果により、垂水高校が活性化し、一定の生
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徒数を確保してきたと考えているところでござ

います。 

 ただ、近年は少子化に加え、私立高校の授業

料の無償化等、社会情勢のさらなる変化により、

生徒数の確保が難しい状況になっていることも

事実でございます。 

 垂水高校としましても、生徒確保に向けて、

垂水中央中学校はもとより、近隣の中学校に出

向いての学校案内や夜間学校説明会の開催、ま

た体験入学による中学生と教師及び高校生との

交流を図るなど、積極的に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 現在、各中学校では、高校受験に向けての三

者相談が開催されております。 

 本市といたしましては、三者相談の際、６つ

の支援事業や垂水高校の活動状況等を紹介して

いただけるよう、３年生全員に対するパンフレ

ット及びチラシ、また校内に掲示していただく

ポスターを持参し、近隣の中学校や学習塾を訪

問するなど、情報発信の強化を図っているとこ

ろでございます。 

 また、垂水高等学校振興対策協議会を開催し、

委員の皆様から御意見をいただきながら、効果

的な取組を垂水高校と協議しながら進めている

ところでございます。 

 今後は、垂水高校と垂水中央中学校がより一

層連携を図り、相互に補完、協力し合い、中央

中学校と高校が連携した教育ができるよう橋渡

しの役割を担い、地元からの入学者確保につな

げ、地元垂水に必要な高校として存在意義を高

められるよう支援していきたいと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。 

 今、垂水高校のほうで２つの賞をもらったと

いうこと、大変ありがたいことで、それだけ市

の支援、補助金の支援もそれに貢献していると

私は考えます。 

 今後も、１つしかない、この垂水高等学校を

存続するために、垂水市としても、振興対策に

ひとつ力を入れて頑張っていただきたいと要望

いたします中で、ここで教育長の、この垂水高

校の振興に対するお気持ちをひとつお願いいた

したいと思います。 

○教育長（坂元裕人）  私の手元に、実は垂水

高校の振興対策会議第１回目、資料として配ら

れました、垂水中央中学校３年生の意識調査が

ございます。３年生の今年６月末時点での本音

なのですね。 

 それによりますと、垂水高校の印象、「よ

い」というのが、何と70％近いのです。近いの

です。その理由は、地元で通学しやすいとか、

あるいは親しみがあるとか、そういう非常に好

印象を持っているのですね。 

 それが、結局、今の三者面談の話がございま

したけれども、どのように推移しているのかと

いうのを、またぜひ中学校とも情報交流しなが

ら、１人でも２人でも垂水高校へ向けたいなと

思っているところなのですけれども、私自身は

垂水高校によく話をするのが、３つの努力とい

うことを申し上げております。 

 １つ目は、やはり待ちの姿勢ではなくて、自

ら出向いて、どんどん垂水高校の魅力を発信す

るということ。 

 ２つ目は、普通科、生活デザイン科ございま

すけれども、今、特色が、私はあまり見えてこ

ないのです。つまり、すばらしいことやってい

るのですよね。先ほどの３名の生徒の受賞であ

ったり、あるいは先生方の表彰であったりとい

ったようなところは、いい取組をやっているの

ですね。それがなかなか外に見えてこない。つ

まり、特色として、もっともっとアピールする

必要があるのではないか。つまり、情報発信の

努力。 

 この３つの努力を、本当に先生方が本気にな

って取り組む。そして、５年後の創立100周年
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の同窓会、あるいは市民の方々と一緒に盛大に

お祝いできたらなと思っているところでござい

ます。学校と共に、私どももまた努力を重ねて

いきたいと思います。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。教育

長はじめ、一生懸命頑張っていただきたいと思

います。 

 私、こういう資料をちょっともらったのです

けれど、「ＧｏＴｏ垂水高校実習」ということ

で、垂水高校の通学費等補助金の御案内という

ことで、そのほかに東進ハイスクール通信講座

補助、検定試験補助、家賃補助とか、いろいろ

書いてありますけれども。こんなに垂水市は力

を入れている垂水高等学校、幸せだなと私は思

います。ぜひ存続できるように、また御支援を

お願いしたいと思います。 

 最後に、庁舎の在り方についてということで、

昨日から庁舎について、いろいろ議員の皆さん

方から質問があったり、提言があったりしたよ

うです。私も、結果が結果でしたので、どうし

てもこれは新しい庁舎を造らないといけないと

いうことを思っているのですけれども、何せや

っぱり時間がかかるような気がします。皆さん

の意見を今後も集中して、ぜひそのように進め

ていかなければならないと私は思います。 

 これまでの計画は、相当の期間と手間をかけ

て進められてきたと私は思っております。それ

以上の手間がかかるものと思っております。そ

んなに簡単にはいかないのではないかと考えま

す。耐震診断を予定されております。その結果、

もし耐震補強をすることになり、しばらくは現

庁舎を使い続けることになっても、いずれは建

て替えなければならない状況になると考えます。 

 10年後、どのような社会になっているのか、

予想を今できません。そうであれば、現状をし

っかり見極めながら進めていくことが大事であ

ると考えます。この庁舎問題は、市や議会、そ

して市民が一丸となって考えていくべき問題で

あると考えます。この庁舎の問題について、昨

日から議論されていますけれども、市長のお考

えをお聞きいたしたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  今回の議会では、議員の

皆様から現庁舎の耐震診断に対して、また、こ

れからの計画づくりに関して、それぞれのお考

えをお聞きすることができたと考えております。

そういう意味におきましては、前議会より１歩

前進をしたというふうに考えております。 

 全体を通じてでございますけれども、市民の

皆様は、これからどうしていくのかという疑問

があろうと思いますけれども、まちづくりの視

点、財政的な視点、そして何より市民の皆さん

の安心安全を守るという視点を第一に、今、市

として示さなければならない方向性などを慎重

に検討している段階でございますので、繰り返

しになりますけれども、いましばらくお時間を

頂きたいことを、御理解いただきたいと思いま

す。経過につきましては、広報紙等を通じて、

御説明もしたいと考えております。 

 この庁舎問題は、市、議会、市民の皆さんが

一丸となって、同じ方向を向いて進めていくべ

きであると、お考えを先ほど述べていただきま

したけれども、そういった仕組みづくりも含め、

しっかりと検討させていただきたいと考えてお

ります。 

 なお、外部検討委員会も、来年１月中に意見

聴取を行いたいとの意向を持っておられますの

で、そういった活動を通じて、建設案の詳しい

内容が確認できればと考えております。 

 まずは、10月に県から示されました命令によ

りまして耐震診断を行い、その結果を踏まえて、

先ほど答弁したように、多様な御意見を聴取し

て物事を進めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  市長のお気持ちをありがとう
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ございました。 

 今年１年あった、今まで住民投票も、庁舎の

建設についていろいろ賛否両論ありながら、今

まで来たわけでありますが、市長、この庁舎は

また庁舎としてですけれども、市長、今年のこ

の１年を振り返って、どういうことで進んでき

たかというのを、この庁舎の問題と絡めて一言

頂ければと思いますが。 

○市長（尾脇雅弥）  １年を総括してという御

質問であります。 

 私自身の思いとしては、垂水が発展をしてい

くように、また、市民の皆さんが幸福であるよ

うに、二元代表制の中で提案をしながら進めて

いくというのが基本でありますし、皆さんも同

じ気持ちであるというふうに思います。 

 今年を振り返るときに、特別な年であったと

いうふうに思います。先ほどもありましたけれ

ども、１月27日に台風並みの大きな風が吹いた

農業被害から始まりまして、新型コロナウイル

スということで、いろんな意味で、本来であれ

ば東京オリンピックでありますとか、かごしま

国体とか、いろんな意味で活気づいて、胸わく

わくする１年の締めくくりだったのだろうと思

いますけれども、これは本市に限らず、日本全

体、あるいは世界的なものでありますので、今

はしっかりと耐え忍ぶことが大事だろうという

ふうに思っております。 

 また同時に、本市におきましても、新庁舎の

問題がございました。いろいろ協議を重ねた結

果、最終的に市民の皆さんの住民投票というこ

とで、民意を問えたということはよかったと思

っております。 

 そこを踏まえて、今後どうしていくのかとい

うのは、いろんなお考えがあると思いますので、

先ほど答弁いたしましたように、重要な問題で

ありますので、慎重丁寧に諮りながら、多くの

皆さんが御理解いただける方向性に持っていか

なければいけないというふうに思います。 

 いろんな案件、それぞれ賛成・反対、立場、

これからもあると思いますけれども、冒頭申し

上げました、基本的には垂水がよくなるように

ということの立場においてのお話でありますか

ら、庁舎問題だけではなくて、いろんな問題が

ありますので、来年はそういったものを乗り越

えて、いい１年というふうになればというふう

に思いますので、また議会の先生方のいろんな

御指導も賜ればと思いますので、よろしくお願

いを申し上げたいと思います。 

○川畑三郎議員  市長の言葉を聞いて、今後、

一緒になって垂水市がよくなるように、議員も

執行部の人たちも一緒になって、来年がいい年

であることをお願いして、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  本日の日程は、以上で全

部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明10日から12月17日まで

は、議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、12月18日午前10時から開きま

す。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これにて散会い

たします。 

     午後４時９分散会 
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令和２年12月18日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、令和２年10月分の出納検査結

果報告がありましたので、写しをお手元に配付

しておきましたから御了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   △議案第73号～議案第80号、議案第82号

～議案第85号、請願第３号・陳情第

８号・陳情第９号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第２、議案第73号か

ら日程第９、議案第80号までの議案及び日程第

10、議案第82号から日程第13、議案第85号まで

の議案12件並びに日程第14、請願第３号から日

程第16、陳情第９号までの請願１件及び陳情２

件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第73号 垂水市税条例の一部を改正する条

例 案 

議案第74号 災害被害者に対する市税減免条例

の一部を改正する条例 案 

議案第75号 垂水市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例 案 

議案第76号 垂水市後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例 案 

議案第77号 垂水市子ども医療費助成条例の一

部を改正する条例 案 

議案第78号 垂水市火災予防条例の一部を改正

する条例 案 

議案第79号 垂水市道の駅交流施設の指定管理

者の指定について 

議案第80号 垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず

及び垂水市猿ヶ城活性化施設の指定管理

者の指定について 

議案第82号 令和２年度垂水市一般会計補正予

算（第11号） 案 

議案第83号 令和２年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第84号 令和２年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第３号） 案 

議案第85号 公立学校情報機器（端末）購入契

約について 

請願第３号 国の責任による「20人学級」を展

望した少人数学級化についての意見書提

出を求める請願 

陳情第８号 日本国政府に核兵器禁止条約への

署名・批准を求める意見書提出について

の陳情 

陳情第９号 新庁舎建設の新たな計画づくりの

推進を求める陳情 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ここで、各常任委員長の

審査報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長、梅木勇議員。 

   ［産業厚生委員長梅木 勇議員登壇］ 

○産業厚生委員長（梅木 勇）  おはようござ

います。去る11月27日の本会議において、産業

厚生常任委員会付託となりました各案件につい

て、12月10日に委員会を開き、審査いたしまし

たので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第77号垂水市子ども医療費助成

条例の一部を改正する条例案について説明があ

り、来年の医療費助成の見込みと財源はどうな

っているのかとの質問に対し、年齢が上がるに

つれて医療機関に行く回数も少なくなってくる
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ため、見込みとしてゼロ歳から６歳の月額を２

倍するような考えで計上している。財源につい

ては、18歳まで年齢が引き上げられても、現在

と同じく県が２分１を負担するとの答弁があり

ました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第79号垂水市道の駅交流施設の指

定管理者の指定については、地域と連携した運

営について質疑があったほか、市と指定管理者

の関係性をどう思っているのかとの質問に対し、

指定管理者が利益を上げることも重要だが、公

共性が一番の課題である。常に、駅長と連携し

ながら情報共有し、出荷者協議会に参加してい

ろいろな情報を聞きながら、お互い協力し合っ

ていきたいとの答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第80号垂水市猿ヶ城渓谷森の駅た

るみず及び垂水市猿ヶ城活性化施設の指定管理

者の指定については、現在の会計年度任用職員

の雇用や給与水準、売上げを上げる方策につい

て質疑があったほか、指定管理者候補者が評価

された理由はとの質問に対し、合宿等の受入れ

時において、送迎や食事の提供などにより各団

体から信頼感を勝ち得ていること、森の駅を熟

知している強み、合宿等を閑散期に実施するこ

とで年間収益を上げるプラン、垂水のために市

内企業として貢献したいという熱い思いを感じ

たところであるとの答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第82号令和２年度垂水市一般会計

補正予算（第11号）案中の福祉課の所管費目に

ついて説明があり、西宝寺保育園が閉園になっ

た理由はとの質問に対し、平成28年に閉園の示

唆があった以降、存続のお願いをしてきたが、

令和３年３月末で閉園の意向が出された。市と

しても、補助金等の支援を提案したが、資金面

だけでなく運営体制からも困難であるとのこと

から、今回、在園児について、転園の支援を行

うこととなったとの答弁がありました。 

 次に、保健課、生活環境課、農業委員会の所

管費目について説明があり、特段質疑はありま

せんでした。 

 次に、農林課所管費目については、廃ビニー

ルの適正処理等について要望があったほか、農

林水産施設単独災害復旧費の委託料が2,800万

円減額となった理由はとの質問があり、激甚災

害に認定された場合、委託料も50％程度が補助

災害復旧費の対象となることから、単独費を減

額し、補助災害復旧費で計上したためであると

の答弁がありました。 

 次に、水産商工観光課の所管費目については、

道の駅たるみずの温泉関連の質疑があったほか、

水産商工総括監の業務・成果について質問があ

り、現在のコロナ禍の状況もあり、国内の販売

促進事業で直接農林水産省に相談してもらうな

ど、実績が上がっている。今後は、状況を踏ま

え、本来のメイン業務である販路拡大に取り組

んでもらうとの答弁がありました。 

 次に、土木課所管費目については、新城大浜

住宅の植栽の管理について要望があったほか、

市営住宅の計画的な修繕について質疑があり、

公営住宅については長寿命化計画に基づいて解

体や建て替えなどを実施しているが、修繕のス

ケジュールは明記していない。計画的に修繕で

きるよう検討していきたいとの答弁がありまし

た。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 最後に、議案第84号令和２年度垂水市介護保

険特別会計補正予算（第３号）案について説明

があり、特段質疑はなく、本案の採決を行った

ところ、原案のとおり可決されました。 

 以上で報告を終わります。 
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○議長（篠原則）  次に、総務文教委員長、

川畑三郎議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る11月27日

及び12月８日の本会議において、総務文教委員

会付託となりました各案件について、12月11日

に委員会を開き、審査いたしましたので、その

結果を報告いたします。 

 まず、議案第73号垂水市税条例の一部を改正

する条例案について申し上げます。 

 審査の過程において、税制改正の意図する税

控除の区別化を、独り親世帯に対しどのような

形で制度徹底を図るのかとの質問に対し、周知

については市報や申告書発送時、窓口における

応対時などの形を取りたい。また、賦課の課税

場面についても漏れがないように相手方に伝え、

周知を図りたいとの回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第74号災害被害者に対する市税減

免条例の一部を改正する条例案について申し上

げます。 

 審査の過程において、国民健康保険税の減免

の特例を設けることに対し、改正は限定的なも

のかとの質問があり、７月豪雨に関してのみの

規程である。７月豪雨災害については、本則の

６条に減免の規定はあるが対象とはならず、今

回改正する規程でないと減免できないとの回答

がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第75号垂水市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例案について申し上げます。 

 審査の過程において、国民健康保険税の減額

に係る軽減判定所得基準の見直しに対し、市民

の利益になるかとの質問があり、独自の試算で

は、ほぼ影響がないものと思われるとの回答が

ありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第76号垂水市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例案について申し

上げます。 

 審査の過程において、特段質疑等はなく、本

案の採決を行ったところ、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第78号垂水市火災予防条例の一部

を改正する条例案について申し上げます。 

 審査の過程において、急速充電設備を設置す

る基準に対し、条例改正により急速充電設備の

設置場所や要件はどのように変わるのかとの質

問があり、設置場所に変更はないが、充電設備

の全出力20キロワットから50キロワットが規制

対象となっていたが、上限を200キロワットと

する変更であるとの回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第85号公立学校情報機器（端末）

購入契約について申し上げます。 

 審査の過程において、タブレット端末と同時

に導入するクラウドサービスに対し、５年間の

ライセンス契約上で、サービス保証はどうなる

のかとの質問があり、５年間のサービス提供が

前提で契約しており、全てのクラウドサービス

がしっかりと担保をされているものと考えてい

るが、契約会社に再度確認したいとの回答があ

りました。 

 また、タブレット端末の共同調達について、

共同調達に同意するまでに他の業者と比較した

のかとの質問があり、当初は業者から直接見積

りを取っていたが、共同調達に移行後は県でｉ

Ｐａｄ関係、ウインドウズ関係など、それぞれ

で仕様書に基づき、５社程度でのプロポーザル

方式の入札を行っているとの回答がありました。 

 そのほかにも、契約書の書式、端末の保持契

約、タブレット端末の追加パッケージ、契約相
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手の経営実態、契約上の損害賠償、単価の検証

など多岐にわたる質疑がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第82号令和２年度垂水市一般会計

補正予算（第11号）案について申し上げます。 

 まず、議会事務局の所管費目では、本会議を

ネット中継する議場カメラシステム構築の委託

料について、新しいシステムの運用開始時期は

との質問に対し、早ければ３月定例会からの運

用となるとの回答がありました。 

 また、市民モニターを募集し、ネット中継に

対する意見を聴取してほしいとの要望がありま

した。 

 次に、総務課の所管費目では、特段質疑はあ

りませんでした。 

 次に、企画政策課の所管費目では、破損した

桜島ライブカメラの購入に対し、破損の原因は

何かとの質問があり、購入から12年経過し、経

年劣化による破損であるとの回答がありました。 

 次に、市民課の所管費目では、特定健康診査

に係る委託料について、高血圧の検査項目追加

における厚生労働省との関係はとの質問に対し、

厚生労働省は３年後をめどに、高血圧に関する

検査項目３項目の追加を検討しており、本市で

先進的に取組を行うものであるとの回答があり

ました。 

 次に、財政課の所管費目では、新庁舎建設事

業の白紙化に伴う実施設計委託における借入れ

の全額繰上償還について、繰上償還までに利子

の発生や元金との関係で問題はなかったのかと

の質問に対し、10年で償還する予定であった借

入れに対する利子は72万8,030円となる。今回

の繰上償還までの利子は、９月に４万3,791円、

12月に３万2,398円となる見込みであり、令和

３年度以降の利子の発生はない。また、令和２

年度は元金据置きとなっているとの回答があり

ました。 

 次に、税務課の所管費目では、市税及び各種

公共料金のコンビニ収納に関する電算システム

改修・導入業務委託について、費用対効果と維

持管理はどの程度かとの質問に対し、費用対効

果については、他の市町の分析を含め、今後算

定していきたいが、就業されている方の夜間の

納付等を含めた利便性の向上を図るという目的

がある。維持管理費は、今後発生が予想される

が、取扱手数料においては、現在より約６割増

となる見込みであるとの回答がありました。 

 また、利便性だけで計れるか疑問であるため、

収納率向上などの費用対効果、取扱手数料等の

維持管理、他市町のコンビニ収納率といった資

料を提示してほしいとの意見が出されました。 

 次に、教育総務課、学校教育課の所管費目で

は、特段質疑はありませんでした。 

 次に、社会教育課の所管費目では、７月６日

の豪雨災害で被災した垂水島津家墓地の災害復

旧について、今回計上された予算で災害復旧は

完了するのかとの質問に対し、測量設計の業務

委託終了後に工事費が増額する可能性がある。

その場合は、補正での対応を考えているとの回

答がありました。 

 その他に、ＰＣＢ使用照明器具の取替えに関

する質疑がありました。 

 次に、国体推進課の所管費目では、特段質疑

はありませんでした。 

 令和２年度垂水市一般会計補正予算（第11

号）案の最後に、財政課の所管費目の地方債・

歳入全款の審査では、財政的な運営として現段

階で問題はないのかとの質問に対し、現段階で

問題はないと認識しているとの回答がありまし

た。 

 全ての所管費目について審査を終え、本案の

採決を行ったところ、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第83号令和２年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）案について申
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し上げます。 

 審査の過程において、医療費の増加見込みに

よる保険給付費の補正に対し、当初予算に比べ、

増加した要因はとの質問があり、白血病、脊椎

障害、虚血性心疾患等の医療費が増加したこと

によるものであるとの回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、請願第３号国の責任による「20人学

級」を展望した少人数学級化についての意見書

提出を求める請願について申し上げます。 

 審査の過程において、教室内の社会的距離の

確保や、新型コロナ終息後の子供たちの新しい

関係も含め採択するべきではないかとの意見が

出されました。 

 審査後、本請願の取扱いについては採択とし、

関係機関へ意見書を提出することが決定されま

した。 

 次に、陳情第８号日本国政府に核兵器禁止条

約への署名・批准を求める意見書提出について

の陳情について申し上げます。 

 審査の過程において、陳情に対する異議等は

なく、本陳情の取扱いについては採択とし、関

係機関へ意見書を提出することが決定されまし

た。 

 最後に、陳情第９号新庁舎建設の新たな計画

づくりの推進を求める陳情について申し上げま

す。 

 まず、陳情書の題目にあります新庁舎建設の

新たな計画づくりの推進については、賛同する

ことで意見は一致いたしました。 

 しかし、陳情の趣旨、陳情事項においては、

議会として公正公平に判断しなければならない。

要望の申入れのような性格を見ているといった

意見や、議会を拘束してしまう可能性がある。

陳情内容が審査・審議に耐え得るかといった意

見が出されました。 

 結果として、新庁舎建設を推進するという考

え方・方向性に異論はないが、陳情書の内容に

ついて再検討していただきたいとのことから、

本陳情の取扱いについては不採択となりました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  ただいまの報告に対して、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。 

 議案第73号から議案第80号までの議案及び議

案第82号から議案第85号までの議案12件につい

ては、各委員長の報告のとおり決することに御

異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第73号から議案第80号までの議

案及び議案第82号から議案第85号までの議案12

件については、各委員長の報告のとおり決定し

ました。 

 次に、請願をお諮りいたします。 

 請願第３号を委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、請願第３号は採択とすることに決定

しました。 

 次に、陳情をお諮りいたします。 

 陳情第８号を委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 
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 よって、陳情第８号は採択とすることに決定

しました。 

 次に、陳情第９号をお諮りいたします。 

 陳情第９号に対する委員長の報告は、不採択

であります。原案について、起立により採決を

いたします。本陳情を採択とすることに賛成の

方は御起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立なしです。 

 よって、陳情第９号は不採択とすることに決

定しました。 

   △議案第86号上程 

○議長（篠原則）  日程第17、議案第86号令

和２年度垂水市一般会計補正予算（第12号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（濵 久志）  おはようございます。 

 議案第86号令和２年度垂水市一般会計補正予

算（第12号）案について御説明申し上げます。 

 今回の補正は、国の令和２年12月11日の閣議

決定により、年内にひとり親世帯臨時特別給付

金の再支給を行うことが決定されたことに伴い、

必要な経費を増額補正するものでございます。 

 今回、歳入歳出とも173万円を増額しますの

で、これによる補正後の歳入歳出予算総額は

146億9,311万2,000円になります。 

 補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

の第１表、歳入歳出予算補正に掲げてあるとお

りでございます。 

 次に、歳出の事項別明細について御説明いた

します。 

 ７ページをお開きください。 

 ３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務

費の扶助費は、ひとり親世帯臨時特別給付金の

再支給を行うために要する経費でございます。 

 これに対する歳入は、前に戻っていただきま

して、４ページの事項別明細書の総括表及び６

ページの歳入明細にお示ししておりますように、

国庫支出金を充てて収支の均衡を図るものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。 

     午前10時28分休憩 

 

     午前10時40分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先程議題といたしました議案に対し、これか

ら質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第86号については、会議規則第37条第３

項の規定により、委員長付託を省略したいと思

います。これに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第86号については、委員会の付

託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第86号について、原案のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 



－164－ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第86号は原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

   △意見書案第９号・意見書案第10号一括

上程 

○議長（篠原則）  日程第18、意見書案第９

号及び日程第19、意見書案第10号の意見書案２

件を一括議題といたします。 

 案文は配付してありますので、朗読を省略い

たします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

意見書案第９号 少人数学級の推進を求める意

見書 

意見書案第10号 核兵器禁止条約への署名・批

准を求める意見書 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  お諮りいたします。 

 ただいまの意見書案２件については提出者の

説明を省略したいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、いずれもそのように決定しました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第９号及び意見書案第10号の意見書

案２件を原案のとおり決することに御異議ござ

いませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第９号及び意見書案第10号

の意見書案２件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま意見書案２件が議決されましたが、

その提出手続及び字句、数字、その他の整理を

要するものにつきましては、その整理を議長に

委任されたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、その提出手続及び字句、数字、その

他の整理は議長に委任することに決定しました。 

   △委員会の閉会中の継続審査の件につい

て 

○議長（篠原則）  日程第20、委員会の閉会

中の継続審査の件についてを議題といたします。 

 産業厚生委員長から、目下、委員会において

審査中の事件について、会議規則第103条の規

定によって、お手元に配付した申出書のとおり、

閉会中の継続審査の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審

査とすることに御異議ございませんか。 

   ［「異議あり」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議がありますので、起

立により採決を行います。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審

査とすることに賛成の方は御起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。よって、

委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査

とすることは可決されました。 

   △議会運営委員会の閉会中の所掌事務調

査の件について 

○議長（篠原則）  日程第21、議会運営委員

会の閉会中の所掌事務調査の件についてを議題
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といたします。 

 議会運営委員長から会議規則第103条の規定

により、お手元に配付した申出のとおり閉会中

の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。 

   △各常任委員会の閉会中の所管事務調査

の件について 

○議長（篠原則）  日程第22、各常任委員会

の閉会中の所管事務調査の件についてを議題と

いたします。 

 各常任委員長から所管事務のうち、会議規則

第103条の規定により、お手元に配付した申出

書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本定例会に付議されました案件は、

全部議了いたしました。 

   △閉  会 

○議長（篠原則）  これをもちまして、令和

２年第４回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前10時46分閉会 



－166－ 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。 

 

 

 

 

         垂水市議会議長 

 

 

 

         垂水市議会議員 

 

 

 

         垂水市議会議員 
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